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１．日程第６．議案第２８号 名寄市議会基本条例の制定について

議案第２９号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

議案第３０号 名寄市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正に

ついて

議案第３１号 名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部

改正について

…………………………………議案第３２号 名寄市議会会議規則の一部改正について ２５０

……………………………………………………………………………○提案理由説明（山田典幸議員） ２５０

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２５１

……………………………………………………………１．日程第７．委員会所管事務調査報告について ２５１

…………………………………………………………………○総務文教委員長報告（東 千春委員長） ２５１



…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２５３

１．日程第８．意見書案第１号 日米物品貿易協定交渉に関する意見書

意見書案第２号 後期高齢者の窓口負担の見直しに当たり、現行制度の

継続を求める意見書

意見書案第３号 日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める意見書

意見書案第４号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

意見書案第５号 相次ぐ災害に対する特別交付税の増額を求める意見書

………………………………意見書案第６号 教育の無償化・負担軽減に関する意見書 ２５３

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２５３

………………………………………………１．日程第９．報告第２号 例月現金出納検査報告について ２５４

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２５４

………………………………………………１．日程第１０．閉会中継続審査（調査）の申し出について ２５４

……………………………………………………………………………………………………………○決定 ２５４

……………………………………………………………………１．日程第１１．委員の派遣報告について ２５４

……………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（奥村英俊委員長） ２５４

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２５５

………………………………………………………………………………………………１．加藤市長の発言 ２５６

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ２５６
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……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ２６１
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平成３０年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３０年１２月３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成３０年第３回定例会付託議案第２

１号 名寄市水道事業給水条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 国民健康保険税等の納期

の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

日程第９ 議案第５号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（和

寒町）

議案第６号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（剣

淵町）

議案第７号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（下

川町）

議案第８号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（美

深町）

議案第９号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（音

威子府村）

議案第１０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第10 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

日程第11 議案第１７号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１８号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第１９号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第２０号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第15 議案第２１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第２２号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

平成３０年１２月３日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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部改正について

議案第２３号 名寄市特別職の職員の

給与に関するの条例一部改正について

議案第２４号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第17 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成３０年第３回定例会付託議案第２

１号 名寄市水道事業給水条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 国民健康保険税等の納期

の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

日程第９ 議案第５号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（和

寒町）

議案第６号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（剣

淵町）

議案第７号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（下

川町）

議案第８号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（美

深町）

議案第９号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（音

威子府村）

議案第１０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第10 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

日程第11 議案第１７号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１８号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第１９号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第２０号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第15 議案第２１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第２２号 名寄市議会議員の議員

平成３０年１２月３日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２３号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第２４号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第17 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月２１日ま

での１９日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

２１日までの１９日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成３０年

第３回定例会付託議案第２１号 名寄市水道事業

給水条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 皆さん、

おはようございます。議長より御指名がありまし

たので、平成３０年第３回定例会付託議案第２１

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

の委員会における審査経過並びに結果について御

報告申し上げます。

委員会は、平成３０年１０月１２日、１０月２

６日、１１月７日の３回にわたり担当職員の出席

を求め、本条例の内容について慎重に審査を行い

ました。

１０月１２日の委員会では、最初に名寄市上下

水道事業経営審議会での経過説明や議員協議会で

の資料の説明を受け、名寄市での水道事業の経営

状況や水道事業が抱える課題、今後の事業、他市

との料金比較、改定の考え方等についてと改定時

期は平成３１年４月１日、平均改定率は１ ０２

％を予定しているとの説明を受けました。

委員からは、浄水場の将来的な改修や消費税増

税を見越した料金改定なのかの質問に対し、平成

３１年から平成３５年の５年間の算定期間におけ

る老朽施設の更新などの費用も鑑み、必要な収益

を算出して積算根拠としており、消費税について

は便乗値上げなどの誤解を招かないように料金改

定と消費税改定分とは分けて今回提案することと

した。漏水調査は行っているのかの質問に対し、

毎年実施している。子育てや高齢者、介護世帯や

低所得者に対する配慮はの質問に対し、基本水量

の５立方メートルについては旧名寄市での昭和５

８年６月の改定時に高齢者世帯や単身世帯に対す

る政策として実施してきた歴史的経過があり、基

本水量５立方メートルの優位性を引き継ぐべきと

考え提案しているが、全国的な流れとして水道メ

ーター更新費や維持管理費、検針費用など一律に

負担いただくものを基本料金とし、基本水量はゼ

ロ立方メートルとする料金に変更する自治体がふ

え、名寄市としても現行の料金体系を見直し検討

する時期に来ていると考えている。時期改定に向

け料金体系や口径別の額、基本水量５立方メート

ルのあり方について検証する必要があると考えて

いるが、基本水量をゼロ立方メートルとした場合

には市全体の福祉的施策を含め対策が必要と考え

るとの説明を受け、次回の委員会で委員間議論を

行うことを確認し、閉会しました。

１０月２６日の委員会では、委員間議論を行い、

各委員からは水をたくさん使う子供がいる世帯や

高齢者世帯や介護している方々の世帯への対応に
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ついて５年後には考えたいという説明だったが、

今回それがどうしてできなかったのかというとこ

ろをもう一度聞きたい。あわせて水道法改正案の

中では、水道の民営化がうたわれているので、民

営化の理由と今回の名寄市の水道料金が値上げに

なる理由とが同じなので、こことのかかわりも確

認したい。自衛隊名寄駐屯地の給水に関して必要

な量として１日当たり ４０６立方メートルだと

いうことだが、２７年前に言われていた水量と同

じ水量だという点についての説明と自衛隊名寄駐

屯地は今天塩川から水利権を得てそこから専用の

水道を使っているのですが、それを今後どうして

いくのかというところも確認したい。風連の井戸

を全部埋めてしまうということだが、災害などの

対応の不安もあって安全な水を確保していくとい

う点でこういった部分を確認したい。口径の大き

なところに対しての周知や案内、値上げ幅などば

らつきがあるので、この辺の周知をどうしていく

のかという部分と市民の理解を求めていく広報、

案内をどう進めていく考えなのか確認したい。国

で水道事業民営化の議論がされているが、命を守

る視点から考えたときに直営でいくべきだと思う

が、考えを聞きたい。施行の時期と消費税の引き

上げが同じ年度の中であると生活に対する影響度

は大きいと思うので、どう考えているのか聞きた

いとの議論があり、１点目として高齢者世帯や水

をたくさん使う子育て世帯などへの対応について

５年後に向けて検討するとの回答であったが、な

ぜ今回対応できなかったのか、この改定案で提案

すると判断したこととあわせて５年後の改定に向

けた具体的な考え方と水道法改正に関連し、国の

水道民営化にもつながる進め方と今回の名寄市の

水道料金改定のかかわりについて考え方を確認す

る。２点目に、自衛隊名寄駐屯地への給水につい

て、平成３年に話を受けた水量が時代の流れや情

勢変化がある中で同じ水量なのはどういうことな

のか、自衛隊名寄駐屯地からの給水収益を見込ん

だ料金改定となっているのか、算定根拠を含めて

確認する。また、自衛隊名寄駐屯地から情報とし

て市からの給水後の専用水道施設を今後どのよう

にするのかわかれば確認する。３点目に、緑丘浄

水場からの送水により廃止する風連地区の取水、

浄水施設を災害における断水による対応策及び有

事の際に使用するために保存する必要がないのか。

災害により真勲別頭首工からの取水が停止する可

能性もあり、井戸を全て廃止することに不安があ

る。４点目に、これまで口径１３ミリの料金につ

いての説明が主であったが、それ以外の大口使用

者への料金についての説明や周知について、また

全体的な市民周知はどのように考えているのか。

５点目に、施行期日が平成３１年４月１日である

が、消費税改正が１０月１日に示されており、同

じ年度に２度の改定が予想されるが、施行時期と

消費税の関係についての考え方を確認するの５点

について理事者に改めて確認することとしました。

１１月７日の委員会では、１０月２６日の委員

間議論で委員会として理事者に確認することとし

た５点について、次のとおり説明がありました。

高齢者、子育て世代への対策と水道法改正の関連

性については、現行の料金体系を基準に全体を増

額する改定として検討し、その中でも重要視する

点として基本水量でおさまる少量使用者が１カ月

の使用料金に対しどの程度の増額であれば負担感

が少なくなるのか、また超過料金についてはどの

くらいが妥当かということを中心に検討し、給水

収益が一定程度確保できる最低限の額を最終案と

したものです。名寄地区において基本水量の５立

方メートルについては、昭和５８年６月の改定当

時高齢者世帯や単身世帯に対する軽減策として実

施してきた歴史的経過があり、平成２０年の料金

改定で口径別の料金体系や基本水量５立方メート

ルに統一しており、料金体系としてはベストなも

のであるという考えと今回料金改定に向けて議論

を始めた平成２７年度は料金統一から７年しか経

過していないことと水道メーター更新費や維持管

理費、検針費用などを基本料金とし、使用水量に
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応じて従量料金を加算する料金見直しは一部に負

担をふやすことにつながるとの判断から、今回の

実施検討は見送ることとした。水道法の改正につ

いては、国の方針として人口減少や施設の老朽化

費用を賄い採算をとるために費用を下げる方策と

して水道の基盤強化に対する一つの手法として広

域化と官民連携を行うことが有効とされ、ＰＦＩ

を初め民間資金の活用による公共施設等の整備等

が全面的に打ち出されていますが、民間化によっ

て料金が大幅にふえると報道がされていると認識

している。技術の継承や人員不足に対応するため

に管工事業協同組合や民間業者などに業務委託す

ることで負担軽減や維持管理を現在も行ってきて

いるが、災害の対応や経営の根幹にかかわる分に

ついては市が担う必要があると考えているので、

水道事業全体を民営化する考えは現在はありませ

ん。

自衛隊への給水については、平成３年度より協

議が始まり、現在は駐屯地が計画する平成３４年

度をめどに給水可能となるよう準備を進めている。

平成３年当初は、駐屯地における飲料用のみの使

用で日量３５０立方メートルの要望で、平成５年

度には駐屯地で使用する全量の日量最大 ５００

立方メートルを要望されましたが、緑丘浄水場の

処理能力不足のため、第２期拡張事業における施

設改修とサンルダム完成予定の平成２０年度以降

に給水可能となる計画としてきた。現在は、１日

に使用する平均水量実績で約６００立方メートル

から７００立方メートルとなる旨の報告を受けて

いることから、６００立方メートル分の給水量に

当たる約 ０００万円の水道料金を給水収益と見

込み、経営状況に反映している。駐屯地では、予

算要求に向け上級部隊と協議を行っており、詳細

については確定していないとのことだが、使用す

る全量を市の水道事業に要望し、駐屯地内の水道

管の施設、浄水場の一部改修、さらには取水施設

の撤去工事などを計画し、予算要求する考えがあ

ると聞いている。このことから、給水後の駐屯地

の浄水場は天塩川からの取水をやめ、市からの水

道水を受水する施設へと改修され、取水施設を撤

去する計画であり、既得の水利権は返上するもの

と推測している。

風連地区の浄水施設と災害対策については、現

在風連地区における水道水は市街地に既設の４カ

所の深井戸から地下水をくみ上げ、浄水場でろ過

され、家庭へ給水されているが、長期間の休止状

態は井戸本体の閉塞、目詰まり、腐食、水中ポン

プの故障につながり、水流や水質も良好な状態を

保持することは極めて困難なことから、災害への

備えとして維持することは非常に困難であると考

える。また、災害時などの対応としては、緑丘浄

水場と市内６つの浄水場も活用しながら有事の際

は飲料水などの供給は対応できると思いますし、

万が一緑丘浄水場が災害に遭った場合は自衛隊の

支援や日本水道協会の支援により災害に対応して

いきたい。

メーター口径１３ミリ以外の周知と市民説明に

ついては、名寄商工会議所、風連商工会とも相談

をしながら、個別の事業所等の対応も含めて説明

会を開催する。改定は、全ての口径が対象となる

ことから、多くの市民に理解をいただけるよう市

民説明会の開催や１月から改定までの間広報の活

用、検針時にチラシを配布するなど、なぜ改定し

ないといけないのか、改定の状況、経営の状況も

含めてＦＭやホームページ、新聞などあらゆる情

報媒体を使いながら市民周知する。

施行期日と消費税改正については、平成３１年

から平成３５年の５年間の算定期間の費用から必

要な収益を算出して積算根拠としており、消費税

の改定にあわせて施行期日をおくらせることとな

れば施行期日を半年おくらせることによって約

０００万円の給水収益が減少し、計画している事

業が進めることができず、喫緊の課題でもある老

朽施設の更新なども先送りとなる。また、負担を

後年に先送りすることになるため、積算自体をや

り直しする必要となり、再積算となれば現状の改
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定率では難しく、当市財政計画を含め再審議が必

要となり、これまでの料金改定の議論自体が根本

から崩れることとなる。また、消費税分を含めた

改定額として積算すると、国の動向により便乗値

上げなど誤解を招く可能性もあり、市民に理解を

いただくために収支不足による料金改定と消費税

改定分とは分けて今回提案することとし、消費税

の改定分については前回の消費税改定と同様の対

応をしたいとの答弁がありました。

その後、安心して使える水の供給のために受益

者負担と言われるが、一律の値上げは来年の消費

税の増税も含めると負担感の大きさは否めないか

と思うが、この点についての考えをと再度質問が

あり、名寄市における基本水量の５立方メートル

の設定自体福祉的要素が濃い設定とも考えており、

これ以上差をつけた料金にすることはなかなか考

えにくく、負担感が大きくなる一つの要因として

超過料金の金額も影響してくるかと考え、超過料

金の金額の設定も全体的な収益を考え、限界の２

６０円という額とした。消費税の増税分も考える

と負担額が大きくなるが、水道事業は独立採算で

あり、清浄で豊富で低廉な水の供給をしなければ

ならないが、これをおくらせることによって今現

在の水道料金を低価にできる可能性はあるかもし

れないが、将来の子供たちの世代の料金が２倍や

３倍になる可能性も出るため、世代間の負担の先

送りとならないように今回水道料金の改定を提案

させていただいたということもありますので、御

理解いただきたい。また、大口使用者への説明や

周知と市民周知の回数についての再質問には、個

別の事業所等の対応も含めて説明をする。多くの

方の意見を聞くという意味ではまち懇と同じくら

いのレベルでの市民説明会の開催を想定し、あわ

せて出前トークなどの要望にも応えていきたいと

の答弁を受け、市民の皆さんへの周知方法となる

市民説明会は回数にこだわらず、多くの市民の人

と直接会って説明することを求め、質疑を終了し、

原案に異議があったため、採決を行った結果、賛

成多数でありましたので、平成３０年第３回定例

会付託議案第２１号 名寄市水道事業給水条例の

一部改正については、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

以上、当委員会に付託されました議案第２１号

の審査の経過並びに結果についての御報告といた

します。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成３０年第３回定例会付託議案第２１号を委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成３０年第３回定例会付託議案第２

１号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時１８分

再開 午前１０時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本日、平成３０年第４回

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日文化の日に、名寄市文化賞条例に基

づき、佐野康男さんに文化賞を授与いたしました。
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「科学部門」、「天文」で受賞された佐野さん

は、昭和５３年に看護職として名寄市職員に採用

されましたが、平成５年に名寄市立木原天文台の

技師になられてからは、退職される平成２８年ま

での２３年間を天文一筋に勤めてこられました。

在職中の平成１６年には、２個目の超新星発見

の実績と、天文学の普及活動に情熱を注がれてき

た功績が認められ、名寄市文化奨励賞を受賞され

ております。

佐野さんは、これまでに３個の超新星を発見さ

れておりますが、３個以上の超新星を発見した方

は全国で１１人しかいないことからも、この功績

が大変輝かしいものであることがわかります。

また、平成２２年には、なよろ市立天文台「き

たすばる」がオープンいたしましたが、その際、

佐野さんが名寄市と北海道大学との橋渡し役を務

められたことにより、全国に誇る素晴らしい設備

を整えることができました。

さらには、設備のみならず佐野さんの趣味であ

る音楽と天文を融合させた全国でも類を見ない天

文台として、地域住民の方々や全国の天体観測者

から愛される施設とすることができましたことは、

ひとえに佐野さんの御尽力の賜物であります。こ

のように、永きに渡り名寄市の天文分野の第一人

者として活躍され、科学文化の発展に御貢献いた

だきました。

奇しくも昭和３５年の第１回文化賞の受賞者は、

佐野さんが天文分野の師と仰ぐ故木原秀雄さんで

した。時を経てお二人が同じ天文分野で文化賞を

受賞されることは、木原さんから始まった名寄市

における天文活動が綿々と受け継がれていること

を象徴しており、名寄市が「ほしのまち」である

ことを全国のみならず広く世界にＰＲすることが

できておりますことに深く感謝申し上げます。

次に、名寄市表彰条例に基づく各表彰について

は、自治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、

教育文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に

寄与された２４個人、２団体の皆さんに功労表彰

を、多額の寄附をいただいた７個人、２８団体に

善行表彰を、芸術、文化、スポーツなどの分野で

輝かしい活躍をされた５個人、１団体に栄誉賞を

それぞれお贈りいたしました。

受賞された皆さんには、今後とも本市の発展に

御尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と

御健勝を願っております。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

名寄市町内会連合会との連携のもと、全９会場で

「まちづくり懇談会」を開催し、多くの御参加を

いただきました。

本年度は、平成２９年度決算状況及び総合計画

（第２次）中期基本計画について報告し御意見を

いただいたほか、市政全般に関して、市民の皆様

と意見交換を行いました。いただきました貴重な

御意見については、市政への反映に努めてまいり

ます。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

１０月２５日に本市を会場に開催した全国青年

市長会第２回北海道・東北ブロック会議において

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」

行動宣言への共同賛同式を行いました。今後は全

国青年市長会の構成自治体と情報交換を行い、効

果的な取組を研究してまいります。

また、１１月１２日から２５日にかけて「女性

に対する暴力をなくす運動」の取組として、街頭

啓発、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に

関する相談窓口の周知などを実施しました。

現在は、第２次名寄市男女共同参画推進計画に

基づき、男女共同参画推進事業者等表彰の候補者

を募集しており、男女がともに働きやすく、子育

てや介護をしやすい環境づくりに積極的に取り組

んでいる事業者などを表彰し、広く市民に周知す

ることで、男女共同参画の普及、啓発を図ってま

いります。
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次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流については、名寄・藤島

交流友の会が１０月１３日から１４日まで鶴岡市

小真木原公園で開催された「つるおか大産業まつ

り２０１８」に出展し、藤島・名寄交流友の会会

員や藤島庁舎職員などの協力を得て、大福などの

特産品を販売しました。

東京都杉並区との交流については、１１月３日

から４日まで杉並区立桃井原っぱ公園で開催され

た「すぎなみフェスタ２０１８」において、杉並

区職員などの協力もいただきながら、なよろ煮込

みジンギスカンやいかめしなどの販売を行いまし

た。

ふるさと会の交流については、東京なよろ会の

総会が１１月１０日に東京都内において、会員を

はじめ約６０人の出席により開催され、スキーや

ゴルフツアーなどの事業計画が承認されました。

カナダ国カワーサレイクス市リンゼイとの交流

については、市内の高校生２人が７月２１日から

９月１９日まで交換学生として派遣され、ホーム

ステイなどを通じ、交流を深めてきました。

ロシア連邦ドーリンスク市との交流については、

橋本副市長を団長とした市民訪問団１４人が、９

月１３日から１７日の日程でドーリンスク市を訪

問し、創立１３４周年記念式典に参加したほか、

歓迎夕食会や公共施設の視察などを通じ、市民と

の友好を深めました。

台湾との交流事業については、国立員林高級中

学が１０月２５日から２６日まで本市を訪れ、市

内の高校生と授業を通じた交流などを行いました。

また、１１月１日から２日間、台湾の学校関係

者１０人をお招きし、教育旅行先としての当地域

の魅力をＰＲしました。

次に、移住の推進について申し上げます。

本年度のお試し移住住宅については、１１月末

までに道内外から１５件３４人の利用があり、本

市での生活を体験いただいています。

プロモーション活動については、９月８日、北

海道命名１５０年に合わせて開催された「ＥＺＯ

ＳＨＯＷ」をはじめ、９月２８日の「北海道ｍｉ

ｎｉ暮らしフェア」や１１月１１日に開催された

「北海道暮らしフェア」など、首都圏におけるイ

ベントに出展し、地域の魅力紹介や移住相談に応

じてきました。

また、１１月８日には、札幌において名寄の暮

らしを提案する移住イベントを開催したほか、１

１月２３日から２５日にかけて、下川町と連携し

て実施した移住体験ツアーには、首都圏や愛知、

新潟、札幌から９人が参加し、お試し移住住宅の

体験や移住者との意見交換などを通じ、地域の魅

力や移住への理解を深めていただきました。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１０月２６日に定住自立圏構成市町村長会議を

本市で開催し、福祉・産業振興分野におけるさら

なる連携を図るとともに、より実態に即した連携

に向けて、協定内容の精査について確認されまし

た。これに伴う定住自立圏形成協定の一部変更に

ついて、本定例会で提案させていただきますので

御審議のほどお願い致します。

また、昨年度から定住自立圏共生ビジョンに新

たに設置した成果指標（ＫＰＩ）の検証や、新た

な広域連携事業の研究などを進めるとともに、定

住自立圏共生ビジョンの着実な推進を図ってまい

ります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、北海道の名付け

親とされ、天塩川を踏査した幕末の探検家、松浦

武四郎ゆかりの地を紹介する「テッシ武四郎カー

ド」を市町村ごとに作成しました。カードには観

光・グルメ情報も掲載し、地域の魅力を発信する

もので、それぞれの市町村でしか入手できない限

定品として、１１月９日に配布を開始しました。

さらに、プレミアムカードとして、松浦武四郎

の生誕地である三重県松阪市のカードも作成し、

松浦武四郎記念館で配布しています。
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次に、健康の保持増進について申し上げます。

「第３１回なよろ健康まつり」については、１

１月１０日に市民文化センターにおいて、「みん

なで広げよう健康の輪」をテーマに開催しました。

名寄市立大学や名寄保健所などと協働し、体脂肪

測定や乳がん自己検診法などの体験コーナーと地

場産食材を使った試食コーナーを設け、８１９人

の参加をいただき生活習慣の見直しや健康への啓

発を図りました。

また、昨年度から多くの市民が集う場をつくる

ため、「２０１８地産地消フェアｉｎなよろ」と

同時開催をしています。地産地消フェアには１９

団体の出展をいただき、名寄産農産物及び加工品

の販売や試食などの催しが行われました。

さらに、今回は「食育の小路」と題した食育と

健康のコラボレーション企画を実施し、第３次名

寄市食育推進計画ダイジェスト版や清涼飲料水な

どに含まれる糖分量の展示を通して、食育と健康

に対する関心を高めるきっかけの場をつくりまし

た。

産婦健康診査・産後ケア事業については、１０

月から事業を開始し、産後の母子支援を強化しな

がら、子どもが健やかに生まれ育ち、安心して子

育てができるように、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援をしています。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の経営

状況について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万 ６０

６人で前年比７０９人の減となり、外来患者数で

は延べ１１万 ４０１人で前年比 ７３７人の増

となっています。

収支状況では、医業収益は４３億 ２６２万円

で、前年比１億 ０５０万円の増となり、医業費

用は４５億４６２万円で、前年比１億 ８０９万

円の増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、１億 ２００

万円の損失で、これに医業外収支と特別収支を加

えた全体の収支では、 ８３４万円の純損失とな

りました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努めてまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 ４４

１人で前年比 １５０人の減となり、外来患者数

では延べ ２２５人で前年比１０９人の増となり

ました。

また、収支状況では、事業収益は３億 ６８７

万円で前年比７４６万円の減、事業費用は３億２

４７万円で前年比 ３０２万円の減となり、事業

収支は ４４０万円の純利益となりました。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

「長寿を祝う会」については、市内関係団体と

実行委員会を組織し、９月１５日に市民文化セン

ターＥＮ―ＲＡＹホールにおいて開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、男

性１０２歳と女性１０８歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた２０９人と金婚を迎えら

れた７７組の御夫婦をお招きし、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１２日

から１７日まで開催し、１０１点の力作の数々を

市民の皆様に御覧いただきました。

また、町内会など８１団体が「敬老会」を開催

し、７５歳以上の方々 １９７人が温かい祝福を

受けました。

９月２９日には、北新区町内会や介護サービス

事業者、名寄警察署などの関係機関の協力を得て、

「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク模擬捜索

訓練」を実施しました。訓練では、行方不明者役

が北新区町内会付近を徘徊し、市は「徘徊高齢者

ＳＯＳネットワーク」を用いて行方不明者役の情

報を発信し、地域の方々に捜索協力の呼びかけを

行いました。町内会の方には、行方不明者役に声

かけをしながら、地域の中で面識のない高齢者に
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どのように接すればよいのかを体験していただき

ました。

今後も模擬捜索訓練を継続的に実施することで、

市民の助け合い意識を高めるとともに、誰もが安

心して住み続けられる地域づくりに努めてまいり

ます。

次に、環境との共生について申し上げます。

１０月１３日に名寄消費者協会主催で行われた

「第４９回みんなの消費生活展」に出展し、節電

に関するクイズやこどもエコ隊の活動パネル展を

実施しました。節電クイズには約１２０人の方に

参加いただき、節電についての理解を深めてもら

うことができました。

また、１０月８日から１４日までの秋の清掃週

間において、本市では１４日を一斉清掃日と定め

て地域での清掃活動などを呼びかけました。期間

中は地域や団体で清掃作業など美化活動に取り組

んでいただき、良好な生活環境に対する市民意識

の醸成を図ることができました。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数が８件で前年比１件の増

となり、負傷者の発生はありません。また、救急

出動件数は９２６件で前年比２０件の増、救助出

動件数は、３１件で前年比２件の増となっていま

す。

住宅防火対策の推進は、「秋の全道火災予防運

動」期間中に一般家庭と高齢者宅の防火訪問、防

火対象物や危険物施設の立入検査の実施、防火ポ

スター配布、大型店舗での火災予防広報など、防

火対策の啓発や火災予防のＰＲ活動を実施しまし

た。

また、建築物の大規模化などに伴い、予防業務

が専門化していることから本年４人を含む２２人

の予防技術資格者を養成し、予防要員の育成に努

めています。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業の北斗団地について

は昨年度着手した鉄筋コンクリート造２階建て１

棟１０戸が１０月に完成し、本年度着手分の鉄筋

コンクリート造２階建て１棟１２戸については９

月に着手し、１１月末現在の進捗率は約１５パー

セントとなっています。

また、新北斗団地については６月に着手したプ

レキャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の改

善工事が９月に完成し、新北斗団地の当該事業を

完了しています。

長寿命化型改善事業については６月に着手した

風舞団地１棟８戸が１０月に完成し、緑丘第１団

地の平成３１年度改修分の実施設計は６月に着手

し、平成３１年１月の完了を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、名寄南公園、白樺公園、アカシヤ公

園、ことぶき公園の遊具の更新工事が完成してい

ます。

また、現在施工中の大橋公園については、１２

月の完成を予定しています。

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄

市立地適正化計画策定については、老朽化対策が

急がれる公共施設について各担当部署への調査を

行い、公共施設の機能連携による効果や立地条件

について庁内委員会において議論しているところ

です。

合わせて１１月には公共施設と民間施設との複

合化による賑わいの創出や公共施設マネジメント

の先進地視察を行っています。

また、第２回の策定委員会を開催して、都市構

造の課題、公共施設再編のあり方、都市構造パタ

ーンの検討、拠点地区の整備方針について議論を

すすめていただきました。

今後は、市民向け講演会や市民アンケートなど

を企画し、多くの市民意見が反映された計画とな

るよう引き続き策定作業を進めてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事
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については、南１１丁目西通老朽管更新工事ほか

３路線、延長 ０１５メートルが１１月に完成し

ています。

配水管網整備については、道道名寄停車場線配

水管網整備工事、延長１２７メートルが１０月に

完成しています。

また、給水管の漏水調査についても終了し、漏

水個所については必要な修繕を完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場における電気設備更新工事

の進捗状況は、直流電源設備機器の更新に着手し、

来年２月下旬の完成を予定しています。

下水道汚水管渠については、長寿命化計画に基

づき、管渠更生工事１路線、延長４３メートルが

１１月に完成しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

１０基の合併浄化槽の設置に着手し、このうち９

基が１１月までに完成し、現在は東風連地区で１

基の整備を進めており、１２月上旬の完成を予定

しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により継続整備を進め

ている北１丁目通については工事が完成し、南３

丁目通については１月の完成を予定しています。

また、西４条仲通については計画路線の工事が完

成し、肉付け予算により整備を進めている北西９

条右仲通、風連大沼線は１２月に、西１条通は１

月に完成を予定しています。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１０月に２０６路線、約４ ５キロメートル

を完了しています。

次に、橋梁長寿命化事業について申し上げます。

長寿命化計画に基づく橋梁の整備については、

二十一線橋は１０月、斉藤橋、智北１号橋は１１

月に工事が完成し、曙６号橋は１２月、大反橋は

３月に完成を予定しています。

また、本年度実施分の橋梁２４橋の近接目視点

検については１１月に完了し、実施設計３橋につ

いては１月に完了を予定しています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

８キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを

実施する計画としています。

１０月１７日に除雪事業の契約を締結し、効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めてまいりま

す。また、安全な道路空間の確保を図るため、幹

線道路ではこれまで同様に複数回の排雪と積上除

雪を実施してまいります。

また、昨年度に取得した西１６条南９丁目の土

地を雪堆積場として整備したほか、１２月下旬に

は除雪グレーダー１台の更新を予定しており、こ

れまで以上に作業の効率性や運用性などが高まる

ものと期待しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

市内バス路線では、運行形態の見直しをすすめ

ていた「風連御料線」について、１０月より道の

駅から風連日進地区までの区間を予約で運行する

「デマンドバス」に移行し、１０月末までに延べ

１６８人の利用をいただいています。今後もより

多くのかたに利用いただける公共交通になるよう

利用方法の周知などに努めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに基盤整備について、本年度、新規採択

された道営事業「ちえぶん地区」では、来春から

の工事実施に向けて、調査測量設計と併せて、受

益者への聞取り調整などの準備を進めています。

また、市単独事業の中名寄９線沢道路工事は、

１０月上旬に完成しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

水稲については、１０月１５日現在の農林水産

省の作況指数は、全国で９９の「平年並み」とな

ったものの、本市を含む北海道、上川ともに９０

の「不良」となりました。本市の１１月１２日現

在の出荷状況は概ね６割で、もち米１５万５千５

００俵、うるち米１万２千俵、合計１６万７千５
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００俵となり、一等米比率は約９８パーセントで、

収量は平年を下回る状況となっています。

畑作については、秋小麦、春小麦、玉ねぎは平

年をやや下回り、大豆は平年を下回りました。ま

た、てんさい、スイートコーン、かぼちゃ、馬鈴

しょは平年を下回る見込みとなり、全般的に平年

を下回る一年となりました。

次に、経営所得安定対策について申し上げます。

まず、転作関係では、対象農家５３４戸、対象

面積 ９４６ヘクタールで、水田活用の直接支払

交付金が５億 ９９３万円、産地交付金が８億６

５万円となり、合わせて１３億 ０５８万円の年

内交付を予定しています。

畑作関係では、畑作物戸別所得補償交付金のう

ち、既に営農継続払い３億 ８４２万円が交付さ

れており、今後は数量払いの交付を見込んでいま

す。

次に、担い手対策について申し上げます。

就農５年未満の農業者を対象に、新規就農者等

交流会を１１月２９日に開催しました。１１人の

新規就農者を対象に交流を深めるとともに、先輩

農業者の実践報告から多くのことを学ぶ場となり

ました。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度エゾシカ駆除については、４月１日から

９月３０日まで実施し、３６８頭を駆除し昨年よ

りやや減少しましたが、アライグマ駆除について

は、１１月１３日現在で３３４頭と大幅に増加し

ています。

次に、ヒグマの出没について申し上げます。

本年度は、捕獲許可期間を１１月３０日までと

しており、１１月１３日時点で昨年度の出没情報

６６件に対し２４件少ない４２件の出没報告件数

となっています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野では５月２

８日から１０月２２日まで、母子里地区共同牧場

では６月１４日から１０月２３日まで市内酪農家

１７戸から２６９頭を受入れ、適正な飼養管理に

より、高い受胎率と個体の資質向上を図ってきま

した。

また、合併後の懸案であった、両公共牧場の一

体的な利用形態の構築に伴い、関係条例の一部改

正について、本定例会で提案させていただきます

ので、宜しく御審議願います。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

市有林管理事業の下刈り、植林、野そ駆除につ

いては１１月中旬に完了し、間伐については１２

月末の完了を予定しています。

また、伐採適齢期を迎えた森林の皆伐について

は、既に発注を終え、来年３月末の完了を予定し

ています。

次に、森林認証制度について申し上げます。

上川管内の広域的な取組として進められている

「森林認証制度」については、管内の２３市町村

及び１３森林組合により構成される「上川森林認

証協議会」が設立され、市町村有林及び私有林な

どの認証取得に向けて作業が進められており、今

後、地域材のブランド化による、管内林業、林産

業などの活性化が期待されます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表している７月から９月までの上川

北部の地域別経済動向調査によると、建設業は収

益低下が、製造・運輸業では人材不足がそれぞれ

懸念され、個人消費については北海道胆振東部地

震の影響で宿泊・飲食業が下向きであるものの、

地域全体の業況としては「普通」と判断されてい

ます。

市の融資関係では、１０月末現在、運転資金は

減少傾向、設備資金は増加傾向で推移しており、

運転資金については、融資件数で８０件、融資額

は４億１１５万円となり、前年比６件の減、金額

では ０５３万円の減となっています。また、設

備資金については、融資件数で２１件、融資額は

１億２３９６万円となり、前年比４件の増、金額
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では ４３３万円の増となっています。

次に、名寄市住宅改修等推進事業について申し

上げます。

第３回定例会において補正予算の可決をいただ

き予算額を ０００万円とした本事業について、

１０月末現在の交付決定件数は２０２件で、うち

事業完了は１３０件、改修費用の合計は約２億

５８５万円となっており、昨年度と同程度の申請

件数となっています。

なお、本事業は、先に制度を点検し、事業を継

続する意向を表明しているところですが、現行制

度の対象経費及び補助額といった基本部分は継承

した上で、移住・定住や空家対策、さらには新エ

ネ・省エネや除雪対策などの施策との連動につい

て検討を進めているところであり、できるだけ早

期の制度設計に向け庁内横断的に協議を進めてい

るところです。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末現在の月

間有効求人倍率は ４５倍で、３３カ月連続で前

年同月を上回っており、依然として高い水準を維

持しています。

また、９月末現在の来春の管内新規高等学校卒

業予定者は５８１人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１５２人で前年比１人の減、

管内での就職希望者は８７人で前年比３人の減、

就職内定者数は４３人で前年同月比５人の増加と

なっています。

次に、観光の振興について申し上げます。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が３１万５９

７人で前年度比 ２３１人の減となりました。こ

れは大型観光バスの立ち寄り数の減少に加え、観

光シーズンである夏季の天候不良などによるもの

と考えています。今後も指定管理者と連携し地場

特産品などの販売とＰＲにより、多くの方に利用

いただける魅力ある施設づくりに取り組んでまい

ります。

名寄ピヤシリスキー場については、昨シーズン

にモーター故障により運行を休止していた第４ロ

マンスリフトの修繕を行い、オープンに向けて安

全で快適に御利用いただけるよう準備を進めてき

ました。

１１月２０日に実施されましたピヤシリスキー

場安全祈願祭では、シーズン中における安全と無

事故を祈願しました。

また、なよろ温泉サンピラーの改修については、

８月に基本設計業務の契約を終え、現在、市民ニ

ーズを捉えた温浴施設の改修をはじめ、合宿利用

など宿泊者の満足度向上に資する老朽箇所の改善

や機能向上などについて、運営主体である名寄振

興公社を含め、委託業者と協議しながら進めてい

るところです。

次に、物産振興事業について申し上げます。

１０月１９日には札幌市内のホテルにおいて名

寄市物産展を開催し特産品の販売を行うとともに、

５日間限定で名寄産の食材を使ったランチビュッ

フェを開催するなど、本市の特産品のＰＲを行な

ったところです。

首都圏では、１０月２６日から２７日まで、東

京都杉並区役所前などにおいて、「北海道名寄市

物産展」を開催し、生産者などが旬のかぼちゃや

もち米、トマトジュースなどの販売とＰＲ活動を

行いました。

今後も、民間を主体とした地場産品の知名度の

向上や魅力を発信する機会を提供してまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、１

１月１４日に名寄東小学校と名寄中学校を会場と

して名寄市教育研究大会を開催しました。名寄東

小学校では、授業構想シートを活用した日常の授

業づくりの工夫について研究発表が行われました。

また、算数科において、子どもたちの数学的な考

え方を深めるため、ペアやグループによる話合い

を行う授業が公開され、主体的・対話的で深い学

びを実現する指導方法について活発な協議が行わ
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れました。

名寄中学校では、高い感受性と自主性をもった

生徒を育むため、道徳及び国語、数学、社会、理

科、英語などの授業が公開され、授業改善のあり

方について研修を深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、９月

２５日に風連中央小学校において、名寄市教育改

善プロジェクト委員会による「特別の教科 道徳

公開授業研修会」が開催されました。本市にゆ

かりのある木原秀雄氏の生き方を題材にした道徳

科の授業が公開され、子どもたちが自己の生き方

を考えることのできる道徳の指導のあり方につい

て、熱心な協議が行われました。

また、９月２７日には、市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールを会場に、児童生徒の豊かな情操

を育むため、名寄市小中学校音楽発表会を開催し

ました。

健やかな体を育てる教育の推進については、１

１月１６日と２３日の両日に、学校給食において

新鮮な地元産食材を使用した「なよろ給食の日」

を実施し、児童生徒が地場農産物について理解を

深めました。今後も地元産食材の積極的な使用に

よる地産地消の推進に努め、安全安心な給食を提

供してまいります。

特別支援教育の推進については、１０月５日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学の准教

授を講師に迎え、「子どもたち一人一人が生きる

学級経営を考える～管理職、コーディネーター、

学級担任、それぞれの立場から～」をテーマに、

市内小中学校の管理職などを対象とした研修会を

行いました。本市はもとより、士別市や下川町、

幌加内町の教員など４６人が子どもたち一人一人

の困り感に応じた支援のあり方について学びまし

た。

さらに、１１月１９日には、市民文化センター

において、名寄市特別支援連携協議会第２回専門

委員会を行い、特別な支援を必要とする子どもへ

の就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない

支援体制を整備するための引継ぎのあり方や「す

くらむ」の活用について話し合われました。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、９月２５日に名寄中学校において名寄

市教育改善プロジェクト委員会による「教育指導

の充実に関する研究グループ公開授業研修会」が

開催され、中学校の技術科の授業を通して、ＩＣ

Ｔの活用とプログラミングについての実践的な指

導方法や指導技術についての研修を深めました。

信頼される学校づくりの推進については、１１

月２２日に名寄西小学校において、学校力向上に

関する総合実践事業に係る国語科の授業公開を行

い、子どもたちの話し合いを生かした授業づくり

の工夫について熱心な協議が行われました。

コミュニティ・スクール導入の取組については、

１０月１９日と２３日の両日に、市民文化センタ

ーにおいて、士別市教育委員会社会教育課兼学校

教育課参事や上川教育局社会教育指導班主査を講

師に迎え、名寄小学校、名寄西小学校、名寄南小

学校、名寄中学校、名寄東中学校の教職員や保護

者・地域住民１５６人を対象としてコミュニティ

・スクールの制度説明会を開催しました。今後は、

未設置の市街地５校に学校運営協議会を設置して

まいります。

安全・安心な教育環境の整備については、１０

月２５日に児童生徒の通学路における一層の安全

対策の向上を目的に、警察署、道路管理者、交通

安全、防災、校長会などの関係機関の担当者で構

成した「名寄市通学路安全推進会議」を開催しま

した。推進会議では、継続的に関係機関と連携し

危険個所の情報共有や対策を進めるため「名寄市

通学路安全プログラム」を定めるとともに、対策

を必要とする危険箇所の合同点検やハード・ソフ

ト両面から改善手法の検討などを行いました。

風連中央小学校の校舎及び屋内運動場の改築に

ついては、工事が順調に進み１１月に完成し、引

き渡しを受けました。今後は、名寄図書館風連分

館も併せて、３学期始業時からの供用開始に向け
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移転作業を進めてまいります。また来年度は、旧

校舎などの解体と屋外運動場の整備を行い、事業

全体が終了することになります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学では、１０月２１日、２２日の日

程で、公益財団法人大学基準協会による大学評価

実地調査を受審しました。

実地調査には４人の大学評価分科会評価者が来

学し、部局長、学科長などが出席する全体面談や

社会連携、連携教育、少人数教育などの担当者が

出席する個別面談、大学施設の見学、さらには学

生インタビューが行われました。

今後は、１２月に評価結果案が提示され、意見

申立期間を経て、３月には評価結果が公表される

こととなります。

保健福祉学部再編事業に係る学生会館改修工事

は、１１月１２日に完成し、引き渡しを受けまし

た。今後も学生の自治会活動やサークル活動の拠

点施設として有効に活用してまいります。

今年で１２年目となる名寄高校との高大連携事

業「大学授業体験」は１０月１０日に実施しまし

た。名寄高校１年生１３３人が参加し、希望する

各学科の模擬授業を受けたあと、本学学生と交流

し、進路選択の一助としました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

９月３０日には、市民文化センターを会場に

「生涯学習フェスティバル２０１８ｉｎなよろ」

を開催しました。芸能発表には９団体の出演、ワ

ークショップブースには１３団体の出展があり、

そのうち１４団体では体験教室を実施しました。

１０月１１日から１２日にかけて、市民文化セ

ンターを会場に「第６２回北海道公民館大会ｉｎ

なよろ」が開催されました。本大会は、北海道公

民館協会の主催で「地方創生の実現を目指す公民

館活動とは」をテーマに開催され、市民６４人を

はじめ全道から２００人が参加し、市民主体のま

ちづくりについて学ぶとともに、互いの交流を深

めました。

１０月２３日には、市民文化センターを会場に

名寄ピヤシリ大学の大学祭を開催し、各学年やク

ラブによる芸能発表には約１５０人の来場があり

ました。また、１０月１７日から同会場で実施し

た展示発表では、多くの市民が工夫を凝らした作

品を楽しみました。

次に、市立図書館について申し上げます。

文化の日には、「特別開館」に併せて「雑誌の

リサイクル」と「フィルムコートサービス」を行

いました｡また、本館では乳幼児から小学校低学年

を対象としたおはなし会「図書館まつり」を開催

し、子どもから大人まで多くの方々に参加をいた

だきました。さらに、本を読む力と表現する力を

育てる、「ビブリオバトル（知的書評合戦）」を

開催しました。２０歳代から７０歳代までの各世

代の発表者６人がお奨めする本を紹介し、参加者

全員によるディスカッションを経て、投票により

チャンプ本を決定しました。

１１月１５日には、智恵文小学校において、本

の面白さを伝える「ブックトーク」を行いました。

子どもたちの反応も良く、読書への興味・関心を

大いに盛り上げることができました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

９月４日には、東洋大学の越智信彰准教授を招

いて「光害を知ろう」と題した市民講演会を開催

しました。

また、昨年度に引き続き、１１月１日から５日

間、移動式天文台車ポラリスⅡを交流自治体であ

る東京都杉並区へ派遣しました。小学校２校で理

科の授業を開催したり、杉並フェスタの開催会場

である桃井原っぱ公園などで観望会を行い、延べ

５４８人の区民の皆さんに参加していただくこ

とができました。

本年で８年目となる「小学生による小惑星発見

プロジェクト」を１０月から１１月にかけて行い

ました｡本年度は数多くの移動天体を検出し、発見

の期待が高まりましたが、残念ながら既知のもの
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であり、小惑星の発見には至りませんでした。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツ施設の整備では、スポーツセンターの

トイレ改修工事を８月２日から１２月１４日の工

期で実施し、便器の洋式化と多目的トイレの設置、

排水管の改修などに着手しています。今後も老朽

化などに伴う施設の改修を行いながら、市民に快

適なスポーツ環境の提供を行ってまいります。

スポーツの振興では、６月に「ファミリーフィ

ットネスフェスタ」を開催し、スポーツを楽しむ

機会づくりに取り組んできたところですが、８月

からは月１回のペースで継続的な運動習慣に繋げ

ることを目的とした、親子参加型の「ファミリー

フィットネス」を開催しており、スポーツ人口の

底辺拡大に努めています。

また、新たな試みとして、１０月８日に開催さ

れたスポーツフェスティバルにおいて、少年団が

主体となり「キッズ・スポーツ体験会」を開催し、

少年団加入を検討している子どもたち約１８０人

が参加し、少年団関係者は団員確保に大きな期待

を寄せているところです。

スポーツ合宿の推進では、北海道が主催するウ

ィンタースポーツコンソーシアム事業メディカル

キャンプが実施されました。オリンピックを目指

す道内外の冬季スポーツのジュニアアスリートが

集まり、名寄市立総合病院でメディカルチェック

を実施し、トップアスリートになるために必要な

医学的知識を学ぶ講義を行うなど、関係者から高

い評価を受けたところです。

また、１０月２５日から２８日の日程で、ウィ

ンタースポーツコンソーシアム事業カーリングア

カデミーも実施されており、カナダからコーチを

招聘し、道内ジュニアカーリング選手のレベルア

ップが図られているところです。

ジュニアの育成・強化の取組では、昨年に引き

続き「ジュニア育成コーチ養成セミナー」を５回

シリーズで開催しています。国内外で活躍されて

いる講師を招き、指導者のレベルアップを図ると

ともに、ジュニア選手の競技力向上に繋げている

ところです。

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会では、１１

月１０日から１７日の日程で、フィンランド共和

国のノルディックスキーのナショナルトレーニン

グセンターに位置付けられている「ヴォカティ・

オリンピック・トレーニングセンター」において、

調査研究事業及び冬季ジュニアスポーツ交流合宿

事業を実施しました。

ヴォカティスポーツ協会、大学・高校、企業等

を中心に展開されている産学官連携について知見

を広め、先進地のジュニア選手の育成環境、コー

チ養成、スポーツツーリズム、地域健康づくり、

学校体育・部活動等、冬季スポーツによる地域振

興の仕組みについて、理解を深めてきたところで

す。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月２３日に、スポーツセンターを会場に、

第１２回名寄市子ども会スポーツ大会「フットサ

ル競技」を開催しました。町内会の子ども会や小

中学校から過去最多となる３３チーム、２２５人

の児童生徒が参加し、スポーツを通して交流を深

めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月１８日に平成３０年度名寄市青少年表彰

式を行い、学校や地域活動などにおいて顕著な功

績のある３個人、２団体を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

２８日に最優秀作品の表彰を行いました｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月２日から４日にかけて、市民文化センタ

ーを会場に、第６１回市民文化祭を開催しました。

展示発表は２５団体、１０個人から書道、写真、

絵画など ０００点を超える作品が出展され、３

日間で延べ約８００人の来場がありました。また、

４日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールで開
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催した芸能発表は、楽器の演奏や舞踊、詩吟など

２２団体２００人が出演し、約 ５００人が鑑賞

しました。

また、１１月２日から３日にかけて、ふうれん

地域交流センター全館を会場に風連文化祭を開催

しました。会場には２２団体、５個人から８５０

点を超える作品が展示されました。演芸発表では、

小学生から高齢者まで１７団体から１５０人程が

演奏や踊り、歌などを披露し、養護施設の御高齢

者も来場いただき、会場いっぱいに集まった延べ

７００人の市民が、地域の顔見知りの方々へ大き

な声援を送り、楽しいひと時を過ごしていただき

ました。

１１月１７日から１８日にかけて、福島県南相

馬市において南相馬市子ども文化芸術交流事業が

開催されました。本事業は、スクラム支援会議構

成自治体の小中学生が協働し、芸術作品の制作活

動を行う事業として昨年に引き続き実施され、本

市からは、名寄中学校美術部の生徒５人が参加し、

南相馬市や東京都杉並区などの児童生徒と交流を

深めました。

次に、北国博物館について申し上げます。

９月１日から９月３０日まで企画展「たのしむ

きのこと変形菌」を開催し、期間中９７６人の来

館者がありました。関連企画として９月１６日に

「きのこ観察会」をなよろ健康の森で開催し１６

人が参加し、同定作業なども行い、きのこの科・

種の特徴や見分けのポイントの知識を深めていた

だきました。

また、１０月６日から１０月２８日まで企画展

「名寄と文学」を開催し、期間中６７９人の来館

者がありました。１０月１７日には講演会「名寄

ゆかりの作家たち」を開催し１４人の参加があり、

講師の佐藤喜代枝さんから徳富蘆花、三浦綾子、

知里幸恵、野口雨情など名寄を訪れた作家や本市

が舞台となった文学作品について詳しく、分かり

やすい御講演をいただきました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１号

名寄市立大学奨学金給付条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市立大

学奨学金給付条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、市立大学の学生の貸与型奨学金制度利

用に係る現状や昨年策定された名寄市立大学の将

来構想を踏まえ、有為な人材の育成やすぐれた学

生が経済的理由で修学を断念することがないよう

に、さらには今後の学生確保に資する施策の一環

として市立大学の学生を対象とした本市独自の奨

学金制度を創設するため、名寄市立大学奨学金給

付条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 基本的には賛成の立

場でありますけれども、二、三お聞きをしたいと

いうふうに思います。

１つは、条例全体にもかかわることでもありま

すけれども、名寄市立大学の学生さんの現状のア

ルバイト等についての現状について、今までも一

定の数は聞いておりますけれども、お知らせをい

ただきたいというふうに思います。

それと、２つ目は、アルバイトとの関係で第４

条、給付対象者の関係になりますけれども、いわ

ゆる世帯、学生さんにかかわる世帯の奨学金を受

ける場合の所得税法の総所得金額４２６万円とア

ルバイトの収入との関係についての因果関係につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

それと、第６条の奨学生の決定の関係では、２
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年次以降の保健福祉学部の各学科学年ごとに１人

に対して給付をするということですけれども、こ

の１人という数字について原案をつくる段階でど

ういう判断をされているのか、議論経過、いわゆ

る２人、３人ということですけれども、具体的に

言えば。その原案をつくる段階における過程につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

それから、給付対象者、第１１条の関係ですが、

災害の一時給付金の関係で、これは新条例ですか

ら過去にはもちろん発生していないのですけれど

も、仮に全国における災害の発生状況が非常に頻

発をしている状況ですが、名寄大学今４年制の大

学以降のもう既に卒業されている人も含めて、こ

ういう事象に至った人数等把握できていればお知

らせをいただきたいと思います。

あと、最後ですが、第１５条の審査委員会の設

置をするわけですけれども、これは大学の中にお

いてそれぞれ対象者を選んで設置をするというこ

との理解をしていますけれども、部外の関係者も

想定をされているのかお知らせをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、熊

谷議員から５点にわたって質問をいただきました。

１点目のまずアルバイトの現状ということから申

し上げさせていただきたいと思います。

昨年度、２９年度の調査なのですけれども、い

わゆる学校のある時期、定期、不定期を合わせま

して本学で約８５％の学生が実態調査ではアルバ

イトをしている現状になっております。

それから、２つ目は、所得税と、所得、いわゆ

る対象者です。ここの部分につきましては、日本

学生支援機構の１種、２種の併用の部分で一番所

得基準を制限しているといいますか、それに合わ

せた基準、収入ベースで６００万円、所得ベース

で４２６万円でしたですか、それに合わせて設定

しておりまして、そことのアルバイトの因果関係

というのは大変難しく、幾らの所得の世帯の子が

アルバイトをしているというのはちょっと調査を

するのが困難ですので、そことの関連については

把握をしておりません。

それから、３点目は、６条の関係で１人という

ことでしたでしょうか。これにつきましては、い

わゆる入り口で所得を対象で網をかけまして、各

学科成績のその中で成績の優秀者を１人というこ

とで判断をいたしました。もちろん各学科２人と

か３人とかたくさんできればいいのは間違いない

のですけれども、やはり財源との絡みで、いわゆ

るこれは教職員、市内、それからふるさと納税、

同窓会等にこれから財源の関係で幅広く寄附など

を呼びかけるものですから、それとの関連で各学

科１人という判断をさせていただきました。

それから、１１条の災害の関係なのですけれど

も、これにつきましては２０１１年の東日本大震

災のときに本学結構岩手県出身者が多いものです

から、いわゆる特認といいますか、市長が特に認

めたときということで何名か全額免除等をしたこ

とがあるのですけれども、それ以来ここ数年は実

際に家屋の全壊、半壊等で災害で給付というか、

申請した者はおりません。ただ、保護者が急死し

たですとか、そういう事例は何件かございます。

ですから、そちらのほうで対象になる方が出てく

るのかなと考えております。

それから、最後、審査委員会の状況なのですけ

れども、これは今案ですけれども、学内に学部長

もしくは学生部長を委員長とする、もちろん事務

局も入って、そのような組織をつくって、そこで

いわゆる対象者の所得ですとか成績要件などを判

断をして候補を決定していきたいと考えておりま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 再確認の意味でさら

にお聞きをしたいと思いますが、いわゆる総所得

６００万円ぐらい、所得金額では４２６万円とい

う関係とアルバイトの関係については把握も困難
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という部分もあったりして、それはこの数字には

入らないという理解で受けとめてよろしいのか。

アルバイトといってもアルバイトをしながら収入

を得るわけですけれども、そういう数字はこれに

該当しないという理解でよろしければ確認の意味

でお答えをいただきたいと思います。

それから、６条の各学年ごとに１人に対してと

いうことで、これは財源との関係もあるわけです

けれども、財源として同窓だとか、あるいはふる

さと納税等々の関係が主なものを想定をしていま

すから最少人数に絞られているのかと思いますけ

れども、いわゆる該当者として所得の状況や、あ

るいは成績が優秀でなおかつということで、そう

するとその予定をしている財源を超えるようなこ

とについては当然教育予算あるいは一般の財源等

も考えられると思うのですが、そういう想定につ

いての御認識について改めてお伺いをしたいと思

います。

あと、いわゆるこれから予算を、来年４月１日

ということですけれども、これから予算編成に、

入っている最中ですが、前段の質問との関係もあ

りますけれども、トータルとしてどの程度の予算

を想定をされているのかお聞かせをいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、１

点目のアルバイトと、いわゆるアルバイトの収入

を所得にみなすかという御趣旨でよろしいですか。

これにつきましては、それは入れないということ

で判断をしておりまして、あくまで出身世帯の保

護者を中心とする所得ということで、アルバイト

の収入は入れることを考えておりません。

それから、２つ目、いわゆる対象人数と財源と

の関係なのですけれども、これから今それぞれの

団体ですとか同窓会等先ほども申し上げましたよ

うにお願いをするのですけれども、おおむね基金

を、大学奨学金基金というのをあわせてつくる予

定の準備しておりまして、３分の２程度をその基

金に積んで、残り３分の１程度を市の一般財源で

ということで今市のほうと協議をさせていただい

ておりまして、それに見合うような制度設計とい

いますか、そういう前提で進めております。

予算の関係なのですけれども、一応現在１人２

万円で、２年生から４学科、３学年ということで

１２名毎年対象者が出てくる勘定になります。し

たがいまして、１２名を１２カ月ということにな

りますと２８８万円予算がかかるのかなと。それ

とあわせまして災害関係のほうでは、これはもち

ろんわかりませんけれども、保護者の急変あるい

は災害等多くても年間１０件程度ぐらいなのかな

ということを見ておりまして、それに合わせて今

予算のほうを積算をして要求しているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後になりますけれ

ども、いわゆるアルバイトをしなければならない

学生さんが全体の８５％という、私の感覚でいく

と非常に高い。それだけ親御さんも大変御苦労さ

れていると思いますし、またアルバイトの時間、

収入の額もある面では勉強、学習との時間を割き

ながらという大変御苦労されている現状の中で、

今条例については非常に有意義な条例提案だとい

うふうに思っていますが、１２名を想定をする人

数がいわゆる要件に当てはまる、所得が一定以下、

あるいは成績も優秀だということになると複数以

上の、１人というよりもそういうケースも発生を

するわけなのですけれども、これについての柔軟

な対応について、これは財源との関係も、財源も

実績をとらないと、これから今予定をしている数

字が多いのか、少ないかということもありますけ

れども、そういう変動要素も含めての対応につい

て、部長でもよろしいですし、そちらの方でもよ

ろしいですけれども、調整して、もう少し具体的

にお聞かせをいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 最後の関
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係で今後につきましては、まずは制度設計を組み

立てたばかりですので、事業者さん、市民の皆さ

ん、同窓会等の寄附で何とか３分の２を賄って、

３分の１を一般財源から支出していただくという

スキームを当面は維持をしまして、それを実行、

いわゆるスタートさせたいなと思っております。

様子を見て所得、実は本学減免制度で対象者につ

いては所得を中心にやってはいるのですけれども、

実際どれぐらいの所得の方がどれぐらいいるとい

うのはなかなか正確に把握するのは困難なもので

すから、この６００万円というのがどれぐらいの

対象者になるのかというのはちょっと正確にはま

だ今の時点では難しい部分もありますので、まず

はこの制度をスタートさせてしっかりと取り組ん

でいって、学生確保にもつなげていきたいと考え

ておりますので、まずはしっかりとスタートさせ

ることから始めたいと思っておりますので、御理

解をいただければと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の名寄市立大学奨

学金給付条例の根幹、ふるさと納税ですとか、そ

れからいろんな形で大学に御寄附いただいたもの

ということですので、当然この奨学金制度を受け

る学生もそれなりの覚悟といいますか、必要にな

ると思います。大学にゆかりのある方々で大学生

を支えていくということでありますので、まずそ

この第一歩のスタートであります。ですので、市

のほうとしてもある程度、３分の１ぐらいという

ような推計ですけれども、名寄市の一般会計から

も支えていくと。その後これがどういうふうに転

がっていくか、当然今の経済情勢ですからいろん

なこと起きると思います。まずは、この形でスタ

ートさせていくということで御理解いただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第１号は、総務文教常任委員会へ付託をい

たします。

ただいま総務文教常任委員会に付託いたしまし

た議案第１号については、１２月２１日までに審

査を終了するように期限をつけることにいたした

いと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号については１２月２１日ま

でに審査を終了するように期限をつけることに決

定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

国民健康保険税等の納期の見直しに伴う関係条

例の整備に関する条例の制定についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 国民健康保

険税等の納期の見直しに伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、納付者にわかりやすく御理解をいただ

くため、税、保険料及び使用料の納期限と口座振

替日を同一とすることや国民健康保険税、後期高

齢者医療保険料及び介護保険料の納期を６期から

８期に改め、１回当たりの納付額を減らし、納付

者の負担軽減を図るため、関係条例の整備に関す

る条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

私もこの間国保税の納期が６期でなくてもっと
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回数をふやしてほしいということを求めてまいり

ましたので、今回の提案は歓迎をしたいというふ

うに思っているのですが、ただ全国的に高い国保

税を払うのに払えないということで、滞納者への

差し押さえがふえているという現状があるようで

す。やはり突然のいろいろな事情によって滞納せ

ざるを得ない。また、分納ももっと広く考えてい

ただければ何とか払うことができるというような

方もいらっしゃるかと思います。そういった点で

分納に対する考え方について改めて確認をさせて

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今回の改正で６回か

ら８回にということで、国保税、あと後期の関係、

介護保険の関係、１回の納付額が若干少なくなる

ということで一歩前進をしたのかなというふうに

は考えております。改めて差し押さえというか、

滞納処分の関係でも今質問いただきました。従来

ともそうなのですけれども、滞納されている方の

事情というか、その辺をしっかり御相談をいただ

きまして、分納あるいは猶予、そのあたり含めて

今後ともしっかりと対応したいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今月、１２月の広報で

も納税のことが特集されていました。そこに相談

をぜひというような欄も大きく取り上げていただ

いていますので、本当に相談、まずは行っていた

だくことが望ましいのかなというふうに思ってい

るのですが、そこで親切丁寧な相談を受けていた

だくことをまた強く求めて、終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市営牧野条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市営牧

野条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

合併以降名寄市営牧野と母子里地区共同牧場を

設け、機能分担をしながら畜産振興基盤の確立、

農業経営の安定を図ってまいりましたが、実情に

即した預託家畜種別、利用区分への整合性を図る

ため、両施設の目的及び利用形態が同一であるこ

とから、名寄市営牧野条例に名寄市母子里地区共

同牧場条例の内容を含めて、利用料金の改定及び

指定管理者の雇用の安定や人材育成の期間の確保、

また専門知識、技術の向上を図り、利用者が安心

して利用できるよう指定管理期間を３年から５年

に延長するため、本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号は、経済建設常任委員会へ付託いた
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します。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号については、１２月２１日までに審

査を終了するよう期限をつけることにいたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号については１２月２１日ま

でに審査を終了するよう期限をつけることに決定

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第４号

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定め

ることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市総合

計画（第２次）中期基本計画を定めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の名寄市総合計画（第２次）前期

基本計画の計画期間が今年度までとなっているこ

とから、次年度からの本市における総合的かつ計

画的な行政運営を図るため、名寄市自治基本条例

第１９条第１項に基づき名寄市総合計画における

中期基本計画を策定しようとするものでございま

す。

本計画の策定に当たりましては、前期２年間の

計画を踏襲しつつ、人口減少、少子高齢化や情勢

の変化に伴う諸課題、新たなニーズへの対応を基

本とし、市民アンケート調査や各種団体との意見

懇談会等で出された市民の皆様の御意見を初め市

議会議員の皆様からの御提言をもとに名寄市民３

０人で構成をする名寄市総合計画審議会で策定作

業を進め、去る８月２９日に同審議会からいただ

いた答申をもとに提案をさせていただくものでご

ざいます。

本計画は、計画期間内における主要な取り組み

かつ複数の基本目標、施策の柱ですけれども、に

わたり施策間連携を図ることで一層効果が発揮を

される重点プロジェクトに加えて、全ての主要施

策に成果指標、ＫＰＩとして数値目標を定め、検

証による進捗管理を行うことが可能となる実効性

のある計画としてございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

名寄市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会

の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第４号については、質疑から採決までの議

事を１２月１７日に延期したいと思いますが、御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号については質疑から採決ま

での議事を１２月１７日に延期することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第５号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締

結についてから議案第１５号 定住自立圏形成協

定の一部を変更する協定の締結について、以上１

１件についてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号から議案第１

５号までの定住自立圏形成協定の一部を変更する

協定の締結について、提案の理由を申し上げます。

定住自立圏構想につきましては、都市機能を有

する中心市と近隣の町村とが役割分担と連携、協

力のもとに総体として生活機能を確保することを

通じ定住促進を目指す構想でございます。今回は、

新たな項目で協定を締結するとともに、これまで

の連携実績を検証し、協定の内容をより実態に即

したものに変更しようとするものであり、名寄市、

士別市の複眼型の中心市と和寒町、剣淵町、下川
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町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、西

興部村、枝幸町、浜頓別町及び中頓別町の９町２

村との間におきましてそれぞれ協定変更の協議が

調いましたので、名寄市議会基本条例第１０条の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。

なお、協定の概要につきましては、総合政策室

長から説明をさせますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を石橋総合政

策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） それでは、私の

ほうから議案第５号から議案第１５号までについ

て御説明をさせていただきます。

議案第５号、２ページをお開きいただきたいと

思います。こちら中段の福祉体制の充実に関する

変更では、取り組み内容等において基幹相談支援

センターを追加しようとするものでございます。

今年度より士別市、和寒町、剣淵町が１市２町で

相談支援体制を整えておりますが、こちら広域で

の取り組みでありますので、既存の協定に文言を

追加し、また３ページのほうでは中段に権利擁護

支援の推進を新たに追加しようとするものでござ

います。高齢者の増加等による成年後見制度の必

要性の高まりを受けまして、現在士別市、和寒町、

剣淵町、幌加内町の１市３町で広域での権利擁護

センター設置に向けた調整を行っております。

また、下段のほうの教育では、図書館相互利用

の促進の削除についてでございますけれども、こ

ちら削除になりますので、議案には記載はされて

おりませんが、図書館の連携につきましては現状

全道的な連携であり、圏域独自の取り組みではな

いため、定住自立圏の取り組みから削除をしよう

とするものでございます。

議案第７号、４ページをお開きください。産業

振興分野では、中段、スポーツによるまちづくり

の推進を追加しようとするものでございます。こ

ちらは、既に名寄市、下川町、美深町、音威子府

村、中川町により広域で上川北部スポーツクラブ

を組織し、取り組みを推進していることから追加

したいと考えてございます。

５ページをお開きください。中段、圏域生活基

盤維持対策を新たに起こし、その中に物流網効率

化の推進を追加しようとするものでございます。

圏域である道北地域は一大生産地帯でありますが、

まちが広域に分散し、かつ人口減少が進むことが

想定され、安定した物流の維持が課題になる地域

と言われております。これまでも勉強会や視察を

実施するなど連携した取り組みを行ってきている

ことから、協定を締結し、圏域としてさらなる取

り組みを推進していきたいと考えているところで

す。

議案第１２号、３ページをお開きください。交

通ネットワークの形成についてですが、ここでは

広域で組織している各期成会活動を事業としてご

ざいます。宗谷本線活性化推進協議会の構成員と

して途中加入いただきました西興部村様と協定を

結んでいなかったことから、新たに協定を締結す

るものでございます。

以上、変更点について説明をさせていただきま

したが、名寄市、士別市を中心として各構成団体

とそれぞれの協定変更が必要になるため、このよ

うな多くの提案となりました。御審議くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第５号

外１０件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認といいますか、

お考えをお聞かせいただきたいというふうに思っ

ているのですが、まず議案第５号の３ページにな

りますけれども、福祉体制の充実のところで、乙

の役割ということで福祉施設、また名寄大学と連

携して実習の受け入れというふうになっています。

現状この実習の受け入れがどういった状況になっ

ているのかをお聞かせをいただきたいのと、あと
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人材の育成、確保に協力するというふうになって

いるのですが、この人材の育成、確保です。確保

のところをどのような協力体制をお考えなのかお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４２分

再開 午前１１時４４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 福祉関係

の役割分担といいますか、ちょっと本学の実習等

の状況についてお話をさせていただきたいと思い

ます。

保健福祉学部４学科とも病院あるいは福祉施設、

それから社会福祉協議会等々、それから行政の保

健センター等に各学科で実習等をお願いをしてお

りまして、それに基づきまして今でも既にやって

はいるのですけれども、引き続きこの協定に基づ

きまして相互の人材といいますか、そういう部分

を含めて、大学側からするとより充実をさせてい

きたいという趣旨でございますので、御理解をい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今大学のほうから大学

の機能を生かした形でどういうアプローチをして

いるかということでお答えさせていただきました。

現実に大学、保健福祉学部を持っております。そ

の中で社会福祉学科もございますから、その中の

学生を定住自立圏の中にどういうふうに送り込む

かというのが１つ大きな課題だと思っております

が、幾分実績も出ているはずでございます。なお

かつ、大学のほうでは今知見を生かしまして、定

住自立圏のそれぞれの市町村におきましていろん

な形でかかわりを持っているところであります。

その中で定住自立圏の市町村の中で確保すること

のお手伝いもできるかと思っております。具体的

な数字というところまでは至っておりませんけれ

ども、大学の機能を生かしていくということがこ

の定住自立圏の中で一番大きな課題であります。

また、福祉の人材、あるいは確保につきまして

は、これは情報交換も非常に大切なことでありま

すので、今各種の協議会等も出ているところであ

りますから、まず情報交換を通じて何かほかの地

域に負けないような先鋭的なものもつくっていく

ことができるかと思います。非常に大きな課題で

すので、この構想をきっかけに人材確保にはより

一層進めていかなければならない。特にその中で

は大学の知見を生かすということも大事ですので、

この文言を入れさせていただいたところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 福祉関係の人材のとこ

ろでは、もう私が言うまでもなく非常に介護施設

等も含めて人手が足りないという状況になって、

名寄市民も含めて、近隣の皆さんも含めて本当に

ここには期待をしていることが大きいのだという

ふうに思いますので、ここより発展させていただ

くことをお願いして、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号外１０件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号外１０件は原案のとおり可

決されました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第１

６号 指定管理者の指定について（サンピラーパ

ーク森の休暇村）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 指定管理

者の指定について、提案の理由を申し上げます。

サンピラーパーク森の休暇村につきましては、

名寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関

する条例第２条による公募による施設でございま

す。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第１

７号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出にそれぞれ １８６万 ０００円を追加をして、

予算総額２２１億 １９２万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。７款

商工費におきまして商店街等活性化関連補助金５

５６万円の追加は、名寄市中小企業振興条例に基

づき３件の店舗の増改築に対し助成しようとする

ものでございます。

８款土木費におきまして福徳川改修工事 １０

０万円の追加は、９月初旬に発見をした護岸ブロ

ックの損傷に対し改修工事を実施をしようとする

ものでございます。

１０款教育費におきまして教育振興基金積立金

５０万円の追加及び文化センター大ホール基金積

立金３０９万 ０００円の追加は、いただいた寄

附金を寄附者の御意向に沿い各基金に積み立てを

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をいたしました。

次に、第３表、債務負担行為補正では、名寄庁

舎環境衛生管理業務委託料ほか２２件を追加しよ

うとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定をすることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第１

８号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成３０

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険給付費の増額に伴い歳出予

算の調整を行うものであり、予算総額の変更はご

ざいません。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

９号 平成３０年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成３０

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、風連浄水管理センター等維持運転管理業務委

託料を追加し、限度額を ９０２万円にするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第２

０号 平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 平成３０
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年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、個別排水処理施設保守点検清掃業務委託料を

追加をし、限度額を ９７０万円にしようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第２

１号 平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 平成３０

年度名寄市立大学特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、大学学校用務・大学公園管理業務委託料の限

度額を７００万円に、大学学生寮管理業務委託料

の限度額を３１０万円にしようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第２

２号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、議案第２３号

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部

改正について、議案第２４号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、議案第２５号 名寄

市職員の給与に関する条例の一部改正について、

以上４件について一括議題といたしたいと思いま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 名寄市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、議案第２３号 名寄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第２４号 名寄市教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について、議案第２５号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正について、一括して提案の

理由を申し上げます。
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本件は、本年８月１０日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与及び議員、特別職の期末手当の

額について同様の措置を講ずるため、関係条例を

改正しようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額を改定する

際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞く

こととされておりますが、平成２６年５月１日に

同審議会から出された答申により、期末手当の額

の取り扱いについては、人事院勧告等により一般

職員に改定があった場合にはその改定に準じるこ

とが適当であるとされており、今回の人事院勧告

に関して同審議会の各委員に確認をし、人事院勧

告どおりに改定を行うべきとの意見を受けて、今

回の改定を行うものでございます。

また、職員の給与に関する条例について、勤務

１時間当たりの給与額の算出に関して全国的に算

出基礎額の見直しが行われていることから、当市

においても所要の改正を行おうとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２２

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、平成３０年７月３日午前７時１５分ご

ろ、名寄市字徳田２８５番地１１地先におきまし

て相手方所有の自動車にて市道１９線を西に向か

って走行中、道路損傷部を通過した際の衝撃によ

り左前輪タイヤがパンクしたところでございます。

事故発生箇所は見通しのいい直線道路でありまし

たが、穴の大きさや位置、雨天等の物理的条件に

より回避できず、道路損傷部に車両が入り込んだ

ものでございます。これに伴い、車両損害額１万

７００円のうち２割に相当する ７４０円を本

市が負担することで示談が成立したところでござ

います。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日１２月４日から１２月

１６日までの１３日間を休会といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１２月４日から１２月１６日まで
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の１３日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 高 橋 伸 典
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開議 平成３０年１２月１７日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第４号

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定め

ることについてを議題といたします。

初めに、議案第４号はお手元に配付の審議日程

（案）のとおり進めたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、日程につきましては、配付の審議日程

表のとおり決定いたしました。

なお、審議順序については、中期基本計画の総

括説明、各会派代表者による総括質疑を行い、そ

の後中期基本計画の項目ごとに質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づく質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないことといたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定をいたしました。

ただいまから中期基本計画の総括説明を行いま

す。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

それでは、私から議案第４号につきまして総括説

明をさせていただきます。

初めに、総合計画（第２次）中期基本計画の策

定経過について申し上げます。本年２月から３月

にかけまして無作為抽出による１８歳以上の市民

０００人に対しアンケート調査を行い、現状の

各施策に対する満足度や自由記述による御意見を

いただきました。６３０件の回答をいただき、４

４１件の御意見をいただいたところです。その後

４月からは、各種団体の総会の場でアンケート等

による意見聴取を行い、４月２６日には名寄市民

で構成する名寄市総合計画審議会を開催をし、市

長から中期基本計画の策定について諮問をさせて

いただきました。その後経済、福祉、医療など各

分野の方々や市立大学生を対象とした市長との意

見懇談会を開催をし、膝を交えた意見交換を行っ

てきたところです。この間市民の皆さんからいた

だいた意見を審議会に提供しながら、７回の審議

会を開催をし、８月２９日に答申をいただきまし

た。また、９月３日、議員協議会にパブリックコ

メント素案を提示をいたしまして、９月１８日か

ら１０月１７日までの期間パブリックコメントを

実施をし、１２月３日、議案として提出をさせて

いただいております。

以下、お手元に配付をしてございます議案書、

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画（案）に

より順次概要について説明を申し上げます。

表紙をめくっていただきまして、目次がござい

ますが、基本目標につきましては５つ、それぞれ

主要施策ごとにページ番号が付されております。

この主要施策までが基本構想となっており、平成

２９年度からスタートしております現総合計画の

１０年間の枠組みとなります。

１ページおめくりいただくと、２ページ目、重
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点プロジェクトとなっておりますが、ここからが

基本計画部分でございます。重点プロジェクトは、

現総合計画から新たに取り入れたものであります

が、施策間連携と名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略との整合性を重視し、前期計画を踏襲し

た重点プロジェクトとなっております。

２ページ下段の表では、重点プロジェクトと基

本構想及び基本計画の関係をあらわしております

が、特にかかわりがあると思われる基本目標に星

印を記しております。

３ページ目をお開きください。こちらは、重点

プロジェクトの成果指標の一覧となります。経済

元気化プロジェクトでは、前期３本の指標に対し

まして５本となっております。安心子育てプロジ

ェクトでは、前期３本の指標に対しまして４本、

冬季スポーツ拠点化プロジェクトでは前期２本に

対して４本となっております。それぞれ重点プロ

ジェクトのさらなる推進を図っていくため、指標

の見直しを行い、項目や目標値を設定しておりま

す。

４ページからにつきましては、５つの基本目標

と主要施策についてそれぞれ記述をしたものでご

ざいます。基本的にはそれぞれの施策項目につき

まして現状と課題を述べ、中期基本計画の方向性

という順で記載をしてございます。これは、細部

につきましては基本目標ごとの審議にて別途説明

をさせていただきます。

以上、総括説明を終わらせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、総括質疑を

行います。

市民連合・凛風会を代表いたしまして、佐藤靖

議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民連合

・凛風会を代表して名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画の総括質疑を行いたいと思います。

この後重点プロジェクト及び５つの基本目標に

ついては審議が行われるということでありますの

で、私のほうからは総括ということで、自治基本

条例との整合性や財政課題を中心に質問をしたい

というふうに思います。

それでは、まず市長にお伺いをします。名寄市

自治基本条例は、名寄市の憲法というか、名寄市

の最高規範という位置づけでよろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのように承知しており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 橋本副市長にお伺い

します。

地方自治法が改正されて、自治体の総合計画と

いうのはこれまでの基本構想義務づけが廃止され

て、それぞれ市町独自に市町村の判断によってつ

くるということになりましたけれども、名寄市で

はあえて自治基本条例第１９条に総合計画等につ

いて盛り込んだ背景とそれについてどういう理解

をされているのかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まちづくりを進めてい

く上におきましては、やはり総合計画という市民、

議会、それから行政それぞれの共通理解のもとに

進めていくことが一番肝要なことだと思っており

まして、その中では総合計画の位置づけは引き続

き非常に重要なものと、そういう背景があったと

思います。それを受けまして、自治基本条例１９

条におきましても１条でそういうような旨が記載

されているということで、やはり総合計画をもと

にこのまちづくりを進めていかなければならない

という認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ただいま市長あるい

は副市長からそれぞれ御説明をいただきましたよ

うに、名寄市の自治基本条例はまさに名寄市の憲

法であり、最高規範という位置づけであります。

その中で自治基本条例の第１９条、今のお話にあ

りましたけれども、総合計画等ということで盛り
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込んでおりますけれども、その３項で「市長等は、

総合計画の策定に際しては、その計画に関する情

報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映

させるため、広く市民の参加を求めなければなら

ない」というふうにしておりますが、この条文に

のっとった対応と言い切れるでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 自治基本条例との整

合性ということでお尋ねかというふうに思います。

今市長、副市長からもございましたとおり、自治

基本条例につきましては総合計画の計画策定につ

いて位置づけをしているものでございます。この

条例の第３条にまちづくりの基本理念において

「市民は、まちづくりについて考え、決定し、行

動する権利を有する」とうたわれてございます。

この行動する権利を保障していくために、私ども

行政はしっかりと市民の皆さんにまちづくりに関

する情報を提供し、市民の皆さんと協議をする、

そして連携をするということが不可欠であるとい

う裏づけにもなっているというふうに考えている

ところです。

総合計画の基本計画策定に当たりまして、この

間名寄市総合計画審議会において素案を策定をい

ただいてございます。市の政策決定の過程におい

て市民の皆さんの参加の機会をパブリックコメン

トを実施をし、議案として提案をさせていただい

ているということでございます。また、毎年度当

初開催をされる各種団体の総会の場においても意

見聴取を行い、市民アンケート調査等も寄せられ、

意見として参考とさせていただいているという状

況になってございます。

お尋ねの自治基本条例の第１９条の条文に沿っ

た対応と言い切れるのかという御質問でございま

すけれども、作業過程、基本条例に基づいて総合

計画の策定作業を進めてきたという認識を持って

おります。より多くの市民の皆さんに参画をいた

だける仕組みあるいは手法につきましては、さら

に引き続き総合計画審議会等の場において御意見

をいただきながら研究を進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございますので、御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今中村総務部長から

るる説明をいただきましたけれども、第１９条第

３項の中で言っているのは、部長は情報は市民に

提供しているということでありますから、その前

段にあらかじめという表現がありますが、あらか

じめ市民に情報は提供されたのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 総合計画は、平成２

９年度からスタートしております。第２次の総合

計画ですけれども、基本構想につきましては１０

年を計画期間としていることから、基本構想であ

る主要施策以下の部分について、いわゆる基本計

画について今回策定をするということでございま

す。基本計画に関しましては、現状と課題の洗い

出し作業、あるいは中期計画期間の方向性を定め

ることとなりますので、改善をしてほしい事項、

あるいはもっと行政として力を入れてほしいとい

う事業などの意見を集約をすることが基本になっ

ているかというふうに思っています。この作業に

つきましては、先ほども申し上げましたけれども、

この間市民の皆様から出された意見を市民の代表

として委嘱をさせていただきました名寄市の総合

計画審議会の皆さんにその都度市民の皆さんのい

ろんな御意見を情報提供を行いながら計画の策定

をさせていただいたという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今のことを聞いて、

全体的には基本構想は市民の皆さんとしっかりあ

らかじめ提起しながら協議をしていくというので

すけれども、基本計画はある意味課題解決だから

いいのだというようなニュアンスにもとれるので

すけれども、私が心配するのは今回この１年間、

特に総合計画の中期計画を策定している作業の中

で、いろんな市民の皆さんとお話をする機会とい
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うのは町内会を含めていろいろあるのですけれど

も、まず総計が話題になることはないのです。そ

れはなぜかというと、やっぱりあらかじめ今総計

を、中期計画をつくるのだと。課題はしっかりあ

るのだから、皆さんの課題を吸収してという、こ

のあらかじめ情報を提供しということが少しおろ

そかになっていたのではないかなというふうに思

いますけれども、部長はそこはそういうふうには

思わないということでよろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 広く市民の皆様から

声を集約をし、それを総合計画にどう反映してい

くかということにつきましては、私どももいろん

な手法をとりながらやってきているわけでござい

まして、多くの市民の皆さんが参加をしていただ

ける場面において意見を聴取をするですとか、あ

るいは先ほども言いましたけれども、広くパブリ

ックコメントを実施をしながら、あるいは市の広

報あるいはエフエムなよろなどを活用しながら広

くこの間市民にお知らせをしてきたというふうに

考えているところでございまして、なかなか広く

ということで市民の皆さん全体ということには、

御意見をしっかりと集約できたかということはい

ろいろ御意見があるかと思いますけれども、私ど

もとしてはこの間総合計画中期基本計画策定に当

たりましては誠心誠意集約に努めてきたというふ

うに考えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、今のお話

からいうと広く市民に参加を求めたのかというこ

とでありますけれども、求めたという認識でいら

っしゃいますけれども、例えば新名寄市総合計画

の後期計画では基礎資料とするため広報にアンケ

ート用紙を配布した。つまり全戸にアンケート用

紙を配布して、回答は４９６件と少なかったです

けれども、一応という言い方は失礼ですけれども、

まさに基本条例にのっとった広く市民の参加を求

め、さらに意見を求めたという裏づけにはなって

いるのですけれども、今回はアンケート調査は無

作為の ０００人ということで、回答率は先ほど

御説明あったとおりでありますけれども、これが

本当に広く市民の参加を求めたということになる

のか。あえて計画審議会もあるのだと、４月２６

日から８月９日まで７回開いていたり、２月２７

日から３月１６日まで先ほど言った１８歳以上を

対象にアンケート調査を実施、加えて各種団体と

の意見交換が１３団体と。それぞれのいろんな団

体とは、５日間にわたり市長ともお話を実施した

と。この参加者は４８人ということでありますが、

これが全てが広く市民に参加を求めたということ

で解釈してよろしいのですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） アンケート調査につ

きましては、いろいろと前回と少しやり方を変え

たということでありまして、従前は市の広報に折

り込みまして全市民を対象に総合計画にかかわる

市民の皆さんの御要望等について集約をしてきた

わけですけれども、今回は無作為といえども ０

００人という皆さんに少しでも、回収率、前回の

関係でアンケートをどうとるのかというところで

内部の議論をした経過がございますけれども、広

く市民にというところと、あとできるだけアンケ

ートをやるに当たっては回収率も上がったほうが

いいのでないかというようなこともありまして、

今回は無作為ではありますけれども、封書で受け

取った市民の皆さんは自分のところにやはり総合

計画のアンケートが直接来たということで、そう

いう方法のほうが少し回収率がいいのではないか

ということで今回そういうアンケートをさせてい

ただきまして、結果としては前回のアンケート結

果よりも回収をした件数としてはよかったという

内容になっておりまして、アンケートの方法につ

いては無作為ということでありましたので、 ０

００人ということでありましたので、これがこの

アンケートについては全市民というような意見を
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集約したのかということについては一定の人数の

制約があったということでありますけれども、全

体的な市民の皆さんの御意見につきましてはこれ

までもこの１０年の計画をつくる際にも、それ以

降まちづくり懇談会等においても、あるいはそれ

ぞれの担当の部署において日常的な市民の皆さん

との接する機会なども通じながら意見集約につい

ては十分させていただいたというふうに認識をし

ているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今の部長の説明を聞

いていると、やっぱり自治基本条例１９条の第３

項に書かれている総合計画策定に際しては、その

計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市

民の意見を反映させるため、広く市民の参加を求

めなければならないというふうに条文では、条項

では定めているにもかかわらず、ある意味では回

答率を上げるために無作為で ０００人にしたの

だとかという内部協議が主になって、ここの条例

には則していないように感じるのですけれども、

その辺はこれでもしっかりのっとった対応をした

というふうに言い切れるということですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） いろいろな市民の皆

さんの意見を聴取する際の一つの手段としてアン

ケートということであります。内容につきまして

は、先ほど言いましたように前回とは少し変えた

ということでありますけれども、先ほども申し上

げましたけれども、私どもとしてはこの１０年の

計画をつくる際にももちろん御意見をいただきま

したし、この間中期計画策定に向けて市の広報等

でも御案内をさせていただきながら、市民の皆さ

んの意見をしっかりと集約をするということにつ

いてはさせていただいたというふうに考えている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画については、

時代の変遷もあるのでしょうか。例えば旧風連あ

るいは旧名寄のときの総合計画というのは、ある

意味で白紙的にやると。町民の皆さんあるいは市

民の皆さんからいろんな声を吸収をして総合計画

をつくり上げるというのが両方の市町の総合計画

のつくり方であります。それが合併後も、例えば

先ほど申し上げたように広報で全員に話を聞く。

その前には１００人委員会をつくってみる。いろ

んな取り組みで市民の皆さんの意見を吸収した総

合計画にしているから、いろんなところで今度の

計画では１０年後の名寄はどうなっているのだろ

うねと。あるいは、４年後の名寄はどうなってい

るのだろうねという話がいろんな場で聞かれたの

です。今回はほとんど聞かれない。総合計画の話

題を持っていっても、いやいや、それ何よという

話が出てくるぐらいの状況だと、本当にこの条文

にのっとった物事であったのかというのはやはり

疑問にならざるを得ないというふうに思います。

では、部長にお伺いしますけれども、審議会及

び意見懇談会、この意向はどういうふうに反映さ

れ、市民の皆さんからも４４１件ですか、意見を

いただいているようでありますけれども、これは

どういうふうに反映させたというふうに自信と確

信をお持ちになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市民の皆さんからい

ただいた御意見につきましては、先ほども申し上

げましたけれども、審議会の場において、全ての

御意見につきましては各審議会の中で報告をさせ

ていただきまして、その中で議論をいただいてお

りますし、またそれぞれ担当のほうでも内容を精

査をしながら今回の総合計画の素案を策定をさせ

ていただいたということで考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） では、合併以降、新

名寄市になってから人口が大きく、約 ０００人

近く減っている状況がありますけれども、これを
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打開するために今回はどういう盛り込み方を協議

をされてきましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 人口減少に伴う事案

につきましては、重点プロジェクトなどを中心と

しながら、担当部署においても議論をさせていた

だいてございますし、また審議会の場においても

御意見をいただき、素案としてまとめたという状

況になっているところで、この間確かに人口減少

ということで、これは名寄のみならず自治体の抱

える課題として大変重要な重たい課題だというふ

うには考えているところでございまして、それぞ

れ担当する部署が連携をとりながら進めてきたと

いう流れになっているかというふうに思っていま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 人口減少というのは、

本当にいろんな意味で経済あるいはまちの活性化、

いろんな面で大きな影響を与えて、総合計画とい

うのはやっぱりそれをどう打破していくのだとい

うことが基本になかったらだめだというふうに思

います。戦略、重点プロジェクトについては、い

ろんな課題を解決していくために必要なことかも

しれませんけれども、もっと市民の皆さんは底辺

でいろんな悩みを持って名寄市に大きな期待をか

けているのではないかなというふうに思うから、

市民意見をどういうふうに吸収をして、どう反映

させるかというのは私は総合計画の重要な課題だ

というふうに思っております。これは、市長も副

市長も、当然ながらここにいる全員が出席された

まち懇を見ても、総務部長が総合計画を一生懸命

説明してもほとんど反応がないというのは、私ち

ょっと異常な事態だと。今後４年間名寄をどうや

ってつくり上げていくのだという説明を部長がし

ているのに、市民の皆さんは全くそれよりももっ

ともっと底辺の課題を何とかしてくれと。農村部

に光ファイバーを入れてくれ、市長もお聞きにな

っていたと思いますけれども、そういう声を出す

ともっと町内であちこちなくなったときに行くと

きに一括で行けるようなうまいシステムをつくっ

てくれという目先の問題で、総合計画という大き

な議論にならなかったのは、私はやっぱりどうし

ても事前の情報提供なり、市民の皆さんの意見を

吸収するということよりも、原課ですとか、審議

会ですとか、そういうところが重点を置かれた、

その前に戦プロもやっていますので、十分意見は

聞いているということで今回のものは乗り切った

のかなと思いますけれども、ではもう一つ、今回

の基本計画が大きくこれまでと変わったのは、２

年、４年、４年という市長の任期に合わせたとい

うことでありますけれども、今回の中期計画では

市長の選挙公約がどういうふうに反映されており

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今回の基本計画につ

きましては、市長任期に合わせて実施計画を策定

をしているということでございまして、市長任期

と連動した計画期間ということになっております。

市長選挙ということで、市民が参画をされる。政

治に参加をした結果、市長の公約が反映しやすく

なるというような制度として取り入れたというこ

とでございます。しかし、具体的には第２次の総

合計画、基本構想という１０年の中の中期、長期

的な計画がベースとなってございますので、この

ことを踏まえながらしっかりと市長任期の連動な

ども図ってまいりたいと思っているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回は、無投票とい

うことでなかなか市長の公約が市民の皆さんに浸

透したかというと疑問があるところではあります

けれども、それでも市民の皆さんは無投票で現加

藤市長を決めたわけでありますので、その面を含

めてやはり市民意見というのを考えるときに、市

長の公約あるいは時代の背景や、あるいは名寄市

の課題をしっかり盛り込んだ計画にしていかなけ
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ればならない。そのためには、ぜひ市民と行政、

議会もそうでありますが、市民、行政、議会、こ

れがやっぱり三位一体で物事を進めていく、それ

が目標となるのが総合計画だというふうに私は認

識したいのです。それは、プロセスは見解の相違

ですから、私は不十分だと思っても理事者の皆さ

んは十分というふうに思っているのかもしれませ

んけれども、せっかく例えば今回できょう、あし

たあるいは最終日を含めて議決される総合計画中

期基本計画というのは、より一層市民の皆さんに

浸透させて同じ目標で同じところに進んでいかな

いと名寄市はやっぱりだめだというふうに私は思

いますけれども、あえて総合計画の市民への見え

る化については今後どのように考えているのかを

お教えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ただいま前段の御質問

から市民への情報提供というお話がございました。

私どもまち懇あるいは広報、ホームページ、また

あるいはふだんの業務なども通じていろんな形で

情報提供させていただいておりますが、やはり見

える化といいますか、どういうふうにわかりやす

く伝えるかというのはこれ一番重要なことで、さ

らにそれを問題意識を持っていただくという工夫

も当然しなければならないかなと思っております。

ある程度そのあたりにつきましては、例えば市長

と市民との意見懇談会等も何回か開催させていた

だきまして、できるだけ小さな範囲で、まち懇に

なりますとかなり大きくなりますので、細かいと

ころでの意見交換、対話型のもの等も一応取り入

れておりますけれども、これは本当に非常に大き

な課題でありまして、ここをもう少しさらにこれ

から積極的に取り組んでいく必要があるのだろう

なというような認識でおります。

それと同時に、やはり特にまち懇の中でも財政

問題等についてもお話しさせていただきましたが、

なかなか行政用語ですとか難しい面もありますの

で、できるだけわかりやすい情報提供、しかも見

える化というものを進めていかなければならない。

これは、いろんな形があると思います。グラフで

つくったり、そういう具体的なものもありますが、

できれば一方通行ではなくて対話型、いろんな形

で対話するような形をより多く設けていきたいな

と思っております。今月の１２月１２日に大学の

ほうで立地適正化のほうでのシンポジウムやらせ

ていただきましたが、結構対話型といいますか、

車座になってやった経緯があります。形もそうで

すし、いろんなさらに意見を出しやすくするとい

う工夫も踏まえてこれから取り組んでいかなけれ

ばならないなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、当

然ながら市長が指揮を振って、中心的に動いたの

は松岡前参事監であります。その前は戦プロでは

道から来ていただいた金須さんが中心的につくり

上げていただきました。今問われているのは、こ

れ名寄市の職員としての力ということだと思いま

す。策定は力を注いでくれた金須さんや松岡さん

がいらっしゃいましたけれども、これからは市の

職員独自がやっぱりどういうふうに総合計画を理

解し、推進をし、そこに市民をどう巻き込んでい

くか。その基本にあるのは、もう一つ、やっぱり

自治基本条例を改めて、これは議会もそう。議会

基本条例が我々の最高規範でありますので、議会

としての憲法でありますけれども、これをどう理

解してどう推進していくかというのが、改めてや

っぱり今回の中期計画を含めて私はやっていく必

要があると思いますけれども、橋本副市長はどの

ように感じますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 名寄市自治基本条例第

１条で、目的というところで記載されております。

これが本当に大事なことだと思っておりまして、

中身は行政、議会、そして市民の皆さん、冒頭お

話ししましたけれども、この３者が一体となって

同じ土俵の上と言ったらちょっとおかしいですが、
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同じ情報、同じ共通認識を持ちながら今後どうし

ていくかということがこの条例の根幹だと思って

おります。それに基づきまして１９条で総合計画

の位置づけがされているということです。今御指

摘のありましたとおり、行政が、特に職員がどう

いうふうな動きをするのか、時代もだんだん変わ

ってきておりまして、政策立案も含めてこの名寄

市が今後どうなっていくのか、必ず問題意識を持

って政策はこうしたらいいのではないか、あるい

はこういうニーズがあるからこれからこっちに切

りかえてみようだとか、いろんな具体的なものを

行政側も打ち出していく、そういう時代になって

きております。この点に関しましては、もう少し

職員の政策立案能力も高めなければなりませんし、

そしてあと市民の皆さん、議員の皆さんにどうい

うような情報を提供するかという、そういう細か

な技術的な問題もさらに研究していかなければな

らないと思います。人口減少も踏まえて考えます

と、これから先名寄市でなかなか厳しい状況にな

るかと思いますが、ここで踏ん張らないと明るい

未来は見えてこないと思っておりますので、改め

てまた職員にもこういう状況だよということで説

明しながら次に進んでまいりたいと思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長がおっしゃ

るように、自治基本条例、議会の基本条例もそう

でありますが、非常に厳しいたがをはめておりま

す。これを実践するのには本当に大変なことかも

しれませんけれども、これが行政、議会、市民、

全ての共通理解というか、共通認識でありますの

で、ぜひそれを推進をしていただきたいというふ

うに思います。

それと、市民の皆さんはいろんな、議会のほう

でも経済建設常任委員会が除排雪の問題を提起さ

せていただいておりますけれども、市民の皆さん

にとっては目先のことというか、自分の生活にか

かわることというのは非常にやっぱり目につく。

要望が強いというところでありますけれども、総

合計画というのはやっぱりそこを我慢してでもこ

ういうまちをつくろうということへの共通理解が

ないと前へ進んでいかないと思うので、改めて職

員の皆さんにはそこの総合計画の見える化につい

てぜひ求めておきたいというふうに思います。

次に、実施計画の事業についてお伺いをします

けれども、今回の実施計画の中でゼロ計上事業と

いうことで、ゼロで計上しているもの、例えば市

立保育所の整備事業、これはもう現在規模なら約

６億円というふうに言われておりますけれども、

なよろ温泉整備事業、市内小中学校改築事業、こ

れは名寄中、東中で約２４億円から２５億 ００

０万円、智恵文小で約６億円、図書館本館の改築

で約６億 ０００万円、児童館の整備で約２億

０００万円というふうに、計上は数字的には上が

っておりますけれども、計画上はゼロということ

で、今後の見通しについて改めてお伺いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のお話のとおり、

実施計画の中で事業費をゼロ計上とさせていただ

いた各種事業がございます。今後これらの事業に

つきましては、中期計画期間中に各施設あるいは

事業のあり方も含めて検討が必要であるとの認識

でお示しをさせていただいたということでござい

ますけれども、今回の中期計画スタートに当たり

ましては具体的な事業計画のスケジュール等が決

定をしていないということで、事業費をゼロ計上

とさせていただいたところでございます。各事業

の推進に当たりましては、特定財源等の検討など

事業費の確保を初め公共施設等総合管理計画との

整合性など今後クリアしなければならない課題も

あることから、慎重な検討が必要というふうに考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、ここに

上がっているゼロ計上事業というのは、ある意味
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でこの４年間やるかやらないかの決定はされない

と。あるいは、財源措置や何かを含めて見通しや

何かを確立しないとこの数値は出てこない。ある

いは、もう協議入っているのだけれども、数字が

出てこないので、やるということの色分けもされ

ていないということでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども申し上げま

したけれども、ゼロ事業で計上させていただいた

内容を見ますと、特に老朽化をした施設ですとか、

行政として当然課題として抱えていますけれども、

今スタートの時点で具体的にその施設をどうする

というところまでの見解を持っていないというこ

とで、今後各施設について集約をする。複合化を

するですとか、あるいは改修をする、あるいは長

寿命化をするといったことも含めて、ここにのっ

たもの全てについて実施をするということでなく

て、この４年間において少なくても行政としては

課題としての認識を持ちながら検討をしていくと

いう事項であるというふうに押さえていただけれ

ばというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 例えば先日市長のほ

うにも届いたと思いますけれども、道北なよろ農

業協同組合から平成３０年度の農業振興施策に対

する要請書というのを組合長がお持ちになってい

ると思いますが、その中で哺育育成センター設立

に向けた支援ということで、今回の計画の中では

入っておりますけれども、農協のほうでは既にこ

の計画を今の段階では約２０億円ということで、

できれば３１年度着手をして３２年度稼働したい

ということで、何か中期計画上に入ってくるとい

うことでありますが、こういうことも含めて全然

見通しがないということでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 事業としての見通し

がないということではなくて、あくまでも現段階

では要望書なり受け取ったという事項もあります

し、現在これから検討させていただくという内容

だということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） もう一方、策定作業

が始まった立地適正化計画では、コンパクトシテ

ィー化や交通ネットワークというところが取り組

まれますけれども、この具現化を図る際に中期計

画内で新たな事業が浮上するという可能性はない

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 立地適正化計画につ

きましても御承知のとおり３０年、３１年でつく

るということですので、新たなその計画を策定す

る上においては公共交通網ですとか、あるいは公

共施設ですとか、そういったものも含めて一定の

方向が出れば現在ゼロベースのものについても事

業費ということで変わってくるというふうに認識

をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それは、例えば名寄

市立総合病院と士別市立病院を中心にいろいろ協

議をされていますけれども、急性期医療と慢性期

医療で新たな連携をするということで、公共バス

の運行をさせるような自治体もあるかと思います

けれども、そういうことも可能性を含めて浮上す

るということは今のところは考えられないという

ことでよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 具体的な事案につき

まして十分把握はしてございませんけれども、い

ずれにしましても都市間を結ぶバスについては現

状民間事業者のほうでもやっていただいていると

ころでございますので、そういった業者間との公

共交通とのかかわりですとか、そういったところ

もしっかりと協議をしながらということで、今後

事業としてスタートをするのかどうなのかという

ことになるかというふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。
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〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを聞いてい

くかというと、やはり名寄市は財政規律の確立を

して、これからの財政は厳しいのだという見通し

がある中で、どういうふうに展望していけばいい

かなという一つの指針になるかなと思ったのです

けれども、例えば第１次総計あるいは第２次総計

の前期、ここで当初見込んではいませんでしたけ

れども、ローリングの中で浮上した事業あるいは

拡大した事業というのはどのぐらいありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） まず、第２次総

計の部分ですけれども、スタート時点からしまし

て２９年度で追加になった部分につきましては、

８本の事業がこの間追加ということになってござ

います。それから、第１次の前期５年間というこ

とで、スタート時点の台帳数につきましては１９

６本でスタートをしておりまして、最終年の５年

後につきましては２５２本までの増加と。後期計

画につきましては、スタート時１６９本から最終

年度、５年後、平成２７年度ですけれども、２２

３本ということで、本数についてはふえてきてご

ざいます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今石橋室長からお示

しをいただいたように、それぞれこれはどうして

も時代の趨勢あるいは施設の老朽化、市民ニーズ

を含めて当然ながら事業を展開されるのですけれ

ども、そこに必要なのは財政的裏づけというか、

財政的ものがなかったら、私はやっぱりならない

というふうに思いますけれども、その中において

名寄市は２８年１１月に名寄市における財政課題

というのを公表しました。ここでさまざまな数値

を記載しておりますけれども、この後も人口が急

激に減少しているという状況の中で、この数値の

変化というのはあくまでも名寄市における財政課

題に盛り込んだ数値でありますけれども、この変

化というのはありましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 平成２８年１１月に

策定をしております名寄市における財政課題とい

うことで、数値の変化についてということで御質

問ですけれども、基本的には平成２８年１１月に

策定した数値とは当然状況変わってきていますの

で、数値の変化はございます。これは、２８年１

１月に今後の名寄市の財政運営を考えていく上で

一歩先を見通す必要があるということで、財政的

な課題として４点、さらに３点財政規律について

ということで記載をさせていただいた内容になっ

ています。

数値の変化の関係でございますけれども、公債

費の推移についてでありますけれども、平成２８

年、平成２９年の市債借入額の確定ですとか、推

計の変化から、当時の数値から変化はしてござい

ますが、所管の一般財源負担分、いわゆる自腹分

ということですけれども、大きな変化はないとい

うふうに考えております。また、公共施設の老朽

化の関係につきましては、各施設に更新費用を記

載をさせていただいておりますが、これらも現状

の単価により積算をした場合、若干の変化は生じ

るものというふうに考えています。３つ目として

は、基金の推移でございますけれども、平成２９

年、３０年と残高については当然数値的には変わ

っているということでございます。４点目の交付

税の関係ですけれども、当時の合併算定がえの状

況を記載をさせていただいてございます。これも

毎年度の交付税の算定後には変化をしているとい

うことになってございます。最後に、財政規律の

市債発行額での公債費の推移ですけれども、これ

も平成２８年１１月時点での推計でございました

ので、現在の推計とは変化をしてございます。

なお、数値の変化につきましては、今回の中期

財政計画の７ページに記載をしてございますので、

参考としていただければというふうに思っていま

す。

以上でございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これらの数値の変化

は、財政規律を改めて見直すまでには至っていな

いということでよろしいのですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的な財政規律に

ついては、引き続き従前と同じということで考え

ているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかりました。

それでは、財政規律についてちょっと教えてい

ただきたいのですが、特に市債発行額、臨時財政

対策債を抜く市債の借り入れについては元金、利

子含め３１年度は２０億 ３９０万円、３２年度

が２２億 ６６０万円、３３年度が２２億６１０

万円、３４年度２２億 ０３０万円というふうに

示しております。一方、今回示した中期基本計画

を見込んだ中期財政計画では、３１年度が１１億

０８０万円、３２年度が６億７５０万円、３３

年度が７億 ４５０万円、３４年度が７億 ７９

０万円となっておりますが、この差額、つまり３

１年度９億 ３１０万円、３２年度１６億 ９１

０万円、３３年度１４億 １６０万円、３４年度

１４億 ５８０万円が事業展開可能額というふう

に考えてよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市債発行可能額につ

いてということの御質問かと思いますが、平成２

８年１１月にお示しをしました財政規律における

市債発行可能額の考え方について改めて説明をさ

せていただきたいというふうに思いますけれども、

市債につきましては公共施設整備の財源として非

常に有効な財源であるということでございますけ

れども、長期的な借り入れであるということで後

年度負担、大きな負担とならないよう計画的な借

り入れが必要と考えているところで、このため市

債の残高を抑制をして後年度の公債費負担を軽減

するために、臨時財政対策債を除く市債の借り入

れについて毎年度の元金償還以内に努めるものと

して規律を設けたところでございます。

議員の御質問にございました前半の数字につき

ましては、平成２８年１１月にお示しをしてござ

います財政規律の市債発行可能額の説明時の臨時

財政対策債を除く公債費の数字でありまして、こ

の表の見方としては各年度の元金償還額を上限に

市債を発行できるということでございます。よっ

て、３１年度であれば元金償還額が１９億 ７５

０万円ですので、市債の発行も１９億 ７５０万

円まで可能であるということになります。この数

値は、先ほどお答えをしました平成２８年１１月、

シミュレーションしたときの数値ということでご

ざいまして、当然公債費の数値も変わりますので、

現段階での今回お示しをした中期財政計画の先ほ

ど言いました７ページを参考としていただければ

と思いますけれども、最新の数値となるかと思い

ます。よって、平成３１年度における臨時財政対

策債を除く元金償還額は１７億５７２万 ０００

円であることから、平成３１年度の市債発行可能

額は１７億円となります。財政規律を守るために

は、この数字を上限として考えなければならない

というふうに考えているところです。したがいま

して、３１年度であれば１７億円が市債発行額の

上限であるということで、今回の中期財政計画に

おける市債の発行額は地方債、その市債の額が１

１億 ０８０万円とさせていただいておりますの

で、この差額であります５億 ９２０万円までが

３１年度において市債の発行ができるということ

になります。言いかえますと、３１年度において

市債の発行ができるということでございますので、

今後普通建設事業等で新たな事業が実施をすると

いうことになりましたら、その財源としての市債

発行可能額については先ほど言いました５億 ９

２０万円までということで、市債発行可能額など

特定財源を十分に検討した上で事業を展開をして

いくということになるかというふうに考えていま

す。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかりました。発行

上限額ということで考えて、いずれにしても財政、

せっかく財政規律を確立をして、それを堅持をす

ることが名寄市の財政の課題についてはやっぱり

大切だということでありますので、せっかくつく

った財政規律というのはしっかり堅持をしていっ

て、ただ一方では市民のニーズにしっかり応えた

事業を展開していただくことを期待するばかりで

あります。

次に、財務省及び総務省は地方歳出水準につい

ては国の一般歳出の取り組みと基調を合わせつつ、

一般財源の総額については２０１８年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保するというふうにしておりますが、一方では地

方一般財源総額実質水準ルールというのも、これ

は２３年度に導入されて、ある意味ではことし６

月に策定された新経済・財政再生計画においても

同ルールは平成３３年度まで維持するという旨が

規定されておりますが、中期計画の中で国からの

財政措置というのはある意味では不透明感は否め

ませんけれども、どういうふうに認識をされてお

りますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地方財政、地方への

財政に対する御質問かと思いますけれども、地方

一般財源総額実質同水準ルール、いわゆる骨太の

方針において２０１８年度までにおいては２０１

５年度の地方財政計画の水準を下回らないという

ことで、実質的には同水準を確保するということ

が注記をされてございます。それ以降の地方一般

財源については、現在まだ決まっていない、白紙

の状態ということでございます。私たち地方にお

きましては、どのように今後見直しがされるのか

と非常に危惧をしているところです。

その後本年の６月に閣議決定をされた骨太方針

２０１８においては、改めて地方の一般財源総額

については先ほど言いましたように２００８年の

財政計画の水準を下回らないという、実質的には

同額水準ということを２０１９年から２０２１年

度の３年間について確保するというふうに記述を

されているところでございます。ただ、地方財政

圧迫への警戒感がございまして、このルールが３

年間延長されたとしても、地方においては喜ばし

いことでありますけれども、全国知事会において

は知事の提言を踏まえてもらって評価をするとい

う表明はしているところでございますけれども、

しかし本ルールが堅持される一方で、国と市町を

あわせ歳出の改革ですとか、効率化に取り組むと

いう記述もされていることから、地方交付税を初

めとした地方の財政に係る制度改革も引き続き検

討されるのではないかというふうに想定をしてい

るところでありまして、いずれにしましても本ル

ールは先ほど述べましたように２０２１年、平成

３３年までのルールでありますから、その後につ

きましては白紙ということでございまして、現在

平成３１年度の地方財政対策に向け、総務省と財

務省の折衝が本格化をしているという報道もされ

ているところでございます。議員の御指摘のとお

り、地方への財源対策につきましては大枠のルー

ルに基づいて調整をされているというふうに思っ

てございますけれども、不透明な部分も多いこと

から、しっかりと情報の収集などに努めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長のおっしゃると

おりだというふうに思いますが、ただこれは毎回

総合計画あるいは中期財政計画や何かのときに懸

念するのは国の動向。特に今日本の借金は ００

０兆円をはるかに超えてしまったという状況もあ

ったり、どうもやっぱり赤字財政であったり、加

えてオリンピックは２０２０年で開幕をしますけ

れども、その後大阪万博がまた始まるということ

でありますので、ある意味では設備投資がまた始
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まる。一方、東日本大震災への復興はなかなか進

まない。あるいは、自然災害への復興がなかなか、

毎年のように起きるという状況の中では、私は楽

観視できないというふうに、国の財政は。うちの

名寄市も御承知のとおり合併算定がえの交付税が

どんどん減っていくという状況が続くということ

を考えると、さらには今の老朽化する施設、ある

いは先ほどから言っている立地適正化の問題、人

口減に伴う病院のいろいろな問題、課題、それら

を考えていくとやはり３３年までは安閑とするど

ころか、一年一年しっかりとした情報確保と財政

見通しを持つ必要があるというふうに思いますけ

れども、財政畑の長い橋本副市長はどういう認識

をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、来年度の予算の

状況、国のほうの予算状況でありますけれども、

年末に大体第１回目の地財の関係が出ますので、

それを待ちたいなと思っておりますが、３１年度

まだ正直少し動向がつかめていない状況にありま

す。この地財の中でまず一番私ども懸念している

のは、先ほど議員の御質問の中にもありましたけ

れども、公共施設の関係、あるいはインフラの関

係がどうなのだろうというのをまず１つ考えてお

ります。近年の地財対策の流れにいきますと、マ

クロベースですので、それぞれの市町村の実情は

オミットして、省略してマクロベースで考えてい

ますので、国の地財対策は投資が一回り終わった

という認識のもとにつくられております。ただし、

名寄市におきましてはもう御案内のとおり公共施

設老朽化しているのがまだ残っているということ

でありますし、道路あるいは下水道、水道といっ

たインフラにつきましてもかなり老朽化進んでい

る。このギャップをどう埋めていくのかが今後の

地財対策と私どもの予算編成の中での鍵になるか

と思っております。その中でもやはり立地適正化

計画あるいは公共施設等総合管理計画などで進め

ておりますけれども、できるだけ効率的に、そし

て市民サービスをより一層向上させるような取り

組みが必要ということでありますので、少ない投

資でいかに効果を上げるか、さらにはいろんな形

でコンパクトにしながらも、これでよかったねと

言われるようなまちづくり、一番大事なところで

はないかなと思っております。

それと、ハードにつきましては文字どおりハー

ドでありますから、一度つくったり、建てたりす

るともうこれは動かすことできないのです。です

ので、今回の総合計画の中ではそれぞれの建物に

ついてはまだゼロベースですけれども、議論につ

いてはそれぞれ濃淡ございます。ある程度進んで

いるものもありますし、まだまだ財源も不明確で

すし、それよりもどういう状況が一番いいのか、

まず議論進めなければならないものもございます

ので、今回はゼロということで掲載させていただ

きましたが、立地適正化あるいは公共施設の管理

計画、そして４年間の中期の中で、これはもう十

分議論進めなければなりませんので、改めてそこ

については意を尽くしてまいりたいなと思ってお

ります。

財政に戻りますと、ハードについてはそういう

形でありますので、地財とのギャップをどう埋め

ていくか、これは特財の関係にもあります。そし

て、今議員御指摘のとおり東京オリンピック、そ

して万博もありますが、その後の需要動向、現在

は労務単価がかなり上がってきておりますので、

ハードでは見えない部分でそこの歳出圧力が高ま

っているというような状況にもあります。こうい

った国の全体の動向と名寄市ならではの問題意識

とどういうふうにギャップを埋めるか、これを含

めて考えていかなければならない。そのときに一

番重要なのは、やはり持っている基金をどういう

ふうに活用するか、これが一番大きな鍵だと思っ

ておりますので、改めて情報収集を進めながら、

市民ニーズを酌み取りながら財政については進め

てまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。
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〇１４番（佐藤 靖議員） さすがに橋本副市長

も中村総務部長も読みがいいので、どうも先に先

に答えていただけるので、ちょっとあれですが、

私は名寄市の大きな課題というのはやっぱり公共

施設の総合管理計画だというふうに思っておりま

す。やはり今副市長がおっしゃるように、スクラ

ップ・アンド・ビルド、ビルド、ビルドだけだっ

たら維持管理費を含めて当然ながらもたない。や

っぱりスクラップをしながらビルドを、ちゃんと

物を建てていくことを考えると、管理計画は２８

年度から４７年度までの２０年間ということに先

送りするのではなくて、できるものはちゃんとし

ていく、あるいは財政的に基金も含めてあるうち

に市民ニーズをしっかり押さえながらやっていく

ことが、これがないと名寄市の財政は相当厳しい。

これは、もとの佐々木副市長もよく総合管理計画

については着実な進行をしていかないと財政的に

は厳しくなるというのは言っていたわけです。物

をスクラップしていかないと、あるいは統合して

いかないと、なかなか維持管理費、微々たるもの

かもしれませんが、維持管理費あるいは防犯上の

ものを含めていろんな課題が出てくるものですか

ら、やはり私はある意味ではここに最大の力を尽

くすべきだというふうに思いますけれども、改め

てその決意をお伺いをしていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 自治体の話から入りま

して、公共施設あるいはインフラの老朽化は恐ら

く、ちょっと私もほかのまちの状況も少し見まし

たけれども、名寄市まだほかのまちに比べるとそ

この取り組みは若干おくれているなという印象が

正直ございます。その時々の財政状況等によりま

してなかなか進まなかったという背景がありまし

たので、これにつきましては真摯に反省しなけれ

ばなりませんけれども、やはり今後におきまして

は市民ニーズをより向上させた形でスクラップし

て、何か新しいものをコンパクトに建てていくと。

これがハードの展開では一番重要なことだという

ような認識でおります。ただ、その際にはやはり

どこかで市民の皆さんの御協力も必要になります

ので、そのときは先ほど来のお話になりますけれ

ども、情報の提供、そして見える化、いかに市民

の皆さんにこれだったらもうこの方向でいくしか

ないよねというような合意をとるという、合意し

ていただくような努力、そして市民の皆さんの意

見を十分に反映するという、その手法もあわせな

がら進めていかなければならない問題と思ってお

りますが、議員御指摘のとおり余り時間はないよ

うな気はいたしております。ただ、急速に進めま

すとまた財政状況あるいはまちづくりの進め方に

もよりますので、ここは丁寧な議論も進めながら

やらせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長のお話もあ

りました。総合計画というのは、まさに市民と名

寄市、市民を含め名寄市全体の目標にして、それ

を目標にみんなで歩んでいくというのが総合計画

でありますので、今回の中期計画の４年間、まさ

に市民の皆さんとしっかり我慢することは我慢を

してやることはやってというためにも、計画の見

える化は当然でありますけれども、市民の皆さん

と改めていろんな場を通じて御意見を交わしなが

ら、それをローリングの中や、あるいは新年度そ

れぞれの年度の予算の中で反映していくような姿

勢をぜひ貫いていただきたいというふうに思いま

す。大きな目標は基本構想で合意をしているわけ

でありますので、１０年後の目標値はそれはもう

共通認識がありますので、なかなかこの基本計画

になってくると、具体計画に入ってくると、これ

よりこっちが先でないか、あれよりこれが後では

ないかという議論が優先するのではなくて、やは

りそのためにも今これをするのだという必要性を

市民の皆さんが理解をしてともに歩んでいけるよ

うな取り組みを求めて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

疑を終わります。
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次に、市政クラブを代表いたしまして、東千春

議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、市政クラ

ブを代表いたしまして、名寄市総合計画（第２

次）の中期基本計画に対する総括質疑を行いたい

と思います。一括で全部まず質問させていただこ

うと思います。大項目で５項目ございます。その

中に少し小項目も織りまぜておりますので、よろ

しくお願いしたいなというふうに思います。

まず、１点目ですけれども、総合計画の期間に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。名

寄市総合計画の第２次におきましては、市長任期

と合わせるということで、実際に今２年間という

少し短い期間を経験しておりますけれども、まず

このことに対する評価をお伺いしたいのと将来を

見据えて総合計画の期間というのは１２年計画と

いうのはどうなのか、そこに対する見解をお伺い

をいたしたいというふうに思います。

これから少し重点項目にもかかわりますけれど

も、どうかお許しをいただきたいなというふうに

思います。大項目の２点目、重点プロジェクトの

民間との連携の状況についてということでお伺い

をしたいというふうに思います。１つには、経済

元気化プロジェクトについてでございますけれど

も、経済元気化プロジェクトでは市役所内部とと

もに商工会議所や観光協会、旅館業組合などと連

携をして事業を進めなければなりませんが、現在

どのような状況で進捗をしているのかお伺いをい

たしたいと思います。また、これまでの課題と今

後の進め方に関する考えについてお伺いをいたし

たいと思います。

２つ目、安心子育てプロジェクトについてお伺

いをいたします。安心子育てプロジェクトでは、

その多くは名寄市が進めるものでございますけれ

ども、一部民間法人等が担う部分もあり、現状と

今後について考えをお伺いしたいというふうに思

います。

３点目、冬季スポーツ拠点化プロジェクトでご

ざいますけれども、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトでは体育協会、それから観光協会等との連携

が必要になってくると思いますけれども、現状と

今後の取り組みについて考えをお伺いをしたいと

いうふうに思います。

大項目の３点目、これは冬季スポーツ拠点化プ

ロジェクトを総合的にちょっとお伺いをしたいと

いうふうに思います。まず、その中の１点目、総

合的マネジメントについてお伺いをいたしたいと

いうふうに思います。冬季スポーツの拠点化プロ

ジェクトを総合的にマネジメントする人材が今後

必要になってくるのではないかと思いますけれど

も、考えをお伺いしたいというふうに思います。

２点目、プロジェクトの将来ビジョンについて

お伺いをいたします。このプロジェクトは、国や

さまざまな団体との関係もあり、不確実な部分が

多いかなというふうにも思いますけれども、それ

であってもやはり我が名寄市として将来ビジョン

を描いて、スケジュール感を持って進めることが

必要ではないかと思いますけれども、考えをお伺

いをしたいというふうに思います。

３点目、国や企業との連携についてお伺いいた

します。この事業では、国との関係はもとより企

業を巻き込んで調整を図る、あるいは参画しても

らうなどの取り組みが必要になってくると思いま

すけれども、スキートンネルもあわせて考えをお

伺いしたいというふうに思います。

４点目、名寄市立大学との連携についてお伺い

をいたしたいと思います。さきにフィンランドに

訪問させていただきました。その際にユヴァスキ

ュラ大学は、スポーツを中心とする大学で、倍率

がかなり高いというふうにお伺いをしております。

その学生の３分の１が高齢化社会に伴い総合的に

高齢者の健康づくりを研究するヘルスサイエンス

学科の学生で、卒業後の就職のニーズが大変多い

というふうに伺いました。日本でも健康寿命の延

伸やフレイル予防の大切さが語られておりますけ

れども、名寄市が進めるスポーツの拠点化に伴う
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運動ノウハウやトレーニングスタッフを活用して、

名寄市立大学の社会福祉学科等で総合的に高齢者

のケアができることを学ぶということができれば

社会的なニーズは大きいのではないかと思います

けれども、考えを伺いたいと思います。

大項目の４点目、公共施設の今後の計画につい

てお伺いをいたしたいというふうに思います。今

回の中期計画に公共施設の更新についての掲載が

ありません。先ほどの佐藤議員からの質問にもあ

りましたけれども、そのような考え方だというふ

うにお伺いをしたところでございます。公共施設

の総合管理計画や立地適正化計画にも関連します

が、極力平準化した施設建設の発注という形に対

する物の考え方とこの４年間にどのような議論経

過を経て公共施設の計画策定を行おうとされてい

るのかについてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

最後です。大項目の５点目、中期財政計画の基

本的な考え方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。中期財政計画は、基本的に何を目的に策定

をされているのか、改めてお伺いをいたしたいと

いうふうに思います。この計画を市民が素直に見

たときに数年後には名寄市は財政破綻をするので、

転出を考えるという人も出てくるのではないかと

いうふうに思いますけれども、どのような認識を

持たれているのか、またこのようなことを市民に

どのように説明される考えなのかお伺いしたいと

思います。あわせて財政の改善策についてもお伺

いをして、１度目の質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま東議員から

大項目で５点にわたっての御質問をいただきまし

たので、私のほうから全般にわたって一括して答

弁をさせていただきますので、よろしくお願いを

いたします。

まず、大項目１の総合計画の期間についてとい

うことで御質問いただきました。第２次の総合計

画から基本計画期間を市長任期に合わせるという

ことで策定をしてまいりました。スタートである

前期基本計画では、任期に連動させるために２年

間という計画期間となりましたが、基本構想では

１０年間の計画を策定をしてきているところでご

ざいます。中期基本計画、また後期基本計画につ

きましては４年間の計画期間となります。基本構

想を根底に据えながら計画を策定をしていくこと

となります。議員の御指摘のとおり、次の計画、

第３次の総合計画につきましては、計画期間につ

きましては市長任期４年に連動するという形をと

れば、８年あるいは１２年といった基本構想ある

いは計画期間になるものというふうに考えていま

すけれども、ただこれは総合計画策定の際に時代

背景ですとか、あるいは状況等、情勢等をしっか

りと勘案をしながら策定方針、計画期間等につい

ても方針が決まるものというふうに考えていると

ころです。

次に、大項目の２ということで、民間との連携

の状況ということで、１点目として経済元気化プ

ロジェクト、これにかかわる民間との連携という

ことで御質問いただいたというふうに思っていま

す。経済元気化プロジェクトにおきましては、地

域経済の好循環を図りながら、まちに元気を生み

出すために産業の創出あるいは雇用の場と人材の

確保、事業継承への支援、交流人口の拡大に取り

組むこととしております。主要施策としては、農

業、農村の振興、交流活動の推進、商業の振興、

工業の振興、観光の振興などを掲げているところ

であります。取り組みを進めるに当たりましては、

各経済団体あるいは観光協会、各関係機関などと

個別に連携することはもちろんでありますけれど

も、名寄市の農業振興対策協議会ですとか、中小

企業振興審議会ですとか、観光交流振興協議会あ

るいは移住にかかわる促進協議会などさまざまな

協議会を通してオール名寄の体制で地域経済の活

性化に努めているところであります。

具体的には、農業分野では農業振興計画の見直
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しにあわせてＪＡとの協調による担い手施策の拡

充ですとか、６次産業化における民間との連携を

深めているところであります。商工分野では、中

小企業振興審議会の審議を経まして中小企業振興

条例を改正をし、支援メニューに人づくりあるい

は総合支援を加えるとともに、産官金サポートネ

ットワークによる民間との連携を図っているほか、

観光分野では観光振興計画の推進に向け官民一体

となって取り組むことに加え、観光協会など民間

が中心となり国が進める広域観光の取り組みの一

環として、自然風景や歴史、文化に触れ、地域の

アクティビティーを楽しむ新たな旅の提供など進

められているところであります。また、移住分野

では、名寄市移住促進協議会を中心に市と連携し

て移住ＰＲとお試し住宅での受け入れなど、移住

者の獲得に努めております。今後とも地域経済の

活性化における課題解決に向けては、民間の皆さ

んはもとより一層の連携、協力が必要と考えてい

るところで、さまざまな団体、協議会での議論を

経ながら引き続きオール名寄の体制で取り組んで

まいりたいというふうに考えているところでござ

います。

次に、小項目の２として、安心子育てプロジェ

クトにおける民間との連携の状況ということで御

質問いただいたかというふうに思います。子育て

支援に当たりましては、安心して子供を産み育て

ることができる環境を充実させるために、子育て

と仕事の両立支援や子育て家庭への支援が重要で

あると考えています。そのために、幼児教育、保

育及び小学校の放課後児童クラブの運営など民間

法人等に一部担っていただきながら、施策の推進

を図っているところです。本市の幼児教育におき

ましては、民間の認定こども園、幼稚園が担って

おり、その全ての園が子ども・子育て支援新制度

に基づく施設型給付費による施設運営に移行をし、

幼児教育の提供体制の充実が図られてきていると

ころでございます。保育においては、認可外保育

所等がございますが、１法人が平成３１年度から

乳児教育と同様に給付費による施設運営に移行す

る予定となっていることから、引き続き支援を実

施してまいります。また、放課後児童クラブにお

いては民間が運営している学童保育所が２カ所あ

ることにより、市街地の全小学校区に設置するこ

とができている状況でございます。今後におきま

しても子ども・子育て支援計画等に基づき引き続

き民間法人等と連携を図りながら、子育ての支援

の充実を図ってまいります。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトにおけ

る民間との連携状況ということで、体育協会です

とか観光協会との連携についてということの御質

問だったと思います。冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトについては、平成２９年２月にプロジェク

トの中心となるなよろスポーツ合宿誘致推進協議

会を設立をし、名寄旅館業組合や名寄体育協会等

に加盟をいただき、合宿、大会誘致、ジュニア育

成等の各種事業に取り組んでいるところです。平

成２８年度から地方創生推進交付金を活用しなが

ら事業に取り組む中で、冬季スポーツの振興だけ

ではなくて冬季スポーツによる地域振興も目指し

ていることから、今後はさらに地域の関係団体等

と連携をしてプロジェクトを推進させていくこと

が有益だと考えているところであります。今年度

中に本プロジェクトに賛同し、プレーヤーとして

活動いただいている団体、個人を募って既存の合

宿誘致推進協議会をスポーツコミッションへ組織

移行させていただきたいと考えています。これま

での取り組みを進化させるとともに、スポーツツ

ーリズム等新しい取り組みにもチャレンジをしな

がら、冬季スポーツによる地域振興を実現してい

きたいと考えているところであります。

次に、大項目３、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトの今後についてということで、１点目として

総合的なマネジメントをする人材が必要ではない

かという御質問でありました。拠点化プロジェク

トにつきましては、本市の特別参与でスポーツ振

興アドバイザーの阿部雅司さんから大会や合宿誘
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致、ジュニア育成等に対して助言をいただいてい

るところでございます。さきに答弁をさせていた

だきましたけれども、今年度中にはスポーツコミ

ッション組織を立ち上げたいと考えていますが、

組織の運営には地域の状況やスポーツに精通して

いるだけではなく組織運営に必要な財政、企画等

にも精通した人材を配置することが望ましいと考

えております。現在地方創生事業の取り組みの一

つとして、自治体が必要とする企業や専門の人材

を得るために行われるマッチング事業に登録して

います。スポーツ関連企業の方々などを中心に総

合的なマネジメントが可能な人材の確保に努めて

いますが、互いの要望に隔たりがあるなど難しい

ところもありますが、引き続き拠点化プロジェク

トの方向性を見据えながら必要な人材の確保につ

いては検討してまいりたいと考えているところで

あります。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトにかか

わりました小項目２として、プロジェクトの将来

ビジョンについてという御質問だったかというふ

うに思います。拠点化プロジェクト事業は、冬季

スポーツのアスリートが集まるまちへ、スポーツ

になれ親しんだ健康な市民が暮らすまちへの２つ

の将来像を描きながら事業を実施してまいりまし

た。今後のプロジェクト事業ですが、ジュニア育

成を含めた青少年の人材育成、市民の健康増進、

地域経済活性化の３本の柱を軸に事業を推進する

とともに、広域化を視野に入れながら事業を推進

していきたいと考えています。また、プロジェク

トを実現させるにはソフト、ハードの両輪で進め

ていく必要がありますが、特にソフト面ではプロ

ジェクト事業について今後のスケジュールを明確

に示しながら活動内容について市民の皆さんにわ

かりやすく情報発信していきたいと考えていると

ころでございます。

次に、小項目３ということで、国、企業との連

携ということで御質問がございました。拠点化プ

ロジェクト事業では、地域一体となったスポーツ

コミッション組織を設立し、冬季スポーツによる

地域振興を目指しておりますが、関連事業として

ウインタースポーツコンソーシアム事業を実施し

て、国、北海道との連携によるジュニア育成のノ

ウハウ、環境について多くのことを学ばせていた

だきました。また、今後は拠点化プロジェクト事

業を推進する中でスポーツを通じた健康づくりを

進める企業などと連携をし、新たな商品開発の可

能性について研究していきたいと考えております。

スポーツコミッションでは、さまざまな企業、団

体、行政がそれぞれの特徴を生かしながら連携し

て事業を推進をする組織でございます。また、プ

ロジェクトの推進に必要なハード整備については、

仮にスキートンネルを設置することになれば数十

億円単位での費用が必要となることから、民間の

発想、アイデアが不可欠と感じています。アジア

圏域では、冬季オリンピック、パラリンピックが

２０１８年、２０２２年に２大会連続で開催され

ることで、冬季スポーツのマーケットは拡大して

いると言われています。今後は、スポーツコミッ

ション組織に加盟していただける企業等の皆さん

とともに、アジア圏域も視野に入れた戦略的な冬

季スポーツにかかわる事業に取り組んでいくこと

も必要と考えているところです。

次に、４点目です。名寄市立大学との連携とい

うことでございます。これまで３度のウインター

スポーツコンソーシアム事業を本市で実施をした

ことで、特に高い評価をいただいているのが冬季

スポーツで利用する施設がコンパクトに集約をさ

れて、市街地からも近距離であることです。また、

今年度は市立大学や市立総合病院に協力をいただ

き、メディカルキャンプを実施しましたが、質の

高いプログラム構成になったことにより関係者か

ら高い評価を受けたところであり、今後は拠点化

プロジェクト事業においてメディカルキャンプの

ような科学的なデータ、知識に基づきジュニアの

育成等を推進していきたいと考えております。名

寄市立大学との連携については、市民の関心が高
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い健康づくりや高齢者ケアに関して専門性の高い

教員もおりますので、今後スポーツを通じた市民

の健康づくり等に寄与する事業推進についてその

可能性を関係者と協議してまいりたいと考えてい

ます。

次に、大項目の４、公共施設の今後の計画につ

いてということで御質問がございました。議員御

指摘のとおり、公共施設に関する具体的な実施計

画の提示は今回しておりませんけれども、実施計

画の事業費をゼロでお示しをしているものにつき

ましては、検討に着手する予定となっております。

本市の将来を見据えて公共施設が果たす役割、機

能について一から見直しを行う必要があると考え

ており、この間それぞれ研究を重ねてきている担

当職員の考え方の聞き取りを行ってきているとこ

ろでございます。施設の配置等につきましては、

今後策定される立地適正化計画との整合性を図る

必要があり、利用していただく市民の意見を反映

しながら進めていかなければならないと考えてお

ります。

平準した発注についてということでございます

けれども、特定財源の確保にも大きく左右される

こととなりますけれども、当然一般財源の投入も

あることから、必然と平準化していくことが必要

であるというふうに考えているところでございま

す。

大項目の５でございます。中期財政計画の基本

的な考え方についてということで御質問がござい

ました。さきの議員協議会でも御説明をさせてい

ただきましたけれども、中期財政計画は総合計画

を実施をする裏づけとなるもので、過去の決算状

況あるいは想定される事業の予測をもとに作成し

ており、今後の本市の財政収支の見通しから財政

運営上の課題を明らかにし、持続可能で健全な財

政運営を目指すため、毎年度総合計画のローリン

グにあわせて計画作成しております。議員お話し

のとおり、今回の中期財政計画では毎年度１０億

円以上の収支不足となり、その調整財源として基

金などを活用させていただいてございます。この

結果、基金残高も大幅に減少しており、将来の財

政運営が非常に厳しい状況であるという計画にな

っております。しかしながら、こうした厳しい財

政状況ではあるものの、総合計画の将来像の実現

や喫緊の課題に対しさまざまな施策、事業を実施

していかなければなりません。そのためにも現在

の本市の財政状況がどうであるのか、今後どうな

っていく可能性があるのか、どうあるべきなのか、

市民の皆さんにもしっかりとお伝えしていかなけ

ればならないものと認識しております。

最後に、財政の改善策についての御質問ですが、

人口減少や少子高齢化の影響などから、市税収入

の減少の懸念や本市歳入の根幹である地方交付税

の減少を考えますと、歳入増はなかなか望めない

ことから、基金など限られた財源を有効に活用す

るとともに、財政規律を遵守し、より一層事業の

選択と集中に努めていくことが健全な財政運営の

維持につながるものと考えているところでござい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問させていただきたいと

いうふうに思います。

まず、冬季スポーツの拠点化プロジェクトとい

うことで少しお伺いをしたいと思います。今回私

加藤市長とも御一緒させていただいたのですけれ

ども、せっかくフィンランドのほうにも行かせて

いただいて、いろんな勉強になる点を見せていた

だきましたので、この場で質問に織り込ませてい

ただきたいなという若干の思いから、少し質問の

項目に挙げさせていただきました。

まず、冬季スポーツ拠点化プロジェクトの目指

すところということで質問をさせていただきまし

た。その将来ビジョンについてお伺いをしたとこ

ろでございますけれども、その中でアジア全体を

目指したいというのは１つわかりやすかったかな
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という答弁をいただきました。そういった中で、

市民に説明をわかりやすくしていきたいというふ

うなお答えをいただいたのですけれども、プロジ

ェクトを進めるということは先行投資、やっぱり

ハードの部分も必要になってくるのかなというふ

うにも思います。そのためには、やっぱり企業的

な発想ということも必要になってくるわけであり

まして、市長は企業に勤めておられたり、経営を

されたりということで、あるいは集客に対しても

ノウハウがおありだということで、こういう事業

を行うためには本当に適任な市長がここにいたも

のだなというふうに思うわけなのですけれども、

こういった事業を行うためにはやはり一定の皆さ

ん、私たちも含めて共通した覚悟というものが必

要になってくるのかなというふうに思っておりま

す。

そして、目指すところをアジアというふうに明

確に決めていただいたということは、これから先

の行動というのが変わってくる、明確になってく

るのではないかなというふうに思っております。

アジアから人を集めて、ここで冬季スポーツの拠

点化を図ろうという、その見通しのために、では

どこまでやらなくてはいけないのか、そのスケジ

ュールをどうするのかというのをやっぱりもう少

し綿密につくっていかなくてはいけないのかなと

いうふうに思っております。そういったことに関

する考え方について少しお聞かせをいただきたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） お答えをさせていた

だきたいと思います。

冬季スポーツ拠点化プロジェクトについて、議

員のほうからアジア政策といいましょうか、アジ

アの関係ということで言われていますけれども、

基本的にはこの事業の目指すものとして考えられ

るのは青少年の人材育成、あわせて地域経済活性

化、市民の健康、生きがいづくり、それと下川、

名寄以北の市町村の広域連携というようなことが

４つの大きな柱になるのかなと思っています。青

少年の人材育成につきましては、ジュニアアスリ

ートの育成ということで今既に進められておりま

すし、道の事業でありますＴＩＤの関係でもバイ

アスロンを中心に進められておりますし、スポー

ツ少年団等のトレーニング指導というのも進めら

れております。また、地域活性化ということです

けれども、合宿の受け入れが予想以上にふえてい

るという状況もございますし、新たなスポーツ関

連の新商品の開発も今後目指していきたいなと。

地元企業と一緒になって目指していく部分と、ま

た日本的な大きな会社の中ともどのような連携が

図られるのかということも含めて今後研究をして

いきたいというふうに考えております。市民健康、

生きがいづくりにつきましては、阿部雅司さんを

中心としていただきまして、ノルディックウオー

クですとか、いろいろ東風連地区では大学とも協

力をいただきながら、運動会を開催しながら地域

の皆さんの健康づくりの関係の研究を進めている

という部分もございますし、もともとは広域で進

んでおりました。美深が事務局で進んでおりまし

たけれども、今後はその広域化の事業もあわせて

展開をしていきたいというふうに考えております。

ただ、先ほど議員からもありましたけれども、

アジア圏域ということですけれども、北海道、特

に名寄の冬といいましょうか、雪質というのが非

常にいいということで、ことしも台湾からカーリ

ングの選手団が視察に来ていただいていますし、

年明けには中国からコンバインドの選手も長期滞

在というか、合宿をしていただくようなことにな

っております。２０１８年には平昌、２２年には

北京ということで、東アジア圏域を中心に、それ

と２０年には東京オリンピックもあるということ

で、今東アジアが非常にスポーツ的には注目を受

けているのではないかというふうに感じておりま

すので、その流れの中でさまざまなといいましょ

うか、何か対策がとれないのかなということも含

めて今後検討していきたいなというふうに考えて
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おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） １度目の質問の国や

企業との連携ということで答弁をいただいた中で、

スポーツコミッションをこれからつくっていって、

いろんな団体等に入っていただいて、こういった

事業を進めていくというふうなお話を伺う中で、

アジアを見越したというふうな答弁をいただいた

かなというふうに思いましたので、このように再

度質問をさせていただきました。今部長が答弁し

ていただいたようなことは、現段階として既にや

っておられて、これも大変いい傾向だなというふ

うに思っております。しかし、多分ここが最終目

的ではないのだろうなというふうに思っておりま

すので、その最終目的をどこに持っていくのかと。

そこら辺を多分明確にしたほうがいいのではない

のかなというふうに思っておりますけれども、そ

こら辺の考え方について再度お伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど答弁させてい

ただいたとおり、今年度中にスポーツコミッショ

ン、コミッションという名称が使えるかどうかと

いうのは今不明なのですけれども、立ち上げると

いうことで進んでおります。この中には、名寄の

各種団体、また賛同していただける個人等に加入

していただいて、進めるということになると思い

ますけれども、先ほど申しました４つの柱を軸に

どのような展開の仕方があるのか、その一つ一つ

の方向性がいろんな多種多様なエリアに行くのだ

ろうと。そこで取捨選択をしながら、どのような

形で今後進めていくかというのもあわせて、スポ

ーツコミッションの中、当然行政としても助言と

いいましょうか、参画をしながら進めていかなけ

ればならないだろうというふうには考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ多分そういう庁

舎内で明確な方向性というのが策定されていない

から、部長のお答えのような現状こうですよとい

うふうな答えになろうかなというふうに思うので

すけれども、ちょっと加藤市長にもお伺いをした

いのですけれども、やはり私たちがフィンランド

のヴォカティに行ったというのは、一定程度そこ

を見て、何を感じて、我々は何を目指していかな

くてはいけないのかということを学びに行ったの

かなというふうに思っております。そういった中

でちょっと質問項目にも挙げさせていただいたの

ですけれども、正直行くまではスキートンネルと

いうのは夢としてはすごくいいなというふうな認

識を持っていましたけれども、行っていろんなお

話を聞いてみるとこういう運営の方法があるのか

だとか、こういった企業と連携をすればこういう

ふうになるのかだとか、いろんなことを学ばせて

いただいて、そういった知識、ノウハウをいただ

いた中でこれから私たちは判断をしていかなくて

はいけないのかなというふうに思っております。

そういった中で市長、ちょっとこれ少し夢入って

もいいですから、名寄市としての今年度から始ま

る、スポーツコミッションが始まって、現在はこ

ういう活動をしていく、そして将来的にはさっき

アジアというふうな、多分アジアも今でもアジア

のいろんなところから合宿に来ていただいている

という傾向もあるのかもしれませんけれども、ど

こら辺を目指していきたいというふうにお考えな

のか、差し支えない範囲でお答えをいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冬季スポーツ拠点化事業

も今年度で３年目を迎えたということでございま

して、合宿、入り込みも含めて着実に成果が出て

いる部分もあると。一方で、市民の皆さんにいま

一つどうなのだというようなお声も聞こえてきて

いるところもありまして、改めてそこを具体的に
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市民の皆さんにこういうことでやっていくのだよ

ということを目標をある程度具体的に示して進ん

でいくということは非常に大事なことだというふ

うに思います。

ヴォカティトレーニングセンターが立地するソ

トカモ市は、１万 ０００人の人口でありますけ

れども、そこにナショナルのトレーニングセンタ

ーが、あそこはノルディック系中心のセンターで

すけれども、そこを核として、設立してもう七十

数年たつということでございますけれども、設立

当初は３人しかいなかった協会が今は８０人以上

の雇用を創出をして、さまざまなトレーニングメ

ニューもソフト、ハードともに提供していると。

そのことを核として、ソトカモ市全体で年間１０

０万人のお客さんが訪れると。これは、冬だけで

なくて夏も含めてそうしたスポーツトレーニング、

あるいはスポーツを通じたツーリズムというので

しょうか、そうしたことでそれだけの人が集まっ

ているということでありました。名寄市もかなり

似たような環境を持っているなというふうにも感

じましたので、大いに私は可能性を感じて帰って

きたところでございます。ヴォカティは７０年、

８０年かけてあそこまでの姿になっているという

ことなので、それはその壮大な積み重ねもあった

ということでございますけれども、我々としても

具体的に、あるいは５年なのか、１０年なのか、

そうしたところでここにこういった目標を定めて

いこうということは非常に大事なのかなというふ

うに思います。

市民の皆さんによりこの事業を理解していただ

くために、やっぱり冬のスポーツも含めて、スポ

ーツ全体の裾野をさらに広げていくということが

大事だろうというふうに思います。それと、加え

て一団のスポーツを通じて地域の活性化を求めて

いかなければならない。その一つの例として、今

アジア圏で非常に冬のスポーツの機運が高まって

いるということで、名寄市がそうしたことにとが

った政策を打ち出していくことで、全国から、あ

るいは世界からさらに注目をされてたくさんの人

が集まってくることになっていくのではないかな

というふうに思っています。その先に国がそうい

う方針を示せばナショナルトレーニングセンター

の指定ということも出てくるのかもしれませんけ

れども、そこに行くまでにでは具体的に５年後ど

ういう姿で、どういう目標を定めていくのかとい

うようなことをしっかりと皆さんに見えるような

形でお示しをできる、していかなければならない

というふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 少しわかりやすく説

明をしていただきまして、ありがとうございます。

私も人口の減少であるとか、交流人口だとか、名

寄市はさまざまな取り組みをしている中で、やは

り交流人口を求めていくという施策としては多分

これは本当の目玉になっていくのかなというふう

に、そんな思いもあるものですから、少し重点的

にお伺いをさせていただいております。市長おっ

しゃっていただいたように、５年後こういう姿と

いう物の考え方、表現方法というのは大切でない

かなというふうに私は思うのです。市民もどこに

行くのだろうか、私たちは何を協力をすればいい

のだろうかというのが多分見えていないのかなと

いうふうにも思いますので、そこら辺は少しスピ

ーディーに内部協議をしていただいて、コミッシ

ョンができた段階になるのかもしれませんけれど

も、ぜひそういった部分の情報発信についてしっ

かりと取り組んでいただければありがたいなとい

うふうに思っております。

ちょっと具体的な話をして済みませんけれども、

スキートンネルというのを実際私たち見せていた

だいて、なかなかすごいなと。あの目的というの

は、閑散期に対して集客を求めるというのが目的

だったというふうにも教えていただいて、ああい

う施設をつくっておられて、ヨーロッパ圏には５

つ程度のトンネルがあるというふうに伺ってきま

した。そして、ドイツでは少し幅の広いトンネル
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をつくって、そこでは自動車メーカーと連携をし

て運営を図っているというふうなお話を伺ったと

きに、なるほどこういうふうな仕組みと、あるい

は国や企業、団体の支援、インフラ整備、うまく

組み合わせたら全く不可能ではないのかなという

ふうな感を私は持ったのですけれども、市長、そ

こら辺の感覚について少しお話をいただけますで

しょうか。例えば名寄市にはダンロップのテスト

コースがあったりだとか、士別にはトヨタ自動車

があったりだとか、そういったところとの連携と

いうのを模索をしていくのも少しおもしろいのか

なというふうに思うのですけれども、そこら辺の

考えについてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど佐藤議員の総括質

疑の中で財政の規律をしっかりと確保しなければ

ならないというお話もございました。恐らくスキ

ートンネルをつくるとなると数十億円程度の設備

投資がかかるということで、当然これは行政だけ

でできるものではないなということを実感してき

ました。一方で、いろんな知恵を出せばできるこ

ともあるのかなということも感じて帰ってきたと

ころでございます。

もう一つは、スキートンネルがすごく大事なこ

とだなと、なるほどなと思ったのは、ヴォカティ

は１０月にもう既にスキートンネルも含めて雪を

ばっと敷き詰めてクロスカントリーのコースを、

１０月からもう天然雪というか、人工雪でためた

のもありますけれども、雪を敷いてクロスカント

リー活動がもうできる設備を整えていると。この

ことが非常に重要だなと思って帰ってきまして、

シーズン入る前にどれだけそういった環境を整え

られるかでたくさんの方たちがトレーニングに集

まる環境ができていると、そういうことも実際見

てきたところであります。これは、名寄市でもた

くさんの雪がありますので、そうしたことをどこ

かに貯蔵して、そこをうまく使っていくというよ

うなやり方というのはできるのではないかと。ま

ずは、そうしたところの実証からできないものか

と。そして、できるだけ雪を、多く乗れる期間を

延ばしていくことで、まずはそこにどういったニ

ーズがあるのかということをしっかり調査した上

で、その次に先があるのかというふうに思ってい

ます。当然トンネルつくるとなるとかなりの運営

費もかかっていくということになるでしょうから、

ヴォカティもあのトンネルだけでは非常に採算は

合っていないという話をしておりました。全体的

なさまざまなソフト、ハードを組み合わせた中で

あれが象徴的に生きているということだというふ

うに思っていますので、まずいろんなソフトでで

きることはあるなというふうに感じてきたので、

そうしたことの実証から始めて、将来的にはさま

ざまな知恵を使ってそういうトンネルみたいなこ

とをつくっていく。そこの夢も持ちつつ、この事

業を進めていきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 若干一般質問的にな

って申しわけないなというふうに思うのですけれ

ども、せっかく行かせていただいた。そこで、も

う一つ私がすごいなと思ったのがユヴァスキュラ

大学だったのです。まさかあそこで高齢者のケア

という話が聞けるとはゆめゆめ思わなかったので

す。本当にスポーツの中身を研究をしてアスリー

トをサポートする大学かなと思ったのですけれど

も、スポーツを通して高齢者のケアという考えと

いうのが、それが３分の１も学生がいるというこ

とで、社会ニーズが非常に高いということで少し

私は驚いたわけなのですけれども、先ほど名寄市

立大学との連携ということで質問させていただき

ましたけれども、日本のニーズというのは非常に

高いのではないのかなというふうに思っておりま

す、これは名寄だけではなくて。日本の中の大学

教育ってどういうふうになっているのか少し調べ

てみました。そうなのですけれども、こういった

事業をやっている大学というのはほとんどなかっ

たのかなというふうに思っております。今名寄の
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大学では、保健師さんを育てたり、そういった高

齢者のケアというのがしっかりしているのですけ

れども、もう少し運動も含めたトータルケアとい

うのがやっぱりこの大学のような発想というのは

これから日本社会の中で必要になってくるのでは

ないのかなというふうに私は感じたのですけれど

も、そこら辺に関して、大学のことですから行政

がやれということはなかなかできないのかもしれ

ませんけれども、そういった情報交換をしながら、

そういった日本国内のニーズもあるのではないか

なと思うのですけれども、大学との協議について

市長に少し考えがありましたら、お聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大学と冬季スポーツ拠点

化のかかわりということでの御質問だと思います

けれども、既にコミュニティケア教育研究センタ

ーを通じて大学と連携をさせていただいて、地域

での冬のプログラムでありますとか、さまざまな

活動を展開をさせていただいているということで

ございます。今後改めて総合戦略をまた改定して

いく中で、冬季スポーツ拠点化をさらに盛り上げ

ていく。その中に名寄市立大学もしっかりとそこ

にかかわっていただいて、一緒に進めていこうと

いうような議論は教授会のほうでも担当職員から

させていただいたということでございまして、今

後大学ともしっかりと連携をしていきながら、冬

季スポーツが名寄市の特異な課題、テーマでもあ

り、そこに大学もコミットしていただける体制を

しっかりと連携をしながら構築をしていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、公共施設

についてお伺いをしたいというふうに思います。

今回計画の中に公共施設の金額的なものは入っ

ていないということで、さきの答弁でも一定程度

の答弁をされております。この４年間の中で何も

やらないということではなくて、やれるものがあ

ったらやるというふうな答えだったかなというふ

うに思います。しかし、これから私たちがやらな

くてはいけないのは、今あったものを同じように

建てるということでは許されないのではないかな

というふうに思います。その場合には、例えば２

つのものをどういうふうに結合させて１つで機能

を賄い合うのかだとか、これは当然平成３２年ま

での計画の中にも大枠については織り込まれるの

ですけれども、その具体論という話になるとかな

り時間がかかるのではないのかなというふうに思

います。それで、この４年間の間に、いろんな老

朽化した施設があるかなというふうに思います。

保育の施設にしても老朽化をしております。図書

館も老朽化して、こういったことを本当に今のま

までやるのだったら、それはそれでそんなに難し

くないかもしれませんけれども、これを議論をし

てどういう形にするかという議論から始めて最終

結論を出すというのが相当時間がかかると私は思

うのです。ということは、この４年間というのは

あっという間に過ぎ去ってしまうのではないかと

いうふうな気がしております。今定例会の最終日

に総務文教で図書館に関する報告というのをさせ

ていただく予定になっておりますけれども、その

中でいろんな自治体の図書館を見させていただい

た中で、やはり数年かけて議論をするという自治

体が結構ございました。それだけ市民議論を重ね

て、市民に納得していただいて、これでいいのだ

というところに結論を落とし込むためには、やは

り１年、２年では今これからの時代少なくなって

くる。足りなくなってくるのかなというふうに思

います。そういった総合的な物の考え方をしなが

ら、一つの結論を見出していく。このためには、

この４年間というのが非常に大切な期間になって

くるというふうに思いますけれども、できるもの

はできればやっていただきたいし、そこら辺の認

識について再度お伺いをしたいなというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 佐藤議員の関係でも

公共施設の関係について、この計画の中で事業費

ゼロベースということで提示をさせていただいた

関係についてお話をさせていただきました。今改

めて３２年までということでございまして、時間

的には非常に短いということについては私どもも

しっかり認識はしているところでございますけれ

ども、広く市民の皆さんにどういった資料に基づ

いて情報を提供する、その中で議論していただく

ということになるというふうに思うのですけれど

も、まだそこの個々の施設についてどのように今

後利活用するのか、あるいは複合化するのか、そ

の辺も含めて庁内検討委員会等、あるいはこれは

立地適正化計画の関係にもかかわってくるもので

すから、その辺との整合性などを図りながら今庁

内でも議論していますし、立地適正化計画の検討

委員会の中でも議論をさせていただきながら、市

民の皆さんにこの施設どうするのだということで

なくて、行政としてこんな方向でちょっと考えて

いるのですけれどもというような、少し市民の皆

さんが議論しやすいようなことも含めてそういっ

たものを示しながら、時間はありませんけれども、

いずれにしても必要な公共施設については当然建

てかえなりということで検討しなければならない

というふうに考えてございますので、今後早急に

議論のほうは進めてまいりたいというふうに考え

ています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょうど今立地適正

化であるだとか総合管理計画というのは、これは

両方ともとても大切な計画だというふうに思って

おります。それとあわせて、やっぱり現実的に名

寄市では着実に公共施設等の環境整備も整えてい

かなくてはいけないという、こういう時間的な制

約もある中で、例えば３２年までの間には市民議

論を経て２つの計画を策定をしていくということ

になろうかと思いますけれども、この間に老朽化

した施設に対して個別にこれはどうするのだとい

う、そういった市民議論と並行してやっていくと

いうお考えなのか、あるいは全体の総合管理計画

ができた後から始めようというお考えなのか、そ

こら辺についてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共施設老朽化してい

るものをどうするかというのは大きな課題であり

まして、今御質問のあったとおり４年間非常に短

いスパンだなと思っております。せんだって行わ

れました立地適正化の市民との今後３０年後の名

寄をどうするかという市民シンポジウムの中でコ

ーディネーターやっていただきました北大の森先

生のほうから、公共施設をどうするかというのは、

これは手段であって、まちづくりをどうするのだ

というのを市民の皆さんに考えていただくという

ことですから、確かにそのとおりだと思います。

ということになれば、４年間の短い期間ではあり

ますけれども、市民の皆さんとの議論を進めなが

らここでどうするというのは当然並行してやらな

ければならない問題だと思っております。

ただ、その中で私どもの中で一番懸念している

のは、老朽化が余りにも進んで安全、安心にかな

り赤信号がともっている、そういうような状態の

施設をどうするか、これはまた別の角度で見る必

要があるかなと思っております。現在の立地適正

化の庁内検討委員会の中では、老朽度の著しいも

のについてはまた担当課の意見も聞きながらとい

うことで先行して進めておりますので、スケジュ

ール的には今後年明けにまた庁内検討委員会ある

いは庁外検討委員会の中で今までの議論を一回ま

とめた上で、ではどのように進めるかということ

で、そういう進め方をさせていただきたいと思い

ます。それと同時に、市民の皆さんに情報を提供

して、今こういう状態なのだけれどもというのも

並行してやらなければならない。そして、公共施

設の総合管理計画につきましては平成３２年度を
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１つめどとしておりますが、立地適正化は平成３

１年度ですので、若干のタイムラグがあります。

ですので、立地適正化の中では改めてそのエリア、

ゾーンをどうするか、個別の中はまだ若干時間あ

りますけれども、これは４年間の中ですので、か

なり絞られた時間の中で早急に進めなければなら

ない。かなり難しい課題ではありますが、市民議

論を進めなければならないのはそのとおりであり

ますから、今並行してやるというようなイメージ

でいるところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 最後に、中期財政計

画の考え方についてお伺いをしたいというふうに

思います。

これまで計画された数字と実際にやってみた数

字というのの乖離が大変これまでも多かったのか

なというふうに思っております。中期計画のとお

りに財政が運営していったというのは、正直言っ

て記憶にありません。こういった状況で市民に何

かを判断してくださいと言ったときに、先ほど私

は半分冗談めいて言ってしまったのですけれども、

この計画を見たときには数年後には破綻をするの

で、名寄から出ていこうかなというふうなちょっ

と嫌らしい表現をしてしまいましたけれども、そ

ういう状況がわかっていない人にはそういうふう

に見えてしまうと思うのです。これは、こういう

物の考え方、厳しく物を見るという物の考え方と

いうのは大変よいことだというふうには思います

けれども、余りにも実態と乖離しているというの

は私は正直いかがなものかなというふうに思って

おります。そして、総合計画などをこの中期財政

計画をもとに市民議論をしていただこうとすると

きに、私がもし市民で、議員ではなくて市民の委

員だったら、これは何にもできませんね以外に言

うことはないのではないかなというふうに思いま

す。ですから、今までの発想はそれはそれでよか

ったのかもしれませんけれども、やはり実態にあ

る程度即したものを明らかにして、そしてそれを

市民議論の糧にしていただくというシフト、そう

いう考え方にシフトをしていったほうがいいので

はないかというふうに思うのですけれども、考え

をお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 中期財政計画と実態と

の乖離ということでありますけれども、各年度の

決算の中でさまざまな手法でここは御説明させて

いただいておりますが、中期財政計画については

今現在で得られている情報をもとにということで

あります。また、いろんなことを吸収しながらで

すので、多少厳し目に見ているというのは議員御

指摘のとおりでありますが、この間の経緯を鑑み

ますと、例えば地方創生交付金につきましては当

初ハードは使えないと言っていたものがハードに

使えるようになったりですとか、さまざまなプラ

ス要因が働いてきたというのも事実でありまして、

そういうようなのも含めて実績としてはまあまあ

良好だというような判断させていただいています

が、今回の中期財政計画でもお示ししましたとお

り、今後はかなり厳しいというのは、これは間違

いない状況であります。例えば交付税等につきま

しても今回の中期財政計画と平成３０年度の今の

普通交付税の状況を見ますと、算定が平成３０年

度で８０億円、３１年度は７９億円の普通交付税

の推計ですので、あるいは特別交付税についても

かなり実績値に近づけた形でやっております。か

なり今後はよっぽどの好転材料がないと厳しいな

というのがありますので、そこは中期財政計画の

中でお話しさせていただいたとおりであります。

市民の皆様には、やはりこういったことも今私

いろいろお話ししましたけれども、言葉ではなか

なかすっといきませんので、いろんな形でお示し

する必要があるかと思います。あるまちづくり懇

談会の中では、単年度実質赤字、ことしある。２

９年度ありました。基金もこういうふうになって

いますというお話をさせていただいたところ、市

民の皆様から財政状況悪いのだったらそれなりの
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対応すべきだと、私は子供の子育てにもっと力を

入れるべきでないか、そういう建設的な御意見も

いただいたところであります。さまざまな手法で

今後のまちづくりをどうするか、これは市民の皆

さんもともに考える課題でありますので、厳しい

ものは厳しい、ここら辺が厳しいのだよというこ

と、もう少しわかりやすい表現のもとで進めるこ

とが一番肝要だと思っています。御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

疑を終わります。

１３時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで午前中に行いました総括説明に誤りがあ

り、訂正したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけござい

ません。私のほうの総括説明の中で、議案の３ペ

ージにございます安心子育てプロジェクトの関係

でございますけれども、成果指標について、前期

３本指標がありますということで報告をしました

けれども、前期は２本の指標に対しまして今回４

本の成果指標ということで、改めて訂正をさせて

いただきまして、大変申しわけございませんでし

た。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、基本計画に

ついて項目ごとに審議を行います。

まず、重点プロジェクトについて審議をいたし

ます。

説明を求めます。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私のほう

から重点プロジェクトにつきまして概要説明をさ

せていただきます。

総括説明でも申し上げましたけれども、中期計

画における重点プロジェクトは前期計画における

３つのプロジェクトを踏襲し、継続して取り組ん

でいくこととしております。

議案３ページをお開きください。初めに、経済

元気化プロジェクトについてでございますけれど

も、雇用の場、人材の確保、事業継承の取り組み

支援などに努めるとともに、交流人口の拡大に向

け移住、交流の推進に取り組むこととしておりま

す。

成果指標では、観光入り込み客数で平成２９年

４４万 ０００人を基準値として、平成３３年で

は６１万 ０００人を目指すものでございます。

外国人観光客宿泊数では、平成２９年 ０９４泊

を基準値として、平成３３年では ６３５泊を目

指すものとなります。先端設備等導入計画の認定

事業者件数につきましては、米印で補足しており

ますけれども、生産性向上特別措置法において固

定資産税の特例措置等の支援を受けるため、事業

者が作成する計画を認定した件数としております。

現状の基準値は実績がないためバーとなっており

ますが、中期計画期間中である４年間で累計１０

件を目指すものとなっております。また、新規就

農者数や市立大学卒業生市内就業者数につきまし

て新たな指標として達成に向けて取り組むことと

しております。

次に、安心子育てプロジェクトについてでござ

いますけれども、安心して子供を産み育てること

ができる環境を充実させるため、子育てと仕事の

両立支援や子育て家庭への支援などを行い、少子

高齢化対策、人口減少対策の強化に取り組むもの

です。

成果指標として、待機児童数では平成２８年６

人おられましたけれども、中期計画終了時までに

はゼロを目指すこととしております。ファミリー

・サポート・センター事業利用者数につきまして
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も平成２８年１２８人に対し、中期計画終了時と

なる平成３４年には１６０人までふやすことを目

指すとしております。また、全国学力・学習状況

調査全教科の結果について全科目全国平均以上を

目指して取り組むとしており、放課後児童クラブ

登録数も基準値より若干ふえ、２９０人の登録を

目指していくというものでございます。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトでは、

本市の自然環境、施設環境の強みを生かして冬季

スポーツの拠点化を目指すために、冬季スポーツ

合宿、大会誘致とあわせてジュニア世代の育成強

化を推進するとともに、冬季スポーツを通じて故

郷への誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組む

としております。

成果指標といたしましては、新たな指標として

親子参加型スポーツイベント参加人数を設定し、

今後参加機会を創出し、中期計画終了年時には延

べ８００人を目指すとしております。ジュニア選

手全国大会出場者人数では、基準値８人に対しま

して、計画終了年時ではほぼ倍増の１５人を目指

してそれぞれ事業に取り組んでいくこととしてお

ります。スポーツ合宿入り込み人数、全国、全道

規模大会の誘致、開催につきましても前期から引

き続き目標値を上方修正しながら取り組みを進め

ていくこととしております。

以上、重点プロジェクトにつきまして概要説明

とさせていただきます。よろしく御審議ください

ますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 午前中は、私どもの

佐藤副議長から質疑をさせていただいて、大まか

の総合計画や、あるいは中期財政計画全般にわた

っての有効な質疑をしていただいて、かなり理解

ができたのですけれども、その一部の関連なんか

を参考にさせていただきながら、あるいは重点項

目等の関係で中期財政計画にも少し触れたいと思

いますけれども、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

１つは、まず重点プロジェクト絡みでは３件あ

りまして、これは総計２年前の経過も踏まえてあ

えて掲載をしたもの、ＫＰＩを入れて掲載をされ

たというふうに思いますが、それはそれとして是

とするのですが、２年前の反省として、私も所管

が高齢者福祉も担当している関係で何か忘れ物を

したような気がしてならないものですから、改め

て読み返してみますと、やっぱり高齢者施策につ

いてここ１０年非常に重要な時期、この２期の計

画とも中期、後期と重なる時期でもありまして、

３つの重点プロジェクトだけではちょっと不十分

かなという感じでお聞かせをいただきたいという

ふうに思っていますが、２年前の議会論議の中で

橋本副市長の答弁の中に重点プロジェクトはある

けれども、いわゆる少子高齢化の時代に重要な案

件として高齢者案件の諸策についても触れており

まして、重要プロジェクトではあるけれども、そ

れより優先するものも、何が何でもそれが全てで

はないというようなやりとりがあったように記憶

しておりますけれども、２年たった今の状況、あ

るいは高齢化、まさに３２％以上、もう３３％近

くなるという状況だとか、あるいは名寄と風連と

智恵文、あるいは遠くは風連日進など地区が幾つ

か分散をしている関係では年齢構成もそれぞれで

ありまして、このことを認識をした上では重点プ

ロジェクトにやや同格以上のものではないのかと

考えておりまして、改めて２年前を振り返ってい

ただきながら、橋本副市長あるいは市長から重点

プロジェクトの意味についてもう一回お答えをい

ただければというふうに考えております。

２つ目には、総計の審議会の皆さんとのやりと

りの中で、詳細に各回数ごとに、最終的に８月で

したね。そして、答申をいただいているというこ

とで、非常に関係者には敬意を表するのですけれ

ども、情報公開、説明責任との関係ではＫＰＩの

数値、私これネットで参考資料から取り出してみ
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て、いいものを随分提示して説明していたのだな

というふうに思ったのですけれども、約１３０以

上にかかわる５本の柱の具体的なＫＰＩの数値を

入れてよりわかりやすい提示があったように聞い

ておりまして、これは一般市民、ネットで探せば

７月の時点ですから見ることはできるのですけれ

ども、先ほど午前中の佐藤靖議員が質問した、い

わゆる市民と向き合うということでいくと、関係

者には説明をしたり、あるいはいろんな団体だと

かということにはされたかもしれませんけれども、

大事な資料についての提示というのは一般市民に

どのように提示をされていたのか、改めてお聞か

せをいただきたいという、要するに市民的なもの

になっていかなければならないというふうに思っ

ておりますので、あえてお聞きをしたいと思いま

す。

そして、これは最終が中期が平成でいくと３４

年になって、平成終わりますけれども、その時点

ではこれらをそれぞれ実施ができたということに

なると、４年後にはどういう名寄市をイメージで

きるのかどうか、少し概括的な話で恐縮ですけれ

ども、お聞かせをいただきたいといういうように

思っています。

それから、３つ目には、中期財政計画の関連に

戻りますけれども、午前中東議員からも少しだけ

触れられておりましたけれども、数値を２年前と

比較させていただいたのですけれども、歳出のほ

うのまずお聞きしますけれども、人件費だとか公

債費、維持補修費だとか普通建設事業だとか、幾

つか挙げれば結構２年前と数字が大きく変わって

いる。信憑性の問題については先ほど論議もあっ

たのですけれども、私どもはできるだけこういう

流れの中で動くのだなという理解をずっとしてお

りましたから、数字にはびっくりしませんけれど

も、今言った人件費、維持補修費、普通建設事業

あたりの大きな変化について特徴的なことについ

て、推計の考え方は資料でいただいていますけれ

ども、具体的にお聞かせをいただければと思いま

す。

それで、この数字の変化はイコール市民ニーズ

とのギャップもまた逆に言えば感じられるところ

が幾つかあるのですけれども、あわせてお聞かせ

をいただきたいと思います。

４つ目には、各会計、特別会計７つほど、大学

も含めて今７つですね。それから、あとは事務組

合の関連だとか、企業組合、企業会計の関係もあ

りますけれども、これはそこそこのところで一部

事務組合もあっちの別な議会がありますので、中

身には入りませんけれども、大きな大型事業がこ

の中期、後期との重なりがかなりある時期なので

すけれども、そういう大型の工事との関係につい

ての見通しについて、数字としては一定のものが

個別計画の中では出ていますけれども、差し支え

ない範囲でお聞かせをいただきたいというふうに

思います。

それから５つ目に、備荒資金や大学の振興基金

の関係で、個別には入りませんけれども、ここも

一定の一般会計との関係の中では大きく変化を与

える関係にあるのですけれども、いわゆるこれを

上限数字として捉えていいのか、あるいは現状の

段階で推計として捉えるのがいいのか、どういう

捉え方をすればいいのか少しお聞かせをいただき

たいと思います。特にその理由というのは、基金

に依存するここ数年以上の時期があるので、その

因果関係も非常に出てくるものですから、あえて

お聞かせをいただきたいというふうに思っていま

す。

以上、今回３回だね。とりあえず１回目終わり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それでは、私のほうか

ら一番最初の御質問と、それから中期財政計画関

連の御質問についてお答えさせていただきたいと

思います。

まず、最初の重点プロジェクトと、それから高

齢者施策の関係につきまして、２年前のいろいろ



－61－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

な御議論をさせていただいた中で重点プロジェク

トは必ずしもこれ最優先というものではなくて、

ほかにも十分重要な課題があるので、バランスを

とりながらというお話しさせていただいたという

ことであります。御指摘のとおり、重点プロジェ

クトにつきましては総合戦略との整合性をとりな

がらということがありますので、いわゆるまち・

ひと・しごとの中での文脈で捉えることが可能だ

ということでありますが、御指摘のとおり当然高

齢者施策についてはこれ名寄市も高齢化率３割以

上でありますので、非常に大きな課題だという認

識をしております。この間私の記憶の中でありま

すのは、使用料の改定のときに一定の年齢以上の

方の使用料を少し安くして、例えばスポーツに取

り組んでいただくような環境をつくるですとか、

あるいは高齢者の雪おろし対策等についての一定

の施策は打ってきたものと考えておりますけれど

も、後段個別の中でも出てきますが、やはり一番

これから大切なのは地域包括ケアシステムをどう

いうふうに構築するか、これが一番大きな課題で

はないかなと思っております。非常に大きな範囲

の中で、これ名寄市全域と捉えるのか、それとも

名寄地区、智恵文地区、風連地区それぞれの特性

を生かしながら捉えるのか、そういう基礎的な部

分からの議論が必要になるかと思いますけれども、

何といっても高齢者の皆さん、御家族も含めて安

心して生活できる環境を整える、これは非常に大

事なことだと思っております。部分的には、認知

症のケアの部分で幾分なりとも歩を進めておりま

すが、例えば連絡体制あるいは追跡等、万が一徘

回されている高齢者の方が出た場合ですとか、い

ろんな想定されなければならないと思っておりま

す。まだ若干時間は、大分詰まってきております

けれども、この総合計画期間中に地域包括ケアシ

ステム、これ一歩でも二歩でも先進めなければな

らない、そういうような認識しておりますので、

他市町村の先行事例も研究しながら、ここは進ま

させていただきたいと思っております。

それから、中期財政計画のほうに移らさせてい

ただきたいと思います。今回個別の中で新規ある

いは物件費等のお話が出てきておりますが、一回

頭の中に入れておかなければならないこととして、

今回大学が特別会計になっておりますので、その

分を加味しながら考えなければならないと思って

おります。人件費自体につきましては、今回の中

期財政計画でお示ししているのは一般会計ベース

でありますので、これに大学会計が加わると本来

の前の決算ベースでの人件費が出るということで

あります。その部分を加えると、やはり大学のほ

うは社会保育学科４大化に伴いまして人件費がふ

えているというような現状にあるのは間違いない

ところであります。このあたりは、大学に係る交

付税である程度補填されておりますので、今のと

ころ経営としては着実に進んでおりますけれども、

これも前々からのお話のとおり大学のトップラン

ナー化、そういうようなことが出ておりますので、

この点では予断を許さない状態だというふうに認

識しているところであります。

それから、物件費、維持補修費につきましては、

午前中のお話もありましたけれども、今現在労務

単価が非常に大きくふえてきている状況にありま

して、これは働き方改革あるいは人手不足等の影

響もあるというふうに分析しております。この傾

向はしばらく続くのではないかと思っております

し、これに加えて今グローバル化ということで、

いろんな要因がすぐ出てきます。例えば燃料単価

ですとか、それに伴います電力料金ですとか、そ

ういうようなものもありますので、非常に中身を

つかむのが難しいという状況にありますけれども、

今わかる状況でもってこの物件費、維持補修費に

ついては進んでいる、推計させていただいている

ところであります。

恐らく一番その中でも名寄市特有の課題として

は、除排雪経費どうなるのかということが１つ挙

げられると思いますが、これについては決算ベー

スからいきますと四、五年前は４億二、三千万円
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でしたけれども、今かなりふえておりまして、４

億五、六千万円ぐらいのベースで進んでおります。

今冬はまだどうなるかわかりませんけれども、一

定の金額はこの中で使っていくものであると思っ

ております。

普通建設事業費につきましては、推計上、前の

中期財政計画では２０億円という一通りの標準的

なものを定めさせていただきましたが、午前中の

議論にあるとおりまだ公共施設等のどういうよう

な優先順位あるいはどういうような配置も含めて、

議論は進んでいる部分はありますけれども、まだ

明確にはなっておりません。ただ、これについて

も普通建設事業費、公債費、また若干発行額のす

き間があるのと特財を確保しながらということが

ありますので、その財政的な面からも目配りしな

がら、なおかつ平準化を図られるように計画進ま

せていただかなければならないなと思っておりま

す。

それから、備荒資金あるいは大学の基金の問題

でありますけれども、備荒資金組合からいわゆる

支消、取り崩すということにつきましては、基金

のほうの残高とどういうふうな調整するか財政課

サイドと今検討しているところであります。一定

の備荒資金からの支消は、しないとこれは間に合

いませんので、やらなければならないのですけれ

ども、基金に重きを置くのか、備荒資金のほうに

重きを置くのか、もうちょっと検討する時間が必

要になると思っております。といいますのも、２

年ぐらい前に地方の基金についてかなり関心が高

まっていたという時代があります。それからどう

いうふうに転がってきているのか、まだ私ども確

実な情報を得ておりませんので、正直申しますと

余り財政調整基金を持っているとどうなのだろう

という議論が出たのはこれ間違いないところであ

ります。再度その情報を収集させていただきまし

て、間違いのないような運営をしていきたいと思

っております。

それから、一部事務組合あるいは特別会計のほ

うで大きな事業があるのかというような御質問と

いうふうに受けとめさせていただいておりますけ

れども、間違いなく出てくるのは衛生施設事務組

合のほうで今後どういうような施設が必要となる

のかという、これは必ず出てくる問題だと思って

おります。中期の４年間の中でどの時点で出るの

かというのはまだ明確にはなっておりませんけれ

ども、今度衛生施設事務組合のほうで次期の中間

施設あるいは次期の衛生センターになりますとか

なり大規模なものになるのはこれは間違いないと

いうところであります。それで、構成市町村と連

携をともにしながら、またそれぞれの地域住民の

方と意見交換しながら、どういうものがいいのか、

これは詰めていかなければなりませんけれども、

大きい事業であるだけに補助金、交付金を入れな

いと成立しないという部分もあります。ですので、

それと同時にいろんなところでアンテナを張って、

どういう交付金が一番いいのか、どういう負担が

一番いいのかということも十分協議しながら進め

ていかさせていただきたいと思います。

また、名寄市の特別会計の中でいきますと、下

水道の部分、下水道の施設整備あるいは水道の上

水道の設備が今後出てくる可能性があります、か

なり老朽進んでおりますので。そういったところ

がハードの面では出てくるような予想をしており

ますが、まだ議論は十分に尽くされておりません

ので、改めていろんな形でお示しできればと思っ

ております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ＫＰＩの情報につい

て、今回新たに市民の皆さんにも数字的にわかり

やすいようにということで設定をさせていただき
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ました。この情報につきましては、実は総合計画

の審議委員会第４回の議論の中で資料提供させて

いただいたということで、報告も含めてインター

ネット上でＫＰＩについては市民の皆さんにもお

知らせをしたという状況になってございまして、

広く市民の皆さんにこの内容について議論をいた

だくということでは決してありませんでしたけれ

ども、審議会の中での資料として提供したものに

ついて市民の皆さんに情報公開をさせていただい

たということの内容であります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのＫＰＩを通じて市民

の皆さんにどういった情報をお示しをし、そして

その将来像はということでございましたけれども、

まさに総合計画の中で基本理念あるいは将来像が

うたわれているわけでありまして、そこの将来像

に一歩でも二歩でも近づいていく姿を具現化して

いくということで今回こうした目標を立てさせて

いただいたということで御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今最後の加藤市長の

言葉をもう少し具体的に市民がわかるように説明

いただければありがたいですけれども、また３回

目に時間がありましたら聞くかもしれません。

これ私３ページ物できのう入っていったら出て

きたのですけれども、説明資料に。みんないい資

料ですし、いわゆる新聞程度で見る以上に４年後

こういう、例えば一番上に書いてあるところは町

内会加入率基準値７ ９８、これは去年の数字で

す。これは、平成３４年には７ ５％と。これは

一番頭に書いてあるからあれですけれども、それ

ぞれ関心のある具体的な個別計画に、気になる人

はこうなるのかなと。少しはやっぱり期待度を、

障がいやら福祉やら建設関係全てにわたって私の

計算では１２８件かな、数えたら。非常にいいも

のだと思いますが、今答弁いただいたとおり、こ

れは総合計画審議会で出しただけで、恐らく後か

ら読んでおいてくださいというぐらいの感じだと、

細かく全部を説明したのではないかと思いますけ

れども、それにしてもごく一部の関係者、せっか

くいいものを市民的に中期の計画をどうつくり上

げていくのだいという意識を高めていく上でもも

う少し丁寧な活用の方法があったのではないのか

なと思っていますけれども、改めて午前中の佐藤

議員から指摘を受けていることとも含めてお答え

をさらに求めておきたいと思います。あのやりと

りで佐藤議員もいいというふうには理解はしてい

ないというふうに言っていましたので、あえて渡

しますので、この資料を参考にさせていただいて、

指摘をさせていただきたいと思いますので、お答

えをいただきたいと思います。

それで、冒頭中期計画の副市長からいただいた

関係で、人件費の話に行きますけれども、年齢も

これから名寄の職員の年齢の動きは山を過ぎて少

しずつ若返っていくという、順調に補充をされれ

ばです。かなというふうには思っていましたけれ

ども、そのほかにも大学の話もありましたので、

両方かみ合っての、人件費でいくと相当この４年

間だけでも１９億円ぐらいの数字に落ちています

から、そうですね。それで、ちょっと数字は私の

間違いあるかもしれませんけれども、いずれにし

ても少なくなっているのです、大幅に。改めてこ

れから向こう４年なり８年の１０年の計画の全体

の中で、いわゆる職員の合理化、行革絡みも含め

てどういう変化になっていくのかなというふうに

思っていますので、お聞かせをいただきたいので

すが、一番関心事はやっぱり市民サービス、行政

サービスにどう影響与えていくのかということで、

たまたま私も所管で今副市長お答えいただいた地

域包括ケアシステムの重要性についてはどんぴし

ゃりであって、非常に大きな課題だというふうに

思っていますし、現行の状況を見ても担当のほう

からお話を聞けばあれもやりたい、これもやりた

いけれども、なかなか、最終責任者は１人であっ
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た、あるいは五、六人の窓口含めた市民相談、地

域包括支援センター、本当に ３００件を想定を

していたけれども、もう ０００を超えたり、相

談が。これは、さまざまな市民相談がありますけ

れども、やっぱり専門資格を持った人たちが対応

しなければならぬということでありますので、か

なり負荷がかかっているような気がしまして、こ

れからそれこそ２０２５年に向けて仕上げていか

なければならない。２０２５年にでき上がればい

いのではなくて、日々毎年毎年市民サービス対応

していかなければならぬということで、いわゆる

地域包括ケアについてはこの４年なり８年の総合

計画の中でも重点施策以上に、重点プロジェクト

以上にしっかり体制を整えていかないといかない

のではないかというふうに思っておりまして、改

めてそのことについてしっかり対応、具体策を執

行者としての責任をもう少し明確にしてもらわな

いと容易でないなという感じがしておりまして、

私は４つ目の重点施策、プロジェクトに加えるこ

とも必要ではないかというふうに考えておりまし

て、トータルとしてこのことについてお答えをい

ただきたいと思います。

それから、同じ中期財政計画の関係では、物件

費の関係については２年前との比較ということで

ここにも書かなかったのですが、今副市長が言っ

たような形で従前の入札だとか、いろんな燃料費

のことだとか、人件費のことだとか、非常にトー

タルとして上がっていくという傾向はもう明らか

であったり、人がいないということでの確保もし

なければならないということでかなり、具体的な

例１つ御紹介しますけれども、現行長寿命化で橋

の強度を上げるための、何年か前から始めていま

すね。これも落ちるけれども、入札では。実際に

やっぱり専門業者に新たに発注をしなければなら

ぬとか、地元ではできない仕事もこれはあるよう

に聞いたりしますから、かなり利幅なりもう赤字

覚悟でも役所の仕事だからやらなければならぬと

いう声もまちの中では時たま聞くわけでありまし

て、これも物件費も相場上がっていく可能性とし

ては非常に高いわけで、そういう地域のニーズ、

声と中期財政計画の数字との乖離についてお答え

をいただきたいと思うし、普通建設事業も大体そ

れに類した傾向になるのではないかと思います。

特に普通建設事業は、数字上計算していけばもう

これが限界と。今までのやってきた大型投資等の

影響なんかで、比べると２年前の数字からは大体

２０億円でしたよね。今回は、来年からはもうい

っとき２１億 ４００万、３１年度でありますけ

れども、あとは１４億円台、１３億円台、１３億

円台、軒並み数億円単位で数字を削らなければな

らぬという状況をとる関係もございまして、これ

はまた地域の活性化だとか、いろいろニーズ、市

民の声なんかと比べたら非常に乖離するものにな

って、いわゆるまちに元気をなくすのではないか

という心配もありまして、これらについて数字は

中期財政計画で私どもにはお示しはしていただい

ているのは十分わかりますけれども、そういう不

安な要素というのはどのように頭に置きながら中

期財政計画を見通したのか、目いっぱい、もう１

０億円近く毎年基金で穴埋めしながら、備荒資金

にも手をつけなければならぬということでの一目

瞭然の数字になっておりますので、もう少し副市

長、市長含めてこれを私どもにどう理解をせいと

いうことなのか、実際は東議員言うように数字は

大きく乖離するものだというふうに理解すればい

いのかというのはまたこれは無責任な話だと思い

ますので、あらかじめお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。

あと、高齢者等の関係は本当に４本目の柱に入

れてくれというように私も言いましたけれども、

これは高齢者イコール現役の世代にももちろん親

の介護だとか、問題だとか、あるいは病院だとか、

福祉だとか、保健だとかということで因果関係、

介護、保健、医療、それから元気な人にはもっと

頑張ってもらわなければならぬということのトー

タルとして、これは除雪の話は必ずついて回る話
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で、このことからすると重要性について改めて理

解をして、どのように予算を担保していこうとす

るのかお聞かせをいただきたいと思います。

２回目の終わりにしますけれども、高齢化率、

直近の数字担当のほうからもらいましたけれども、

名寄市といえども地域包括ケアシステムは名寄市

に本体を置いて全体をしっかりカバーしていくの

だという基本的なところは出ているのですけれど

も、いわゆる文化、育ち含めて全員で、それぞれ

地域の産業との関係で違いますけれども、名寄地

区だけでいくとちょうど３０％ですね。風連が４

４％、１４％も違うのかということ、あるいは智

恵文で３ ７、全体で３ １も、３ ２か３ ３

になっているかもしれませんけれども、こういう

特徴も見据えてもかなりきめ細かな地域包括ケア

支援やら、あるいはシステムを構築していかなけ

ればならぬという状況がありまして、改めて事の

重要性について危機認識を持っていただければと

いうふうに思っていますけれども、お答えを再度

求めたいというふうに考えております。

とりあえず２回目をこれで終わります。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの項目は、重

点プロジェクトということですけれども、総合的

な判断をしながらこのまま進めさせていただきた

いというふうに思います。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それでは、１番目の人

件費の関係でありますけれども、今一般会計、庁

舎含めての話ですけれども、議員御指摘のとおり

かなり年齢は若返ってきておりまして、職員の年

齢構成でいきますとちょうど５０代からその上に

かけてが大分少なくなっているという状況であり

ます。そういうこともありまして、今人件費は大

学を除きますとかなり低目に抑えられている状況

ではありますが、今後年齢が上がるに従いまして、

ここはふえてくる可能性が十分想定できるという

ことであります。こういった中で業務を遂行する

にはどういうような工夫をしなければならないか

ということがありますが、国のほうでは行政サー

ビスで標準化できるものは標準化して、広域でや

ったらどうだろうみたいな、そういうようなお話

も出てきております。これは、ほかの自治体さん

との関係もありますし、ここは改めて研究させて

いかなければなりませんけれども、大命題は少な

い人数であっても行政サービスを向上させるとい

う命題がありますので、これはもう十分いろんな

形で検討していかなければならない問題だと思っ

ております。これは、必ずしもお金の面だけでは

反映できません。実際の行政活動の中で大事にな

る項目だということで答弁させていただきたいと

思います。

それから、ちょっと地域包括ケアシステムは一

番最後にさせていただきたいと思います。

それから、維持管理費、それから物件費あるい

は普通建設事業費と市民ニーズとの乖離といいま

すか、そこの点でありますけれども、前段お話し

しましたとおり物件費、維持補修費については恐

らく人材不足の面、あるいは専門職の不足の面で

かなり高どまってきているのはこれは間違いない

ことだと思っております。そんな中で、いわゆる

市内経済も含めて名寄市の発注する業務をどうい

うふうにしなければいけないか、これもまた大き

な課題であります。お示ししました中期財政計画

で普通建設事業費が低目になっているというのは、

まだ十分議論がされていなくて、ゼロベースで申

しわけないけれども、検討はするという意味合い

でゼロベースで入れている事業でありますので、

これは市民の皆さんとの意見交換あるいは時の例

えば特定財源のあり方だとか含めて、これはもう

すぐやらなければならないというような普通建設

事業費、特に箱物についてはこの計画期間中に出

てくる可能性は十分あるということでありますの

で、普通建設事業費から上のほうに振れていくと

いうような傾向にあるのは間違いないと思ってお

ります。



－66－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

これに加えて、今年度もやらさせていただきま

したけれども、市民ニーズを的確に捉えるという

意味では、例えば今やっています西１条通の改良、

あれにつきましてもできるだけ時の財政の状況も

ありますけれども、拾いつつ、そこは業務量の確

保も目配りしながら進んでいかなければならない

課題だと認識しているところであります。

それから、最後地域包括ケアシステムのお話で

あります。重点プロジェクトにおきましてもどう

しても総合戦略、いわゆるまち・ひと・しごとと

の整合性ということで、たてつけはそうなってお

りますので、今３つということでありますけれど

も、地域包括ケアシステム、私どもは本当に大事

なことだと思っておりますし、議員のおっしゃる

とおり重点プロジェクトに匹敵するぐらいのもの

ではあると思っております。それだけに、また非

常に今難しい側面もあります。御指摘のとおり、

それぞれの地区で高齢化率が違っていたり、ある

いはその地区で求められているニーズもまた違う

ものがあると思いますが、ここは包括ですので、

どこの誰でも安全、安心で老後暮らせるというこ

とが第一の目標であります。なおかつ、ここに力

入れるというのは別の側面からいいますと名寄市

は病院があります。ケアの未来を開くという形で

大学があります。この２つの資源を十分活用しな

がら、名寄独自の地域包括ケアシステムをつくれ

るという、そういう面もあるかと思います。なか

なか時間はないのですけれども、先ほどの人件費

のところで話しましたとおり、少ない職員になる

かもしれませんが、職員の理想数を十分有効に生

かすような仕組みもまた必要になるかと思います。

外部の人材というところもあるかもしれません。

いずれにしろ、ここは非常に大きな問題だと認識

しておりますので、改めてまた担当のほうとも協

議しながら、一歩でも進ませていただきたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうからは、

ＫＰＩの市民への情報提供ということで御質問い

ただいたかと思います。これまでの間は、先ほど

総務部長が答弁したとおり、審議会のほうへ情報

提供させていただきながら、審議会の中で議論を

し、その結果をホームページ上で公表したという

ことと、あわせてパブリックコメントを実施する

際にはそれぞれ主要施策の下に資料としてそれぞ

れぶら下がるＫＰＩを載せた状態で皆様方にお示

しをさせていただいたところです。このＫＰＩに

つきましては、それぞれ担当から象徴的にこの施

策に対して効果の上がるものということで、かな

り頭を悩ませながら今回は洗い出しをさせていた

だきました。その部分が市民を巻き込んでどのよ

うな議論をしてきたのかといったところの問い合

わせをいただいているのかなと思います。その部

分については、正直反省しなければならない部分

もあるのかなということで、佐藤議員の総括の中

でもお問い合わせいただきましたけれども、その

部分を深めていくために今後審議会等の場も活用

しながら、どのような手法が一番効果的なのかと

いうことも含めてしっかりと議論を進めて研究を

させていただきたいというふうに考えているとこ

ろです。

なお、最終的に冊子のほうをおつくりしますけ

れども、そのときには今お示ししている議案のよ

うな形ではなくて、きちっとＫＰＩなり、それか

ら想定される実施計画事業なり、関連する計画等

も入れた中で総体的にわかりやすいような構図に

なった冊子をつくる予定でおりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後になりますけれ

ども、資料とか、審議会はもちろん優先をしなが

らも、議会も当然そうなのですけれども、それを

超えるような仕組みをしっかりやっていかない限

りは、本当に名寄市の課題、厳しさ、あるいは楽

しさをどう創造するかということは多くの人に身

近なものが伝わらないと、結局は団体とか審議会
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とかということで、それで仕事が終わったという

認識では多分ないと思いますけれども、それはい

ろいろ時間との競争との関係も担当におかれては

非常に困難もあるのでしょうけれども、名寄のま

ちを全体的にやっぱり総合計画のもとにできるだ

け行きやすい、楽しみやすい、あるいは元気が出

るようなものに感じないと全く意味がないわけで

ありまして、そこはもうちょっと知恵を絞ってい

ただきながら、ぜひ総合計画というのはこんなに

大事なのだぞというところあたりを伝わるように、

さらに引き続き努力を求めておきたいというふう

に思っております。

副市長の地域包括ケアシステム、いわゆる高齢

者施策全般あるいは保健、医療、福祉、介護、こ

のことにどう本当に安心して名寄市で日々過ごせ

るのかというところあたりはもう市民の力抜きに

語れないのではないかというふうに思っています。

今病院の役割、介護施設の役割、もちろん市の職

員が中心になりながら頑張ってもらわなければな

らぬけれども、元気な人は地域でしっかり支えて

いけるような、そういうトータル的な計画を意識

していかない限りは乗り切ることは非常に困難な

のかなという感じがしておりまして、そのために

市役所の職員もっともっと専門資格を持った人、

あるいはそれ以外の方も含めて体制を整えてやる

ということは市長あるいは副市長、皆さんが先頭

になってそれを理解を示した上でしっかり市民サ

ービスに応えてくれと、不安のないようにやって

くれと、あの相談もこの相談も全てですが、それ

が全て今あした、あさってのことではないかもし

れないけれども、やっぱり市民と対話することに

よってまた原因や解決策を模索することもたくさ

んできることもあるのではないかと思っています

ので、ぜひそこは従前のような発想ではなくて、

専門資格あるいは市の職員の十分な余裕配置をし

ながら、計画の実行力を高めていただきたいと思

いますので、これは副市長は重点プロジェクト以

上のものとしてお答えいただきましたけれども、

さらに４点目に加えていただくかどうかは今晩寝

ないでちょっと考えてみたいと思いますけれども、

これは市長にここを絞って、職員体制をしっかり

担保した上で市民サービスに応えていただくとい

うことについて改めて求めておきたいと思います

ので、お答えをいただきたいと思います。時間の

関係もございますから、またあしたもありますけ

れども、全てが重点施策という認識で質問してお

りますので、誤解のないようにぜひ認識をしてい

ただきたいというふうに思っています。

中期財政計画については、総合計画とのリンク

をした関係にできるだけ近づけていただかなけれ

ばならないのですけれども、４割を超える交付税

の動向だとか、あるいは市民税がどうなっていく

のか、特に２年後にはもう既に介護保険がどうな

るかというのは本当にこれ危機的な状況の中で市

民の不安も日々国保の問題とあわせて気にされて

いる意見をたくさん聞きますので、国に言うこと

だけはしっかり言っていただくとか、トータルと

してやっぱり市民のニーズや安心、安全に近づい

ていただくよう一層努力をしていただきたいとい

うふうに思っていますので、聞いたことだけ２点

ぐらいあったと思いますけれども、よろしくお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢者福祉の施策、ある

いは地域包括ケアについて議員から御質問があり

ましたが、住民福祉の向上というのはまさに総合

計画そのものであるというふうに思っていますの

で、これが重点プロジェクトとどうなのかという

のはやっぱりこれは議論が分かれるところなのか

なと思いますが、ある意味で包括ケアというのは

もうこの計画そのものであると。これをいかに役

所内もそうですし、あらゆる民間の皆さん、ある

いはいろんな団体の皆さんとの連携の中でこうし

たことをしっかりと構築していくかということが

大変重要になっていくというふうに思いますので、

ここは本当に難しい課題ですけれども、しかし副
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市長からもあったとおり名寄には大幅なアドバン

テージのある施設等もありますので、そうしたこ

とも活用しながら、名寄市ならではの包括ケアと

いうのはどうあるべきかというのを早急に、かつ

具体的に議論をさらに進化させていきたいという

ふうに思っています。

重点プロジェクトは、基本的には総合戦略から

の流れということで、人口減少にどう歯どめをか

けていくかという文脈の中からこの総合戦略ある

いは重点プロジェクトというのは浮かび上がって

きているものだというふうに思います。高齢者福

祉そのものも当然高齢者の皆さんにスポットを当

てて、これは政策的にもそれはそのとおりなのだ

けれども、人口がどんどん減っていくと特に今人

手不足、生産年齢人口が非常に劇的に少なくなっ

てきているということが大きな持続可能なまちづ

くりに影を落としているということもこれ見逃せ

ないところでありまして、ここはどうやったら人

口減少に歯どめをかけていくのかということを重

点プロジェクトを通じてしっかりと担保していく

と。そうすると、一方でそうはいっても人口は減

っていくので、包括ケアだとか、しっかりと連携

をしていく、あるいは政策の取捨選択をしていく

中で、より限られた財源をどう効果的に、効率的

に投資をしていく、活用していくかということに

しっかりと意を払っていきたいというふうに考え

ております。

ＫＰＩをしっかりと策定をさせていただくこと

でより市民の皆さんに御評価をいただける、市民

の皆さんに関心を持っていただける総合計画にな

っているのでないかというふうに思っていまして、

この辺の情報発信の仕方もホームページだけでな

くて、あらゆるところを捉まえていろんな形で市

民の皆さんに今後総合計画をよりつくっただけで

なくて、そこからまた議論を生み出していくと、

そんなことに意を払っていきたいというふうに思

っていますので、よろしくどうぞお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） ２点についてお聞きを

したいというふうに思います。

１点目、経済元気化プロジェクト、成果指標、

ＫＰＩで数値化されているので、非常にわかりや

すいというふうには思うのですけれども、この中

で観光入り込み客数、これが基準値から３３年度

には約３８％の６１万 ０００人、それから外国

人観光宿泊数、これは２９年度を基準として４９

％ふやすというふうな数値になっております。そ

れで、２９年度からスタートしているわけで、今

第２次の中期を進められて、２９年度から今まで

に具体的にどのような取り組みをされて、今後そ

れをこの数値に結びつけようとされているのか、

１点それについてお聞きをしたいというふうに思

います。

それから、２点目なのですけれども、ちょっと

重点プロジェクトには入らないのですけれども、

今回の中で将来人口の推計、これは当初の計画の

中でまち・ひと・しごと創生ビジョンで策定をさ

れた将来展望というようなことで、当初の中期計

画に織り込まれております。自分が第３定の中で

第７期の保健福祉計画及び介護保険事業、このと

きに総合計画との人口見直しを行っていると。実

態に近いというふうな形での答弁をいただいてお

ります。始まって、まだスタートして中期計画も

３年目ですからそんなにころころ人口の推計を見

直すというわけにもいかないのかもしれないので

すけれども、総合計画と福祉計画でも差が出てい

ますし、実態とはもっと大きな差が出ているとい

うふうに思うのですけれども、この辺の人口推計

を財政課題だとか、いろんなお話も午前中もあり

ましたけれども、どういうふうな視点で捉えてい

るのか、この辺の考え方についてお聞きをしたい

というふうに思います。直接重点課題ではないの

ですけれども、ちょっと質問する場所がないので、

あえてこの場で質問させていただきたいというふ

うに思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私のほうからは、観

光入り込み客数と外国人観光客宿泊数の関係につ

いて申し上げたいというふうに思います。

まず、ここの基準値と目標値の考え方でありま

すけれども、目標値につきましては観光振興計画

がございますが、観光振興計画の考え方をここに

入れさせていただいたということであります。し

たがいまして、ほかの指標の目標年が３４年とな

っていますけれども、ここは観光振興計画との整

合性ということで、３３年を目標値として設定を

させていただいたということであります。観光入

り込み客数については、観光振興計画の基準年が

２７年でしたので、２７年からそれぞれ毎年５％

の伸びを目指すというのが１つでありますし、外

国人観光客宿泊数については同じように２７年の

外国人客の延べ宿泊数、これから毎年度、それの

３倍を目標とすることで設定をさせていただいて、

観光振興計画と整合性を持たせていただいて、こ

の目標設定をさせていただいたということであり

ます。

具体的な取り組みということでありますけれど

も、これは議員もよく御存じのとおり観光振興計

画に基づいてさまざまな取り組みをさせていただ

いているということであります。午前中の総括の

中で東議員から民間との連携大切ではないかとい

うふうに言われていましたけれども、この観光に

ついてはオール名寄の体制でこの間進めさせてい

ただいたというふうに見ております。基本的には、

これまでのイベントについても継続はされていき

ますけれども、特に今広域の関係の観光推進を目

指しているところであります。これは、広域観光

周遊ルートであったり、あるいはシーニックバイ

ウェイがあったり、あるいは今インバウンドの取

り込みを目指して農家で体験をしていただくとい

う、そういう小さな観光メニューなんかも用意し

ているところでありますけれども、これらの取り

組みを推進する中で観光入り込み客数目指してい

きたいと思いますし、インバウンドについても目

指していきたい、そのような考え方をしています

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうからは、

人口の将来展望ということで、数値の扱いの認識

ということでお問い合わせがありましたけれども、

総合計画のほうの人口ビジョンの考え方について

は、基本構想の部分で人口のほうをうたわせてい

ただいております。この基本構想というのは、策

定時からの１０年間の部分での議決をいただきま

した部分となっておりまして、スタート時点に１

０年間を見越した中でこの部分で計画をつくらせ

ていただきましたという認識でございますので、

総合計画の現状の人口ビジョン、人口の推計につ

いては現状のままいくという認識でございます。

当然その中で長期的な中で推計値がいろいろ動く

ということ想定されますけれども、策定時の１０

年間の中でお示しさせていただいた計画という位

置づけという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今観光の入り込み人数、

外国人の関係について臼田部長のほうから答弁を

いただきました。それで、今広域だとか、あるい

はインバウンドの関係のお話、特に外国人観光宿

泊数がこの約５年間で５０％増しということにな

ると、インバウンドの受け入れに対しての実際の

取り組み、例えば観光ガイドだとか、あるいはホ

スピタリティーだとか、こういうふうな具体的な

ものというのがどうもまだ見えていないような気

がするのですけれども、その辺の具体的な取り組

みについて、現状と今後の考え方についてお聞き

をしたいというふうに思います。

それから、人口の問題、基本的な基本構想の考

えはわかりました。ただ、現実の問題として、例

えば１０月の名寄市の人口が２万 ６５６人、広

報にこれは掲載をされていたのですけれども、こ

の基本構想の人口推計はわかるのですけれども、
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実際に対応を進めているときには現在の人口とい

う形の中で試算を計画をされているのかなと。と

いいますのは、例えば地方交付税、 ０００人減

ったとすれば年間１億 ０００万円ぐらい変わる

はずなのです。ですから、それをどういうふうな

計画の中に織り込んで進められているかという、

この計画の段階とあわせてその辺の基本構想の部

分は十分わかります。でも、もう財政だとか、い

ろんな形からするとそういうのも非常に大きな影

響が出てくるのではないのかなというふうに思い

ますので、その辺との関連も含めてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 言われるように、こ

れからインバウンド受け入れに向けての体制につ

いては拡充、充実をさせていかなければいけない

だろうなと思っていますけれども、この間にも例

えば観光パンフレット、多言語のバージョンを用

意させていただいたり、あるいはホームページの

中でも同様な対応をさせていただいているところ

であります。あるいは、これは観光交流振興協議

会の中でホスピタリティーに係る研修会なども開

催させていただきながら、受け入れ態勢の準備を

させていただいている部分でありますし、あるい

はインバウンドの方についてはワイファイの関係

を随分お使いになるということで、施設にワイフ

ァイも整備させていただいたりしながら、順次対

応を進めさせていただいているところであります

けれども、まだまだ足りない分についてはたくさ

んあると思いますので、ここは民間の皆様とも検

証しながら、足りない分については順次整備をさ

せていただきたいと考えておりますので、御理解

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今人口の将来推計ある

いは各種計画における位置づけということでの理

解させていただきました。前段室長よりお話しし

ましたとおり、総計の中における人口、もともと

は総合戦略の中から派生してきたものであります。

これは、このままだとこうなってしまうので、減

ってしまうので、まち・ひと・しごと創生総合戦

略あるいは重点プロジェクト、関連性のあるもの

でこの減りをできるだけ抑えようという、こうい

う数字、いわゆる目標値を設定しているというこ

とでの押さえであります。それに加えて中期財政

計画ですとか、あるいは各種計画におきましては

現実のものを把握しないとより実効性のあるもの

にはなりませんので、そういう押さえでやってお

ります。ただ、今原則中期計画における人口推計

と出ていますけれども、余りにも乖離が大きくな

った場合に、これは当然見直しする場面も出てく

るかもしれません。上方修正ならば減り方がより

少ないというようなのは非常に結構なのですけれ

ども、かなり低くなってくるとこれはどうなのだ

ろうと。根本的なものに係りますので、そういう

ことも想定をしておりますけれども、基本的な考

えは今お話ししたとおりであります。御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今の人口推計の問題は

一定程度というか、これについては理解をさせて

いただきました。当然人口の増減というのは、社

会増減あるいは自然増減があるわけですから、こ

れをどの時点である程度計画の数値も見直してい

くのかというのはそのときの情勢判断だと思いま

すので、今の内容については理解をさせていただ

きます。

あと、外国人の関係の受け入れ、これに関して

今臼田部長のほうから観光協会等のお話もござい

ました。できれば当然宿泊という形になれば、今

お話もありましたように民間との連携、あるいは

おもてなしという形の中では今進められている数

は少ないのですけれども、研修会、もっと人を多

く、研修会と企画されている案内だけで、実際本

当に呼び込みどうなっているのというふうな形の

ものもあるので、少しでも多くの方が参加をして、
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インバウンドなりそういう人たちを今実際にもう

来ている方もいらっしゃいますので、やっぱりお

もてなしの心をふやしていくためにも、そういう

ふうなものをより強化をしていただきたい。これ

は、要望としてお話をさせていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 重点プロジェクトの事

業本数にかかわってなのですけれども、実施計画

事業に関する資料の中で、小中学校の教育充実の

中で、心の教室相談員配置事業、この事業が安心

子育てプロジェクトの重点プロジェクトの事業の

中に入っていない。この点について御説明をいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１６分

再開 午後 ２時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 時間をとらせまして

申しわけございません。

心の教室相談員の事業につきましては、今回安

心子育てプロジェクトに入っていないのではない

かという御意見をいただきました。実は、第２次

総合計画を２年前に策定しましたときに、この２

年前策定したときも自主事業ということでは掲載

はさせていただいておりましたけれども、プロジ

ェクトの事業項目ということでは入っておりませ

んでしたので、今回も内容的に新たに特に子育て

の面で追加したというような内容等がなかったも

のですから、そのまま重点には掲上していなかっ

たということでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 総合計画最初につくる

ときに私も気がついていなかったのか、ちょっと

私としても失敗だったのですけれども、ただ、今

見ている中で新たな取り組みがないのでというこ

となのですけれども、先ほども熊谷議員の中でも

ありましたように、高齢者の施策についてという

ところと同じように、市民の皆さん方にとっては

ここの重点プロジェクトということがやっぱり重

いふうに受けとめる方が多くいらっしゃいます。

それで、後ろの青少年の健全育成のところでい

うと、教育相談体制の充実だとか、放課後児童ク

ラブの充実だとか、こういったところが重点プロ

ジェクトの事業の中に含まれているということで

あれば、やはり今心の教室相談員配置事業という

のは、配置する先生方のことばかりではなくて、

そこにかかわる児童生徒のことを考えると非常に

重いものがあるのではないかなというふうに思う

のです。これがここにある重点プロジェクトとい

うところに含まれていないというところについて、

改めて御説明をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 心の教室相談員配置

事業、御承知のとおり市内中学校３校に配置をさ

せていただいております。大変子供をめぐる社会

情勢、学校の関係、特に不登校ですとかいじめの

問題等が出てきて、以前よりもふえているという

状況だとは思っております。そこで、当然心の教

室相談員の配置事業につきましても重要な事業だ

ということで、これにつきましてもそういうよう

な観点から、ずっと個別計画にはのってきている

案件でございます。先ほどの議論でもございませ

んけれども、当然担当としましてはこの事業につ

いては引き続き重要な施策だということでは考え

ておりますので、たまたま重点にはのっていませ

んけれども、引き続きこの事業は継続していきた

いとは考えております。御理解をいただければと。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やはり重要な部分だと

いうことです。子供たち、児童生徒の皆さん方の

これからのことを思うと、安心子育てプロジェク
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トの重点プロジェクトの中の大きな事業だという

ふうに思っていますし、やはり子育て中の保護者

の皆さん方、そして当事者である児童生徒の皆さ

ん方にとっては非常に大きな重点事業だというふ

うに考えていますので、ここへの配慮を強く求め

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 何点か質問させてい

ただきます。

まず、（２）の安心子育てプロジェクトのこと

についてであります。先ほどからいろいろ議論が

なされているところでありますけれども、総合戦

略にかかわっては直面する地域課題に対応するた

めにということで、直面する地域課題、少子化対

策、これは地域の中で大変重い課題であると受け

とめています。今回中期計画として示していただ

きました指標項目４点出されておりますけれども、

この４点についてはやはり産み育てるという環境

についての整備ではありますけれども、産むとい

うことに対して、産みというところの部分につい

ての項目からすると少し外れていて、産んで子供

たちが育っていくところの環境整備というふうに

受けとめることができるのではないかと思ってお

ります。産み育てることのの産みの部分について

の重点プロジェクトとしての考え方について伺い

たいと思います。

それから、次ですけれども、（３）の冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクトについてであります。先

ほどから総括質疑でもいろいろやりとりがありま

したけれども、ここに示されております本市のと

いうところから３行、この重点プロジェクトにつ

いて考え方が示されているところには、冬季スポ

ーツを通じてふるさとへの誇りと愛着を持てる人

材の育成に取り組みますというふうに書かれてい

ます。この指標項目の４項目、人数的に、また大

会の数、きちっと目標値を達したときに果たして

ふるさとへの誇りと愛着を持てる人材というのは

単なる数字を追いかけるだけで育て上げることが

できるのかどうかということについて、やはりこ

の後基本目標についての審議も進められていきま

すけれども、重点プロジェクトの中であえてこの

部分についての考え方をお尋ねしたいと思います。

それから、あわせてちょっとページ数戻ります

が、２ページのところに重点プロジェクトと基本

構想及び基本計画との関係ということが図式で示

されています。この図の中に冬季スポーツ拠点化

プロジェクトの星印は、基本目標の教育・文化・

スポーツというところにだけつけられております。

でも、先ほどからの総括質疑の中にもありました

スポーツコミッションの立ち上げと市内のオール

名寄で取り組むところの経済活性化というような

話を踏まえてみますと、基本目標のⅣ、産業振興

のところにもひょっとすると星印がつけられるの

ではないかというような受けとめ方を先ほどの議

論からも感じるところであります。この点につい

て、以上３点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２７分

再開 午後 ２時２７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、（３）、冬季

スポーツ拠点化プロジェクトの関係で、文言的に

子供たちがいかに郷土愛といいましょうか、ふる

さとの誇りと、名寄への誇りを持ちながらスポー

ツに取り組んでいけるかという、その考え方をど

ういうふうに捉えるのかという、数字では捉えら

れないのではないかというようなことでございま

すけれども、ＫＰＩに、成果指標につきましては

あくまでも目標とする数字でございますので、気

持ち的なものをどう推しはかるのかというのはな

かなか難しいのかなというふうに思います。ふる

さとへの誇りと愛着ということですから、当然子

供たちがジュニア時代から名寄市内でいろんな同

級生、友達と同じ目的を持ちながらスポーツに取
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り組むというようなことから、名寄、地元の郷土

愛を育んでいくというのも一つの手法でございま

しょうし、その子たちが大きくなってオリンピッ

ク等に出たときに、郷土、ふるさと名寄というよ

うな気持ちを持ちながらスポーツに取り組んでい

ただければということを目標としてといいましょ

うか、一つの考えということで文言的に記載をさ

せていただいておりますので、なかなかそれを成

果指標であらわすのは難しいということで、指標

的には出ていませんけれども、考え方としては当

然冬季スポーツ拠点化プロジェクトにはジュニア

の育成、大事な一つのプログラムになっておりま

すから、そのジュニアの育成についてはやはりそ

ういう気持ちを持ちながら、地域全体として育成

していこうという気持ちを込めてこのような文言

にしたということで御理解をいただければと思い

ます。

また、戻りまして２ページ目の重点の星抜きが

教育だけになっているということですけれども、

これにつきましては議員おっしゃられるとおり産

業の振興、特に合宿誘致等も関連してきますので、

それとまたスポーツコミッションということで、

今後も新たな取り組みをしていくということで、

当然基本目標Ⅳとも関連はしていくということは

十分認識しながらも、とりあえずこちらで１個い

ただいてしまったということですので、済みませ

ん。よろしく御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうから安

心子育てプロジェクトの部分について御説明をさ

せていただきます。

指標のほうで産むという着眼点の部分がという

お話でしたけれども、実はこの重点プロジェクト

の吸い上げというか、包含されるという意味では

総合戦略の人口減少対策の部分からもかなり大き

く来ているわけなのですが、総合戦略のほうで実

はＫＰＩのほうについては合計特殊出生率といっ

た数値も計上しております。ここでもう数値の設

定なのですけれども、プロジェクトの説明の中で

安心して子供を産み育てることができる環境を充

実させるためということで、ここでいう環境とい

うのは我々名寄市の最大の強みの一つでもある病

院の環境であったりとかという部分をしっかりと

堅持しながら、実際にここの取り組みを評価して

いただくための指標として象徴的なものでわかり

やすく出していこうという部分で議論した結果、

こちらの今回お示ししている４本のＫＰＩという

ことになったということで御理解いただければと

いうふうに思います。

それから、その議案２ページの星印の記し方と

いう部分で御指摘いただきました。冬季スポーツ

拠点化の部分では、基本目標のⅣの産業振興にも

深くかかわるだろうということでした。ここは、

審議会の議論の中でも特に当然横串が刺さる取り

組み、横断的な取り組みがメーンになりますので、

基本的には全ての目標に関連は少なからずあるだ

ろうと。議員おっしゃるように、濃淡があるわけ

なのですけれども、その中でも特に関連が強いと

思われる、いわゆるストライク的なところの部分

で星印ということで、基本目標のⅤのところを冬

季スポーツ拠点化には記させていただきました。

その中で議員のおっしゃられるように、その取り

組む部門によっては基本目標のⅣにちょっと深く

かかわるのではないのといったところもあるのは

承知しておりますけれども、冬季スポーツ拠点化

プロジェクトを全体的に包含してみると、やはり

一番かかわりが強いのは基本目標Ⅴの教育・文化

・スポーツが一番わかりやすく伝わるだろうとい

うことでの星印ということで、決してそこでそん

なに強くかかわるつもりはないとか、そんな意思

表示のための丸ではないということで御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、まず安心子育てプロジェクトの

関連で出生率云々というところについては当然今
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までにも示していただいておりますし、理解はす

るところなのでありますけれども、具体的にこの

施策があるから、この指標項目があるから、今ま

でためらっていた若い女性が産めるというふうに

決心できるかどうかということを考えたときに、

もちろん産むということにかかわっても産まない

という選択についても個人的なデリケートな部分

がありますので、その部分については十分配慮を

しながらということではありますけれども、やは

りもっと産むということにかかわっての項目が上

がってきてもいいのではないか。ここは、本当に

産まれなかったらこのまちの存続が危ぶまれるぐ

らいのところまで来ているのが今の地域課題では

ないかなというふうに思っておりますので、あえ

てもう一度ここのところの考え方について、さら

に厚くこの項目を産むということに関して入れら

れるお考えはないのかお伺いしたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

についてでありますけれども、やはり先ほど河合

部長から御答弁いただきましたけれども、この重

点プロジェクトがジュニアアスリート、ジュニア

世代の育成というふうにはうたっていますけれど

も、どうしても数人のトップアスリートを目標に

しているところも見え隠れしているというふうに

市民の方から声を頂戴するところであります。ト

ップアスリートを育てるためには、当然底辺の幼

児からのスポーツ環境を整えるということは重要

なことでありますので、それも含めて親子参加型

スポーツイベントという項目もつくっていただい

ているのかなというふうに思いますけれども、一

つのイベントを立ち上げたから、それで一つの成

果が上げられるということは少し違うのではない

かなというふうに思っておりまして、そのイベン

トに取り組むときの取り組み方、イベントとイベ

ントをつないで何を目的にどんなアスリートを育

てていくのかということについてはもっともっと

拠点化プロジェクトの中では大事にしていただき

たいと思っております。という考え方において、

ふるさとへの誇りと愛着を持ってという、そうい

う気持ちの部分での育成をどのように考えておら

れるのか、もう一度お尋ねしたいと思います。

先ほどから基本目標の経済振興についての部分

の関連性について話をさせていただいております

けれども、スポーツコミッションをやるというこ

とはまさしくここともっと絡めるという考え方が

あるということなのかなというふうに受けとめて

います。今日本、それから世界がスポーツによっ

てまちおこしですとか、スポーツがちょっと言葉

違うかもしれませんけれども、利益を生み出す、

そして生まれた利益からさらに循環型の新しい目

標に向かっての取り組みを進めていくということ

で、大きくスポーツ界が動いているというふうに

思っています。そのことについての名寄市でのス

ポーツコミッションということが立ち上がってき

ている。計画が具体化を帯びてきているというふ

うに思っておりますので、感覚の問題ではなく、

今後４年間の中期計画を総合戦略と総合計画、縦

軸と横軸をしっかり組み立ててやっていくのだ、

次の４年後にはこんな姿をつくり上げていくのだ

ということにかかわって、何となくということで

は少し弱いのではないかと思いますので、その考

え方についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の安心子育てプロ

ジェクトの関係で、産むという部分の御質問ござ

いました。出生率を上げるということであります

けれども、これ政治的な課題としてはかなりデリ

ケートな課題でもあるというような認識はしてい

るところであります。後ほど個別の目標の中にも

ここの部分では例えば特定不妊治療の助成事業で

ありますとか、母子健康支援、あるいは産後ケア

事業等の事業出ておりますけれども、この中でＫ

ＰＩ立てるのはかなり難しい側面もあるかと思い

ますので、出生率ということでも確認させていた

だいておりますけれども、出生率を上げるという

ことはさらにもう一歩いろんな角度から見なけれ
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ばならないというのもあると思います。これは、

さらに議論進めなければなりません。例えば女性

の方の労働環境ですとか、そういった部分もある

かと思いますので、ここはもう一つ進めさせてい

ただきたいと思います。後ほどまた室長のほうか

らフォローの発言があると思います。私のほうか

らまずそこまでにさせていただきたいと思います。

それから、冬季スポーツの関係でありますけれ

ども、今スポーツコミッションということで午前

中お話しさせていただきました。ただ、スポーツ

コミッションは議員今のお話のとおり、利益を生

み出すという形のスポーツコミッションを今我々

目指しておりますけれども、これから立ち上げる

スポーツコミッション、なかなかそこまでは一足

飛びにはできないのではないかというようなこと

も想定しております。これは、将来的にそこまで

至るまでの道筋を立てなければならないというこ

とでありますので、まず３１年度はこのスポーツ

コミッションを中心に合宿をもう少し手厚く、そ

して受け入れ環境の整備だとかをやりながら、自

走できるスポーツコミッションを立ち上げるとい

うようなところで進んでまいりたいと思っており

ますので、ここの経済の部分に星印がつくのは、

それも進化を待って、その過程の中で出てくるも

のだと思っております。今回の冬季スポーツの拠

点化につきましては、経済の活性化、それからジ

ュニアの育成、そして市民の健康づくりという３

本柱でいこうと思っております。ジュニアの育成

の中では、冬季スポーツだけですとお話しのとお

りトップアスリートを対象とするということもあ

るのですけれども、その前に名寄でジュニアを育

成して、それも幅広くいろんな形で子供たちの体

力面の底上げを図るということも当然来年度視野

に入れておりますので、またその中で名寄でこう

いうことをやってきたのだというような意識を子

供たちとともに育んでいければと思っております。

これにつきましては、室長のほうからさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 副市長のほうか

ら答弁があって、その後私がということでいうと

非常に敷居が高くなってしまったという感じで難

しいのですけれども、実は副市長さすが上手に言

っていただけたなと思ったのがやはり産むという

ことについては指標としては非常にデリケートな

数値であると。私も今ちょっとどうお答えしよう

かと考えていたのですけれども、やはりそれぞれ

の価値観があって、うちの家庭では子供はごめん

なさい、今必要ないかなという家庭も当然あるし、

もしかなうのであればどんどんもっとふやしたい

という家庭もあると思います。そういった部分で、

その部分を指標にすることによって、ではもし子

供はそんなに必要ないという価値観の家庭がある

としたら、その家庭は達成に寄与しない家庭とい

うことにもなりかねませんので、指標としてはそ

れよりも我々行政ができることとすれば、もし産

んでいただけるのであれば安心して産んでいただ

ける指標をこの中でわかりやすく設定させていた

だいて、推進していきたいという部分で御理解を

いただければというふうに思います。

それから、星印の部分でございますけれども、

重々議員おっしゃっていることわかります。当然

そこにつながってくるでしょうと。経済の部分に

つながってくるでしょうということで、なので重

点という位置づけで横断的な取り組みをさせてい

ただいております。この部分でここはそれぞれの

濃淡あると思いますけれども、星ではなくてしっ

かりここは丸をつけて、ただやみくもに丸をつけ

ているわけではなくて、よく考えるとやはり関係

はあるよねということで丸をつけておりますので、

その部分でここは横断的に取り組むという意思表

示もさせておりますので、どうか御理解をいただ

きたいというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先ほどの御答弁いた



－76－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

だきました言葉の中の安心して産んでいただける

ようにというところを加味しての子育て環境、育

てるところの環境整備というふうに理解したいと

いうふうに思いますけれども、やはり具体的に数

がふえていくようにということはもう誰しも願っ

ていることでありますので、その部分については

具体的な基本目標の中の実施計画についてこの後

も審議はされていくと思いますので、その点につ

いては常に意識された上での重点プロジェクトの

指標項目だということについて確認させていただ

いたというふうに受けとめたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

についても先ほどからジュニア世代の育成強化と

いうこと、それから全ての市民についてのスポー

ツ環境というところも含めての御答弁をいただき

ましたので、そのとおりだというふうに思ってお

りますけれども、ジュニア育成ということにかか

わっても単純に数からいっても本当に名寄の小中

学生、幼児も含めて、高校生、何％の子供たちが

冬季スポーツに現在積極的にかかわっているのか

ということについても真摯に受けとめて、その参

加できる環境についてはやはり具体的に目標値が

上がるように啓発等、それから積極的な多方面で

のアプローチをかけていく必要があるなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思っています。

なおかつ、本当にやはり産業振興のところは、

私はここは星印だと思っておりますので、今進め

ていかれようとしているその方策についていずれ

ということであれば、そのいずれはいつなのか、

何年後であるのか、その何年後かということを明

確にするために、ここで具体的な姿をみんなが納

得できるところまで審議する必要があるのではな

いかと思っておりますので、この星印のところに

ついてはあえてもう一度こだわらせていただきた

いと思います。もう一度御答弁お願いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 冬季スポーツの拠点化、

スポーツコミッションの中で前段お話ししました

とおり、自走できるスポーツコミッション、自走

というのは利益を上げることのできるスポーツコ

ミッションということの成立を我々は目指してい

るということですが、これはかなりハードルが高

いというのも間違いありません。地方創生総合戦

略の中では、ちょっと間違っていたら訂正してい

ただきたいと思うのですけれども、平成３３年に

はそういう形、自走するという形での計画を今立

てているところであります。それに向けてどうい

うような戦略、それこそ戦略です。構想練ってい

くかということなのですが、平成３１年度につき

ましてはまず足りない部分を補強していくという

ことと今やっているところを伸ばすということを

考えておりますので、３１年度は合宿のほうの強

化、そして合宿の閑散期において合宿の人数をふ

やすことができないか、そして名寄の産業力を使

いながら、あるいは地域のいろんな知恵を使いな

がら、例えばアスリートフードの開発ですとか、

そういったものをフォローできるものができない

のかというようなことを今念頭に進もうかなと思

っているところであります。これは、予算の査定

もありますので、まだ明確には言うことはできま

せん。ただ、工程からいくと３１年、３２年、十

分その実力をつけた上で利益を生み出せるスポー

ツコミッションというふうな形が今のところの計

画でありますが、冬季スポーツの拠点化は非常に

難しい事業での一面はあります。ですので、１つ

ずつ実績を積み重ねた上にそういう形が見えてく

るということでありますので、いきなりこういう

ことができる、いきなりこういうことができると

いうのはなかなか今現状では申し上げることはで

きません。ただ、１歩ずつ着実にそれに向けて進

んでいきたいというふうに思っているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、経済元気
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化プロジェクトの３ページになりますが、観光入

り込み客数の関係のところと、それから大学生の

関係でちょっとお尋ねしたいと思います。

それで、観光入り込み客数、基準値４４万 ０

００人、これ平成２９年度でありますが、これは

平成３３年に向かって６１万 ０００人と１７万

人の増加を目指すという計画であります。少し調

べてみましたら、平成２８年度が４８万 ０００

人ということでありましたから、Ｖ字回復を目指

すのだという、そういう意気込みがあらわれてい

るのかなというふうに思っております。この６１

万 ０００人という数字なのですが、上川管内の

観光入り込み客数、市町村別見ましたら近くでい

ったら剣淵が健闘しておりまして６２万 ０００

人ということでありますから、決して単年度でこ

れを目指すといっても不可能な数ではないという

ふうに思っております。そこで、この１７万人の

観光客の増加で幾らの経済効果の増を見込んでい

るのか、ここについてお知らせいただきたいのと、

それから基準値としては平成２９年度の集計では

特に何月の入り込み客数が多いのか、ちょっと順

番を教えていただきたいと。多い順番です。

それとあと、市立大学生の市内の就業者数のと

ころで、平成２９年度が７人、これを基準値とし

まして平成３４年が２０人ということで、これは

かなり高い目標数値かなと私は思ったのです。相

当思い切った施策を打たないと達成は難しいので

はないかというふうに思っているのですが、特に

考えられている具体策について今お話しできるこ

とがありましたら、お知らせいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 観光入り込み客数の

ところで御質問をいただきました。経済効果につ

いては、少しデータを調べて、ちょっと時間をい

ただきたいと思います。

まず、観光入り込みの多い月ですけれども、２

９年度で見ますと一番多いのが８月であります。

約６万 ０００人ぐらいです。その次に多いのが

５月で５万 ０００人ということで、このデータ

を見ると夏休みの期間あるいはゴールデンウイー

クの期間に多くの方が名寄市に訪れていると、そ

ういう数字ということで私どもは認識しておりま

す。

また、２８年度と２９年で落ち込んでいるとい

うところの御指摘もいただきましたが、２９年度

につきましては道の駅等への大型バスの入り込み

が少し落ちてきたというような、そんな分析もさ

せていただきまして、この辺につきましては道の

駅の指定管理者等とも協議をしながら、さらにサ

ービスの向上を含めて対応していきたいというこ

とで、いずれにしても私どもも少し高い目標では

あるかなというところの思いはありますけれども、

民間の皆さんとも努力をしながら、あるいは先ほ

どインバウンドの話なんかもありましたけれども、

新たな切り口も含めてこの目標達成に向けて一歩

でも近づいていきたいと、そのような思いという

ことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 市立大学

生の市内就業者の件でお答えをさせていただきた

いと思います。

基準年が２９年度、ことしということで７名だ

ったのですけれども、直近３年間の就業者の状況

を報告させていただきますと、２７年度は１６名、

このうち短大生が５名なので、学部生は１１名と

いうことで、２８年度は実は２４名おりまして、

そのうち短大生が４名なので、学部生が２０名と

いう、そういう状況になっておりまして、２９年

度、ことしはちょうど短大の卒業生がいなかった

ということもあって、７名ということで少ない数

字となっている状況でございます。目標値の２０

人につきましては、安定的に２０人を出すという

のは少し難しいといいますか、ハードルは高いと

いうことは承知しておりますけれども、２８年度

から人材定着推進会議というのを大学と関係機関
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と持っていること、あるいは市内の事業所さんを

集めたミニジョブカフェみたいのもやっておりま

すこと、さらには地元定着化事業なんかを一昨年

からやりまして、来年度、新年度からはそれの増

額なども今検討しておりまして、これらの施策を

推進しながら、安定的に２０人程度残っていける

ように取り組んでまいりたいと考えているところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたので、再質問させていただきますが、

観光入り込み客数を伸ばすという目的なのですけ

れども、幾つかあると思うのですけれども、私は

経済効果を考えて、売り上げを伸ばすのだという

決意を持ってこれは取り組んでおられることだと

いうふうに思うのです。それで、宿泊の関係は地

元のホテル業界結構頑張って、新たなものもそれ

は準備されながら、しかし一気に入ってくる宿泊

客についてはキャパ数オーバーということで、近

隣に流れていくということで、これはしようがな

いと思うのです、一気に大きなホテルをどんどん

建てるなんていうのはどだい無理なことですから。

ところが、もう一方で日帰り観光客に対するケア

があるのかということなのです。日帰り観光客と

いうのは、これは名寄市内で幾らお金を使ってい

ただけるか、お土産を買っていただけるかという

ことだというふうに思うのです。その受け皿が残

念ながら風連、道の駅です。あそこ南の玄関口と

いう位置づけがされておりまして、あそこにはあ

るのですが、名寄の中心市街地にはそろっていな

い。いわゆる名寄の特産品とか、そういったもの

を集中的に買えるお店がないという、つまり受け

皿を用意をしないで外からお客さんに来てくださ

いと言っている状態が今の状態ではないかという

ふうに指摘せざるを得ないと思うのです。

それで、ここら辺をどういうふうにするのかと。

屋外イベントを結構取り組んでおりますから、こ

れは仮設のテントを立てたりして、それぞれ出店

されている方頑張っておられると思うのです。あ

るいは、例えば産業まつりであるとか、それから

文化センターを使った、市内の出店者を募ったも

ので、キャパを広げたものでやっているときはい

いと思うのですが、常設というのは難しいのかも

しれぬのですけれども、ここら辺はどういう仕組

みかは別にして、中心市街地でせっかく来たお客

さんに空で帰ってもらうようになるというか、む

しろやっぱり経済効果を高めると。市内の産業が

文字どおり元気になるような取り組みが必要でな

いかというふうに考えております。ここら辺につ

いて考え方をお聞かせいただきたい。

それと、もう一つは、先ほどお聞きしましたら

８月と５月、この月が一番多いのだということで

あります。それで、平成２８年の統計も見ました

ら、やっぱり同じ月が伸びているのです。そうす

ると、冬季拠点化プロジェクトのものでも頑張っ

ているのですけれども、比較的２月は少し上位の

月に入っているのですけれども、トータルで見る

とやっぱり経済効果、ここのところの取り組みも

含めてなのですが、客の入り込み客数も上位では

ないということです、いろんな施策打っておりま

すけれども。ここら辺についてやっぱり分析が必

要でないかというふうに思っております。

それと、大学生の関係です。先ほどの松島事務

局長のお話でこれは可能なのかなというふうに思

えたのですけれども、先般ありました３０年後の

まちづくりを考えるシンポジウム、ここに私も行

かさせていただきまして、直接大学生のお話伺っ

たのですけれども、どうも私どもが思って頑張っ

ていることがなかなか、受けとめ方の違いもある

かもしれませんが、やっぱりもっと大きな都会に

行きたいという率直な声なんかがあって、まだま

だ名寄市の魅力を磨く努力が足りないのかなと。

いろんな観点から見たときに、これはまだ努力し

なければいかぬなというふうに思えたわけですけ

れども、先ほど人材定着化だとかということの事

業なんかをそろえながらやっていくということな
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のですが、しかしこれももう少し知恵を使って何

らかの形でやっぱり名寄に定着してもらえるよう

な有効な手だてを講じなかったら、残っていけな

いのかなという感じもあるのです。だから、これ

はまちづくり全般でありますから、やっぱりここ

ら辺のトータル的なお考えも改めてお聞きしたい

と。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人数だけではなくて、

経済的な効果も含めてしっかり分析をして取り組

みを進めるべきだろうと提案をいただいたという

ことであります。私たちもそのように考えている

ところでありまして、決して人数だけではなくて、

経済効果も含めて、特に人口減少の中で市内の消

費が落ちますので、そこを埋めるという意味でも

交流人口の中で地域にお金をぜひ落としていただ

くという言葉がいいかどうかわかりませんけれど

も、地域への恩恵がある、こういったことも含め

て目指しているということであります。

そういったことから、これまでの観光の取り組

みとしてもこれまでどうしても通過型で終わって

しまうところがありましたので、これは広域観光

も含めてでありますけれども、滞在型というので

しょうか、ここにお泊まりをいただいて、いろん

な体験もしていただきながら地域にお金を落とし

ていただけないかということで取り組みを進めて

きたところであります。あるいは、日帰りのお客

様でも例えば今年度のひまわり観光の中では、ひ

まわりを見ていただいた後に市内のお店に行って

買い物をしていただくような、そんな仕掛けもさ

せていただいて、見ていただく、さらには市内に

お金を落としていただく、そんな取り組みもさせ

ていただいているところであります。あるいは、

観光協会はよろーなの中で売上額についてはあれ

かもしれませんけれども、地場のものについて展

示をいただいて、販売なんかもいただいています

ので、そういった大きな取り組みではありません

けれども、まずは小さなところから今取り組みを

進めさせていただいておりますので、さらに民間

の皆さんと連携をしながら、地域にお金が落ちる

ような、そんな取り組みを進めていきたいという

ふうに思っています。

また、先ほど夏のところだけの観光入り込みの

ところをお話ししましたけれども、名寄市につい

ては冬季スポーツの拠点の関係もありますけれど

も、スキー場があるということもあって、冬期間

についても先ほどの言った人数とそう変わらない

人数が名寄を訪れていただいているということで

ありまして、これらについてはスキー場等含めて

体験をいただいて、お金を落としていただいてい

る、そんな状況もあるということでつけ加えさせ

ていただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １２月１２日のまちづく

りフォーラム、大学生と考える集いでしたか、ち

ょっと間違ったら訂正してほしいのですけれども、

議論の中から全体的なまちづくり像の話が今議員

から質問ありました。私ちょっと行けなくてとい

うか、あえて行かなかったというか、行かなかっ

たことでまた率直な意見も出てきたのかなという

ふうな思いもしていまして、後で議論を聞いてな

かなか大学生はこう思っているのだなということ

を率直に受けとめさせていただきました。あれが

１つ生の声だなというふうにも思いましたし、当

然そこに足りないものをしっかりと磨かなければ

ならぬなというふうなことを感じているところで

あります。

もう一つ大事なことは、ああいう大学生も含め

て、市民の皆さんがそういうもっと名寄こうした

いよねというようなことをやっぱり率直に公の場

で意見を言って議論をしていくということが、そ

ういう機会をたくさんつくっていくということが

すごく大事だなというふうに思います。このこと

によって、やっぱりみずから主体的にこのまちの
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ことを考えて、では今度どうしようというアイデ

アも浮かんでくるのではないかと。特に大学生は

そういうアイデアをたくさん持っているし、そう

いったことに主体的にかかわっていただくことで

このまちに誇りを持って、この地域に定着をして

いただける可能性も強まってくるのではないかな

というふうに思います。そういう意味では、大学

と地域の連携というのをさらに密接にやっていく

ことで、大学生が本当に地域にかかわって、そし

て地域も大学生を育ててというような好循環を生

んでいくことがより定着につながっていくのでは

ないかなというふうに思っています。

冬の話も出ましたので、私のほうからもちょっ

と補足しますけれども、北海道内の中で冬これだ

け宿泊稼働が高い地域って余りなくて、ほかのと

ころはもう冬どうしようと大変な悩みなのだけれ

ども、この地域はそういうアドバンテージも持っ

ているということは非常に優位性あるなというふ

うに思っていますし、この先の伸び代もあるので

はないかというふうに思っています。何よりも冬

は４カ月、５カ月どうしてもこの名寄においては

避けては通れないという言い方がいいのかはわか

らないが、冬こそがこの名寄のアイデンティティ

ーでもあって、冬を誇りには思えない地域は、そ

の市民が誇りに思えなければこの地域そのものが

やっぱり愛着を持っていただけないのではないか

という思いもあって、冬のスポーツ、あるいはこ

れまでも冬に親しむまちづくりということで先人

の皆さんが重ねてきた、その延長線でこのスポー

ツ拠点化も取り組んでいるということでございま

す。このことを全般的に、総合的にやっていくこ

とで、子供たちも冬にしっかりこの地域、風土を

感じながら成長していくことで地域愛を育んでい

く。そして、名寄市民全体が冬だからこそこの地

域が稼げるぞと、そんなことで冬を味方につける、

そうした市民の風潮も盛り上げていく。データ以

外のところでそうした思いも大切なのではないか

ということでの重点プロジェクトに置かせていた

だているということをぜひ御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今総括的にお話しい

ただきましたから、宿泊業界の北海道内の平均稼

働率が高いところも６０％とかぐらいだと思うの

です。だから、ぜひそういう意味ではせっかく観

光客を、入り込み客を多く取り込むということは、

やっぱり本当に名寄のまちの経済の活性化に結び

つけるような、みんなが元気になるような取り組

みで今後も頑張っていただきたいというふうに思

います。

それと、先ほどの話に少し触れますと、やっぱ

り名寄をどうしてもこれは自然が自慢なのだとい

っても、自然を磨くのだといっても、いいところ

はたくさんあるのですが、なかなか交通弱者は特

に見て回れないということもありますし、そこに

触れられないという弱点もあると思うのです。だ

から、全般的に観光も、それから大学もでありま

すけれども、中期計画をしっかりしたものにしな

がら、名寄の魅力を磨いて発信をしていくという

ことを最後に申し上げまして、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、１点だけ

確認をさせていただきたいと思います。

今回議会に中期基本計画の議決が求められてい

るということは、文章あるいは表記あるいは数値

を含めて議会も責任を持つということであります

ので、１点お伺いしておきたいと思いますけれど

も、東川議員とのやりとりにもありましたけれど

も、外国人観光客宿泊数、２９年度で ０９４泊、

目標値では ６３５泊というふうになっておりま

すが、この ０９４泊という実感が２９年度では

ないのですが、この概要、外国人観光客というの

はどこを指して言っているのかをお聞かせをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここは外国人という
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ことでありますので、日本以外の国から名寄市を

訪れて宿泊をいただいたお客様ということでの数

字ということであります。具体的に言いますと、

２９年度でいきますと一番多いのがやはり今交流

を進めている台湾からのお客様が一番多くて、宿

泊人数で２０１人、宿泊の延べ数でいくと３９３

泊となってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 台湾の方来ているの

は、教育旅行ということで来ている方も入ってい

ると思うのですけれども、この教育旅行で来てい

る人たちを外国人観光客という、観光客という表

現をすることがどうなのかと。この個別の資料、

実施計画を見ますと国内外のさまざまな分野で活

躍できる人材の育成、交流人口拡大による地域の

活性化などを図るため、教育旅行受け入れ事業と

して年間５５６万 ０００円、４年間で ２２６

万 ０００円を計上されておりますけれども、こ

れは観光客として名寄市としては毎年厳しい財政

の中にもかかわらず、５００万円を超える財源を

投入をして呼び込んでいるのかということで、私

は市民に疑念を与えるのではないかと思いますの

で、この表記は先ほど東川議員は質問の中で外国

人観光入り込み数という表現をしておりますけれ

ども、客という数字は私は間違いではないか。外

国人観光宿泊数とすると、当然ながら研修旅行は、

教育旅行で来ても交流もしながら名寄市の観光を

してもらうということもありますので、そうする

とこの表記は中でもいろいろありますけれども、

外国人観光客ということは十把一からげに教育旅

行を入れるというのは誤りではないかと思います

けれども、見解をお伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど申し上げた台

湾の方の宿泊の中には、２９年度については中山

国民中学校がバドミントンの関係で名寄市にお泊

まりをいただいています。１７名の方が７泊され

ておりますので、１００泊を超える宿泊数が先ほ

どの数字の中に入っているということであります。

台湾との交流、特にこの子供たちの修学旅行の受

け入れについては、今佐藤議員が言われたように

人材の育成というところ、あるいはそこの交流と

いうのを中心に進めさせていただいているという

ことであります。ですから、そこについてこの観

光客というところに包含してしまうのかというと

ころなのだと思いますが、これは北海道の調査の

言葉の定義でありますけれども、観光入り込み客

数、これの定義については日常生活圏以外の場所

へ旅行をし、そこでの滞在が報酬を得ることを目

的としないものをいうのだということでありまし

て、この中には修学旅行も含めて、観光している

ということであります。その中の北海道は訪日と

いう言葉を使っていますが、訪日外国人客という

形でその観光入り込み客の中の内数としてあらわ

しているということでありまして、そういった教

育旅行あるいは修学旅行等含めて、大きな意味で

の観光入り込み客に当てはまるのだと私たちは思

っておりますし、ある意味目的は先ほど申し上げ

たとおりですけれども、その結果として宿泊が伴

うということでありますので、我々とするとお客

様としてお迎えするという意味も含めて、ここに

記載のとおり外国人観光客宿泊数ということであ

らわさせていただきましたし、またここについて

は既に観光振興計画の中でも同様の言葉であらわ

させていただいておりまして、この間の経過等を

考えますと市民の皆さんにも一定程度定着し、理

解いただけているのではないかというふうに考え

ているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 観光の定義づけにつ

いては、多分部長のおっしゃるとおりだと思いま

すけれども、それはあくまでの道の考え方、ある

いは国の考え方で、名寄市は午前中にも議論しま

したが、財政はより厳しくなると。ある意味では

財政の規律をしっかり堅持しながら市民ニーズに
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どう応えていくかというのが最大の課題と。その

中で年間５００万円台湾との交流にかけるという

ところに、中の１つに研修旅行、教育旅行が入っ

ているというならば、これはあくまでも台湾の方

々との目的にもあるように、活躍できる人材の育

成や交流人口の拡大ということが目的が違う、観

光客ではないのだということにすれば、名寄市独

自の解釈で全然おかしくないのではないですか。

それのほうが市民の理解を、観光振興計画に書い

てあるからと。あのころ教育旅行というのは入っ

ていますか。あのころは、まだ外国人の方をいろ

いろ導入していって、ニセコではないけれども、

いろんなところを含めて、スキー場を含めて導入

していこうということもあって、ここ何年か教育

旅行が定着をしてきて、それぞれ振興して、ある

いは副市長を含めて誘致にまで台湾にお行きにな

ったということもあるでしょうけれども、だから

私はより一層市民の理解を、厳しい財政の中でも

やっぱり台湾の皆さんに名寄に来ていただきたい、

あるいはリピートしていただきたいという思いを

含めると、これを観光客として十把一からげにす

るのではなくて、観光宿泊数ということに変更す

ることに何の疑問があるのか、改めてお答えを再

度いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 言葉の定義というと

ころではあるというふうに思いますが、観光振興

計画については議員御存じのようにこの間見直し

をして進めているということでありまして、見直

し時については台湾との交流も進んでいたという

ことでありますので、そこを踏まえて観光振興計

画の中ではこのような表記をさせていただいたと

いうことであります。私の見解といたしましては、

それらの経過を踏まえて、あるいは先ほどの言葉

の定義から含めていくと、この表現が名寄市にお

いて１００％なのかどうかについて御意見がある

ということは重々承知をさせていただきますが、

この表現が誤りであるというふうには私の中では

思っていないということで御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で重点プロジェク

トについての質疑を終了いたします。

１５時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時１３分

再開 午後 ３時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き会議を開きま

す。

次に、基本目標Ⅰ、市民と行政との協働による

まちづくりについてを審議いたします。

説明を求めます。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私から基

本目標Ⅰ、市民と行政との協働によるまちづくり

の主要施策について説明をいたします。

別冊の名寄市総合計画中期基本計画案の４ペー

ジから７ページとなります。基本目標Ⅰは、７本

の主要施策で構成をされておりまして、主要施策

１から順に説明をさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。

初めに、４ページ、主要施策１、市民主体のま

ちづくりの推進について説明をさせていただきま

す。この施策の現状と課題についてでございます

が、これからの公共サービスは行政だけでは地域

課題をきめ細かく対応することが難しくなってき

ていることから、市民と行政がそれぞれ役割分担

をしながらまちづくりを担っていくことが必要だ

と考えております。そのためには、行政側が積極

的に情報の公開あるいは提供により共有化を図る

こと、市民が主体的にまちづくりに参加し、地域

課題の解決にかかわることができる地域コミュニ

ティー組織を活性化させる必要があります。

また、中期計画期間の方向性についてですが、
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自治基本条例やパブリックコメントのさらなる推

進と周知に努めるほか、地域連絡協議会の活動を

促進するとともに、地域コミュニティー組織とし

ての体制強化を図り、積極的な情報提供による透

明性の高い公平、公正な行政運営に向けた取り組

みを推進していきます。

主な成果指標でございますけれども、町内会の

加入率を指標項目としまして、毎年各町内会から

報告をいただいております加入、未加入世帯数に

基づいて算定をした平成２９年の加入率７ ９８

％を平成３４年度までに ５％向上させることを

目標値として、町内会連合会と連携をし、転入者、

集合住宅居住者の加入促進などを図ってまいりま

す。

次に、主要施策２でございます。人権尊重と男

女共同参画社会の形成についてでございます。こ

の施策の現状と課題でございます。一人一人が人

権を尊重することの重要性、日常生活において人

権意識を育む取り組みの推進などが必要であり、

名寄市男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、

市民意識の高揚を図るとともに、女性の活躍推進

のための取り組みを積極的に実施する必要があり

ます。

この中期期間中の方向性でございますけれども、

国、道、関係機関の取り組みと連動し、市民とと

もに人権教育、人権啓発活動を進め、さまざまな

分野における女性参画の拡大に向けた施策の総合

的かつ計画的な取り組みを推進することとします。

主な成果指標といたしましては、市内小中学校

における人権教室の実施について、人権教室を全

校で実施することを掲げ、市内企業従業員アンケ

ート調査における職場における男女平等感につい

て、平等と感じる割合を４０％まで引き上げるこ

とを掲げております。具体的には、第２次名寄市

男女共同参画推進計画がありますので、この計画

を基本としながら施策を推進し、成果指標にある

目標値達成に向けて取り組んでまいります。

次に、５ページになります。主要施策３、情報

化の推進でございます。この施策の現状と課題に

ついてです。各種情報システムにより行政サービ

スの充実が図られてきましたが、一方でＩＣＴを

悪用した犯罪やコンピューターウイルスなどの新

しい問題が発生していることから、各種システム

を安定的に運用し、市民の利便性向上や業務の効

率化を進めていくとともに、個人情報の漏えい防

止のためのセキュリティー構築や機能強化を図る

ことが必要であると考えております。

このことを推進するために中期計画期間の方向

性としては、情報システムのクラウド化など機能

強化や情報システム機器の計画的な更新、職員研

修を実施するなど情報セキュリティーの維持、強

化を推進し、市民の利便性向上につながる取り組

みを推進してまいります。

主な成果指標では、情報セキュリティー研修の

開催回数を項目としています。情報セキュリティ

ー対策は、システムと人の両面から行っていくこ

とが必要でございます。その中でもシステムを運

用する職員の意識を常に高めておくための教育を

目的として研修は必要不可欠であり、研修を定期

的に行うことで情報セキュリティーの維持、強化

を図ってまいります。

次に、主要施策４、交流活動の推進でございま

す。この施策の現状と課題についてでございます

が、国内、国際交流では市民団体などが行う人的

交流を中心とした事業を支援することで相互交流

の推進に努めてきました。

なお、台湾との交流では、今年度交流の推進体

制を一本化いたしましたが、当面財政的支援はも

ちろんのこと、人的な支援も市として行う必要が

あると考えております。

また、移住では移住希望者のニーズを把握し、

民間との連携による情報発信や受け入れ態勢の整

備に努めますが、移住対策においてお試し移住住

宅など魅力的な受け入れ態勢を整備する必要があ

ります。

このことを推進をするために中期計画における
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方向性では、国内、国際交流ともに今後ともより

一層交流が深まるよう交流団体と協力をし、人材

の育成など地域の活性化に取り組んでまいります。

次に、ふるさと会交流において、各ふるさと会

では郷土のため各種ツアーや親睦活動などさまざ

まな活動を行っておりますが、会員の高齢化など

が進んでおり、今後とも各ふるさと会の活動に対

する支援はもちろんのこと、会員増強に対する支

援も行ってまいります。

次に、移住の推進では、住みよいまち名寄の魅

力発信などの取り組みを推進してまいります。

主な成果指標についてでございますけれども、

台湾で誘致活動を行うことで教育旅行を誘致し、

市内の高校生などに国際交流の場を提供するとと

もに、交流人口の拡大を図ろうとするものであり

ます。これまで毎年おおむね２件の受け入れとな

っております。近隣とも協力しながら、３４年度

には３件の誘致を目指そうというものであります。

また、移住の推進に関しましては、本市の住み

よさを実感していただくため、お試し移住住宅の

１軒当たりの年間利用日数を平成２９年度の実績

７３日を基準とし、平成３４年度には１００日と

することを目標としてまいります。

次に、６ページになります。主要施策５でござ

いますが、広域行政の推進についてでございます。

この施策の現状と課題についてでございますけれ

ども、周辺１３市町村で構成する北・北海道中央

圏域定住自立圏において医療や福祉、生活環境、

教育などの分野において連携した取り組みを推進

しており、物流など新たな課題に対し圏域とのさ

らなる連携が必要となっております。また、杉並

区との交流事業を実施してきており、都市部と地

方のそれぞれ抱える課題解決を図る必要があると

考えております。

このことを推進するための中期計画期間の方向

性では、地域医療における救急医療の維持、人材

確保、体制の充実、福祉関係においては連携の推

進を図るとともに、物流対策など民間を含めた新

たな広域連携の取り組みや交流自治体との新たな

連携した取り組みを推進いたします。

主な成果指標としては、定住自立圏共生ビジョ

ンへの事業追加、更新件数として４件増加とし、

市立大学生圏域内就職者数を３０人まで引き上げ

ることを掲げております。具体的には、北・北海

道中央圏域定住自立圏共生ビジョンがございます

ので、そちらのビジョンを基本としながら連携を

推進し、成果指標にある目標値達成に向けて取り

組んでまいります。

次に、主要施策６でございます。健全な財政運

営についてであります。この施策の現状と課題に

ついてでありますが、本市の財政状況は自治体財

政の健全化を示す財政健全化判断比率の指標では

適正な数値範囲にあるものの、地方交付税の削減、

老朽化した公共施設への対応など多くの課題があ

ることから、事業の厳選、基金と公債費の適正管

理が必要でございます。

このことを推進をするために中期計画期間の方

向性でございますけれども、限られた財源の中で

財政規律を損なわないよう基金や公債費を適正に

管理し、将来世代に過大な負担を引き継がないよ

う持続可能な財政運営に向けた取り組みを進めて

まいります。

主な成果指標といたしまして、既に策定してい

る財政規律を指標項目としまして実質公債費比率、

将来負担比率としては財政状況の健全性をあらわ

すため国が定めた指標で、実質公債費比率につい

ては１３％、将来負担比率については９０％を上

限値として設定しました。市債の借り入れとしま

しては、公共施設などを建設するために借り入れ

る市の借金の借り入れを毎年度の元金償還以内に

努めるよう設定をいたしました。財政調整基金、

減債基金の残高の項目では、市の貯金、いわゆる

基金でございますけれども、その中でも財政調整

機能を有している財政調整基金と減債基金の合計

について、１８億円以内の残高確保に努めるよう

設定いたしました。
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次に、７ページでございます。主要施策７とし

て、効率的な行政運営についてでございます。こ

の施策の現状と課題についてですが、総合計画の

実効性を高め、効率的な行政運営を行うためには、

行政評価による検証やローリングによる見直しを

行う必要があります。また、効率的な行政サービ

スと市民との協働によるまちづくりの担い手とし

て行政能力を養うためには、適正な人員配置を行

うとともに、職員の能力開発を図る必要がありま

す。

このことを推進をするための中期計画期間の方

向性ですが、ＰＤＣＡサイクルを確立し、計画の

実効性を高めるとともに、行政サービスの提供や

今後の庁舎のあり方について検討を行うとともに、

市民協働のまちづくりを担う優秀な人材の確保と

育成に取り組むための採用、研修の充実を推進を

いたします。

主な成果指標としては、行政評価により事業の

見直しを行った数を初め、外部講師導入研修への

平均参加人数を指標項目として、職員が市民の皆

さんと協働でのまちづくりを進める上で能力の向

上を目的とするために市役所の外部からの講師を

招いて実施する集合研修の１研修当たりの参加人

数を３０人に引き上げることを掲げております。

以上、基本目標Ⅰの概要説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

済みません。たび重なる訂正ですけれども、主

要施策６のところの健全な財政運営の後段のほう

で少しお話をしましたけれども、財政調整基金と

減債基金の合計金額について１８億円以内と先ほ

どお話をしましたけれども、１８億円以上の残高

確保に努めるということでございますので、訂正

をさせていただきます。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点ちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。

４ページ、Ⅰの２、人権尊重と男女共同参画社

会の形成のところなのですけれども、さまざまな

分野における女性参画の拡大に向けたというふう

になっているのですが、さまざまな分野、たくさ

んあるかとは思うのですけれども、特にこの部分

では強めていきたいというところがあればお知ら

せをいただきたいというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） さまざまな分野、

特にどういうポイントを絞ってという御質問だっ

たと思います。その部分につきましては、我々現

状昨年から実施させていただいておりますけれど

も、個別事業のお話に入ってしまいますけれども、

これを具現化していくために、今優良企業の表彰

と。団体、企業の表彰ということをやらせていた

だいております。そういった部分でさまざまなと

いう部分をしっかりカバーできるかというところ

はまだ、ごめんなさい、しっかりとは担保とれま

せんけれども、そういった部分も含めていろいろ

な部分でやはり名寄市民全体の意識として、常に

考えていただくことをまずしていただかなければ、

この部分というのは理念の問題にも絡んできます

ので、しっかりとここは継続しながら訴え続けて

いきたいというふうに思いますし、きのうちょう

ど男女共同参画セミナーを実施させていただきま

して、非常にありがたかったのが想定した、用意

した人数よりも大幅に上回る席を用意しなければ

ならない状況まで来ていただきました。これは、

やはり継続したことで一定程度定着しつつあると

いう非常にありがたい、心強い動きであったなと

思いますので、こういったことをしっかりと継続

していきながら、この名寄市が男女共同参画に対

して非常に理解のある市民にあふれるようなまち

を今後つくっていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今おっしゃったように

個別事業になりますから、ここで話ができる範囲
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内でとは思ったのですけれども、さまざまな分野

というふうに言われると、本当に決定権を持たれ

るいろんな組織であるとか、政治的な分野、いろ

んなところがあるかというふうにあるかと思うの

ですけれども、やはり市民の皆さんの意識を高め

るという部分ではどこかに特化することも必要か

なというふうに考えていましたので、またそうい

った部分もあわせて今後の取り組みに期待をした

いというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） Ⅰの１、市民主体の

まちづくりの推進にかかわって１点質問させてい

ただきます。

自治基本条例の第１章、総則、第２条のところ

の定義で「この条例において「市民」とは、市内

に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校

で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を

行う者若しくは団体をいう」というふうに定義さ

れています。先ほど午前中にも総括質疑の中で総

合計画（第２次）の中期基本計画にかかわる部分

での市民からの意見聴取ということについてのや

りとりがありましたけれども、居住されていない

方、ここに職場を持っておられる方、大学生との

広聴の機会というものについては持たれたという

報告もありましたけれども、広くこの定義に沿っ

て市民と捉えたときの今までの意見聴取の状況に

ついて再度お聞きしたいと思っています。

それから、同じく自治基本条例の第６条、子ど

も及び青少年のまちづくりへの参加というところ

の第６条２項、「市民及び市は、子ども及び青少

年がまちづくりに参加できるように配慮するもの

とする」というこの項目があります。あわせて子

供及び青少年に対しての意見聴取の機会があった

のか、そして今後まちづくりにかかわる部分で具

体的にどのような機会を設けようとされているの

か、実施計画事業に関する資料をいただいており

ます１１分の２のところでは、主要施策の１の一

番最後の項目に多様な広聴機会の創出ということ

が提示されております。出前トーク、市長室開放、

その他懇談会の開催等というふうには書かれてい

るのですけれども、予算についてはゼロというこ

とであります。この考え方についてお尋ねしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ただいま山崎議

員のほうから御質問いたきました。子供たちの部

分という御質問いただきましたけれども、現状市

長、それから教育長が市内の学校に訪問させてい

ただきながら、直接子供たちのまちづくりに対す

る思い、意見をお聞きしてお答えするという機会

をつくらせていただいておりまして、そこは実践

をさせていただいております。

それからあと、住民登録がない市民の部分、勤

め先が名寄であるとかといった部分のお問い合わ

せもあったかと思いますが、現状エフエムなよろ、

それからホームページ等、広報をまいてもそのお

宅というところにはなかなか届かない状況もあり

ますので、現状の手段としてはそういったところ

が今考えられ、やっているところかなというとこ

ろで、その部分についても今後いろいろ審議会等

の場で御意見いただきながら、やはり研究してい

かなければならないかなというふうに思っており

ます。

それからあと、ケースもちょっと御紹介をさせ

ていただきたいのですけれども、例えば高校生と

いう部分でいいますと、今お話しあったとおりゼ

ロ予算ですけれども、出前トークというものを我

々提供させていただいておりまして、メニューも

たくさん用意してございます。これは、成果報告

の中でも数字報告させていただいておりますけれ

ども、実績的には結構御利用いただいておりまし

て、実はありがたいことに市内の高校生から総合

計画について教えてくれということでオーダーが

あって、ここ何年か続けて訪問して、高校生相手

に説明をしながら、高校生の思いなどを聞くよう
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なこともさせていただいておりますので、そうい

ったことをどんどんやっぱり広げていきたいと。

それは、よく御指摘されますけれども、やはり宣

伝をしっかりと浸透するようにさせていただくと

いうことも今後しっかりやっていかなければなら

ないというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今の御答弁でうれし

い報告をいただいたなというふうに思っています。

高校生の感覚がそこまで育ってきているというこ

とについては、本当にありがたいことと思って評

価させていただきたいと思っています。

ただ、まちづくり懇談会ですとか、それからこ

れは議会のほうでも行った市民との意見交換会も

あわせて、振り返って反省すべきは反省して、次

のよい方策を考えていかなければいけないと思っ

ているのですが、どうしても多世代というよりは

世代が同じ世代の参加が多かったかなというふう

に振り返っておりまして、なかなか多世代にわた

って一つの場でということについては難しいかな

というふうには思うのですけれども、一つの地域

としてまとまるときに必ず必要になってくるのが

多世代ということでありますので、その分につい

てどのようにお考えなのかということを改めてお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私も広聴という

部分では、非常に行政として重要な任務だと認識

しています。その中で今までの広聴のスタイルと

いうのは、行政なりが場を設定して、そこに来て

いただいてお話をしていただくという提供スタイ

ルをこの間ずっとしてきたのかなというふうに考

えておりまして、どのように一番効果的にいろん

な方の意見を吸い上げることができるかというふ

うになかなか知恵のない中で振り絞っているとこ

ろなのですが、場合によってはテーマを提供しつ

つ、場にはそれぞれの都合でお集まりいただいて、

その部分の意見を吸い上げるとか、いろんなやり

方がやはり考えられるのではないかということで、

今いろいろ四苦八苦しながら次期広聴のスタイル

構築に向けて我々も悩みながら研究しております

ので、また新たな形が皆様方にお示しできるよう

に鋭意努力させていただきますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 新たなスタイルを待

ちたいというふうに思います。

改めて、これはぜひ市長にお答えいただきたい

と思うのですが、今まで学校に出前トーク、教育

長と一緒に出向かれて、いろんな形で子供たちの

声を吸い上げていただいていると思います。その

成果について、市長はどのように捉えていらっし

ゃるのかなというふうに思っていて、子供たちと

のその場での協議、質問に対しての御返答も含め

てのそのことについてどのように評価されている

のかということについて伺いたいのですが、近隣

の市町村でもそういう形の取り組みはされている

と思うのですが、名寄市独自の独自性を持った、

さらに深いところでの青少年のまちづくりにかか

わるところの取り組みということについてはまだ

工夫ができる余地を残しているのではないかと思

っておりまして、以前から何人かの議員の中では

仮称ですけれども、子供議会の話も出ている中で、

そこにはまだ踏み込まれていない状況ではありま

すけれども、出前トークについての評価を市長御

自身はどのようにお考えになっておられるのか伺

わせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ふるさと未来トークとい

うことで、約２年ぐらいかけて全校を回ろうとい

うことで、逐次こうやっておりまして、それぞれ

の学校でそれぞれの特徴があってすごくおもしろ

いなと思って聞いています。また、場所によって

は相当長い時間かけていろんなところを調査をし

て、それでみんなで積み上げてきたものを発表す
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るというような学校等もあって、本当に感心する

こともたくさんありました。なかなか全てのこと

を子供たちの政策実現するということは、大きな

夢もありまして、難しいところもありますけれど

も、できるところはやっていこうねということで

教育長とも話をさせていただいていますし、一方

でその考える過程というのですか、子供たちもそ

のことについてみんなで議論していくと。その過

程がやっぱりすごく大事だなと思っているのです。

これは、本当に意味があるなと思っていますし、

継続してやりたい。子供たちの意見にもやっぱり

しっかりと聞くべきところがあるので、引き続き

耳を傾けていきたいなというふうには思っていま

す。その先の発展ということは、ちょっとまだ我

々のほうでもそこまで思いは至っておりませんけ

れども、現状の今やっているやり方ですごく私と

しては効果があるなというふうに思っていますし、

引き続き継続してやっていきたいと。また、学校

を訪問することで私もすごく学校の雰囲気そのも

のをじかに感じる機会にもなって、非常にいい経

験をさせていただいているというふうに思ってい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それでは、１点質問

させていただきます。

健全な財政運営というふうなことで、これ中期

財政計画をいただいた資料をもとに質問させてい

ただくのですけれども、午前中の総括質疑、そし

て熊谷議員の質問にもありましたけれども、実際

に３４年までの部分でいうと収支不足が生じてい

て、３１年から３４年まで４年間でおおむね収支

不足というのは５０億２００万円足りないと。こ

れ基金で補うというふうなことの計画というふう

な部分でお示しをいただいているところでありま

す。その内容についてもまたあるのですけれども、

こういう基金や公債費を適正に管理をしていくと

いうふうなことで、この中期財政計画の中で先ほ

ど中村部長からもお話ありましたけれども、果た

してこういう基金に依存して収支不足を補うとい

うふうな手法といいましょうか、これはどうなの

かなというところで、その部分について考え方を

お知らせいただきたいというふうに思います。

それと、合併算定がえがあって、財政非常に厳

しいのだというふうなお話をいただくわけですけ

れども、２８年１１月に示された中期財政計画の

中の２８年ベースでいきますと、この特例加算と

いう３億 １５０万円かな、これを基本として３

３年にはゼロになるというふうなことで、２８年

から１０％、３０％、５０％、７０％、１００％

というふうな形で実際に交付税が加算がなくなる

というふうなことで、非常に厳しい状況が続くと

いうふうなことでありますけれども、現実この２

８年、２９年の実績という部分においては、１０

％、３０％ですけれども、これはどういう状況に

あるのかということをお知らせいただきたい。

それと、トップランナー方式というふうなこと

で導入されていますけれども、その中で２８年度

でこの影響で ６００万円の影響があったのだと

いうふうにお示しをいただきました。それから、

その後この影響というのは続いていくのかどうか

も含めてお知らせいただきたいなというふうに思

います。

それとあと、公債費について先ほどから２２億

円くらいの公債費が毎年毎年償還されていくとい

うふうなことになりますけれども、この中でいず

れにしても有利な有利債をお借りをしているとい

うこともあって、おおむね６８％ぐらいは地方交

付税で算入をされて、３２％部分が一般財源、俗

に言う自腹というふうな部分で、これは当然かか

っていくものというふうな部分でありますけれど

も、その中で今後の市債というふうな部分でいう

とおおむね１７億円というようなお示しをいただ

きました。これを超えない、要するにこれは臨財

債を除いた償還部分、限度額を超えない程度で考

えているのだというような御答弁をいただいたか

と思います。それと、副市長のほうから２８年度
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のときだと思うのですけれども、要するに２０億

円程度の起債を借りてそれを進めていくのだとい

うふうな中で、今回お示しをいただいたこの部分

でいうと普通建設事業費、この部分でいうと３１

年度については２１億円程度、それから１４億円、

１３億円ということで激減しているというふうな

状況を踏まえて、こういう状況が続いていくのか

どうなのか、２０億円程度は進めていきたいと。

これは、いろんな経済効果ということも含めた中

で、当然手を打っていく中では必要な事業、財源

だというふうに思っていますけれども、これがお

示しをいただいた数値からすると相当減額されて

いるというふうなことで、実際に今後のまちづく

りの部分から考えるとちょっと危惧する部分もあ

りますから、これらも含めてどのようにお考えに

なっているのかお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 若干関連がございます

ので、一番最後の御質問からお答えさせていただ

きたいと思います。

関連あるというのは、一番最初の質問の基金と

の関連であります。お示ししました中期財政計画

の中で、普通建設事業費が３１年度で２１億 ０

００万円、３４年度になると１３億 ０００万円

ぐらいということでありますけれども、午前中の

お話でも若干しましたが、全ての議論がそろって

いなくてまだ積み上がらないハード事業ございま

す。端的に言いますと、公共施設どうするかとい

うこと、あるいは衛生施設事務組合における負担

金どうするか、これも負担金ですけれども、分析

としては普通建設事業費に当たるということであ

りますので、今これらのものが議論が重なって積

み上がってきますとここの普通建設事業費は上振

れに進むだろうというような認識でおります。ま

た、それでなくても市内経済の状況あるいは市民

ニーズを酌み取りますと、一定の普通建設事業費

の支出については必ず考慮しなければならないと

いうことで、例えばということで西１条通の例を

お話しさせていただいたというところであります。

こういった議論がまだ十分なされておりませんの

で、今こういう形での中期財政計画でありますけ

れども、これについては財源の部分はまだ起債の

すき間がありますので、それの活用、その前段に

どれぐらい補助金なり交付金なりといった特財を

持てるのかというところが鍵になるということで

御理解いただければと思います。

この基金なのですけれども、先に公共施設のお

話しさせていただいたのは、中期財政計画つくる

に当たりまして名寄市の状況、今ほかのまちに比

べてどうなのだろうということで若干調べさせて

いただいたところであります。名寄市は、これだ

け基金ありますので、ほかの市に比べますと基金

の残高は非常に大きいです。ただ、もうちょっと

分析は必要なのですが、ほかのまちは基金は少な

いのだけれども、起債の残高も多いです。という

ことは、ほかのまちは先に公共施設のほうの改修

なり更新なりを既にし終わっているという可能性

があるのです。ということは、うちのほうはまだ

基金があるのだけれども、公共施設やっていない

ということは、この基金を使わないと公共施設の

改修が一わたり終わらないということにも、言い

かえると先にほかのまちが名寄市の先行している

というような状況にあるかもしれないということ、

ここもうちょっと分析が必要なのですけれども、

いずれにせよこの基金を使わないと、なおかつそ

の基金を使うに当たっては事業費の圧縮、あるい

は複合化、効率的な維持管理を進めながらしなけ

ればならないと。これはもう当然のことでありま

すけれども、そういった観点からもやはり基金の

重要性というのはゆるくないものなのだというふ

うに認識しているところであります。

それから、合併算定がえの現状につきましては、

今ちょっとデータが見当たりませんので、後ほど

お伝えさせていただきたいと思いますけれども、

まちづくり懇談会の中で示した資料ありますので、

それをごらんになれば出てくるかと思いますけれ
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ども、言えるのは２８年度当初考えていたよりも

合併算定がえのダメージは少し少ないような形で

今きておりますけれども、合併算定がえ、３３年

度はゼロになりますので、いずれにしろここは大

きな危機があるというふうに今考えているところ

であります。

それから、公債費の関係が１つありました。今

議員の御指摘のとおり自腹分ということでそれほ

ど変わらないということ、大体３割から４割の間

で推移しているということでありますので、ここ

は有利といいますか、交付税が使える起債を十分

活用しながら、これは公共施設のほうもあります

けれども、それ使わないとやっぱり私どもの財政

かなりきつくなりますので、ここは十分検討しな

がら進んでまいりたいと思っています。

私からは以上です。

済みません。合併算定がえの見込み推移につい

て今資料が届きましたので、平成２８年度の推計

では平成２８年度から３２年度まで、いわゆる合

併算定がえがこの５年間で約９億 ０００万円ぐ

らい減るだろうという推計していましたけれども、

今少しずつそれが減ってきまして、平成３０年度

の推計では大体６億 ９００万円ということで、

そのすき間が大分縮まってはきました。ただし、

それでも６億 ９００万円ぐらいの合併算定がえ

の影響があるということで押さえているところで

す。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時０９分

再開 午後 ４時０９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 済みません。時間いた

だきました。申しわけございません。

トップランナーにつきましては、平成３０年度

の影響額で、これは平成２８年度と比較してであ

りますけれども、大体 ４００万円ぐらいの影響

が出ているということであります。結構大きな影

響額です。こちらにつきましては、交付税それぞ

れ算定項目あるのですけれども、それぞれに応じ

て影響額出てくるということですので、まだ若干

その全て出切っておりませんので、この影響額は

大きくなる可能性はあるということでお答えさせ

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 細かく説明をいただ

きました。いずれにしても、ちょっといつもおど

かされていると言うと言葉は語弊ありますけれど

も、合併算定がえで大変な状況になっていくのだ

よという話を聞かされていく中で、今の影響額と

いうのはこの５年間で１３億 ５００万円ぐらい

影響があるのだというふうにずっと我々言われ続

けてきたわけですけれども、年々それが緩和され

ていくというのか、そんな状況で６億数千万円と

いうふうなお話をいただきましたので、少しはそ

の辺は緩和されてきているのかなと。しかしなが

ら、影響はないわけではないというふうなことと

今トップランナー方式の部分でいうと２８年度よ

りも影響はあるというふうなことで、これは我々

基金を多く持っているから削られているというこ

とではないのだろうと思いますけれども、いろん

な算定方式があって、その中で減額をされるとい

いましょうか、影響があるというふうなことで認

識をしますけれども、いずれにしても今までいた

だいていた交付税よりも減額をされてきていると

いう状況は、これは実際に９１億円、９２億円か

ら今８９億円、８５億円という形でどんどん、ど

んどん交付税は減ってきているわけですから、財

源として苦しいという状況にはなってくると思い

ますので、それらも含めてこの中期計画で言われ

ているように公債費なり基金を適正に管理をして

いくというようなことについては市民の生活を守

っていくために必要な部分だというふうに思いま

すから、しっかり対応していただきたいというふ
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うに思いますし、この市債の関係についても都度

そのときのいろんな経済の状況なりなんなりを見

て判断をされて、そして優先順位を決めながら進

めてこられるのだなというふうに思いますけれど

も、やはりいろんな現状をしっかり受けとめなが

ら対応していただきたいということを要望して、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

すか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅰ、市

民と行政との協働によるまちづくりについて質疑

を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 熊 谷 吉 正
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

平成３０年１２月１８日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。７番、高野美枝子議員からお

くれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第４号

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定め

ることについてを議題といたします。

基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健やかに暮

らせるまちづくりについて審議いたします。

説明を求めます。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。私からは、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心

して健やかに暮らせるまちづくりの主要施策につ

いて御説明いたします。

議案、中期基本計画案の８ページから１１ペー

ジになります。基本目標Ⅱについては、７本の主

要施策で構成されており、基本目標Ⅱの１、健康

の保持増進から順に説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、基本目標Ⅱの１、健康の保持増進

についてですが、現状と課題では本市では死因の

約６割を生活習慣病が占めていることから、生活

習慣病の発症及び重症化予防に重点を置いた健康

づくりが必要です。また、母子健康手帳交付時に

おける転勤者の割合が約５割を占めている状況で

あることから、母子健康支援の充実が必要です。

中期計画期間の方向性では、生涯を通じた健康

づくりの推進や感染症対策に努めるとともに、妊

娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制

の充実に向けた取り組みを推進することとしてお

ります。

成果指標では、女性のためのがん検診推進事業

における受診率を５０％、３歳児健診受診率を１

００％に引き上げるなど、健康づくりのための目

標値を設定しております。具体的には、生活習慣

病の予防や母子健康支援などを実施します。また、

健康増進計画健康なよろ２１などの関係する個別

計画に基づき、健康づくりに取り組んでまいりま

す。

次に、基本目標Ⅱの２、地域医療の充実につい

てですが、現状と課題では今後さらなる人口減少

や高齢化の進展が見込まれることから、北海道医

療計画に定める地域医療構想に基づき、病床機能

の分化、連携の促進、在宅医療などの充実、医療

従事者の確保、養成等の推進が必要です。

中期計画期間の方向性では、地域医療の充実を

図り、地域包括ケアシステムの役割を担うために

も、市内の医療機関における医療機能と病院連携

の実現に向けた取り組みを推進するとしておりま

す。

成果指標では、地域医療支援室における医師派

遣数の増、道北北部連携ネットワーク、ポラリス

ネットワークの参加施設拡大などの目標値を設定

しており、前期計画から継続する７事業に取り組

んでまいります。地域医療の充実を推進するため

にも新名寄市病院事業改革プランの評価と検証、

適時修正を行い、名寄市民はもとより医療圏域住

民の皆さんが安心して暮らせるよう計画的な病院

運営に取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの３、子育て支援の推進につ

いてですが、現状と課題では子育て環境の変化に

伴って子育てサービスに関するニーズが多様化し、
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各種施策の充実や公立保育所の整備が求められて

おります。また、安心して子育てし続けるために

も妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支

援や施策、体制の充実が必要です。

中期計画期間の方向性では、多様な子育てニー

ズへの対応と支援が必要な子供や家庭に対するサ

ービスの充実と子育て支援施策を進めるとしてお

ります。

成果指標では、子育て支援センター、ファミリ

ー・サポート・センター事業、こども発達支援事

業のそれぞれの利用について利用者数を拡大する

こと、また待機児童数については年度ごとの４月

１日時点でゼロ人とすることを掲げております。

具体的には、保育サービスの充実など名寄市子ど

も・子育て支援事業計画に基づき取り組んでまい

ります。

次に、基本目標Ⅱの４、地域福祉の推進につい

てですが、現状と課題では住民の福祉に対するニ

ーズは複雑多様化していることから、誰もが暮ら

しやすい社会の実現に向けて市民や行政、各関係

機関などとも取り組むことができる体制づくりと

環境づくりを進めていくことが必要です。

中期計画期間の方向性では、市民一人一人がお

互いに支え合う共生の地域社会を目指し、さまざ

まな支援の促進を図るとともに、地域福祉社会の

体制づくりや環境づくりを進めるとしております。

成果指標では、町内会ネットワーク事業参加町

内会数を全町内会の７２町内会にするなど目標値

を設定しております。具体的には、町内会ネット

ワーク事業など第２期名寄市地域福祉計画に基づ

き取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの５、高齢者施策の推進につ

いてですが、現状と課題では６５歳以上の高齢者

数は増加傾向にあり、高齢者が安心して暮らし続

けるために除雪、交通の確保、住まい、切れ目の

ない医療と介護、地域資源の確保、整備が課題と

なっております。

中期計画期間の方向性では、各種高齢者施策を

推進し、地域包括ケアシステムの深化を進めると

しております。

成果指標では、健康づくり体操教室について利

用者数を拡大すること、地域包括ケアシステムの

深化を推進するために医療、介護、福祉などの支

援関係者が適時連携する仕組みとしてＩＣＴによ

る情報の共有化を構築し、その利用登録者数を増

加させることなど、目標値を設定しております。

具体的には、介護予防の推進、認知症施策の推進、

生活支援体制の整備など、第７期名寄市高齢者保

健医療福祉計画・介護保険事業計画に基づき取り

組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの６、障がい者福祉の推進に

ついてですが、現状と課題では障がいがあっても

住みなれた地域で安心して暮らせるさまざまな支

援を提供していくため、関係する計画に基づき施

策を推進していく必要があります。

中期計画期間の方向性では、障がいのある人が

必要なサービスを利用しながら安心した生活がお

くれるよう関係機関が連携し、地域全体で支える

サービス提供体制の充実を図る取り組みを推進す

ることとしております。

成果指標では、重度障がい者ハイヤー料金助成

事業の交付率を６５％にするとともに、相談体制

の継続などを掲げております。具体的には、各種

助成事業を初め安心して暮らしていけるための支

援など障がい者福祉計画や障がい福祉実施計画に

基づき取り組んでまいります。

最後に、基本目標Ⅱの７、国民健康保険につい

てですが、現状と課題では被保険者数の減少に伴

う税収減と、一方では医療の高度化、高齢化など

医療給付費は減少しないことで、財政運営は厳し

い状況にあります。平成３０年度からは、都道府

県単位化により財政運営の責任主体が北海道とな

り、財政の安定化や効率化を目指すことになりま

すが、引き続き医療費の適正化など加入者の負担

軽減につながる取り組みを推進する必要がありま

す。
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中期計画期間における方向性では、保健事業を

推進し、生活習慣病の早期発見、重症化予防から

医療費の抑制を図り、国民健康保険事業の安定健

全化を目指すこととしております。

成果指標では、後発医薬品の数量シェア、特定

健診の受診率、糖尿病重症化予防にかかわる保健

指導率など、いずれも医療費適正化につながる項

目を指標としております。具体的には、第２期名

寄市保健事業実施計画を基本としながら、関係機

関と連携して取り組んでまいります。

以上、私からの説明といたします。よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、お伺いを

したいと思います。

東病院についてお伺いをしたいと思うのですけ

れども、計画の事業にはのっておりませんので、

特に計画をされていないということなのかなとい

うふうには思うのですけれども、利用者が少しず

つ減っていく状況の中で、将来像を描こうという

ことで調査をされている最中だったのかなという

ふうにも思います。また、一定程度の基金も積ん

でおりますので、４年間ぐらいの中期計画の段階

のどこかで新しい方向性が示されていくのかなと

いうふうに思っていたのですけれども、ここに掲

載がされておりませんので、そこら辺の進捗状況

と考え方についてお伺いをしたいというふうに思

います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の中期の計画の中

におきましては、まだコンサルタントの業務、分

析が全て終わっていませんので、細かい範囲はさ

れておりませんので、現在病院の改革プランの中

での進捗というふうになっているということであ

ります。現状今コンサルタント業務、それから各

関係者といろんな分析をしている最中なのですが、

懸念材料としてはやはり入院患者数が減ってきて

いるのが現実としてありまして、これから再度分

析しますけれども、経営のほうに少し影響が出て

きているような懸念材料として浮かび上がってい

るところであります。

基金の活用ということと、それから現在では交

付税、普通交付税、特別交付税合わせて約１億

０００万円から１億 ０００万円ぐらいの需要額

の算入がありますので、こちらを基金あるいは備

荒資金等に今積んできているところですが、建物

の老朽化も踏まえて、今後早急にどういうような

方向性出すかというのは、これは詰めていかなけ

ればならない状態であります。全て分析等終了し

ていないことから、まだこの計画に反映されてお

りませんけれども、適宜いろんな形でまたお示し

できればと思っております。どうぞ御理解よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そんなに急げという

わけではありませんけれども、市内の状況、これ

は特に市立病院との関係、あるいは開業医の皆さ

んとの関係性をしっかりと調査分析をして、どう

いったものが名寄の地域医療にとってベストなの

かということを模索していただきたいなというふ

うに思っております。

現在どこら辺まで議論が進んでいるのかはちょ

っと聞き及んでおりませんけれども、名寄地域の

中でもう少しこういう部分があったらいいなとい

うふうな医療の役割分担もあるのではないかなと

いうふうに思います。それは、１つには予防医療

ですとか、健診ですとか、ドックというのが市立

病院では多忙のためになかなか受ける機会がない

ということで、そういった病気になる前だとか、

あるいは今の東病院の位置的にいうと外来で行き

づらい位置にあるのかなだとか、そういった部分

で一部もう少し外来も担っていただけて、予防医

療、あるいはドックだとか、健診だとかが受けら

れるようなものが必要なのかなと私はちょっと想
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像していたのですけれども、現在コンサルとの話

し合いの中で若干、どの程度まで話し合いが進ん

でいるのかについてお答えいただけるようであり

ましたら、お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現在コンサルとは、最

初手始めに東病院そのものではなくて、この地域

の医療需要の動向というところをまず分析して、

それについてはある程度終了しておりますが、中

身をお話ししますと、医療需要については今減っ

てきているという分析が出てきております。これ

は、東病院あるいは市立総合病院のみならず、道

北地域の医療圏域の総体的な分析になるかと思わ

れますが、医療需要自体は今減ってきていると。

なおかつ、宗谷管内のほうから名寄に来るのかな

と思っていたのですが、それは名寄に来ないで、

かえって道央圏のほうに出てきている、そういう

ような外部要因の分析をしているところです。プ

ラス東病院の状況についても今着手している状況

なのですけれども、先ほどお話ししましたとおり

今入院患者数が減ってきているのはこれ間違いな

い事実ですので、ここも経営的な影響、それから

お話しのとおり外来は逆にふえてきている状況に

ありますので、ドック等もできるようなものまで

踏み込めるかどうかというような検討もしている

ところですが、総体的な経営状況につきましては

やはり入院が大きな根幹を占めておりますので、

ちょっと厳しさが増しているなというような分析

をしているところであります。

東病院の立ち位置につきましては、さらにこれ

詰めていく必要がありますけれども、大枠で考え

ますと地域医療構想の中でどういう位置づけをす

るのか、当然療養病床との関係、ほかの民間病院

との関係もありますので、その中で外来にどうい

うような役割を持たせるのか、あるいは市立病院

の混雑を緩和するための要因、支援という形もあ

るかもしれません。いろんな形でどういう方法が

いいのか、さらにちょっと検討を進めている、そ

ういうような状況であります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ただいま答弁いただ

きまして、一定程度理解をさせていただこうと思

います。これは、東病院単体ということではなく

て、地域医療全体見回して何が求められているの

かということを探りながら計画を立てていくとい

うことでしたので、ぜひそのような方向で進めて

いただければと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） １点ちょっとお伺い

いたします。

今東議員から地域医療の関係で質問がありまし

た。その中で名寄の開業医の誘致事業なのですけ

れども、平成３３年である程度の予算づけが終わ

っております。これも地域医療、内科も含めて名

寄は２件廃業いたしまして、また３２年には上川

北部の准看護師の学校がなくなるという状況で、

地域医療がちょっと複雑になってくるのかなとい

う部分があります。そしてまた、市立総合病院に

行ってもかかりつけ医に行きなさいという方向で

今進んでいる中で、この地域医療を考える中で開

業医というのは大変重要な部分ではないかなとい

うふうに考えております。その中でこの３３年に

予算づけがなくなったということは、ある程度内

科の開業医だとか、名寄で必要な医療が充実でき

たのかというのを考えるのですけれども、その辺

お考えがあればお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 地域医療の関係

で開業医の誘致に関する御質問でございました。

高橋議員おっしゃられるように、開業医の誘致、

確保というのは大変重要だというふうに考えてお

ります。一方で、話のありました北部医師会の准

看護学院が３２年度で閉じるということで、そう

いった面では人材確保についても大変重要な課題



－98－

平成３０年１２月１８日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

ということで、この地域医療を守るというか、安

心して受けられる医療体制をつくるためには、し

っかり今後も北部医師会とも連携とりながら、施

策いろいろ展開しながら医者の確保だったり、人

員確保について努めてまいりたいと思っておりま

す。

開業医の誘致事業につきましては、これにつき

ましては各方面に情報発信をしながら、また道を

初め関係する機関にお願いをしながら、情報収集

にも努めながら何とか市内に誘致するということ

で現在も積極的に取り組んでいるところでありま

す。予算上につきましては、ちょっといつ誘致が

来るかどうかわからない部分がありますので、具

体的にはのせていませんけれども、そういった具

体的な話がある時点ではしっかり予算づけもしな

がら対応してまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 今のお話ではある程

度、まだ誘致の医院と、また内科医だとか、そう

いう部分が決まっていないという状況だというこ

とでありますよね。先ほど副市長が外来の患者数

が減っているという部分を言われておりましたけ

れども、結局名寄市内の民間の医院が少ないもの

ですから、市立総合病院に集中してしまうという

部分が多いのかなという部分を考える中で、やは

り開業医というのはある程度推進していかなけれ

ばいけないというふうに考えております。稚内等

はちょんちょんと入ってきているのですけれども、

やはり今回赤石さんの病院が介護施設に変わるみ

たいな話があります。そういう中でまだ岡崎医院

だとかしっかりした病院運営できるところが残っ

ているだとかという状況の中で、もうちょっとし

っかりとした地域医療構想を考えて、この部分は

やはり入れなければいけないという部分は積極的

に推進する必要があると思うのですけれども、そ

の部分、推進されていると思うのですけれども、

どのようなお考えでいるのか、ちょっとお聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、最初のお尋ねの

平成３４年度にゼロということであるということ

なのですけれども、今まで私どもの計画ではまず

平成３３年まで集中的に取り組むと。それ以降も

し来ない場合は、これ新たなＰＤＣＡを回して次

の展開しなければならないということでのゼロと

いうことですので、必ず開業医の誘致ということ

についてはずっと持続性を持って続けて取り組ん

でいくということで御理解いただければと思いま

す。

それから、お話しのとおり市内に病院だった施

設がまだあるということなのですが、介護施設等

の絡みでいきますと恐らく改造すること、介護さ

れる方１人当たりの面積等も決まっておりますの

で、かなりの改造が必要になるかなというような

懸念材料があります。それから、まだ使っていな

いことによりまして少し老朽化が進んでいる。さ

まざまな条件がありますので、すっとそのままい

くのは難しいかもしれませんが、開業医誘致とい

うことにつきましては条例でも御説明のとおり名

寄市内の医療従事者の確保、それからさまざまな

面でこれは取り組まなければならないということ

でありますから、改めて市内のいろいろな条件、

それから市民ニーズなど、それから先ほど申しま

した地域医療構想の中での位置づけも踏まえて、

それをチェックしながら取り組んでまいりたいと

思っています。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

ぜひこの地域医療構想を含めて、名寄、また道北

の医療の安心、安全を進めていただくことをお願

いして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三お尋ねを申し

上げたいと思いますが、質疑を申し上げたいと思

います。
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６月１日に市長との意見懇談会を医療、福祉、

子育て分野でやられておりまして、ホームページ

を見る限りでは１２点について市民の皆さんから

要望や御意見も、提言やらあるわけでありますが、

これらについて今説明をいただいた基本計画ある

いは実施計画想定のものに対比をして、具体的に

どのように検証され、市民の皆さんにお返しでき

ている状況なのか、１点お願いをしたいと思いま

す。

それから、もう一つは、今高橋議員から話のあ

った、いわゆる開業医と市立総合病院との関係の

中で、平成では３３年まで、副市長が御説明いた

だいたとおり継続的に全国に情報発信をして、何

とか来ていただきたいということを継続するよう

ですけれども、先般新聞、地元紙だったと思いま

すけれども、市民の声なんかで、あるいは審議会

の中でも意見があったような気がいたしますけれ

ども、開業医を募集をする。来ていただければ本

当にかなったりでありますけれども、市立総合病

院との関係で総合内科だとか、いろいろここで市

立総合病院の中でお仕事をされるということから、

もう一つ地域の、残念ですけれども、今高橋議員

言ったように赤石先生のところは違う施設にとい

うことになってしまいましたけれども、いわゆる

市立総合病院から出て、広域的にもう財源措置を

道を中心にして出張で行かれるケースがたくさん

ありますけれども、名寄市内においてそういう構

想みたいのは中期の中で検証経過があったのかな

いのか、あるいは具体的にそれについての基本的

な考え方についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２６分

再開 午前１０時２６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 済みません。ま

ず、開業医の関係につきましては、先ほども申し

上げましたけれども、市内の医療体制の充実確保

については大変重要だというふうに思っています。

言われていますように、開業医、情報発信をして

もなかなか名寄の地に来てくれる方が見つからな

いという状況である中で、市立総合病院との連携

という話もされておりましたけれども、基本的に

は先ほど申したとおり今現在におきましてはこれ

まで同様しっかりとした情報発信だったり、関係

機関との連携、市立総合病院との情報共有もしな

がら誘致活動に積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。今後将来的に医療体

制がなかなか市内で確保できない部分については、

また別途東病院を含めたいろんな部分での検討に

なっていくかと思いますけれども、今現在には従

来どおりの体制の中でしっかりした対応をしてい

きたいというふうに思っております。

先ほど６月１日の部会の中での話しされました。

部会の中では、それぞれの団体の中から多岐にわ

たって子育てだったり、除雪だったり、話が出さ

れていました。そういった意見につきましては、

そこをしっかり踏まえながら今回の個別事業も含

めて私たちのほうで取り組めるものは取り組んで

反映をしてきているというふうに考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 開業医の関係は、も

ちろん継続的に今現在病院を開いていただいてい

る市内の開業医の情報やら、あるいは市長やら副

市長やら、あるいは全国を歩いていていろんな情

報も発信をしながら、それをキャッチをしたいと

いうことで努力をされているのでしょうけれども、

ここにきて一定の時間がたって、非常に困難な状

況も伝わってきていたり、私どももかかりつけ医

によく行くのですけれども、そのときにも情報は

できるだけ市に集中するようにというようなこと

なんかも言っていただきますけれども、なかなか

若いお医者さん等々がそういうところに来ていた
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だけるという情報は少ないというような話も聞い

ておりまして、やっぱり一定の時期には、３３年

までというけれども、その間ずっと市民の目から

見ると空白のまま続くわけで、数年単位で。一定

の時期の判断もまたそこに必要になってくるのか

なと。それだけまた市立総合病院に過剰な負担を

かけるということにもつながるのですけれども、

開業医的な市立総合病院派遣のお医者さんの具体

的な対応などについても今からもうやっぱり想定

をした人材確保も含めてやることも並行して非常

に大事なのではないかというふうに思っていまし

て、改めて市長や副市長の考え方をこの中期の段

階で具体化することについての検証も必要ではな

いかというふうに思っていますので、改めてお答

えをいただきたいと思います。

今健康福祉部長、それぞれ基本計画あるいは実

施計画の中に盛り込めるものはということであり

ましたけれども、大変失礼なのですけれども、１

２件の項目は市長との意見交換の場で出されてい

て、そのほか審議会の中でも所管の関係では幾つ

か出されているのですけれども、具体的にもし例

を挙げていただいて、これについてはもう十分織

り込んでいるとか、これは全然見込みが立たない

とかという、少し市民にもわかるようなお答えを

追加でお願いをしたいと思います。一番大切なの

は、私ども議会も意見交換始めてまだ歴史は浅い

ですけれども、できる、できないは即答できる、

できないということでもありますけれども、どう

伝わって、それが今状況はどうなのかというとこ

ろが少しでも、せっかく言っていただいた御意見

に対してナシのつぶてで本当にどうなっているの

だろうということの市民の意見もございますので、

具体的に少し例を挙げてお答えをいただきたいな

と思っています。せっかく実施計画の概要につい

て、そのとおりになるかどうかはこれからまだ一

年一年ローリングしながら変化は出てくるのでし

ょうけれども、さっきの佐藤靖議員が言ったよう

にそういうキャッチボールの姿が今投げたボール

がどこにあるのかというところあたりを関心を持

ちながら、やっぱり市政に重要な関心を持って深

まっていくのではないかと思っています。もう少

し具体的な例についてお聞かせをいただきたいと

思います。

済みません。もう一ついいですか。追加なので

すけれども、これも本会議場できのう私もちょっ

と取り上げましたけれども、この所管の市民みん

なが安心して健やかに暮らせるまちづくりのＫＰ

Ｉの項目は、大きくは健康保持増進から７の国民

健康保険まで合計２５件のＫＰＩの設定をされて

おりますけれども、特にＫＰＩの中期の最終年度

あたりの根拠みたいのを余り私どもも聞いたこと

もないのですけれども、例えば例挙げればどうし

てこういう数値になったのですかということなど、

これはもちろん財政との関係は当然ながら、市民

ニーズとの関係もあるでしょうし、少し具体例お

知らせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 最初の開業医の関係につ

いて私のほうからお話しさせていただきますが、

かかりつけ医の重要性と、それと一方で市立総合

病院の外来が非常に混雑化しているということも

含めてこうしたことの重要性というのは当然理解

をしておりまして、市立総合病院のほうでも総合

内科を充実をすることでできるだけほかの科の負

担軽減を図ろうという独自の内部でのそうした努

力もしていただいていまして、そうしたことと、

加えて一方で開業医さんが少なくなっていくこと

で、開業医さんが今まで担っていただいている、

例えば介護認定審査の会議だとか、あるいは学校

医、地域のいろんなところで担っていただいてい

る役割、さらには民間のさまざまなまちづくりに

関しても開業医の皆さんが深くかかわっていただ

いたというところに対してのマンパワーというの

は大変重要だというふうに思っていまして、やっ

ぱり引き続きここは継続してしっかりとこの誘致

活動を続けていきたいというふうに思っています。
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なかなかこれは個人情報等にもつながりますので、

逐次どういう状況なのだということはお示しでき

ないので、何もやっていないのではないかという

雰囲気が、どうもそういう見方もされるかもしれ

ませんけれども、打診等もございますし、さまざ

まな情報もキャッチしながら、できるだけいろん

なところで活動を続けておりますので、もう少し

見守っていただければというふうに思います。重

要性はしっかりと我々も感じておりますので、今

後とも全庁挙げて推進していきたいというふうに

思っていますので、よろしくどうぞお願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ６月意見懇談会

の部会等において具体的な項目について対応をど

うしているかという質問でありますけれども、詳

細についての整理については時間かかるので、１

つずつ全部全てのものは対応はこの場ではちょっ

と難しい状況でありますけれども、出されていた

中では例えば公園のベンチ、児童公園です。ベン

チとか遊具等が老朽化しているかという状況があ

りました。これについては、建設水道部のほうで

年次的に改修しているという、そういった状況で

盛り込まれていますので、対応していくことにな

るかというふうに思っています。あと、保育所と

か放課後児童クラブの時間の延長の部分、就労時

間もあって、さらにちょっと延長できないかとい

う話が出されていました。これにつきましては、

人員確保であったり、いろんな状況がありますの

で、今後の検討課題として進めていきたいという

ふうに考えているところであります。あと、除雪

の関係では、いろいろそれぞれの立場から意見が

出された状況であります。これにつきましても高

齢者の除雪サービスであったり、建設水道部との

連携によって全てが住民のニーズに応える、軒先

までの除雪というのはこれは限界がありますので、

できる範囲の中でしっかりとした体制を進めてい

く、そういったことで計画の中でも反映をしなが

ら対応していきたいというふうに考えております。

審議会の中でも地域包括ケアシステムの関係に

ついての御質問が出されています。これについて

は、この間も議会の場等でもいろんな御意見出さ

れていますけれども、ＩＣＴの活用による連携を

強化しながら、しっかりとした介護サービス等の

必要になった方への情報を共有しながら適切な、

円滑なサービス提供ができる、そういった環境づ

くりについてという御質問がありました。これに

つきましては、計画のとおりまだ具体的なＩＣＴ

の部分のところには検討中ということでなってい

ませんけれども、これも鋭意今ワーキンググルー

プの中で検討を進めながら、早期に連携ができる

仕組みづくりを構築していきたいという、そうい

ったことで進めています。全ての意見がすぐでき

る、実現可能という状況でもありませんけれども、

そういった意見というのはしっかり受けとめなが

ら、今後いろんな作業、施策を推進する中で少し

でも前進できるように対応してまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうからＫ

ＰＩのお話と、それからいただいた御意見に対し

ての球はどこにあるのだというお問い合わせいた

だきましたので、その部分についてお答えをさせ

ていただきますけれども、まずＫＰＩにつきまし

ては数多くの主要施策、全般的なお話をさせてい

ただきますけれども、主要施策ごとにそれぞれ複

数のＫＰＩを今回初めて設定をさせていただきま

した。ここは、それぞれ総合計画を支える、その

下にある個別計画もいろいろございまして、その

中で使っているＫＰＩも使いながら今回は構成を

させていただいております。その中で根拠という

お話でしたけれども、なかなか明確な根拠をそれ

ぞれ持っているかというと、そういう部分ではご

ざいませんけれども、間違いなく厳しい施策につ

いてはこのような厳しい施策の中で現状を維持し
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ていくのだという部分であったりとか、その中で

もまだ上に行ける部分については高い目標を設定

したりとかという部分がございます。その部分を

全て審議会の中でＫＰＩ一つ一つ説明をさせてい

ただきながら、御理解をいただいて、今回中期計

画期間の目標値と設定をさせていただいてきたと

ころでございます。

それから、いただいた御意見に対してのどうい

う考えなのだという部分については、議員御指摘

のとおりこれまでなかなかそういった機会に我々

も注力してこなかったというのも正直反省点とし

てありましたので、ことしは広報の中でＶｏｉｃ

ｅという、声というコーナーをつくりながら時期

的にもうちょっと考慮しながら、除雪の部分につ

いては雪降るころに出してみたりとか、そういっ

た部分でなるべくいただいた意見の総体的な考え

方というのを返さなければならないということで、

一応行動は起こさせていただいております。そう

いった部分で当然まだまだ不足だろうという御指

摘もあるかと思いますけれども、そこは我々もや

はり今後引き続きいろいろな御意見を出していた

だける環境をつくらなければならないと考えてお

りますので、しっかりと研究して、より伝わるよ

うな手法を検討させていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） きのう何回も引用し

ますけれども、佐藤議員のほうからそういう市民

への対応、あるいは市民の声を検証する、あるい

は市民の力をおかりをするということなどを含め

て熱心に質疑をされていますので、その方向性に

ついてはもう共有できているのではないかと思い

ますけれども、今の室長のお答えを受けながら、

またしっかりその姿勢を見守っていきたいと思っ

ていますので、そしてＫＰＩの目標、基準は正直

言ってそれは項目によって違うのでしょうけれど

も、財源あるいはニーズ、そしてそれは４年後そ

れを超えるような最低の目標というふうに受けと

めていいのではないかと私は思っていますけれど

も、結果的にそうならない場合ももちろんあるで

しょうけれども、どれだけ汗をかいたかというこ

とが問われているのではないかと思っています。

そこで、岡村病院事務部長がおられますので、

先ほど市長からお答えいただきました、いわゆる

総合病院としての役割と今開業医の募集をして、

もちろん一般募集ではないですからいろんな情報、

そして個人情報たくさん入っていますので、汗か

いているようなことについては十分受けとめるこ

とができますけれども、結果としてなかなか実ら

ないという状況で、一定の時間もたっていますけ

れども、総合病院がそのかわりをせいというふう

には私も基本的には思っていませんけれども、市

立病院の総合病院あるいは風連の国保の診療所を

含めて役割は大きいのですけれども、今は地域ご

とに開業医の場所が市内、名寄地区ではそれぞれ

分散化をしておりまして、やっぱり赤石先生の拠

点あたり、北方面というのは重要な位置でもあっ

たと思っておりまして、それを想定をして市立総

合病院の開業医を新たに追加募集をしてふやして

おきたいということの想定はないのでしょうけれ

ども、いずれにしても開業医が実らなかったら、

そういうことも頭に入れた人材確保を役割として

は非常に大きいのではないかと思っておりまして、

それについて病院の部長としての今のイメージに

ついて市長から具体的な話なかったので、あえて

お聞きしたいと思っています。

もう一つは、この所管の関係の中ではきのう地

域包括ケアシステム、今システムと入れると何か

物をつくるような、あるいは構造的なことがあっ

て、担当の参事も地域包括ケアと言い切って、シ

ステムという言葉は少し抜いてでもわかりやすく

したいというふうにあって、その体制が不十分だ

というふうに私も指摘しては、副市長のお答えは

重点プロジェクト以上に、この事項非常に重要な

案件だということで姿勢が出されておりますけれ

ども、この地域包括ケアの関係では医療、介護、
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福祉、それからあとは本当に元気な人をどうする

かという、力をかりるかということとそれぞれあ

るのですけれども、役所の中に包括ケアあるいは

センターがあって、いろんな相談を受けたりして

常時キャッチボールしますけれども、医療の分野

も認知症の問題だとか、医療を抜きに語れない市

民の皆さんも多くおられますので、そういう市役

所本体と総合病院の市立病院との関係というのは

いろいろ電算化あるいはコンピューター上の個人

情報の統一の問題だとか、あるいは法的な担保の

裏づけの問題だとか、さまざまな課題があると思

うのですけれども、決してそれは市役所がやって

いることだという認識は毛頭持っていないと思い

ますけれども、現実に医療側として具体的な課題

等も恐らく、本当に気持ち一体となって地域包括

ケアに対応しなければならぬということですから、

ある面では経営上も含めて具体化しないと大きな

課題としてさらに負荷がかかるということも、現

実には専門職あるいは医療従事者の確保の問題な

んかもありますから、ちょっと今想定をしている、

頭の中にあることも含めてお聞かせをいただいて、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） ２点御

質問をいただいたということでございます。まず、

市立病院、総合病院としての役割と、それから開

業医の関係ということでございます。これまでも

お話に出てまいりましたとおり、地域医療構想、

これは全国的に進められているということでござ

いまして、それはもう役割分担を明確にして、こ

の人口減少にマッチした病床数、医療機能をそれ

ぞれの地域ごとで相談して決めてくれというのが

地域医療構想ということでございます。今調整会

議が定期的に開催をされて、目指すべき姿という

ところに落ちつくようにということで、北海道で

は２１の医療圏ごとに進められているということ

でございますが、地域ごとに濃淡はあるかという

ふうに考えております。名寄の場合ですと、この

上川北部２次医療圏の中では名寄市立病院が果た

す役割というのは、これは急性期、センター病院

として救急から急性期、そして慢性期の医療をや

られている病院、施設等へしっかりつないでいく

ということになるということでございます。そう

いったことでございますので、開業の先生方がい

なくなりますと、特にこのところですとインフル

エンザが急激に拡大をするというような状況にな

ってきますと、どうしても予防接種ですとか、で

きるだけ早く先生にコンタクトをして治療を開始

したいというようなケースのときに、やはり窓口

が多くあるということは大切なことだというふう

に思っています。先ほど議員のほうから市内の地

域的な医療機関の配置ということもございました。

赤石先生のところで担っていただいた中央部分、

北側ということになりますでしょうか、そちらの

方面には三愛病院さんがございます。東の方面に

は東病院がございますというようなことで、風連

地区には診療所という、まだ一定の地域的な機能

を保たれているかというふうに思いますが、先ほ

ど申し上げましたとおり窓口はたくさんあってい

ただいたほうがやはりありがたいということでご

ざいますし、ことしの市立総合病院の外来の動向

からしますと、外来患者数は増加傾向にまた転じ

ているということでございます。特に内科系の医

師につきましては、この１０年の間に相当数の医

師が増員されてきました。これは、配置のお願い

をして、それに御理解をいただいて、旭川医科大

学を中心に派遣をしていただいているということ

でございますから、当時１０年前の開業医の皆さ

ん方を合わせた医師数よりも内科医師数は市内的

には多くなっているということでございますので、

先ほど市長が申し上げましたとおり総合診療科を

立ち上げてカバーできるような体制も組んできた

ということでございますし、いわゆる専門医、ど

の専門診療科にコンタクトしていいのかという部

分もそこが振り分けるというような機能も担って、

開業の先生方が減った部分をカバーしてきている
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ということでございます。

包括ケアの部分でいきますと、医療の部分でい

きますとやっぱり市立総合病院が中心的役割を担

うところは当然あるということでございますし、

医療機関との連携が求められるということでござ

いまして、地域医療連携室の職員体制の充実をこ

の間図ってきているところでございます。残念な

がら入職、退職という部分もございまして、まだ

十分な人数に達してございませんが、新年度での

採用者も内定もかけて増員を図るということでつ

くっております。また、それを包括ケアシステム

の中でどうやって生かしていくのかということに

つきましては、今ポラリスネットワークのために

つくってありますシステムが最近のシステムでい

きますとスマートフォンにメンバー登録をして、

いわゆるラインというようなシステムと同じよう

なシステムが開発をされております。そういった

ものの普及、導入というものが全国的に今求めら

れているということもありますので、そういった

システムの導入については調査検討も進めており

ますし、そうしたものに対応できるプラットホー

ムは市立総合病院としてはつくり上げてあるとい

う状況にあるということでございます。したがい

まして、今後の中ではそうしたＩＣＴの活用とい

う部分が少ない人材で包括ケアをやっていくとい

う部分においては力になっていくものというふう

に考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

以上で基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて質疑を終了いた

します。

次に、基本目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさ

しく快適で安全安心なまちづくりについてを審議

いたします。

説明を求めます。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、基本

目標Ⅲにつきまして、１３本の主要施策で構成を

されておりまして、それぞれ市民部、消防、総務

部、建設水道部となりますが、一括して私から説

明をさせていただきます。

議案１２ページからということでございます。

まずは、Ⅲの１、環境との共生についてです。現

状と課題では、新エネルギーの活用、省エネルギ

ー推進を図り、地球温暖化防止に向けた取り組み

に対する市民意識の醸成と実践が必要となってお

ります。また、霊園、墓地、火葬場については老

朽化が進んでいることもあり、計画的な整備が必

要となります。

中期計画からの方向では、環境問題に対する総

合的な施策を引き続き推進するとともに、管理し

ます霊園等の適切な維持管理を行ってまいります。

成果指標といたしましては、名寄市が管理する

公共施設における二酸化炭素排出量の削減を指標

として掲げております。

次に、Ⅲの２、循環型社会の形成についてです。

現状と課題では、大量生産、消費、廃棄の社会構

造となっていることから、３Ｒ運動を基本とした

官民一体となった取り組みが求められています。

また、依然として不法投棄が後を絶たないことか

ら、環境美化に対する意識の向上に対する取り組

みが必要となってございます。

中期計画期間の方向ですが、市民と地域が連携

して行う事業への助成と環境美化についての啓発

などを引き続き実施するとともに、廃棄物処理施

設の安定的な運用が図られるよう適切な維持管理

と整備に向けた協議を進めてまいります。

成果指標として、循環型社会の形成を進めてい

く観点で、リサイクル実績、地域や団体で実施す

る集団回収事業、またボランティア袋配布枚数を

掲げております。
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次に、Ⅲの３、消防についてです。現状と課題

では、住宅用火災警報器の未設置世帯に対して早

期設置を促すなど、住宅防火対策の推進が必要と

なっております。消防車両の更新につきましては、

計画を立てて取り組んでおりますが、特殊かつ高

額な車両であることから、定期的な整備、点検、

更新年度の延期等も含めた検討をする必要がござ

います。

成果指標につきましては、住宅用火災警報器の

設置率を現在の８５％から１００％までに引き上

げることを掲げております。

次に、Ⅲの４、防災対策の充実についてです。

この現状と課題については、自然災害に備えるた

め、減災の考え方を基本とする対策や国が示した

水防災意識社会再構築ビジョンに基づく取り組み、

災害対応設備などの充実が必要であります。

中期計画からの方向性では、市民の防災知識及

び意識の向上など、確実な避難行動が行われるよ

う平常時からの取り組みを継続するとともに、災

害に備え、防災機器の整備更新を図るとともに、

関係機関との連携強化及び関係者の研修を充実し、

地域防災力の向上に向けた取り組みを推進します。

主な成果指標では、自主防災組織の設立団体数

について、出前講座などを活用しながら毎年度１

町内会での設立を目標に支援することを掲げてお

ります。

次に、Ⅲの５、交通安全についてです。現状と

課題では、運転免許保有者の減少や自動車の安全

設備等の進歩により交通事故の発生は減少傾向に

あります。しかし、高齢者の事故が目立つなど以

前とは状況が変化しており、事故防止につなげる

ための道路環境の整備、また街頭啓発や広報活動

による官民一体となった交通安全運動を推進して

いく必要がございます。

中期計画期間の方向ですが、関係機関と連携し、

さまざまな世代に向けた交通安全教育活動や街頭

啓発、道路交通環境の整備を推進してまいります。

成果指標として、交通安全意識の普及啓発の観

点から、街頭啓発や交通安全教室、関係団体と連

携した交通安全活動の機会促進、また交通事故発

生件数の抑制を掲げております。

次に、Ⅲの６、生活安全についてです。現状と

課題では、人口減少の社会の中で犯罪が多様化す

る中、安全で安心して生活できる社会形成が求め

られております。関係機関と連携した情報収集や

提供と地域ぐるみの防犯活動が大変重要です。ま

た、空き家等適正に管理されていない物件が増加

してきており、地域社会に悪影響を及ぼさないよ

う所有者に対する効果的な啓発が必要となってご

ざいます。

中期計画期間の方向性ですが、引き続き防犯意

識の向上を図る取り組み、また名寄市空家等対策

計画に基づいた具体的な施策について計画的に推

進してまいります。

成果指標としては、空き家等の実態把握及び特

定空き家等除却支援件数を掲げております。

次に、Ⅲの７、消費生活の安定についてです。

現状と課題では、消費トラブルや特殊詐欺、とり

わけ高齢者を狙った悪質事業者の勧誘など後を絶

たないことが課題であります。

中期計画期間の方向性では、対策のためには適

切な消費者情報の提供、消費者生活講演会、各種

セミナー、出前講座の開催など啓発活動を充実さ

せます。あわせて消費生活センターの機能充実に

向け、体制の充実強化、相談員のスキルアップを

図ることが必要となります。

成果指標では、消費生活相談件数、セミナー、

講座などへの参加者数、相談員のスキルアップに

つながる研修会など参加、受講などを指標として

ございます。

次に、Ⅲの８、住宅の整備についてです。現状

と課題では、少子高齢化の進展に伴い、居住人員

と住宅規模のミスマッチや住環境や不良ストック

の改善が課題となっているほか、民間住宅の耐震

化など安全、安心な住環境の確保が課題となって

おります。
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また、中期計画期間の方向性では、予防保全な

ど日々の修繕や状況に応じた改修や整備を計画的

に進めるとともに、住宅相談や耐震化の情報を提

供しています。

成果指標では、公営住宅の管理戸数では２８年

度末の管理戸数を設定し、長寿命化計画に基づき

整備を進めていく中において、用途廃止による解

体が進み、平成３４年度における管理戸数は７７

６戸となり、１２３戸減の予定でございます。公

営住宅の整備戸数につきましては、以前の長寿命

化計画の計画のスタート時から整備戸数が平成２

８年度で２１４戸であり、３４年度までには１８

１戸を整備し、目標値を３９５戸と設定してござ

います。

次に、Ⅲの９、都市環境の整備についてです。

第２次計画策定時に持続可能なコンパクトシティ

ー化について検討することとしました部分につき

ましては、都市計画マスタープラン見直し及び立

地適正化計画策定として作業を進めてまいります。

また、美しい市街地の形成、公園管理整備事業と

して街路灯のＬＥＤ化及び公園の計画的な改築に

ついては引き続き進めてまいりたいと思っており

ます。街路灯のＬＥＤ化につきましては、既に防

犯灯のＬＥＤ化を実施し、このほか街路灯や交通

安全灯などの照明などを計画的に整備をし、全体

２０１灯のうち全体の７５％を更新するものと

計画しております。公園施設長寿命化計画の進捗

につきましては、計画にのっとりまして遊具の更

新等を行っており、成果目標として３１年から３

４の４年間で９公園を実施することとし、全体で

２２公園の整備を完了しようとするものでござい

ます。

次に、Ⅲの１０、上水道の整備についてです。

現状と課題では、現在平成３５年を目標として風

連地区及び自衛隊駐屯地への送水など第２期拡張

事業に取り組んでいます。緑丘浄水場、風連浄水

場、そして施設、そして水道管の耐用年数を超え

たものが多く、耐震化の対応を含め課題となって

ございます。

中期計画期間の中では、経営戦略に基づき効率

化、健全化の取り組みを進め、安全、安心な水道

水を提供するため、計画的な改修維持に努めてま

いります。

主な成果指標では、配水管新設設備及び老朽管

更新整備、さらには浄水場取水施設の整備や改修

等計画的に行い、平準化を図ることを掲げてござ

います。

次に、Ⅲの１１、下水道・個別排水の整備につ

いてです。現状と課題では、名寄下水終末処理場、

風連浄水管理センターも機器の更新、さらには老

朽化した管渠についても計画的な施設更新をし、

効率的な維持管理が必要となってございます。郊

外の合併浄化槽の普及は、現在約７０％程度とな

っており、快適な生活環境保持のため、普及率の

向上に取り組むことが必要となってございます。

中期計画期間の方向性では、現在昨年度から本

年度まで２カ年で公共下水道ストックマネジメン

ト計画を策定中で、これに基づき個別排水処理施

設の整備と連携した総合的な整備を推進してまい

ります。

主な成果指標では、長寿命化計画に基づき管渠、

処理場施設の改築、不明水対策による水処理経費

の低減、汚泥処理経費削減のための有機肥料への

活用、郊外農村地区の合併浄化槽の普及率の向上

を掲げてございます。

次に、Ⅲの１２、道路の整備についてです。こ

れまでは、市街地内の未舗装道路の舗装を主眼に

進めてまいりましたが、舗装済みであるが、老朽

化した舗装道路や古くなった橋梁の補修、そして

この地域の冬の安全を守る上で欠かすことのでき

ない道路の除排雪とこの除排雪体制を維持するた

めの大型機械の更新等計画的な事業の継続が必要

であると考えております。

成果指標では、道路整備の成果目標について幹

線道路の整備、市街地、郊外地の道路整備、とも

に目標値につきましては計画期間である３１年度
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から３４年までの道路計画の合計延長としてござ

います。橋梁の補修計画につきましても中期計画

期間の橋梁長寿命化計画において予定している実

施予定橋梁数として目標値を１４橋としてござい

ます。除雪機器の更新も同様に計画どおりに進め

てまいりたいと思います。

最後となりますⅢの１３、地域公共交通につい

てです。現状と課題では、人口減少や交通体系の

多様化により鉄道やバスの利用者が減少していま

すが、子供や学生、高齢者や自動車免許を所有し

ない方の移動手段を確保することが必要であり、

鉄路においては遅延や運休が多発しているほか、

安全、安心な公共交通としての定時制の確保が求

められており、地域の実情に応じた生活路線の確

保が必要でございます。

中期計画期間の方向性では、宗谷本線活性化推

進協議会や地域公共交通活性化協議会などが中心

となり、地域公共交通の重要性を認識するととも

に、路線の現状維持に向けた取り組みを推進し、

利用者の増加に向けた事業者との自助努力とあわ

せて、利用促進対策を推進します。

主な成果指標では、バス利用の促進については

風連御料線、コミュニティバスなど市内運行バス

６路線の平成２９年度利用者数を基準とし、３４

年度時点においても２１万人の利用水準を維持す

ることを指標としております。地域公共交通活性

化協議会での見直し検討を行うなどの中で目標達

成に取り組んでまいります。具体には、名寄地域

公共交通網形成計画を基本としながら施策を推進

し、成果指標にある目標達成に向け取り組んでま

いります。

以上、私からの説明とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） Ⅲの４、防災対策の

充実についてお伺いいたします。

中期計画期間の方向性の中に災害発生に備え、

防災機器の整備、更新を図るとともにという言葉

があります。この中期計画４年間の中で具体的な

実施計画の中に盛り込まれているものということ

で、ちょっと確認をさせていただきたいと思いま

すので、この中身についてお伺いいたしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時０８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今具体的な防災機器

の更新というお話ですか。議員協議会で資料とし

て添付をしました個別の事業名の中には、防災機

器ではないのですけれども、防災対策の充実とい

うようなことでハザードマップですとか、あるい

はそれぞれ避難所への案内看板ですとか、浸水の

レベルの表示板ですとか、そういったものの整備

を今後していこうという計画にはしております。

具体的な機器等については、今後一部スピーカー

の関係ですとか、あるいは備品、貯蔵品の関係で

すとか、そういったものについて少し考えている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した内容につきましては、以前からお聞かせいた

だいている中身でありますので、それについては

実施計画の中にも盛り込まれているというふうに

思うのですけれども、９月６日のブラックアウト

の状況も踏まえて、市民の方から災害、かつての

水害に対するものについても情報を広報車で広報

されたときに聞こえにくいということ、それから

情報を得ることについて一定程度示されている状

況をさらに改善していくことに対する要望も聞こ

えてきている中で、中期計画期間の方向性の中に

防災機器の整備、更新という言葉がありますので、

この点について中期計画の中でさらに盛り込まれ



－108－

平成３０年１２月１８日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

ていくのかなというふうに考えるところでありま

す。この点について再度御質問させていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今具体的に９月６日

というようなお話ございましたけれども、逐次こ

れは防災関係につきましてはしっかりと住民の安

全、安心を守るという立場ですので、今ここに来

年からということのしっかりとした明記はありま

せんけれども、これまで９月６日の停電時におけ

る市民の皆さんの要望ですとか、そういったもの

もしっかりと今後も踏まえまして対応はさせてい

ただきたいというふうに思っていますが。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 地域の状況を考えた

ときに、やはり高齢世帯、ひとり暮らしの方もふ

えている中では、情報を正確に素早くキャッチし

たいという声についてはもう当たり前のことだと

思っていますので、その点にかかわっての整備を

進めていただきたいという声があるということは

もう御承知の上であると思いますので、求めて終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、２点お伺

いをしたいというふうに思います。

まず、Ⅲの１の環境との共生というところで、

事業に関する資料の中で次期処理施設の整備の検

討ということで、３４年までずっとゼロの予算づ

けというふうになっておりますけれども、他の老

朽化した施設はまだやるかやらないか、いつやる

のかというのが決まっていないので、ゼロでもい

いのかなと思うのですけれども、これはおおむね

自治体間の合意もできて、やろうということが決

まっている中で、タイムスケジュールがほぼもう

組まさっているのかなと思うのです。いつアセス

をやらなくてはいけない、いつ基本設計、実施設

計というのがおおむね決まってきているのかなと

いうふうに思うのですけれども、この予算づけの

中で入っていないのは、最終的に名寄市がお金を

支出するのは起債を償還するときになって初めて

発生するのか、あるいは本当は設計の段階でも名

寄市として組合のほうに払っていかなくてはいけ

ないのか、そこら辺の仕組みもちょっとお伺いし

たいのと、あわせて財源なのですけれども、現在

どういった財源を求めようとされているのか、そ

こら辺の状況についてもお伺いしたいなというふ

うに思います。

もう一点は、Ⅲの４の防災対策ということだっ

たのですけれども、ことし本当にブラックアウト

という経験をいたしまして、これが冬だったらど

んなことになったのかなというふうにぞっとする

思いではあるのですけれども、これから北海道電

力は、このブラックアウトという今までドラマで

しか考えられなかったようなことが現実となって

しまいました。こういった中で北海道電力は、こ

れらに対する対策というのをとっているのではな

いかというふうに思います。とっていながらも、

自治体として備えなくてはいけない部分というの

もあろうかというふうに思いますので、北電とし

てどういうふうにこれからブラックアウトを起こ

さないような対処をしていくのか、そこら辺を自

治体としてもしっかり情報を入手した中で適切な

備えをするということが必要になってくるかなと

いうふうに思うのですけれども、今後そこら辺北

海道電力とのやりとりだとか、状況の聴取だとか、

そういったことを行う考えがあるのかどうなのか

についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私から前段の衛生施設

事務組合における御質問でありますけれども、大

きく３点、タイムスケジュールの関係、それから

財源のスキーム、そして特財、ちょっと関連があ

りますので、一括のお話になるかもしれませんが、

当然想定されている財源としては環境省の特財あ

るいは防衛省の特財ということを今想定しており
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ますけれども、これどちらも枠がある程度決まっ

ておりますので、他市町村の動向を見ながらとい

うお話になるかもしれないと思っております。そ

れから、それぞれ交付金につきましては補助率今

明確にはお伝えできないのですけれども、補助率

が違うということもありますので、これタイムス

ケジュールにもかかわってきます。枠が十分余り

そうなところを狙うというようなお話もあります

が、それと同時に老朽化している施設をいかに早

く対応していくかという、この２つテーマを両方

とも適切に処理していかなければならないという

状況にあるということです。ですので、タイムス

ケジュールについては、まだ流動的なところがあ

りますので、明確には申し上げられませんが、こ

の施設は当然ながら環境アセスメントあるいは周

辺調査等の時間も相当とらなければならないとい

うことがありますので、改めてここのタイムスケ

ジュールについては情報交換あるいは情報の収集

を密にしながら、できるだけ早目に確立していき

たいと思いますけれども、他市町村とのお話もあ

りますので、そこも丁寧に進めなければならない。

他市町村とのお話、丁寧にというのがやはり財源

問題であります。大まかに言いまして起債の償還

に対して立てた後に負担金としてお支払いするも

の、それかあるいは建設時にそれぞれの市町村で

借りてそれを負担金として持つもの、それと両方

のミックス、いろんな手法があると思います。こ

れは、それぞれの市町村の財政状況あるいは計画

によって変わりますので、ここが一番大きな課題

かなと思っておりますし、使う交付金によりまし

ても起債の償還ベースがまた変わってくるという

事態も想定されますので、改めてここは少しだん

だんかたまってはきておりますけれども、それぞ

れの市町村と連絡を密にしながら進めていきたい

と思います。ちょっと分割してお話しできればい

いのですけれども、それぞれ絡んでいる問題であ

りますので、一括してお答えさせていただきまし

た。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 東議員のほうから今

回の停電の関係で北電との情報交換なり進める考

え方あるのかということの御質問かと思いますけ

れども、今現段階で具体的に北電のほうと直接私

どもがお話をするような機会というのはちょっと

まだ考えてはいません。ただ、北海道段階におい

ては一定程度北電と知事なりがホットラインを結

ぶですとか、北電自体が道内の今回のブラックア

ウトを受けまして、本州のほうからの通電ですと

かというような、そんなような状況も情報として

は持っているところでありますし、あわせて市長

会としてはたしか要望等を出して、北電のほうに

も要望を出していたのかなというふうにちょっと

記憶をしております。ただ、議員の御質問の名寄

市としての北電との情報交換というところにつき

ましては、単独ということはまだちょっと考えて

いません。ただ、今後言われたように冬期間にお

ける長期間にわたる停電というのも想定はされる

と。北電のほうも一定程度いろんな努力をされる

ということはもちろんあるのでしょうけれども、

ただそういったことも想定をされるということで、

北電との情報交換について今後具体的に近隣の市

町村も含めまして少しどういうふうに進めていっ

たらいいのか検討してまいりたいというふうに思

っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ごみの新しい処理施

設については、そのようなことでさまざまな補助

金をこれから模索をしていこうということで、ぜ

ひ最も有利な形で進むように求めていきたいなと

いうふうに思っております。

それと、環境アセスに時間がかかるというふう

なお答えをいただいたのですけれども、想定され

る建設場所というのは今の炭化施設のすぐ近くに

建てられるというふうにお考えなのかどうなのか、

そういった場合に今の旧名寄市の焼却施設との関



－110－

平成３０年１２月１８日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

係ですとか、そういったものとの協議ですとか、

どの程度進んでいるのかについてお伺いをしたい

なというふうに思います。

それと、北海道電力との協議についてなのです

けれども、私一応高校は電気科出ていまして、そ

ういったことからそういう関係する同級生だとか

いろいろいて、少しずつ情報交換をしたりだとか、

教えてもらったりだとかすることというのはある

のですけれども、やはり市民の皆さんは正しい状

況を情報として知りたいのではないかというふう

に思うのです。これから北海道電力はどういう対

応をするから、ここまでは大丈夫だけれども、こ

こから先が危ないのだよと。では、そこに対して

備えましょうというふうな、私は行政としてもそ

ういう説明ができたほうがいいのではないかとい

うふうに思うのです。そういった意味から、北海

道電力といろいろ話し合いをしていただいて、正

しい情報を得ていただいて、それを市民にお伝え

する、そして正しく危険を予防して、安全を確保

してもらう、そういった取り組みが必要ではない

かなというふうに思いますので、再度その件に関

して答弁を求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 次期施設の建設位置の

お話でありますけれども、名寄市でつくりました

基本構想では、その位置を想定して今のところ建

てかえるということを想定してのつくりにはなっ

ておりますが、例えば浸水想定域だとか、そうい

うものを考慮すると果たしてそこでいいのか、そ

の部分でまた事業費のかさ上げ等も出てくるとす

ると、どういうような説明ができるのかも含めて、

想定はしておりますが、その位置でまだ確定とい

うわけではございません。

それから、もう一つ、今名寄市の持っている焼

却の煙突等の後処理につきまして、これは交付金

あるいは補助金との絡みが出てまいります。跡地

の中でそこをやると、何らかのストーリーのもと

でそこはやっぱり補助金の対象、交付金の対象と

いうこともできますけれども、なかなかこれはス

トレートボールではいかない問題だと思っており

ますので、経費もかかりますので、それぞれの市

町村はもとよりさまざまな上級官庁との情報交換、

意見交換もしながら、これは慎重に進めていく必

要があると思っております。いずれにしろ、次期

中間処理施設、ごみだけでなくて衛生センターの

ほうもかなり老朽化進んでおりますので、組合の

ほうとしてもこれかなり大きな課題抱えていると

いうことで話が出ておりますので、改めてここは

意見交換、情報交換密にしながら進めてまいりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） しっかりやっていきたい

と思います。大分９月以降も北電さんのほうもい

ろんな事後処理の関係で社内もいろいろばたばた

していたというふうにもお聞きをしておりますの

で、一定の鎮静化も図られたというふうに思いま

す。北海道電力さんは民間企業ですけれども、改

めて電気というのは公共的なインフラであるとい

うことも鑑みると、議員がおっしゃるようにお互

い情報をしっかりと交換をして、不測の事態にど

ういう役割をそれぞれが果たしていくのかという

ことを話すのは非常に重要なことだというふうに

思いますので、できる限り早急にそういう対応を

とっていきたいと。そしてまた、できる情報は公

開していきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 水害が万が一起こっ

た際に今の場所ではどうなのかという議論もやは

り必要かなというふうに思いますので、そういっ

たことも十分含めて、慎重な中にもなるべくスピ

ード感を持って進めていただきたいというふうに

思います。経験のある専門的な知識を持った方か

らいろいろお話を伺うと、やはりなるべく早くあ

れは更新したほうがいいなという方の意見もお伺

いすることもございますので、慎重に、そしてス
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ピーディーに、ぜひ中間処理については進めてい

きたいと思います。市長の答弁もいただきました

けれども、ぜひそのような形でお願いしたいと思

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅲ、自

然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なま

ちづくりについて質疑を終了いたします。

次に、基本目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりについて審議いたし

ます。

説明を求めます。

臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それでは、基本目標

のⅣ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあ

るまちづくりにつきまして御説明を申し上げます。

お手元の資料では、１９ページから２１ページ

にかけて記載がされてございます。基本目標のⅣ

につきましては、６本の主要施策で構成されてお

りまして、主要施策１から順に御説明をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

初めに、主要施策１、農業・農村の振興につい

て申し上げます。現状と課題につきましては、農

業情勢が変化する中で農畜産物の安定生産と収益

性の高い農業の確立や高齢化、担い手不足へ対応

するため、多様な担い手の育成が必要です。また、

農業、農村の多面的機能の発揮や食育の推進や有

害鳥獣への対応が必要となってございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

第２次農業・農村振興計画を基本にＪＡを初め関

係機関、団体と連携をし、本市の特色である多様

な農畜産物の生産維持、持続可能な農業経営の促

進や担い手の育成と確保を目指すとともに、豊か

な農業、農村の構築を目指します。

成果指標といたしましては、新たに就農する農

業後継者、新規参入者を合わせた新規就農者数を

年間１４人、平成３４年度の１頭当たり平均生乳

生産量を ３０６キロとすることなどを目標とし

てございます。具体的には、第２次農業・農村振

興計画などに基づき基幹産業である農業の持続的

発展、豊かな農村の構築に向けて努めてまいりま

す。

次に、主要施策の２、森林保全と林業の振興に

ついて申し上げます。現状と課題につきましては、

林材価格の低迷などを背景といたしまして、森林

所有者の施業意欲の減退や高齢化が進んでいるた

め施業の集約化が必要となってございます。市有

林におきましては、伐採適齢期を迎える森林が増

加するため、計画的な伐採と植林が必要となって

います。また、民有林では補助事業などを活用し、

計画的に整備を進める必要がございます。さらに、

森林づくりの中核を担う林業従事者の育成、確保

も必要となっております。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

森林経営計画に基づき補助事業を活用しながら森

林の適正管理を推進するとともに、市有林、民有

林一体となった森林認証の取得など林業振興を目

指してまいります。

成果指標といたしましては、平成３４年度の森

林作業員就労人数を３０人、市有林皆伐面積を伐

採適齢期の森林面積増加に対応するため、年間２

０ヘクタールとすることなどを目標として定めて

ございます。具体的には、名寄市森林整備計画に

基づき森林環境の適正管理と森林が有する公益的

機能が発揮されるよう努めてまいります。

次に、主要施策の３、商業の振興について申し

上げます。現状と課題につきましては、消費者ニ

ーズの多様化、後継者不足などにより中心市街地

は空洞化が進行しております。既存商業者の廃業

増加が見込まれる中、創業の支援制度の補完、拡

充が必要であることから、市内金融機関などとの

連携強化を図り、中小企業などの経営実態に即し
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たきめ細やかな支援制度の検討が必要となってご

ざいます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

にぎわいがある魅力的な商店街づくりや事業者の

経営基盤の強化などの取り組みを推進します。経

営の安定や設備投資を促すために中小企業などの

経営実態に即した市融資制度の整備を推進してま

いります。

成果指標といたしましては、市の創業支援事業

を活用した創業件数を４年間の累計で５件、店舗

支援事業を活用した店舗の新築などの件数を同じ

く４年間の累計で２５件とすることなどを目標と

して定めてございます。具体的には、商業者など

の経営基盤の強化を図るため、名寄市中小企業振

興条例に基づく各種支援策の充実、商工団体の機

能強化などに努めてまいりたいと考えております。

次に、主要施策の４、工業の振興について申し

上げます。現状と課題につきましては、企業立地

に係る国や道の支援制度は幅広いことから、行政

と商工業支援機関が積極的に情報の収集を行い、

企業誘致や起業につながるよう継続した情報発信

を行う必要がございます。また、若年技術者が不

足していることから、技能者育成に係る支援制度

の見直し、拡充も含めた対策を今後も関係機関や

団体と協議検討していくことが必要でございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

新しい技術や製品開発力の向上に取り組める環境

整備、企業支援、育成を図るとともに、地域の特

性を生かした企業誘致を推進してまいります。

成果指標といたしましては、先ほどの商業の振

興で掲げた創業支援事業を活用した創業件数を再

掲としているほか、本年度より新たな支援策とし

て取り組んでおります先端設備等導入計画の認定

事業者件数を４年間の累計で１０件とすることな

どを目標としてございます。具体的には、地場企

業の育成や経営の安定を図るため、名寄市企業立

地促進条例や名寄市中小企業振興条例に基づく支

援制度を充実するとともに、企業誘致に向けたＰ

Ｒ活動などに努めてまいります。

次に、主要施策の５、雇用の安定について申し

上げます。現状と課題につきましては、過疎化の

進行や人口減少、景気の低迷が続く中、求人倍率

は回復の傾向にありますが、業種ごとにアンバラ

ンスが生じており、非正規雇用、正規雇用の労働

条件改善に向けた取り組みを進めるとともに、従

業員などの研修事業への派遣や技能労働者の育成

を行うことが必要です。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

人材育成、労働条件の向上を目指すとともに、関

係機関と連携しながら人材、雇用の確保に関する

支援を行い、地元就業と定住促進を推進してまい

ります。

成果指標といたしましては、平成３４年度の新

規高卒者の管内就職率を５ ７％とするとともに、

季節労働者数を３５５人とすることを目標として

ございます。具体的には、新規学卒者の就職支援

と定着化や若年者の離職防止、中高年齢者や障が

い者の就労支援と通年雇用化などに努めてまいり

ます。

最後となりますが、主要施策の６、観光の振興

について申し上げます。現状と課題につきまして

は、観光の拠点として交流人口の拡大や地域の活

性化を図ってまいりましたが、観光施策は多様化

する観光ニーズに十分対応したものではなく、観

光関係組織の連携、観光客の受け入れ環境の整備、

各種イベント内容の見直しなど既存の環境を充実

させていくことが必要でございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

観光振興計画に基づき既存観光資源の保全、受け

入れ態勢の充実を目指します。また、観光の振興

につきましては、地域を活性化させる大きな効果

が期待されるため、広域での連携を強化するとと

もに、市外からの観光客の誘致促進を推進してま

いります。

成果指標といたしましては、名寄市観光振興計

画の最終年度であります平成３３年度の観光入り
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込み客数を６１万 ０００人とするとともに、外

国人観光客宿泊数を ６３５泊とすることを目標

として定めてございます。具体的には、名寄市観

光振興計画に基づき広域観光の推進やスキー場な

どの整備、ホスピタリティーを充実させ、インバ

ウンドとあわせ通年観光による観光客誘致に努め

てまいります。

以上、基本目標のⅣについての説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議くださいますようお

願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、基本目標

Ⅳの１、農業・農村の振興についてお伺いをした

いと思います。

ただいまⅣの１の農業・農村の振興の関係で現

状と課題と中期計画期間の方向性ということで御

説明をいただきました。また、具体的な成果指標、

平成３４年度までの目標値という部分で４点につ

いて指標が定められていますけれども、具体的に

この中期計画期間の方向性という中では、農業・

農村振興条例及び第２次農業・農村振興計画に基

づき今関係機関、団体と連携しというふうにあり

ますけれども、４つの指標を達成するためにどの

ような取り組みをしていこうとしているのか、少

し具体的な取り組みについて御説明をいただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 具体的な取り組みと

いうことでいただきました。Ⅳの１の農業・農村

の振興については、今山田議員からあったように

４つの成果指標を設けさせていただいたというこ

とであります。いろんな目標はあるのだと思いま

すけれども、代表的なものとして設けさせた４点

ということです。

まず、新規就農者数の関係についてであります

けれども、これは現状の農業、農村の大きな課題

の一つが担い手の確保ということがあります。後

継者の就農はもとよりでありますけれども、新規

参入も含めた後継者の確保が必要だろうというこ

とで設けさせていただいた項目ということであり

ます。ここについては、過去の実績を踏まえて目

標を定めさせていただいたということであります

が、今後とも新規就農者への支援策があったり、

担い手に対する支援策がありますので、ここをし

っかりと周知、ＰＲを図りながら優秀な後継者を

確保していきたい、そのような考え方をしており

ます。

また、１頭当たりの、酪農については今外圧の

影響などもあって経営体の強化が強く求められて

いる状況にあります。議員も御存じのように、酪

農家は今随分大規模化が進んでいるということで

ありまして、そこの一つの目安になるのが生乳の

生産量ということであります。特に今経営形態の

強化ということでは、畜産クラスター事業が進め

られておりますけれども、その中で地域の一つの

目標として１頭当たりの生乳量、この数字で頑張

ろうということ、目標そのものはちょっと高いの

かもしれませんけれども、皆さん生産者も含めて

ここに一歩でも近づけるように頑張りたいという

ことでありますので、そういった目標を設定させ

ていただきましたし、個々の頑張りとあわせて畜

産クラスター事業の推進も含めて推進していきた

いと、このように考えるところでございます。

次に、法人経営体の関係についてであります。

この関係については、今後の農業のあるべき姿の

一つとして個別農家ではやはり限界があるだろう

というのがありますので、法人経営体の育成とい

うのが必要だろうということで考えているところ

であります。ここについては、現状２９年度２２

の法人経営体がございますので、一個でも多くの

法人化を進めたいという思いも込めて法人化の経

営体を目標として設定をさせていただいたと。な

かなか取り組むのは、経営者の皆さんが主体とな

っているということで、私たちがどういう役割を
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果たせるのかについて、これは日々私ども勉強さ

せていただいているところですが、今回の総合計

画策定のときの市長との団体との意見交換の中で

は、まず情報が足りないのだというところがあり

ましたので、私どもの当面の役割とするとそこの

情報をどう提供できるのか、失敗の事例も含めて

ぜひ紹介してくれというような、そんな生産者の

声もありましたので、それらの声に応えていく中

で法人経営体育成をしていきたいなというふうに

考えております。

最後に、食育の関係についてですが、これは経

済部ということに限らずに庁内でもさまざまな部

局で連携をさせていただきながら取り組みを進め

ているところでありますし、山田議員も食育の関

係の組織の代表をされているというふうに伺って

おりますけれども、各団体の皆さんの御協力もい

ただきながら今後とも進めていきたいということ

であります。それぞれの団体の取り組みをしっか

りと情報共有しながら、尊重してそれぞれが役割

を果たしていくというのもありますし、今不足し

ているのかなと思うのは具体的に各団体が連携し

て何ができるのか、ここについてもう一歩踏み込

んで検討していく必要があるのではないかと思っ

ておりますので、ここについては今後の課題と受

けとめていますので、ぜひ食育の協議会もありま

すので、その中で検討し、この目標達成に向けて

進めてまいる、そのように考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁いた

だきましたが、特に酪農の関係で１頭当たり平均

生乳生産量を３４年度までにこの数値まで目標と

したいということで、特に畜産クラスター事業の

話部長から今ありましたけれども、実施事業の関

係の中でも新規で登載されています。ゼロ事業の

関係はいろいろほかの議員とのやりとりの中で理

解しますけれども、今後検討していかれるのだと

いうふうに思います。部長からも一部お話ありま

したけれども、特に今酪農業の関係の方々、規模

拡大という部分も含めて、また労働力不足という

のが本当に顕在化してきている状況であります。

主にこの地域の酪農業というのも家族経営が主体

の部分も、一部法人化にしているところもありま

すけれども、依然家族経営が主体ということで、

どういう形で労働力不足を補っていくか、またや

はり生乳生産を効率化、また拡大していくかとい

う部分が非常に課題になっているという部分、当

然部長も御認識だというふうに思っています。

そんな中では、昨日総括質疑の中でも若干触れ

られていましたけれども、ＪＡ道北なよろのほう

から農業施策に関する要望というのも当然行って

いるかというふうに思いますけれども、畜産クラ

スター事業を活用した哺育育成センターの設立に

向けて今ＪＡのほうでも具体的に協議が始まって

いるという中で、事業の関係もありますので、行

政にもぜひ協力いただきたいというような内容で

の要望もあったかというふうに思います。畜産ク

ラスター事業、今回新規事業として登載されてい

る中では、当然その中にも哺育育成センターの設

立検討という部分で表記がなされている部分もあ

りますので、行政側としてもそういった部分への

協力体制も含めて設立に向けての検討も今後具体

的に進めていくお考えがあるのだというふうにこ

この部分では私も受け取っておりますけれども、

そのあたりの考え方について改めてお答えをいた

だければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 山田議員のほうから

今哺育育成センターについての考え方ということ

でいただきました。言われるように、今回資料２

として実施計画事業に関する資料というのをつけ

させていただいております。これの８ページの中

段あたりに畜産クラスター事業ということで、新

規で事業を設けさせていただいたということであ

りまして、その事業内容の③のところに今言われ

たように哺育育成センターについて検討していく
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必要があるということで記載をさせていただいた

ところであります。畜産クラスター事業そのもの

は、国の事業、補助事業ということでありまして、

これが実は毎年度国の当初予算ではのらないで、

補正、補正で対応されてきているという部分があ

るのとどの程度国で採択されるかわからないとい

う部分もありますので、ここはゼロでのせさせて

いただいておりますけれども、基本的に国の補助

金を使って支援するところについてはローリング

を通じながら、ここにしっかりと掲載をしていき

たいなというふうに思っているところです。

哺育育成センターのところについては、先ほど

山田議員もありましたけれども、個別の酪農家が

経営体として大きくなってきているという状況で

あります。この大きくなっていくときに恐らく分

業化をしていくということが１つ必要になるのだ

と思います。その一つの姿が今農協が検討してい

る哺育育成センターということで、個別の酪農家

さんについてはある意味粗飼料の確保と搾乳、牛

から乳を搾る、ここに特化をすると。それで、労

働力の軽減も図られるのと畜舎にも限りがありま

すけれども、そこにやっぱり乳を搾れる牛を一頭

でも多く入れるということが経営体として所得に

つながるということでありますので、そこの分業

化が１つ必要だろうということであります。行政

としてもこの哺育育成センターの設置については、

地域として必要な事業だろうという認識をさせて

いただいているところであります。現在農協を中

心に運営体ですとか、設置場所ですとか、その事

業の内容について検討されているというふうに伺

っておりますし、一部聞いている部分もあります

けれども、まだ確定ではないということでありま

す。行政としてどのようなかかわりができるかに

ついては、その内容が、制度がまさに、それにあ

わせて我々のほうとしても考えていきたいという

ふうに思っておりますので、御理解いただければ

と思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） お答えいただきまし

たけれども、部長おっしゃるとおり哺育育成セン

ターの設立が今検討されている中で、やはり効果

としてはいわゆる育成牛の一元管理を行うという

ことですから、簡単に言うと酪農家の皆さんが本

当に生乳生産に、搾乳に特化できるという部分。

ですから、そういった部分では先ほど冒頭御説明

いただいた３４年度までの１頭当たりの平均生乳

生産量 ３０６キログラムという部分の目標達成

にもやはりこの事業がつながっていくのだという

ふうに思いますので、今まで酪農家さんと話す中

でもどうしても酪農家、酪農業に対する支援とい

うものがこれは全般的になかなか少なかったので

はないかというような御意見も聞く中では、今回

のそういった事業を活用したという部分になって

きたと思いますけれども、大きな経営改善も含め

て効率化、また規模の拡大、そして経営の安定に

とつながっているのだというふうに思いますので、

中期計画の期間の方向性という中でやはり関係機

関、団体と連携しという部分ではしっかりＪＡと

連携をしていただいて、具体的な今協議していく

中では酪農家さん総意での意向も受けている中で

は一日も早く設立したいという考えで進んでいる

ということでありますので、そのあたり情報共有

もしていただいて、行政としてもいろいろな部分

でバックアップしていただきたいと思いますし、

ここは名寄市畜産クラスター協議会との連携とい

うのがやはり必要になってくるのだというふうに

思いますので、そのあたりの体制も今後整えてい

ただきたいというふうにお願いをしておきたいと

思います。お答え等あればお受けして、終わりた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここは、また適宜議

会にも報告をさせていただきながら、市としての

対応については検討させていただきたいと思いま

すが、今山田議員が言われたように今回哺育育成

センター事業の成功の鍵の一つは生産者の皆さん
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が一丸となって取り組めるかというところがある

のだと思っています。酪農家さんはどうしても個

別の経営体が大きいので、どちらかというと個別

に考える傾向が強かったのですけれども、今回の

事業については生産者の皆さん、酪農家の皆さん、

本当に一丸となって市にも要望いただいています

けれども、そこがバックにあるというのは私ども

も大きな力になるというふうに思っていますので、

議会とも相談させていただきながら、市としての

対応について検討させていただきたいと思ってい

ます。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） １点お伺いしたいと

思います。

商業の振興というところで、住宅改修事業、こ

れが継続事業となっていただいたのは大変よかっ

たなというふうに思っておりますけれども、さき

に新聞報道にもありましたけれども、今後の考え

方について今考えていることについてお知らせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 住宅改修事業の考え

方ということであります。これは、先般の所管の

委員会の中でも現段階の内容については説明をさ

せていただいたところですが、１２月の市長の行

政報告の中でも報告させていただいておりますが、

基本的に現状の住宅改修に係る補助の対象ですと

か補助の水準についてはそのまま継承していきた

いというのが一つの考え方です。それにあわせて

さまざまな政策課題がありますので、政策課題に

ついてその中に取り込めるかどうか、今その検討

をさせていただいているという状況にあります。

これに当たっては、市民の皆さんからのアンケー

ト調査ですとか、あるいは実際に工事を施工され

た事業者の皆さんからの声を今聞かせていただい

て、内部で検討して、できれば近いうちに方向性

についてはお知らせできるような機会を持ちたい

なと思っておりますので、御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひそのような形で

お願いしたいと思います。

このことに関しましては、比較的小さい業者さ

んだとかが大変仕事を確保するのにも有利な制度

で、そういった面では非常に雇用にもつながって

いるなというふうに思って見ておりますので、ぜ

ひ続けていただきたいというふうに思うのと近年

名寄のまちの全体をちょっと見回してみたときに、

共同住宅や個人の住宅がほとんど地元の建設会社

の旗が立っていないなと。それは、予算や決算で

もいろんなデータを出してもらっていますので、

それでも明らかになってはいるのですけれども、

本当に特に共同住宅なんかはほとんど地元が担え

ていないのかなというふうに思っております。こ

ういう状況がずっと続いていっていいのかなとい

うふうな、ちょっと疑問というか、不安というか、

方向性がどうなのだろうなというふうに思うので

すけれども、例えば市民からの要望の中だとか、

庁内の議論の中で、そこまで広げるとかなり大が

かりなことにはなってしまうのかなというふうに

思うのですけれども、他の自治体ではそういった

共同住宅に関してもやはり我がまちで担おうとい

うふうな考え方をもって制度化されている自治体

もあるようでございますので、そういったことの

議論経過等があればちょっとお知らせをいただき

たいのとそういうことに関する考え方についてお

話しできる範囲で結構ですので、お伺いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の住宅改修等推

進事業の見直しに当たっての検討の中では、さま

ざまな部局にも入っていただきながら、これまで

になかった政策課題の解決にもつながらないかと

いう、そんな視点で実は検討させていただいてお

ります。その中の一つには、今東議員が言われる

ように地元事業者が特に新築等の受注機会が減っ
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ているのではないかという議論もさせていただい

ているところであります。ここは、各事業者さん

からの聞き取りなどさせていただいているものが

ありますけれども、１つこの事業のスケジュール

的に考えたときに、４月１日からのスタートとい

うのが必要だろうというのがあって、まずそこに

は住宅改修のところについては切れ目のない事業

として実施をしていきたいというふうに考えてお

りまして、そこを受けて早い段階で市長の発言と

してリフォームのところについては継続をするの

だということでお話をさせていただいたというこ

とであります。

新築のところについて申し上げますと、確かに

事業者さんからも新築があるといいねというお話

について伺っているのは事実でありますけれども、

４月１日までに事業効果とか含めて十分コンセン

サスが得られるのかというと、ちょっと時間的に

足りないのかなというところもありまして、まだ

結論は出ておりませんけれども、４月１日からの

切れ目のない事業スタートとすると新築を４月１

日からすぐスタートできるかどうかについては、

そこの実施の有無も含めてですけれども、判断す

るには少し時間が足りないのかなと今思いもして

いるということで、あくまでも経過ということで

御理解いただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 答弁をいいただきま

して、４月１日からはなかなかちょっと制度設計

上も難しいのかなというふうなお話をいただきま

したけれども、全体を見回したときにこれまでは

ずっと思っていたのですけれども、一般住宅とい

うのは建設業者さんはずっと継続してきちっとつ

くってもらいたいなというふうな思いが実はあり

ました。特に北方圏の名寄という厳しい環境の中

の住宅というのは、地元の人たちが一番その環境

をわかっていて、住みやすい家を建てられるのか

なというふうにも思っておりましたので、できれ

ばそういう技術の継承というのをしっかりと担っ

ていただきたいというふうに思っていたのですけ

れども、近年はなかなか、やはり価格の競争のせ

いなのか、そこら辺がまだちょっと私は原因がど

こら辺にあるのかがわからないのですけれども、

余りにもよそから来られて建てられるというパタ

ーンが多いなと。できればそういうことを解消す

るためになよろっぽい家づくりの会というのもい

ろいろ活動していただいているのですけれども、

再度そこら辺何か要因はどこにあるのかだとか、

要因を探った中で何か行政として対策がないのか

だとか、そういったことをこの制度に絡めていた

だいてもいいですし、ちょっと別の項目でも結構

ですけれども、やっぱりこれは技術の継承と雇用

ということも考えられますので、今後ぜひ検討し

ていただければありがたいなと思いますけれども、

考えをお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 実は、先週末になよ

ろっぽい家づくりの方がちょうど定例の会議とあ

わせて忘年会もあったようですけれども、その前

の会議に出席をさせていただきました。そこで、

私も実は初めてだったのですけれども、本当にざ

っくばらんな意見交換をさせていただきまして、

リフォームに係るところはもとよりですけれども、

皆さんの考えについても限られた時間の中でした

けれども、聞かせていただいたつもりです。これ

については、非常に私も有意義な意見交換だった

と思っていますので、今後も続けて意見交換しま

しょうということでその場は終わっております。

今言われたところも含めて、行政として施策を打

つことも大切なのですけれども、それが効果的に

なるのは、効果を発揮するのは今東議員が言われ

たところがやっぱり課題があるのかというところ

についてもここは明らかにして、そこをどうカバ

ーできるのかということが必要だと思いますので、

ぜひ意見交換の中からそういった点についても調

査あるいは検証していきたいと思っておりますの
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で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） お伺いいたしますけれ

ども、この項目でまだ質疑を予定されている方は

いらっしゃいますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） それでは、以上で基本

目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力の

あるまちづくりについての質疑を終了いたします。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

なお、議会運営委員会開催のため暫時休憩をい

たします。

休憩 午後 １時００分

再開 午後 １時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

次に、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりについて審議いたします。

説明を求めます。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、基本目標

Ⅴについて説明させていただきます。

基本目標Ⅴについては、９本の主要施策で構成

されており、健康福祉部、市立大学、教育部にま

たがりますが、私のほうから一括して説明させて

いただきますので、よろしくお願いします。

まず初めに、基本目標Ⅴの１、幼児教育の充実

についてですが、現状と課題では子ども・子育て

支援新制度に基づく施設運営移行に伴い、幼児教

育の提供体制の充実が図られておりますが、質の

高い幼児教育を保障するためのさらなる体制の充

実が必要となっています。また、支援が必要な園

児に対して就学する小学校と発達支援機関が連携

していくことが必要です。

中期計画期間の方向性では、施設運営に対する

支援、体制の充実、全ての園児の小学校教育への

円滑な接続、移行に向けた取り組みを進めるとし

ております。

成果指標では、支援が必要な乳幼児の幼児教育

受け入れ施設数、特定教育の必要量の確保、幼児

教育、保育における小学校への接続人数をそれぞ

れ増加させることを掲げております。具体的には、

民間特定教育、保育施設への運営支援など名寄市

子ども・子育て支援事業計画に基づき取り組んで

まいります。

次に、基本目標Ⅴの２、小中学校教育の充実に

ついて説明いたします。現状と課題につきまして

は、知、徳、体の調和のとれた子供の育成のため、

授業改善や体力づくりの取り組みが必要であり、

また信頼される学校づくり、さらに危機管理体制

の確立や学校施設の保全が必要となっています。

このため中期計画における方向性では、きめ細

やかな教育の提供、地域とともにある学校づくり、

教職員の資質向上、危機管理体制の確立と学校施

設の補修、改築事業を進めるとしております。

成果指標では、全国学力・学習状況調査、全国

体力・運動能力調査の結果が毎年度全国平均以上

になることを目標とし、あわせて学校運営協議会

を全小中学校に設置することを掲げております。

具体的には、名寄市学校教育推進計画などの計画

を基本としながら、各種施策を推進してまいりま

す。

次に、基本目標Ⅴの３、高等学校教育の充実に

ついて説明いたします。高等学校教育においては、

少子化の進行に伴う中卒者数の減少などから、市

内高校での１間口削減が示されています。高校進

学者数に見合った募集定員の確保、生徒の希望に

沿った学ぶ環境の整備など、地域の実情を考慮し

た適正規模の高校配置が必要です。

このため中期計画における方向性では、生徒の

希望に沿った学ぶ環境の整備や地域の産業を支え
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る人材育成などが重要なことから、学科や学校の

再編のあり方、有効な支援策などを検討しながら

進めるとしております。

成果指標では、高校生資格取得支援者人数を成

果指標の一つとしていますが、目標値を２００人

としているところです。

次に、基本目標Ⅴの４、大学教育の充実につい

て説明いたします。現状と課題につきまして、大

学施設の整備については大型の施設整備は終了し

たものと考えておりますが、２号館、恵陵館や３

号館、本館など既存施設の老朽化が進み、修繕や

維持管理経費が年々増加傾向にあるのが大きな課

題となっております。また、本学は質の高い専門

職を養成することはもとより、さまざまな面で地

域貢献が求められております。平成２８年に設置

したコミュニティケア教育研究センターにおいて

専門職の継続教育及びスキルアップを目的とする

セミナーや研修会、公開講座の実施などリカレン

ト教育の推進に取り組んでいるとともに、学生ボ

ランティアの派遣も行っており、今後もこれらの

取り組みを継続する中でこの地域で安心して暮ら

せる環境づくりに取り組んでまいります。

中期計画における方向性では、１つ目として施

設及び設備の整備、充実を推進すること、２つ目

として地域貢献の取り組みをさらに進めること、

加えて学生が卒業した後もこの名寄市に定着する

よう取り組みを進めるとしております。

成果指標では、卒業生の地元定着に係るものと

して卒業生の市内就業者数とミニジョブカフェの

２本、地域貢献に係るものとして公開講座、リカ

レント講座の２本を掲げております。本学として

は、これらの施策を推進し、成果指標にある目標

値達成に向け取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの５、生涯学習社会の形成に

ついて説明いたします。現状と課題については、

ライフスタイルの多様化や地域教育力の低下など

から、市民が積極的に学び、社会参加する環境づ

くりが必要となっています。図書館など老朽化し

た社会教育施設が多いことから、改修など施設整

備に向けた検討が必要です。また、天文台や北国

博物館は交流人口の拡大や研究施設としての役割

を担っていく必要があります。

このため中期計画における方向性では、市民が

将来にわたって主体的に学べる環境の充実や社会

教育施設の整備に向けた検討を進めます。また、

市立天文台などを活用した市内外への情報発信や

交流事業を進めるとしております。

成果指標では、市民講座への参加者数、各社会

教育施設の利用者数増を目標値として掲げており

ます。具体的には、名寄市社会教育推進計画や第

３次名寄市子どもの読書活動推進計画などの計画

を基本としながら、各種施策を推進し、成果指標

にある目標値達成に向けて取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの６、家庭教育の推進につい

て説明いたします。現状と課題については、子供

の生活習慣や思いやりの心を育む家庭教育力の低

下が指摘されており、学習機会や親同士の情報交

換の場つくりが必要となっています。また、子育

て家庭の孤立や地域教育力の低下が指摘されてい

ることから、家庭、地域、企業が一体となった教

育力の向上を図っていく必要があります。

このため中期計画における方向性では、家庭や

学校、地域などの連携、協力体制を構築し、地域

力向上のための取り組みを進めるとしております。

成果指標では、家庭教育学級で実施する事業へ

の参加者数、各種講座等への参加者数の増を目標

値として掲げております。具体的には、市内に幼

稚園で実施している家庭教育学級への支援を各種

交流事業などを実施しながら成果指標にある目標

値達成に向けて取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの７、生涯スポーツの振興に

ついて説明いたします。現状と課題については、

市民ニーズに対応するためスポーツ施設の改修な

どが必要となっています。また、子供たちの体力

低下などが指摘される中、指導者の確保などジュ

ニア選手の育成システムの構築が必要です。さら
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には、スポーツによる交流人口の拡大を図ってい

く必要があります。

このため中期計画における方向性では、本市の

特徴を生かしたスポーツの推進、またスポーツに

よる地域振興や交流人口の拡大を進めるとしてお

ります。

成果指標では、スポーツイベントへの参加人数、

ジュニア選手の全国大会出場者数、合宿入り込み

人数の増などを目標値として掲げております。具

体的には、冬季スポーツ拠点化事業などの各種施

策を推進し、成果指標にある目標値達成に向けて

取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの８、青少年の健全育成につ

いて説明いたします。現状と課題については、少

子化による子ども会活動の低迷などから、子供た

ちの体験交流活動の充実が必要となっています。

また、子供たちを犯罪から守るために地域全体で

の見守り体制を構築するなど安全体制が求められ

ています。さらには、児童センターの老朽化や児

童クラブの利用料金の格差など、検討を進めてい

く必要があります。

このため中期計画における方向性では、子ども

会育成連合会と連携した子ども体験・交流事業を

進めます。また、教育相談体制、児童館など子供

たちの居場所づくりの充実、児童センターの施設

整備などについて検討を進めるとしております。

成果指標では、子ども体験・交流事業への参加

者数、各施設の利用者数、登録者数の増を目標値

として掲げております。具体的には、子ども・子

育て支援事業計画などがありますので、これらの

計画を基本としながら各種施策を推進し、成果指

標にある目標値達成に向け取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの９、地域文化の継承と創造

について説明いたします。現状と課題については、

ＥＮ―ＲＡＹホールなどを拠点とし、関係団体な

どとの連携、協働による発表や鑑賞機会の充実が

必要となっています。また、本市の歴史や文化財、

郷土芸能について、各種展示会などの普及活動や

次世代への継承など調査や保存などに取り組んで

いく必要があります。

このため中期計画における方向性では、文化施

設を核として市民が文化芸術に親しむ環境づくり

を進めます。また、文化財の保護や郷土芸能の継

承に向けた支援を進めるとしております。

成果指標では、芸術鑑賞事業での来場者アンケ

ートによる満足度や市民文化祭事業での出展及び

出演団体数を目標値として掲げております。具体

的には、舞台芸術劇場実行委員会など各種団体と

連携しながら、芸術鑑賞事業を推進するなど、成

果指標にある目標値達成に向け取り組んでまいり

ます。

以上、私からの説明とさせていただきます。よ

ろしく御審議をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ３点ほど質問させて

いただきたいと思います。

１点目です。Ⅴの２にかかわりまして、小中学

校教育の充実にかかわるところで、実施計画の心

の教室相談員配置事業についてであります。昨日

も重点プロジェクトにかかわっても質疑も出てお

りましたけれども、この中期計画に掲載されてお

ります事業費１２０万円というのは、これは今ま

でと同様の心の教室相談員の配置の事業費であろ

うというふうに判断いたします。以前から子供た

ちの不登校、それから現在のさまざまな状況に対

応するところでの支援が必要であるという話が出

ていることから、この部分につきましては小学校

での配置等も話題に上ってきているところであり

ます。中期計画としてこの部分についてさらに取

り組みを進めていく必要があると思いますが、こ

の考え方について質疑させていただきます。

２点目です。Ⅴの３のところ、高等学校教育の

充実についてであります。この中期計画、来年度

から４年間の計画でありますので、この期間の中
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で名寄市内にある２つの道立高校が具体的にどの

ように変容していくのかということについては、

関係者のみならず地域の人たちの大きな関心事に

なっていると思います。この点について少し中身

について質疑させていただきたいと思いますので、

現在わかる状況についてお知らせいただきたいと

思います。

最後、３点目です。Ⅴの９のところ、地域文化

の継承と創造についてであります。成果指標の中

にあります市民文化祭事業のところの成果指標、

５０団体がそのまま４年目も５０団体というふう

に掲載されていると思います。これは、数字的に

変わりがないということでありますので、今現在

達成されているところを４年後も団体数を落とす

ことなく継続していくというふうな受けとめ方を

すればいいのかなというふうに思いますけれども、

同じ数を成果指標として掲載されたところの考え

方についてお伺いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、１点目の心の

教室相談員の関係でございます。実施計画事業に

掲載をさせていただいておりますけれども、この

事業につきましては３中学校に相談員を配置する

という事業でございますけれども、近年各学校に

おいていじめですとか不登校、いろんな問題がさ

まざまにまざり合ってといいましょうか、進化を

していっている状況にございます。大変相談員の

活動といいましょうか、範囲も広くなってきてい

るのだろうなというふうに考えております。特に

また、小学校においても不登校傾向にある子供た

ちが増加傾向にあるということはデータ的にも出

てきてございます。今後の課題といたしましては、

中１ギャップのような問題について、やはり小学

校の段階から小中がうまく連携をしながら進めら

れるような相談体制というのも重要になるのかな

というふうに考えております。これについては、

いろんな場面で各委員さんからの御意見をいただ

いているところでございますし、それを参考にさ

せていただきながら、新たな制度設計ができない

のかなというようなことも含めて中期計画の中と

いいましょうか、早々に制度設計等も検討させて

いただければと思っております。事業費について

は特に触れませんけれども、考え方としてはその

ような形で進めていきたいというふうに考えてお

ります。

また、２点目の高等学校のあり方についてでご

ざいます。御承知のとおり３２年度、３２年にお

いては名寄産業高校で建築システム科と電子機械

科が一緒になって機械・建築システム科というこ

とで、４学級が３学級になるということでもう進

んできております。さらに、それ以降の中卒者数

の名寄市内、また上川北部の減少状況を鑑みます

と、さらに３３年から３７年の間に１学級減が必

要というふうなことが適正配置計画の中でも言わ

れております。現在そのような中で、名寄市とい

たしましては本年３月２８日に道のほうに意見書

というか、要望書を出しておりますけれども、そ

の中で先ほど議員御指摘のとおり名寄高校と名寄

産業高校の今後のあり方も含めて早い段階で道と

しての考え方も示してくれという話をさせていた

だいておりますので、そのようなことを道と道教

委の考え方も含めながら今後また検討していかな

ければならない案件と。中期計画にちょうどぶつ

かることになりますので、この計画の中でしっか

りと議論を詰めていければというふうに思ってお

ります。

また、最後の３点目です。地域文化の継承と創

造ということで、市民文化祭事業の参加者数です

けれども、５０団体が目標値としても５０団体と

いうことになっていますけれども、これにつきま

しては毎年参加される団体もかわってきていると

いうか、一部特定されてずっと通年、毎年参加し

ている団体もありますけれども、やはり年度によ

って若干５０団体より多かったり、少なかったり

ということもありますので、継続していろんな活
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動を通しながら、参加団体については現状維持と

いうような状況で進んでいくのかなというふうな

ふうに考えておりまして、目標値についても今同

じ５０団体ということで設定をさせていただいて

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 心の教室相談員のこ

とにつきましては、小中連携の中で必要というお

話もありましたので、今後検討していただけると

いうふうに思っています。教育改善プロジェクト

委員会が設置されていて、そこでの成果も大きく

成果として捉えられる状況が生まれておりますし、

名寄市内から他の自治体に転任された先生方から

名寄市の教育改善プロジェクトの成果を感じると

いう声も直接伺う機会もある中で、この教育改善

プロジェクトが成果を上げるためには子供たちの

精神的な安定、学校に出てくることの安定という

ことがやはり大きくかかわってきますので、それ

については安心子育てプロジェクトも大きな重点

プロジェクトとしてうたっておりますので、ぜひ

とも前向きな御検討をお願いしたいと思っており

ます。改めて御答弁はいただきませんけれども、

それについては強く求めたいと思っています。

それから、高等学校のほうの件ですけれども、

体力のあるうちに道に要望ということで新聞報道

等見せていただいておりますけれども、なかなか

その中身について市民が議論に加わる機会が少な

いのかなというふうに思っております。突然とい

うイメージで受けとめられた方もいらっしゃった

中で、この総合計画中期基本計画の総括審議の中

でも対話的な取り組みですとか、市民との意見の

キャッチボールということ、多く言葉になってき

ております。その点にかかわりまして中期計画の

中でどのような市民理解といいますか、市民への

情報提供、要望等の吸い上げがされるのかどうか、

その点については再度御答弁を求めたいと思いま

す。

それから、文化祭の５０団体という成果指標に

ついては、数だけが問題ではないというふうな受

けとめ方もしたいと思っておりますので、中身の

問題ということで受けとめさせていただきまして、

５０団体、数が減らないようにということの目標

の中で成果を、それぞれの団体の方々の活動を支

えていただくその成果のほうに注目していきたい

というふうに思っています。

２つ目のことについてだけ御答弁をお願いしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） それでは、２点目の

高校のあり方についてでございますけれども、産

業高校の１間口減の結論を出した経過の中でも、

高等学校の在り方検討会議というのを開催させて

いただきながら方向性を生み出してきたという現

状もありますので、引き続き在り方検討会議の委

員の皆様ともやりとりをさせていただければと思

いますし、当然市民に周知可能な面につきまして

は周知をしていきたいと思っておりますけれども、

今後やはりハードの部分も含めてさまざまな問題

が出てくるのかなというようなふうに想定をして

おりますので、そのまま公表できるか問題もある

でしょうし、やはりなかなか難しい問題もあるの

かなというふうに今はちょっと考えておりますけ

れども、いずれにいたしましても地元の高校です

から、その方向性ということですので、市民の皆

様には可能な部分について積極的に情報公開をさ

せていただきながら進めていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 検討委員会での審議

は当然のことだと思いますし、代表の方たちは市

民の意見も吸い上げていただいていると思います

が、何分今の中学生ではなく小学生にとっても、

その保護者にとっても大きな課題になってきてい

ると思います。名寄の子供たちがきちっと名寄の
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中で将来につながる後期中等教育を受ける、その

ことを保障していくということにおいては、出せ

ないところもあるでしょうけれども、審議の経過

についてもしっかりと市民に公表していただくと

いうことについてお願いしたいと思います。これ

は御答弁結構ですけれども、お願いして、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

９の地域文化の継承と創造についての中なので

すけれども、名寄市史の編さんに向けての考え方

をお聞きしたいというふうに思っています。現状

と課題の中では、本市の歴史や文化財、郷土芸能

について云々と。市民の理解を深める取り組みの

充実が必要ですというふうになっています。さら

に、基本計画の中でも歴史や文化財の継承という

ことで、実現の方策として地域にかかわる歴史、

自然、文化にかかわる資料や文献をと。収集した

資料を活用した展示会や講座の開催などにより、

地域を知る機会を提供し、普及啓発に努めますと、

このように実現の方策が出ているところでありま

すけれども、今回中期計画の方向性の中では歴史

のところが触れられていないということで、前回

編さんされてから随分日がたっているのとこの間

旧名寄市、旧風連町と合併して大きな名寄市とし

ては、名寄市史上としては大きな事業に取り組ん

できた。このことがやはり歴史の中に残していく、

その作業が少しでも早く行われたほうがいいので

はないかというふうに考えていまして、この辺の

考え方についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時４０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） お待たせをしまして

申しわけございません。

大変大きな問題ですので、私も全然想定をして

いなかったのですけれども、ちょっと今調べさせ

ていただきますと、名寄市の市史、名寄市史と言

われるものにつきましては１巻目が平成１１年、

２巻目が平成１２年、３巻目が平成１４年と３巻

にわたって発行されているということで、非常に

壮大なものなのだろうというふうに思っておりま

す。また、風連町史につきましても平成１１年に

第２編が編さんされているということで今確認を

させていただきました。

市史編さんについてどのような考え方というか、

１８年に合併しましてもう１２年程度たっている

ということで、今後どのような形、どのようなタ

イミングで例えば名寄市史を発行する、それに向

けて編さん室、準備室みたいなものをつくってい

くという、形については今のところ今この場で答

えるということにはなりませんけれども、今後そ

のようなタイミングというか、時期が来ましたら

検討させていただければというふうに考えており

ますけれども、私が言っていいのかちょっとわか

りませんが、合併してある程度どの時期がいいの

かというのもあると思いますけれども、その辺も

含めて検討させていただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今河合教育部長のほう

からお話ありましたが、この市史編さんの作業に

ついては非常な労力をかけなければならないとお

聞きしております。前回名寄の市史についてであ

りますけれども、聞き取り調査もかなりの回数、

かなりの時間やらなければなりませんし、また中

にはデリケートな情報も入っておりますので、そ

の編集作業をどういう形であらわすかについて非

常に細やかな神経を使うという作業ということで

お聞きしておりますので、やることになりますと

大きな労力がかかるということでありますが、今
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河合部長がお話ししましたとおり、合併後もう既

に１０年以上経過している。また、北海道命名１

５０年ということで、何らかのタイミングを見計

らってやることが必要であるとともに、過去の情

報を十分知り得ている方とコンタクトをとらなけ

ればならないということも考えますと、そう遠か

らずこの作業は着手しなければならないかと思っ

ております。中期計画の中ではまだそこまで具体

的な議論出ておりませんけれども、今後ローリン

グなどを通じてこの議論は深めていきたいと思っ

ています。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今おっしゃったように、

膨大な資料を集めての市史編さんということだと

いうふうに思うのです。ですから、お聞きしたと

ころによると少なくても３年から５年くらいの準

備期間は必要だろうというふうに言われていまし

た。そういう年月をかけてつくられていく市史な

のですけれども、合併してその前の準備段階から

すると、だんだん日がたって２０年の月日がたっ

てくると、その当時のことが紙に書いたものは残

りますけれども、それぞれの携わった皆さん方も

１年ずつ年を重ねていらっしゃいますから記憶も

薄らいでくるというところでいえば、やっぱり早

目の計画ということが、いつ編さんできるかは別

としても、そういう準備というのは必要ではない

かなというふうに考えています。私も何回か合併

後の合併したことの研修でなくて……どういうふ

うなことがあったのかという振り返ることも必要

ではないかというふうに何度かお話をさせていた

だいてきましたけれども、そういったところも含

めてやはりきちっと形にしたものに残して、次の

世代の皆さん方に残していくことが今の私たちの

仕事かなというふうに思っています。今のお話、

やりとりを聞いていると、このことがほとんど議

題に上っていなかったのかというふうに今受けと

めたところでありますけれども、市長はその点に

ついてどのようにお考えで、今後どのような方向

性を持って取り組んでいかれるのかお聞きをして、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 部長と副市長から答弁さ

せていただきましたが、それぞれ旧風連、旧名寄

ともに２０年ぐらい前に開基恐らく１００年的な

ところを節目にこうした編さんをされたのかなと

いうふうに……違いましたか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 開拓、その１００年の節

目にそうした事業をされたのではないかなという

ふうに思います。改めて今約２０年ぐらいの経過

をしているということで、そのときに携わった方

もまだ御存命でいらっしゃる方も多くいらっしゃ

るということのタイミングだとか、やっぱり風連

と名寄の合併という本当に大きな出来事があった。

そのことのしっかりとした検証ではないですけれ

ども、そうしたことが何があったのかということ

をしっかり積み重ねて残しておくということは非

常に重要なことだろうというふうに受けとめまし

た。総合計画の議論の中ではなかなかそうしたこ

とは出てこなかったということでありますけれど

も、それぞれに思いはあったのかなというふうに

は思います。改めて議員から今そうした指摘とい

うか、御示唆をいただきましたので、副市長がお

話しされたとおりそう遠くない段階でどういう準

備ができるのかということをしっかりと内部協議

をさせていただいてというふうに考えますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 基本計画２２ページ

の２番の小中学校教育の充実についてお尋ねをし

たいと思いますが、前文があって現状と課題、関

連して実施計画が連動するわけなのですが、現状

と課題あるいは今後の方向性などについてはある

程度共有できますけれども、いわゆる相手が子供

であったり、家庭であったり、地域であったりと

いうことで、非常に大きな取り組みになります。
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この２２ページの現状と課題と中期計画の方向性

について読む限りでは、これを実践をしていくた

めにはもっと大きな課題が教育現場にはあるのか

なということで、その裏づけみたいなのについて

の問題意識は今までも一般質問等でやらせていた

だいていますけれども、少し抜け落ちているので

はないかなというふうに印象として強く持ってお

りまして、そういう問題意識が抜けているわけで

はなくて、恐らく記載漏れなのか、あるいはそこ

まで触れなくていいということなのか、言ってい

ることについては十分わかっているかと思います

ので、基本認識について改めてお尋ねをしておき

たいと思います。

もう一つは、これ小さいことですけれども、教

育全般にかかわることではないのですけれども、

実施計画に関する資料は議会決議ではないのです

けれども、来年からこれは全部に、名寄市全体に

かかわることですけれども、資料に来年５月から

いずれにしても元号が変わって、天皇陛下もかわ

るということの中で、今までこれからは記載を去

年総計の論議のときに西暦といわる元号の両方記

載でできればわかりやすくしていくということに

なっているのですが、実施計画のほうはスペース

の関係もあるのかもしれませんけれども、元号記

載だけ。平成、Ｈの３１、３２、３３、３４、こ

れはどっちにしても事実関係が明らかにもう示さ

れているわけだから、計画が議決された以降、訂

正文を市民にちゃんとつくるべきかなと。このま

まずっといくと矛盾も出てくるのでないかと思い

ます。これはささいなことですけれども、大事な

ことでもありますので、あわせて。これはそっち

になるかもしれませんけれども、２点についてお

伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、１点目の小中

学校教育の関係について私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。

計画案自体につきましては、コンパクトにとい

うことですので、全体的に私たちの思いというの

をそのままコンパクトにまとめて表現するという

のは非常に難しかったというのは１つございます。

ただ、教育問題については諸課題本当に山積して

いるという実感を持っていますし、学校力向上に

関してはやはりプロジェクト委員会ですとかで積

極的に進めていただいております。また、ハード

の部分についてなかなか思うようには進んでいっ

ていない状況もございますけれども、その反面や

はり南小学校ですとか、今回風連中央小学校のハ

ードが整備できたということで、着実に一歩一歩

ですけれども、前進しているのかなというふうに

考えております。また、先ほどありましたとおり

子供たちが楽しく健やかに学校に行けるようにと

いうことで、やはりいろんな教育問題、不登校で

すとかいじめの問題等もあります。そのような面

もいろいろ包含をされているのだろうと。多種多

様に問題はあるというふうに思っておりますけれ

ども、それにつきましては教育委員会総力をもっ

て取り組んでいきたいと思っておりますし、当然

教える側の教職員の関係の研修とあわせて働き方

の問題につきましても、働き方一つをとってお答

えをさせていただきますけれども、現在３回の委

員会を開催しながら、働き方改革に向けた改善策

といいましょうか、等について検討を進めている

という状況もありますので、総体の中で小中学校

教育を前進させていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 熊谷議員のほうから

来年５月１日以降元号変更ということで御意見を

いただきました。現在の議案としての形のほかに

冊子を出させていただくときに、今回の議員協議

会でお示しをした資料１のＫＰＩの部分と、あと

それぞれの個別事業の関係について、西暦も追加

をしながらという形で市民の皆さんにはお配りを

したいというふうに考えていますので、御理解を

いただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 後段の部分は、ぜひ

そのようになるかと思いますけれども、指摘だけ

させていただきたいと思います。

それで、前段のほうの課題は私聞き方、質疑の

仕方がまずかったかもしれませんけれども、いわ

ゆる一番最後にお答えをいただいた学校現場の話

が非常に抜け落ちていると。そして、字数をふや

せという話もそんなことも言っておりません。コ

ンパクトはコンパクトで結構ですけれども、ただ

課題と方向性が示されながらも、これらをこの向

こう４年間実践をして、知力、体力含めて上げて

いかなければならぬと。そして、実施事業の中に

も例えば学力の場合は全国平均以上とか、体力も

全国平均以上ということであえて数字は挙げてい

ないわけですけれども、いずれにしてもその目標

に向かっていくために一番大事なのが先生たちの

労働現場のことについて、働き方改革は今までも

何回も指摘をしていますけれども、一瀉千里で大

きな改善がされていないということで、ここがし

っかり土台なかったら、いろいろ課題や方向性が

出されていても大きく改善は、目標に向かって届

いていくというのはむしろさらに負荷をかけると

いうことになるので、そこら辺についてあえてこ

この時間、この時間に来てこう修正をということ

を求めたいところですけれども、改めて市長なり

教育長に認識を聞いた上でこの後の質疑をどうし

ようかというふうに思っていますけれども、その

ことを聞いている。

ハードのことは、金あるかないかという問題と、

ただオールゼロの表記はほかの目標にもあります

から、おおむねそれは理解しているのだけれども、

学校に関してはオールゼロではなくて、どの年度

にやるかということは向こう４年間の中でこれか

ら名中かとか限られてくるわけですけれども、こ

の４年間だと。そこは、最低の数字を押さえると

いうことは、きょう聞くつもりはなかったけれど

も、そう聞いたら答えたので、あえて再質みたい

な感じになりましたけれども、きょう私は前段言

ったのはそのことが一番重要だというよりも、学

校現場の先生たちの労働改善の、あるいは今国は

文科省やら自民党文教部会の中でもとりあえずい

ろいろ言っているから、夏休みシフトと平常の平

日を変形労働制度で何やらかにやらという話まで

話題で出てきて、本末転倒のような感じがします

けれども、いずれにしても現場は改善をされなか

ったら、せっかく目標をしっかり定めても届いて

いかないということになるのではないかと思いま

すので、教育長、市長、特に法律も変わりました

から両方にお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 前段に働き方改革の

働き方についてお答えをさせていただきたいと思

います。

なかなか実効のある取り組みができてはいない

のではないかということで、何度かにわたり議員

からも御指摘をいただいております。今回３回委

員会を開催したというふうに先ほど御報告をさせ

ていただきましたけれども、その中で本当の実際

の働き方をやっぱり把握しなければならないとい

うことで、実は９月と１０月の２カ月間、出退勤

調査を全教職員にさせていただいております。そ

の中で明るみに出てきたのが道で言っております

週６０時間以内の勤務ということを目指すという

ことになっていましたけれども、名寄でもやはり

実際換算すると６０時間以上になるという教職員

の割合が９月で１１％弱、１０月で１５％ありま

した。その方々が週６０時間以上勤務をしている

ということで、調査の中で明らかになってきたと

ころです。今後それをいかに削減をしていく有効

な手だてがどういう手だてがあるのかという、や

はり真剣に検討していかなければならないのだろ

うというふうに思っています。その一つとして、

校務支援システムの内容を精査していただいて、

やはり使いやすい、使い勝手のいいシステムはど

のシステムがいいのだというような内容の検討も
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今させていただいておりますし、そのほかにも長

期休業期間中の完全閉庁日の設定はもちろん当然

もうしなければならないと思っていますし、さま

ざまな例えば午後７時以降は電話等も受けないと

いうような、そういう実効のある取り組みがどの

ような取り組みができるのかというのも含めまし

て今後さらに委員会の中でも検討をさせていただ

いて、実効あるものにしていきたいというふうに

考えておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今熊谷議員のほうから

御指摘あった点についてでございますけれども、

一応総合計画の中の記述については、教育といえ

ども公教育でございますので、もちろん計画を立

てる際には子供の実態と教職員の状況についてき

っちり踏まえた結果の表現上なのです。ただ、総

合計画と教育のほうの計画、これに整合性を持た

せるには総合計画の１０年間の時期と学習指導要

領の１０年間のこれが統一できるように調整して

今回期を一にするような状況にしております。た

だ、一番最初に基本的な考え方として学習指導要

領の内容と、それから国の教育振興基本計画とい

うのがありまして、それに基づいて、また道の教

育推進計画というのがありまして、これにきちっ

と基づいて整合性をとりながら今回の第２次総合

計画の内容と連動させたということについては御

理解をいただきたいなと思います。

それで、我が国の子供たちの状況はもちろんで

すが、名寄市の子供たちの状況についてもしっか

り把握した上で、そこの総合計画の内容にもあり

ますように、まず１点目につきましては生きる力

を育成する教育の推進についてと書いてあると思

いますが、子供たちの生きる力を育むためには子

供たちに向き合う時間をしっかりと確保して、質

の高い授業や個に応じた重点的な授業によってこ

れからの時代に必要な資質能力を育成することが

極めて大切ということで考えておりますし、また

２つ目は特別支援教育について記述してあります

けれども、インクルーシブ教育の構築を目指す特

別支援教育の視点から、特別な配慮を必要とする

子供たちの自立と社会参加を目指してそれぞれが

持つ能力を最大限に育成していきたいと、そうい

う教育を進めていきたいということ。そして、３

つ目には、今大きな課題になっております地域と

ともにある学校の観点から、学校と地域の連携、

協働による社会総がかりの教育を実現すること、

いわゆるコミュニティースクールの実現について

推進していきたいということ。具体的に言います

と、こういうことを中心にして今後進めてまいり

たいと思います。当然名寄市の子供たちの実態を

しっかりと踏まえ、先生方の実態も踏まえて今後

進めていきたいと考えておりますので、御理解い

ただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 教育全般の問題につ

いては、名寄市だけの課題ではなくて本当に全国、

日本の社会全体の問題としてクローズアップされ

ておりまして、クローズアップされるというのは

当然のことで、今いる子供たち、これから生まれ

る子供たちが本当に日本を支えるという意味合い

では重要なエネルギーを注いでいかなければなら

ないわけで、教育長だけを、あるいは市長だけを、

そのことについて私も求めているつもりはござい

ません。ただ、与えられる現場にとって校長先生

が一番、そして教頭先生あるいは現場の先生皆さ

んが一番子供のことあるいは現場のこと、状況、

課題含めて知っているわけで、その働きやすい体

制をしっかり基盤があって初めて挙げられる目標、

課題について、できるだけ高い次元に引き上げて

いこうという、恐らく現場の先生たちも頑張って

いると思いますけれども、限界もあるということ

を何回も全国的に大きな社会的な事件も起きたり

していますので、改めてあえて私もこのことにつ

いて取り上げているつもりでいますので、十分そ

のことについても底辺に置きながらこの４年間推
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進をいただきたいし、力を注いでほしいのはやっ

ぱり現場の声、校長先生やら皆さん、学校の先生

たちです。声をしっかり常時聞きながら、一歩で

も二歩でも階段を上って、それこそ子供たちとし

っかり触れ合う時間を確保して質を高めるように

求めておきたいのですが、もう一度やっぱり市長

に、かつて働き過ぎだということで随分民間も含

めてこんな川柳が一時はやったのはもう記憶だと

思いますけれども、無理を言って無理をするなと

無理をさせるという言葉、気をつけてやりなさい

よと、頑張りなさいよと、余り無理するなよと言

いながらも無理させているという川柳も思い出し

ていただきたいと思いますけれども、今の教育問

題に限定して結構ですけれども、制度が少し変わ

りましたし、加藤市長の御見解もいただきながら

現状と課題、あるいは方向性の実践ができていく

ように願う立場で改めてお願いをしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今教育現場にかかわって

働き方改革と今回の目標設定の整合性についての

御議論だったと思います。改めて今教育長からも

お話あったとおり、このことについて実態も調査

をして、できることはやっていこうということで、

その働き方そのものの具体的な変更のあり方や地

域を巻き込んでできるだけそこの負担を減らして

いこうだとか、さまざまな、あとは教育部局だけ

でなくて市長部局でもやれることを共同でやって

いくことで仕事を減らしていく。いろんなやり方

をこれからも推進していくと、こういうことだと

思います。これは、教育現場だけでなくてもう我

々の役所の屋根下そのものの課題でもあると思っ

ていまして、人口は減っておりますけれども、し

かし行政ニーズというのはますます多様化してい

る。あるいは少子高齢化の中で、議員もよく言わ

れる高齢者福祉の多岐にわたるサービスの増加、

あるいはニーズの多様化という問題もあると。一

方で、そうしたことにかかわる財源というのは頭

打ちあるいは右肩下がりにどうしても見えてくる

中で、これをばかばかとサービスのニーズのとお

りに人をふやしていくということになると、これ

はもう行政そのものが成り立たないわけでありま

して、そこをいかに知恵を絞ってできるマンパワ

ーで、あるいは行政だけでない、いろんな方と協

調して、あるいはできるところは民間にお任せし

てとか、さまざまな手法でこの問題を解決してい

かなければならない。これは、教育現場だけでな

い、行政全体の問題として受けとめていくという

ことだと思います。

改めてそういう意味では、今回の総合計画にば

しっとはのっておりませんけれども、これから人

口が減っていく中でどうしても政策も色をつける

ところはつける、あるいは落とすところは落とし

て少し選択と集中をしていかなければならない。

そうした部分も場合によっては出てくるのかなと

いうふうにも思っております。改めてそのことも

含めて、こういうことを進めていきます、こうい

うことをあるいはやめていきますとか、こういう

ことを変えていきます、そうしたことをしっかり

市民の皆さんと一緒に議論をさせていただきなが

ら、市民の皆さんにもしっかりと行政にかかわっ

ていただく、参画をしていただく、その機運を高

めていくということが何よりも重要なことではな

いかなというふうに思っているところでございま

す。答えになったかちょっとわかりませんけれど

も、そうした思いでいるということで御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） ２点お伺いしたいと

思います。

９の地域文化の継承と創造というところで、問

題があるというわけではないのですけれども、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールの運営についてお伺いをしたい

と思います。これまで非常に多くの事業をこなし

てきていただいております。多分これは当初の予

想を大きく上回るものではないのかなというふう
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に思っております。そしてまた、ホールだけの運

営だけではなくて、アウトリーチ活動であるとか、

さまざまな文化を伝えていこうという活動をして

いただいているわけですけれども、総合計画の中

で記載がなかったのですけれども、特にこの４年

の間でこういう取り組みをしてみたいだとか、こ

のホールとしてここまで成長してみたいだとか、

何かそういうふうなお考えがあればお伺いしたい

というふうに思います。

２点目ですけれども、５の生涯学習についてな

のですけれども、天文台についてちょっとお伺い

をしたいと思いますけれども、この４年の間で多

分１０周年を迎えるのではないかなというふうに

思っておりますけれども、この１０周年に対して

何かお考えがあればお伺いをしたいなというふう

に思いますし、できれば１０年という節目を越え

てさらに何かの形で飛躍していただきたいなとい

うふうな思いでもおりますので、その辺に対する

考え方も含めて考え方をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ＥＮ―ＲＡＹホール

につきましては、文化芸術振興助成金等を活用し

ながら自主企画等、また貸し館業等をさせていた

だいておりまして、おかげさまで順調にといいま

しょうか、入場者数も経過しているという状況で

ございます。今後といいましょうか、先ほども申

し上げましたとおりアンケート調査でいろいろ毎

年ＥＮ―ＲＡＹホールに来ていただいた方々に調

査させていただいておりまして、その中でジャン

ルですとか、どのような企画が好評を得たですと

か、例えば市内外からの入り数がどうだったかと

いうようないろんなアンケートをさせていただい

ております。おおむね満足をいただいているとい

う状況もございますけれども、その数字に甘える

ことなく、今後もさまざまな活動、先ほどありま

したとおりアウトリーチ等も含めてしていきたい

なというふうに思っていますけれども、私個人的

にこういうふうにということは今ちょっと思い浮

かばないのですけれども、そのような形でアンケ

ートをもとに今後も引き続き市民、また市外の皆

さんからも愛されるようなホールづくりを目指し

ていければというふうに考えております。

それと、天文台の関係でございますけれども、

あちらに移って１０年、グランドオープンしてか

ら１０年になると思います。メモリアル的なとい

うこともあるのですけれども、今旧木原天文台の

模型等を作成して掲示してみようかというような

話を天文台の職員ともさせていただいております。

その辺も含めて１０周年といいましょうか、なよ

ろ市立天文台の新規開館１０周年等に向けて企画

を今後天文台の運営委員会ですとか、さまざまな

関係していただいている団体の方々もいますので、

その方々の意見等もいただきながら検討していき

たいなというふうに思っています。将来的にどの

ような形ということもありますけれども、一つ一

つ地道に進めていきたいなというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ＥＮ―ＲＡＹホール

についても御答弁をいただきまして、順調に進ん

でいて、事業数も当初より多分多くやられている

のではないのかなというふうに思います。これは、

主催事業だけではなくていろんな方が実行委員会

をつくったりだとか、そういった形の中で運営し

ていただけるのが形としては非常によいなという

ふうに思っておりますし、例えばポスターの掲示

の中で皆さん、こういう補助制度がありますので、

事業をやってみませんかなんていうＰＲもしてお

られて、やっぱりこういう方向はとてもいいなと

いうふうに思いますので、ぜひそこら辺は今後と

も進めていただきたいというふうに思います。

そこで、例えば当初の予定より事業が多くて、

私見ていると土日に皆さん働いているなというふ

うに見受けられるのですけれども、担当の職員、

それと事業量、ステージの上での事業量がこれだ
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けふえたということは受託をしているエフエムな

よろのほうも相当数作業量がふえているのかなと

いうふうに思っているのですけれども、そこら辺

の状況というのはどのように把握しておられるの

かお伺いをしたいなというふうに思います。

それと、もう一点なのですけれども、名寄市の

観光大使をしていただいているサックスプレーヤ

ーの深田さんという方が最近ちょっと名寄に軸足

を置くというか、月に１回ＦＭラジオに出演する

のだとか、いろいろ帰ってきてイベントをやって

おります。彼も相当おもしろい情報を持っており

ますので、今後何か企画をする際には何かの情報

交換をしていただけるとおもしろい、さらにちょ

っと違う企画もできるのかなというふうに思いま

すけれども、そこら辺の考え方についてもお伺い

をしたいというふうに思います。

それと、天文台についてはメモリアル的なこと

を考えておられるということで、今後の課題なの

かなというふうにも思っておりますけれども、そ

のように進めていただきたいと思います。決して

人数がたくさん来たから立派だということでは必

ずしもないのかもしれませんけれども、やはり担

当の皆さんはそこら辺は相当気にしておられるみ

たいで、一方で市民の皆さんも実は行ったことが

ないのだよねという方が結構いらっしゃるのです。

例えばうちの町内会の皆さん連れていくととても

喜んだりなんかするのです。北国博物館にも行っ

たことがない。天文台にも行ったことがない。連

れていくととても喜ぶ。ここら辺と生涯学習の中

でコースで回るような、何かそういうふうなこと

って考えられないのかどうなのか、ちょっと突拍

子もない質問なのですけれども、お答えをいただ

ければありがたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ＥＮ―ＲＡＹホール

の関係につきましては、委託の部分も含めてスタ

ッフに過大な負担がかかっていないかということ

なのですけれども、確かにかかっていないという

ことはないと思うのですけれども、やはり意気に

感じて頑張ってもらっているという言い方が適切

かどうかはちょっとわからないのですけれども、

かなり代休とか有休とかを使いながらうまく職員

同士が回しながらやっていただいているのかなと

いうふうに思っています。エフエムの委託に関し

ても貸し館業等でやっていただいていますけれど

も、その辺もちょっと担当のほうに状況等を聞い

てみたいというふうに考えております。

それと、深田さんですよね、サックス奏者の。

中学校３校で吹奏楽部が昨年でしたか、お世話に

なりました。ありがたく思っていますし、芸術ア

ドバイザーということで佐藤さんにもなっていた

だいていますけれども、そこはそこでいろいろア

ドバイスをいただきながら、新たな視点で深田さ

んとまた接点を持たせていただきながら、いろん

な情報を今後いただければなというふうに考えて

おりますので、その辺のことについてもちょっと

担当と検討させていただければと思っております。

天文台ですとか北国博物館の関係、名寄市内の

転入者については４月でしたか、いろんな名寄市

内の施設を見て、見学していただけるような取り

組みを広聴広報でやっていただいていると思いま

す。ただ、教育委員会としてそのような取り組み

は今までしたことがないのですけれども、新たな

取り組みといいましょうか、アイデアをいただい

たということで、担当を含めて今後検討させてい

ただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 前向きな御答弁をい

ただきまして、ぜひよろしくお願いしたいという

ふうに思います。意気に感じてというか、できれ

ばきちっと休みとって体壊さないように勤務をし

ていただきたいなと思いますし、委託を受ける側

にしてみると多分人数的にいうともっと限られた

人数で作業をこなさなければいけないという状況

もあろうかなというふうに思いますので、そこら
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辺調査していただけるということなので、お互い

実態に合った適切な運営のあり方をしていただけ

ればありがたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、１点だけ

教育長に確認をさせていただきたいというふうに

思います。

９番の地域文化の継承と創造というところで、

文章の中に拠点施設を中心として鑑賞機会や参加

機会の充実を図るということと現状と課題の中で

は市民文化センター、ふうれん地域交流センター

を拠点としてさらに多くの市民が文化芸術に親し

む機会の拡充が期待されることからという文面が

ある。さらに、中期計画期間の方向性の中でも文

化施設を核として、市民が文化芸術に親しむ環境

づくりを進めますというふうに記載をされており

ます。一方、平成３０年度の行政評価結果報告書

の文化講演会の欄を見ますと、これは目的は市民

文化の向上を目的として取り組んでいることであ

りまして、１次評価はＢでありますけれども、著

名な方を講師に招聘して多くの市民が参加したと

いうことで一定評価をしているけれども、しかし

５０万円の予算では魅力ある事業づくりが困難、

改善が求められるということを書いて、ではこれ

は相当増額できちっと市民の文化度を上げていく

のかなと思ったら、実施計画を見ると２年に１回

にして１００万円にして、要するに一年一年やる

のを５０万円をやめて２年に１回にして１００万

円にすると。それが本当に教育長が目指している

文化度を上げるということなのですか。やっぱり

財政を優先をしてというよりも市民の皆さんの文

化度を上げる。名寄の文化度を上げるといってこ

の地域文化の継承と創造でうたいながらも、実態

を見るとお金５０万円なら無理だったら１００万

円、２年に１回ねというのは教育長の目指してい

る地域文化の継承と創造ということに合致してい

るという理解をしてよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２２分

再開 午後 ２時２６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の御指摘の件につい

てですけれども、市民、実行委員会のほうからの

お話がありまして、隔年、毎年５０万円というこ

とであれば著名人が呼べないという現状がありま

して、それに対応するために２年に１度１００万

円を計上して、そして実施しているという、そう

いう現状を踏まえてのお話でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それはわかるのです。

教育長として名寄市の文化度を高めるというとき

に、実行委員会はそうです。５０万円、５０万円

しかくれないから、それなら呼べないと、著名人

が。だから、２年に１回でもいいから１００万円

にしてもらえれば著名人が呼べるのだというのは、

それは実行委員会はそう言うかもしれないけれど

も、教育長として教育宣言をしている名寄市の教

育、人づくりあるいは文化度を高めるためには、

極端でないですけれども、５０万円というのは毎

年ではなくて１００万円にして、では本当に著名

人を呼べるのなら、それで市民の皆さんの文化度

あるいは認識度あるいは社会教育度が上がってい

くのなら、それはそうすべきだというのが私は教

育長の本当の本心ではないかなと。そういう意味

でここで基本計画で言っていることと実態と乖離

していると言ったら怒られるのですけれども、こ

こでは理想論を言っているけれども、実数見たら

２年に１回にしても１００万円にしてやるからい

いだろうという話ではないと。ここでいうのなら、

まさにきちっと名寄の文化度を上げるために教育

長として、あるいは教育委員会として、教育部と

してちゃんとした姿勢を出すのだというのがあっ
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て当然だというふうに思いますので、私が聞いて

いるのは小野教育長としてどういうふうに認識を

したのかということでありますので、お答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２８分

再開 午後 ２時２８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の佐藤議員の御指摘

のとおりでございまして、私も今後の名寄の地域

文化の継承、それを発展させるために再度ちょっ

とこの件については協議いたしまして、文化度を

上げるよう今後の方向性を考えていきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 基本的には、多分私

も教育長も同じ認識、同じ線に立っているのだと

いうふうに思います。人口がこれだけ少なくなっ

てきて高齢化が進んできて少子化が進むと、やっ

ぱりいろんな市民の皆さんにいろんな機会を与え

させていただいて、例えば旭川に聞きに行け、札

幌に行けといったって行けないという人たちにち

ゃんと名寄で聞かせてあげる。それは、もう近隣

でいえば士別のサンライズホールですとか、美深

さんもＣＯＭ１００でやっているわけであります

ので、やはり名寄は名寄らしく、それこそ小野イ

ズムではないですけれども、教育長の姿勢でぜひ

名寄の文化度を高めていく４年間にしていただき

たいと思いますので、それは強く求めて、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅴ、生

きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて質

疑を終了いたします。

これより、全体を通しての質疑に入ります。御

発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３０分

再開 午後 ２時３２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

これより議案第４号採決に入りますが、議決に

当たり附帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、平成３０年第

４回定例会議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについてにかかわ

る集中審議終了に際し、名寄市の最高規範である

名寄市自治基本条例第１９条において、まちの将

来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営

を進めるという見地から、意見を付議します。１

つ、中期基本計画の市民周知により一層努めるこ

と。２、基金に依存する厳しい財政運営が見込ま

れることから、財政規律を堅持し、財政健全化の

維持に努めるとともに、策定した名寄市公共施設

等総合管理計画の具現化に努めること。３、重点

プロジェクト推進に加え、地域包括ケアの確立、

急速に進む高齢化対策にも努めること。４、市民

意向、時代の趨勢を的確に捉え、実施計画に反映

することに努めること。５、実施計画の具現化に

際しては、十分な関係機関との協議、市民説明に

努めること。６、主要施策の成果指標（ＫＰＩ）

の目標値達成に最大限努めること。以上、決議す

る。以上、意見をつけるという附帯決議をつける

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、その

ように決します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時３４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 大 石 健 二
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安定と可能性を引き出す農業施策について外２

件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い大

項目３点にわたり質問させていただきます。

まず、大項目１、安定と可能性を引き出す農業

施策についてお伺いいたします。最初に、小項目

１、災害に対する取り組みについてお伺いいたし

ます。年の瀬も押し迫り、ことし１年を振り返る

時期となりました。人それぞれにさまざまな時の

流れがあったことと推察いたしますが、９月に発

生した胆振東部地震に端を発するブラックアウト

は、誰にとっても大きな衝撃であり、忘れること

ができないばかりか、大きな課題を突きつけられ

たと感じています。特に本市の基幹産業である農

業分野は、自然災害による影響が後々まで深刻な

問題を引き起こし、経営状況の悪化にもつながり

かねないことから、停電等災害への対応策につい

てをお伺いいたします。

次に、小項目２、ＩＣＴに対応できる人材育成

についてお伺いいたします。大規模化されていく

農業経営においては、ＩＣＴと多面的な能力育成

が農業の可能性を引き出す上から有効であると考

えます。人材育成の現状と今後の取り組みについ

てお伺いいたします。

次に、小項目３は、名寄産農産物の付加価値を

高める取り組みについてであります。作付面積日

本一のモチ米はもちろんのこと、アスパラガスや

ジャガイモ、カボチャ、トウモロコシなど名寄自

慢の農産物が数多くあり、豊かな食材に囲まれて

生活できることのありがたさを日々痛感していま

す。しかし、基幹産業としての農業の将来を考え

ると、地産地消はもちろんのこと、地元消費にと

どまらない広い流通経路を確保し、なおかつ他地

区との差別化につながる付加価値の追求が必要で

あると考えます。その取り組みの状況についてお

伺いいたします。

次に、小項目４、女性農業者の活躍を支える取

り組みについてお伺いいたします。家族間経営に

おける女性の活躍はもとより、女性仲間による起

業のための支援など、女性農業者の活躍を促す取

り組みについてお伺いいたします。

次に、大項目２、公共施設の活用に対する考え

方についてお伺いいたします。最初に、小項目１、

閉校後の下多寄小学校校舎及び体育館の活用につ

いてお伺いいたします。下多寄小学校は、風連地

区の教育発祥の地とも言える学校でありますが、

児童数の減少からやむなく今年度限りでの閉校が

決まっています。しかし、校舎は比較的新しいこ

とから、有効活用を求めるものであります。地域

にとってもかなめであった施設の活用に対する考

え方についてお伺いいたします。

次に、小項目２、旧日進小中学校、旧東風連小

学校、旧豊西小学校の校舎及び関連施設の活用に

ついてお伺いいたします。現在公共施設の立地適

正化計画が検討中でありますが、それぞれの校舎

及び関連施設は閉校後数年が経過しているにもか

かわらず、特に校舎は活用されることなく現在に

至っています。今後の考え方についてお伺いいた
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します。

次に、大項目３、スポーツ施策に関する市立総

合病院及び市立大学との連携についてお伺いいた

します。小項目１、医科学サポートについてお伺

いいたします。現在名寄市で進められているスポ

ーツに関する施策は、その目的も方法も多様であ

りますが、ジュニアアスリートの育成についても

広く市民の健康保持増進を目指した取り組みにつ

いても、医科学面からのアプローチは有効であり

ます。名寄市は、市立病院と市立大学を有するま

ちですという言葉に象徴されるように、名寄市の

強みを生かした病院や大学との連携による医科学

サポートをスポーツ施策に反映させることは可能

性を大いに広げるものであると考えます。考えを

お伺いいたします。

また、小項目２は、連携チームの具現化につい

てであります。病院や大学を核とした連携チーム

の具現化に対する見通しについてお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） どうも皆さん、おは

ようございます。ただいま山崎議員からは、大項

目で３点にわたり御質問いただきました。大項目

の１につきましては私のほうから、大項目の２及

び３につきましては教育部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、安定と可能性を引き出

す農業施策について、初めに小項目の１、災害に

対する取り組みについて申し上げます。当地域に

おきましては、９月に発生しました胆振東部地震

による直接的な影響はございませんでしたが、市

内全域が停電したことによりまして酪農家におき

ましては牛舎への給水や搾乳機器が停止するなど

の影響が生じ、その対応といたしまして市におき

ましては家畜用の水を運搬し、ＪＡにおきまして

は発電機を持って各酪農家を回り、一時的に搾乳

作業が復旧するよう緊急の対応を行ったところで

ございます。農業被害につきましては、停電によ

り搾乳後の生乳を冷蔵保管する設備が停止をしま

して、生乳の品質低下による廃棄処分が２６戸で

合わせまして７万 ４００リットル、金額にしま

して約７１４万円の被害が報告をされてございま

す。また、一時的ではありましたが、搾乳作業へ

の影響や飼養環境の変化に伴うストレスなどによ

りまして、その後の乳量減少などの影響もござい

ました。

今後の対応といたしましては、各酪農家におき

まして停電時に対応できる非常電源の確保が重要

なことから、発電機の導入や配電盤の改修につき

まして国や道から示されています支援事業を活用

し、停電への対策を講じる必要があるものと考え

ているところでございます。また、このほかにも

国の支援策としまして乳房炎予防管理対策や廃棄

された生乳に対しましてはホクレンが支援する方

針を示していますことから、引き続きＪＡと連携

し、情報収集に努め、酪農家個々の形態を踏まえ、

支援施策を有効に活用し、災害に備えた体制整備

に向けて取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。また、生産者への情報提供と指導に

努めていきたいと考えてございます。

次に、小項目の２、ＩＣＴに対応できる人材育

成について申し上げます。農業者の高齢化や後継

者不足による農家戸数の減少を受けまして、地域

の担い手となる農業者の規模拡大が進んでおり、

さらなる省力化やコスト削減、収穫量の増加など

による収益性の向上が課題となっております。現

在ＩＣＴを活用した省力化や栽培技術の高度化を

図るさまざまな技術が開発をされております。代

表例といたしましては、人工衛星からの位置情報

を活用し、トラクターなどの自動操舵が可能とな

ることで作業時間の短縮や資材の節減による効率

化が図られるとともに、作業の負担軽減や操縦に

熟練を必要としないため女性農業者も作業従事が

可能となるなど、女性の一層の参画と作業形態の

多様化が期待をされているところであります。
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本市におきましては、この技術を活用するため、

平成２９年にＪＡにより位置情報の精度を高める

補正基地局が設置をされ、運用が開始をされてお

りまして、現在１９戸で利用がされているところ

であります。また、これに先立ちまして農業者に

よるＩＣＴ研究会が設立され、現在６４名が参加

をし、情報交換や先進技術の研修などに積極的に

取り組んでおり、今後のさらなる活動に期待がさ

れるところであります。また、農業振興センター

におきましても自動制御による施設栽培の省力化

と適切な栽培環境を維持することを目的としまし

てハウス機能統合制御装置を導入し、実証試験に

取り組んでいるところでございます。

今後のＩＣＴ技術に対応する人材育成につきま

しては、導入によるメリットや操作技術の理解を

広く農業者へ伝えるとともに、機器導入の負担軽

減を図る必要があることから、今後ともＩＣＴ研

究会へ参画し、情報提供や指導に努めるとともに、

導入を支援する国の補助事業などの情報収集及び

提供についてＪＡと連携し取り組んでまいりたい

と考えてございます。

次に、小項目の３、名寄産農産物の付加価値を

高める取り組みについて申し上げます。農業者み

ずからが生産した農畜産物を加工、販売する６次

産業化が代表的な付加価値向上の取り組みとして

ございますが、本市におきましては大福を初めト

マトジュース、みそ、お菓子など地場産農畜産物

を活用したさまざまな加工品のほか、農商工連携

や各事業者によりモチ米を使用した甘酒やコーヒ

ー、お総菜など名寄産農畜産物を使用した多種多

様な商品の開発が行われ、販売がされているとこ

ろでございます。また、社会福祉事業所と生産者

などの連携による加工研究会も発足され、寒締め

ホウレンソウやカボチャ、スイートコーン、ピー

マン、トマトの規格外品を粉末やペースト状に加

工し、それらを使ったパンやソース、総菜等を試

作し、商品化に向けた研究の取り組みも行われて

いるところでございます。さらに、道の駅などの

市内店舗におきましては、野菜やお米のパッケー

ジに生産者名や写真を張って販売しているものや

加工品の原材料欄に名寄産と明記をしているもの

がふえ、これらの取り組みにつきましては消費者

が名寄産農畜産物を知り、広めることに加えまし

て、生産物に対する安心感を高めることで地産地

消、消費拡大につながるものと考えているところ

でございます。

現在市におきましては、関係団体と連携をした

もっともち米プロジェクト事業におきまして市内

外に生産量日本一を誇るモチ米をＰＲし、ブラン

ド化を目指しているほか、グループなどで行う農

畜産物の加工やファームレストランの設置、農業

体験など付加価値向上の取り組みに対する支援や

相談などにも対応しているところでございます。

生産物や加工品などの特産品を初め、農村景観や

収穫体験など農と食を資源とした情報を市内外へ

発信し、ＰＲすることで、名寄産農畜産物の知名

度向上や消費拡大を目指し、付加価値の向上と地

域活性化を図ってまいりたいと考えてございます。

次に、小項目の４、女性農業者の活躍を支える

取り組みについて申し上げます。国におきまして

は、平成４年に策定をしました農山漁村の女性に

関する中期的ビジョンにおきまして農村女性起業

を位置づけし、平成６年には具体的な施策としま

して農村女性グループ起業支援事業を創設いたし

ました。それ以降農村女性による起業件数は順調

に伸びており、平成９年度の ０４０件から平成

１９年度には ５４２件となっているという研究

報告もございます。名寄市におきましても平成９

年度ごろから加工や直売などの自主活動に取り組

む女性グループが複数誕生し、現在も活動を継続

し、市民との交流を含めて活躍をされておられま

す。一方、以前はグループでの起業が多くを占め

ておりましたが、現在は意思決定や行動に移しや

すいという利点もありまして、個人や家族による

起業がふえる傾向にありますが、商品開発や製造、

店頭での対応など女性が中心となるケースもふえ
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てございます。

また、農業経営における女性参画につきまして

は、家族経営協定により役割分担や労働時間、報

酬などが明文化され、男女共同参画など社会的な

女性の地位向上も図られていることに加えまして、

近年の法人化により経営に参画しやすい環境が整

えられ、女性の持つ能力や視点、感性が生かされ

るようになってきております。本市といたしまし

ては、農村女性のさらなる活躍を支援すべく、栽

培加工技術の習得や消費者との交流会の開催、起

業や所得向上に必要な研修、視察など学ぶ機会に

は農村女性活動支援事業を、また法人やグループ

で直売やファームレストランなど多角経営を目指

す具体の取り組みに対しましては地産地消付加価

値向上事業を御活用いただけるよう周知をし、個

別の相談などに応じてまいります。今後とも農村

女性が主体的に活躍できるよう関係機関、団体と

連携し、支援をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

公共施設の活用に対する考え方について及び大項

目３、スポーツ施策に関する市立総合病院及び市

立大学との連携についてお答えをします。

まず、小項目（１）、閉校後の下多寄小学校校

舎及び体育館の活用についてですが、下多寄小学

校につきましては明治３５年に開校し、旧風連町

教育発祥の地として１１６年の歴史を積み重ねた

伝統ある学校ですが、将来の児童数の推移やここ

で学ぶ子供たちの教育環境等について熟考した結

果、閉校という苦渋の選択をされ、昨年１１月に

下多寄町内会長、西風連町内会長並びにＰＴＡ会

長の連名により同校の閉校についての要望書が提

出されたところでございます。要望内容につきま

しては、閉校とする期日以外に児童の登下校にか

かわる交通手段の確保、児童にとって円滑な風連

中央小学校との統合についてでした。そして、学

校、校舎等の有効活用については今後の地域振興

策と関連することから、閉校準備委員会などで検

討し、再度要望書を提出していただくことになっ

たところでございます。

教育委員会といたしましては、児童にとって円

滑な統合となるよう下多寄小学校と風連中央小学

校の交流事業の取り組みや登下校時のスクールバ

スの運行について準備を進めているところでござ

います。校舎等の有効活用については、地域での

具体的な要望がまとまっていないことから、現段

階で利用方法などについてお示しすることはでき

ませんが、閉校後において施設を有効に活用する

ことを前提に最低限の管理をしていく必要がある

ため、日進小中学校や東風連小学校の閉校校舎の

維持管理などを参考に検討しているところでござ

います。今後においては、閉校準備委員会から施

設利用についての考え方も示されることから、維

持管理体制などについて関係部署も含めた検討協

議を進めていきたいと考えております。

次に、小項目２の旧日進小中学校、旧東風連小

学校、旧豊西小学校の校舎及び関連施設の活用に

ついてお答えをいたします。現在閉校した旧学校

施設の維持管理の状況についてでございますが、

まず旧風連日進小中学校ですが、風連日進町内会

や地域団体においてグラウンドの草刈りを行って

いただいております。次に、旧東風連小学校につ

いては東風連町内会においてグラウンドや校舎周

辺の草刈りなど実施していただいております。な

お、これら維持管理に係る燃料や除草剤について

は市から現物を支給させていただいているところ

でございます。さらには、町内会等で実施してい

ただいている箇所以外の草刈りや施設の雪おろし

などについては、市において対応しているところ

です。旧豊西小学校の周辺の草刈りや雪おろしな

どの維持管理については、市において対応してお

ります。

施設の利活用の状況ですが、旧日進小中学校、

旧東風連小学校の体育館については、地域や少年

団等においてバレーボールやテニス等で使用して
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いただいております。また、校舎については閉校

時の地域からの要望により職員室を地域の記念館

として各種資料や写真等の展示をしているところ

です。旧豊西小学校については、既に電気及び水

道をとめていることから、現時点において利用に

ついてはございません。

続いて、大項目３、スポーツ施策に関する市立

総合病院及び市立大学との連携についてですが、

まず小項目１、医科学サポートについて申し上げ

ます。近年アスリートの競技力向上においては、

医科学サポートが不可欠なものになっており、私

たちもオリンピックや国際競技大会での活躍の裏

側でトップアスリートが専門スタッフによる医科

学サポートを受けながらトレーニングを行ってい

る光景を目にすることがふえてきました。このこ

とで指導者の経験に基づくトレーニングだけでは

なく、身体機能の測定やスピード、パワーなどパ

フォーマンスに基づく測定結果を数字にあらわし、

他の選手と比較しながら論理的、科学的に検証す

ることで、より効果的で効率的なトレーニング方

法等が確立されていくことになります。

本市では、市立総合病院の協力のもと、名寄産

業高校に在籍するジュニアのバイアスロン選手を

モデルに血液検査等を実施し、測定結果を選手、

指導者にフィードバックしながら日々のトレーニ

ングに生かしていく取り組みを行っているところ

でございます。今後においては、医科学サポート

を広く展開していくにはこれらに精通した人材や

測定機器等が整備された施設が必要となってきま

すので、これからも地域の財産を活用したアスリ

ートの医科学サポートについて研究をしていきた

いと考えております。

続いて、小項目２、地域連携の具体化について

ですが、アスリートの医科学サポートにかかわる

連携についてはさきにお答えしたとおり、人材や

施設が必要であることとあわせ、指導者の理解も

必要になってきます。現時点においては、本格的

な医科学サポートができる体制は整っていません

が、冬季スポーツ拠点化事業に取り組んできた中

で医科学サポートはアスリート育成において大変

有効であると感じていますし、特にスポーツ医科

学を理解する指導者がふえていくことは選手の競

技力向上に直接的につながると考えております。

今後は、これまでの取り組んできた知見を生かし、

各競技団体や現場を支える指導者と連携を図りな

がら本市における医科学サポートの体制が確立で

きるかどうか検討していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、ポイントを絞って再度質問させ

ていただきたいと思います。

まず、大項目１にかかわっての部分であります

が、先ほど停電による被害状況についての説明が

ありまして、特に酪農家の部分での説明がありま

した。このことについては、以前から話題にも上

っておりますところで、具体的な数字の報告も聞

かせていただいているところであります。国や道、

それからホクレンの支援策も提示されている中で、

具体的にその国や道、ホクレンの支援策が講じら

れた後、さらに細かいところで穴を埋めていくと

いいますか、細かい対応として名寄市の支援策に

ついてどのような状況にあるのか、また９月から、

まだ１２月ですので、数カ月がたったというとこ

ろではありますが、具体的に対応されているとこ

ろがあるのかどうか、それについてお尋ねしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回は、農業におい

ては特に酪農家の被害が多かったということで、

さきほど答弁の中でも言ったように総額として７

１４万円ぐらいの被害があったということです。

少し内訳を見ると、やはり飼養頭数の多いところ

でいくと１００万円を超えるような被害のところ

もありますし、飼養規模の小さいところについて

は１０万円に満たないような被害額もあるという
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ことで、その飼養規模によって随分被害額も違う

のだというような状況であります。そういった意

味では、国あるいは北海道、そしてホクレンなど

が速やかに対策をあらわしていただいたというこ

とは、これは私どもあるいは生産者を含めて関係

者、非常にうれしい話だなというふうに思ってい

ます。

現在の取り組み状況ということですけれども、

国、道、ホクレン含めて速やかに対策を示してい

ただきましたので、私どもとしますとこの対策を

いかにうまく活用していくのかというのが当面の

課題だなというふうに思っております。既に国の

対策等については、ＪＡの系統のほうを通じなが

ら調査が進められておりまして、この間何度か生

産者のほうも聞き取り調査したということで伺っ

ておりまして、おおむね生産者の意向等について、

あるいは活用できる事業等については見通しが立

ってきている、整理ができている状況だというふ

うに考えています。市としての対応ということで

ありますけれども、こういった制度の普及、周知

含めてうまく活用できるような形で指導体制をし

いてきたということでありますし、今農協のほう

では酪農家だけではなくて、ことしの天候による

農産物の被害などもありました。次年度に向けて

の再生産が困難な農家さんもおられるということ

から、災害資金を検討しているところであります。

それは、耕種農家だけではなくて、今回の停電等

によって酪農家においても次年度に向けての再生

産が難しいということであればその災害資金の対

象になってくるものだと思いますので、その災害

資金に対する市としての支援については、これは

今後議会とも相談させて、検討させていただきた

いと思いますけれども、その中で一定程度の対応

ができるのかなというふう考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 災害資金等について

も丁寧に御説明いただきました。具体的に先に酪

農家の方の状況についてお伺いいたしますけれど

も、あの地震が９月ではなくて冬期間であったら

というふうに考えますと、これはもっと大きな被

害が想定されるのではないかと思い、心を痛めて

いるところであります。具体的に発電機ですとか

配電盤の整備というのは、９月から今日までの間

にどの程度進みましたでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 例えば発電機を入れ

るとしますと、１００頭規模の飼養の酪農家さん

でいくと発電機等の設備、随分差はあると思いま

すけれども、数百万円、３００万円前後のお金が

かかるのだろうというふうに思っています。酪農

家さんでも当然経営者でありますので、そこでリ

スクに対する投資については経営者がそれぞれ検

討するのだというふうに思っておりますので、現

状の中でいうと国あるいは道の中での支援策が検

討されていますので、その活用をどうしていくか

ということで、具体的に整備に至っているところ

はないというふうに認識しておりますけれども、

先ほども申し上げましたようにこの事業をうまく

活用しながら、経営判断として発電機の設置が必

要だと言われる農家さんについては私どもも情報

提供あるいはこの事業でうまく活用できるように

ＪＡなどとも十分協議をして進めさせていただく、

そのように考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今後きちっと進めら

れていくというふうに認識しております。

国、道から示されている助成率の割合、それか

らホクレンで示している資料に基づく助成のあり

方、そのすき間といいますか、それでは埋め切れ

ないものについて、農家の方たちは今後の特に酪

農にかかわっては他国との関連性もあって大変不

安な状況にあると思われますので、今は災害につ

いての対応について質問はさせていただいており

ますけれども、総体的に見たときの支援策という

ことで、戸数の多い、少ないにかかわらず対応に
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ついてしっかり取り組みを進めていただきたい。

ＪＡのほうでの取り組まれている状況についても

ちょっと伺ってはきていますけれども、その点に

ついてそれぞれの関連するところの連携というの

は当然必要でありますので、求めておきたいとい

うふうに思います。

次の再質問に移らせていただきますけれども、

先ほどＩＣＴに対応できる人材というところで、

平成２９年から基地局を整備された。そして、Ｉ

ＣＴ研究会等についての御答弁もいただきました。

このＩＣＴ研究会の６４名の中に女性は何名いら

っしゃいますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ちょっとリスト等が

手元にないので、はっきりわかりませんけれども、

数とすると少ないというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小項目の農業におけ

る女性活躍というところも含めて、やはり農業の

分野で女性がしっかりと一翼を担える状況という

のは今後の名寄市にとって大きなものがあるなと

いうふうに思っておりますので、特にＩＣＴのと

ころにかかわって力作業を求められたときの女性

のハンディというのは当然ありますけれども、そ

うではないところでの活躍の機会というものがふ

えていくことが可能性を広げるというふうに思っ

ておりますので、ぜひＩＣＴ研究会、今後の活躍

に期待しております。御支援のほどよろしくお願

いしたいと思います。

それから、先ほど加工品の話で多種多様な品目

についての御答弁をいただきました。本当にうれ

しい限りだなと思っていまして、私もたくさんの

食品をありがたくといいますか、おいしくいただ

いているところです。これらの製品、成果として

はかなり上がってきていると思うのですが、今こ

の災害という状況もありますし、名寄市の中では

重点プロジェクトにスポーツを据えているところ

もあります。例えばこの加工の段階で災害時の非

常食についてとか、それからアスリートフードと

いうところでの名寄市の農産物を大いに生かした

という、その観点からの食品加工についてはいか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） その前に先ほどＩＣ

Ｔのところで、６４名の方は確かに男性がほとん

どだと思いますけれども、基本的には経営体とし

て参加しているということだと思いますので、研

究会の中に直接参加しないでも、例えば御主人が

参加をしている。その話し合われたことがまた家

庭の中で反映されていると思いますので、決して

名簿に女性の名前がないからといって女性がそこ

の情報を共有できないとか、そういう体制ではな

いというふうに思っていますので、そこのところ

はつけ加えさせていただきたいと思います。

今災害食としての活用ということで御提言をい

ただきました。貴重な提言だというふうに思いま

すし、新たな視点なのかなというふうに思ってい

ます。災害ということですので、長期保存ができ

るというのが一つのポイントになるのだろうなと

いうふうに思っています。名寄の農畜産物がうま

くそういう長期保存に向いているのかどうかとい

うのが１つあると思いますけれども、今後の加工

に当たってそういう視点もあるのだなということ

で我々も胸にとどめさせていただきまして、機会

があれば事業者などにも、取り組み者にもこうい

った視点もあるということでお伝えをさせていた

だければと思います。御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ＩＣＴの研究会の中

身についても再度御答弁いただきまして、とても

うれしい御発言だなというふうに思っています。

家庭の中でその話題が話されて、そしてなおかつ

家族としてといいますか、家族関係ということも

ありますので、進められていくということは本当

に望ましい方向だと思っておりますので、ぜひそ
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このところについては広がっていくようなことを

求めたいと思います。なおかつ、大きな財源が必

要となるＩＣＴ等の機器を導入するに当たっては、

かなりの高額のものだというふうに伺っておりま

すので、その点についてもまた別な機会に補助だ

とかという話はさせていただきたいと思いますが、

とにかくまずは研究から、学ぶというところから

スタートされているということについては大いに

評価させていただきたいと思います。

それから、災害食については、これはもう名寄

市の食材は本当に安心して提供されているものだ

と思いますし、栄養価も豊富でありますので、こ

の地域だけではなく全国的な規模で物を考えてい

くときに大変有効であると思いますので、ぜひ進

めていただきたいというふうに思っています。

ちょっと時間が気になりますので、大項目２の

ほうで質問をさせていただきます。先ほど下多寄

小学校の校舎及び体育館の活用についてのお話の

中で、閉校準備委員会、それから地域の総意の中

からの要望は今後出されるというお話がありまし

た。きっと地域の中でもその話はされていますし、

何人かの方からも状況は伺っているところであり

ますが、教育委員会、それから名寄市としては全

てを地域からの要望に沿った、意向に沿った形で

進めていくというお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 市の施設ですから、

市としての考え方もございますし、ただ、今まで

の東風連、日進等も含めてある程度地域の要望を

聞きながら最善策といいましょうか、模索をしな

がら進めてきたということもございますので、下

多寄小学校につきましても当然地域の要望を聞き

ながら、市としてどのような利活用が最善の方法

なのかというものを含めて今後も検討していきた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小項目２のほうにも

かかわりますが、地域の皆さんの中には地域とし

ての思いを持っていないわけではないけれども、

その地域としての思いをストレートに要望として

出すところで地域の負担が大きくなるのではない

かという懸念はあります。現に日進小中学校は閉

校して５年たちますけれども、草刈りにしてもグ

ラウンドの整備にしても、世帯数１００戸を切っ

た中でかかわっていただく町内会の方も年々私も

そうですけれども、年を重ねていく中で、なかな

か厳しい状況になっていくという見通しも話され

ています。その点からいって、ある程度名寄市と

しての管理にかかわるところの提示というのはあ

ってしかるべきかと思いますが、この点にかかわ

っていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 日進小中学校、旧東

風連小学校の関係につきましても、今河合部長が

言われたように閉校前に地域の検討会ですとか、

その中で地域としてどういうふうに学校施設使っ

ていくのだということで、一定の地域の要望など

を聞かさせていただきながら、それぞれ今日まで

地域の中でも活用しながらきたという状況がある

一方、今議員がお話しになったように地域の皆さ

んが町内会の皆さんですとか高齢化の中で、従来

の私どもがお願いをしていた草刈りですとか、そ

ういった部分がなかなか重荷になってきていると

いうような状況については重々わかるところであ

ります。その意味でいえば、一定の閉校というこ

とで用途廃止をした施設、特に学校施設の部分に

ついては、地域の皆さんと少し改めて状況なども

地域の皆さんがどういう御苦労されているのか、

改めて確認をしながらですけれども、このまま現

状のそれぞれの施設について維持管理が可能なの

かどうなのか、あるいは一定程度行政のほうで期

間を見ながら地域の皆さんにお願いする部分少し

ずつ縮小していくですとか、あるいは現在使用さ

れてきている部分について、例えば職員室あたり

は記念館ですとか、そういった形で、地域の皆さ

んの思いがそこに詰まっているような状況もあっ
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て、なかなか一方的に行政のほうで閉めますよと

いうことにも、あるいは学校を使えなく、入り口

も含めて入れないようにしますということにも実

はならないものですから、やはり大事なのは地域

の皆さんのそういった御苦労も重々わかりながら、

ではその中で現在の施設についてどういうふうに

していくのかというところについては、一定のル

ール、これはある意味では期限、例えば閉校後何

年ですとか、地域の皆さんの要望も聞きながら一

定のルールというのは必要なのかなというふうに

考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 地域の思いを重要に

受けとめていただいているということにつきまし

ては、当然であるとも思いますが、大変ありがた

いことであると思っています。地域との連携によ

りながらということについて重要に思っていただ

いているということを踏まえた上で、やはり校舎

についての思い入れ、強い、地域の中では何とか

有効活用をしたい、そう思いながらもやり切れて

いない状況の中で、例えば日進地区の日進小中学

校の関連施設は校舎、体育館だけではなく、プー

ルの鉄骨がそのまま残っていたり、自転車小屋が

そのまま残っていたり、屋外体操倉庫、それから

スケートリンクが運営されていたころの小屋など

が残っていたり、その状況があります。その関連

施設についても市では雪おろし等財源をかけて動

いていただいておりますので、その部分について

今後どのようにお考えなのかお聞かせいただきた

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今お話は、旧日進小

中学校というようなことのお話でしょうか、鉄骨

とか何かと言われたのは。そういうことですか。

そうではなくて、総体的な学校施設関連のという

ことでしょうか。一応日進の小中学校の関係につ

きましては、言われるとおりプールですとか、あ

るいは自転車小屋ですとかというのは残っている

ということで、この部分につきましても先ほど言

いましたようにやはり一定の期間で私どもとして

は取り壊しなり処分、解体をということでござい

ますけれども、これも全体的な学校関連施設につ

きまして、校舎の解体はもちろんですけれども、

なかなか解体費もかかるというようなことがござ

いますので、十分その辺は財政的な今後の展望も

しっかり見きわめながら、あるいは地域の皆さん

とも協議しながら、先ほど言いました全体的な学

校施設関連についての一定のルールづけというこ

とについて考えていきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） そういうことになる

だろうというふうには考えるのですけれども、や

はり地域の方たちからすると一定のルールという

ものがなかなか見えてこない。まちづくり懇談会

でも議会の市民との意見交換会でもそういう話題

がやはり出てきます。それについては、状況等わ

かっていらっしゃらないわけではないですけれど

も、見通しが持たせてもらえない、情報開示とい

うところ、そこまでいかないにしても情報提供に

ついての部分で少し不満に近い感情が地域の中に

あるのかなというふうに思いますので、できまし

たら下多寄小学校については閉校前に方向性を出

していただきたい。その上で、閉校後の今ある３

校を閉校した姿ではない別な姿がつくり上げてい

けるように動いていただきたいなというふうに思

っています。

私は、これは全く個人の思いですけれども、下

多寄は先ほども申し上げたように風連地区の教育

発祥の地でありますし、来年は風連地区が入植、

開拓されての１２０周年目に当たっています。そ

ういうことも多々踏まえた上で、やはり伝統芸能

と捉えることができるのではないかと思いますが、

獅子舞ですとか、奉納されている浦安の舞、とい

ちんさ、こきりこなどずっと小学校の児童が受け
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継いできた部分もありますので、何とか伝統芸能

を残すようなことも考慮にいただける中で、下多

寄小学校の校舎が有効に活用されることを期待し

たいなというふうに思っているところであります。

このことについては、教育長、御答弁をお願いで

きますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 閉校後の下多寄小学校

の校舎の有効利用ということについてでございま

すけれども、これまでも私機会あるごとに地域の

方々にお話をしてきているところでございますが、

御指摘のように旧風連町の教育発祥の地である下

多寄小学校が一応来年を迎えて１１７年の歴史の

幕を閉じ、閉校になるということでございます。

下多寄地区の皆さんの気持ち同様、私も大変残念

な思いでいっぱいでございます。また、下多寄小

学校は学校教育の場としてだけでなく、今お話に

ありましたように獅子舞でありますとか、そうい

う伝統芸能も子供たちが引き継いでいることや、

あとお祭りやイベントなど地域のコミュニティー

の場としてもその役割を果たしてきているところ

だと感じております。それだけに地域の方々も非

常に寂しい不安な思いをしているのではないかな

ということで推察しているところでございます。

私も閉校という言葉が出てきて以来、なるべく学

校に足を運んで子供たちと接触してきているつも

りでございますけれども、今後閉校に当たっては

教育委員会といたしましてもできる限りのことは

誠意を尽くして対応してまいりたいなと、そんな

ふうに考えているところでございます。

現在校舎の有効活用については、閉校準備委員

会において検討されているところでございます。

先ほど部長のほうからも説明ありましたけれども、

教育委員会といたしましては準備委員会を中心と

する地域の方々の意向を尊重しながら、今後の有

効利用の活用のあり方について地域の方々ととも

にしっかりと協議してまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 教育長から御答弁い

ただきましたので、思いは同じであるというふう

に受けとめました。今後の閉校準備委員会、それ

から地域とのやりとりについてしっかり見守らせ

ていただきたいというふうに思います。

大項目３について再質問させていただきます。

医科学の医科学的サポートについて、今定例会の

冒頭市長から報告のありました中身に北海道が主

催するウインタースポーツコンソーシアムメディ

カルキャンプというのがあったと思います。この

点については、トップアスリートのということで

はあると思いますけれども、これの名寄版という

ようなものが想定できないのかどうかお聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ウインタースポーツ

コンソーシアム事業につきましては、平成２８年

度から道からの依頼を受けて名寄市で行われてい

るものでございまして、御存じのとおり２８年、

２９年の２年につきましては名寄駅前商店街の周

辺の市道ですとか、名寄自動車学校の敷地をお借

りしてローラースキー競技会を実施するなど、他

に例のないような取り組みをさせていただきまし

て、大きな評価を受けているところでございます。

また、それとともにジュニア育成の新しい形とい

いましょうか、姿を模索し、また経験することが

できたと考えています。

また、今年度におきましては、行政報告にもご

ざいましたとおり名寄市立総合病院のドクターや

市立大学の佐古学長にも協力をいただきながら、

メディカルキャンプということで、北海道、東北

のジュニアアスリート、特にＴＩＤ、タレント事

業の競技になっておりますバイアスロン、カーリ

ング、スケルトンのジュニア２０名が参加してメ

ディカルキャンプを実施しているところでござい

ます。世界で活躍する、また世界を目指すジュニ

ア選手に対していろんな医科学の心電図やレント
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ゲン、さらに血液等のメディカルチェックをしな

がらスポーツ医科学の知識を習得させるというよ

うな研修内容でございましたけれども、今後これ

らの経験によって得られたアスリートの育成に必

要な知見等生かしながら、本市、名寄市としてど

のような形で今後のジュニアの育成あるいは指導

者の育成といいましょうか、このようなデータを

どのようにとりながら、どのように還元していけ

るかというような形の方策を今後も模索をしてい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 北海道が主催という

ことでありましたので、データ管理等も北海道の

ほうでされるのかなというふうには思っておりま

すけれども、一概に名寄、病院と大学というふう

に連携を考えましても、それぞれに大きな役割が

ある病院、大学でありますので、一朝一夕にこの

連携が図られるというふうには考えておりません

けれども、やはり重点プロジェクトの冬季スポー

ツの拠点化という話が出てきたときあたりからず

っとこの話は聞こえてきていることであります。

数年経過しているところで、今後検討するという

ことではなく、一歩進めて名寄のジュニアアスリ

ートに対してやれるところから進めていくという

お考えをお聞きしたいなというふうに思っていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） この事業、メディカ

ルキャンプにつきましては、道の委託といいまし

ょうか、そのように道の依頼ということで受けて

おりましたけれども、データ的なものは名寄市の

ほうにもいただいておりますので、当然今後の名

寄市のジュニアアスリートの育成のために活用は

していけるのだろうというふうに思っていますし、

今後も冬季スポーツ拠点化事業の中でジュニアア

スリートのメディカルチェック、血液検査ですと

か、そういうような部分から一歩一歩進めていき

たいというようなことで、３１年度からのそうい

う取り組みについては継続して進めていきたいと

いうふうに思っています。ただ、いろいろ大学と

の関係、病院との関係がございますので、今どの

ような形でこう進めるというところまではなかな

かいきませんけれども、ことし初めてこういうキ

ャンプやらせていただいた。非常に成果といいま

しょうか、効果的な取り組みだということは十分

認識をしてございますので、引き続き有効な活用

の方策等につきましても検討を進めていきたいと

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 道主催のメディカル

キャンプの実績を踏まえて、今後名寄市のジュニ

アアスリートに対してより具体的な形で医科学サ

ポートが実施されるというふうに受けとめてよろ

しいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） どのような形で今後

進めていけるかということは今の段階では言えま

せんけれども、非常に効果的、有効的な取り組み

だというふうな認識は私を含め担当も考えており

ますので、そのような形で進めていきたいという

ふうには思っていますけれども、スケジュール感

ということでは今のところは申し上げられません

けれども、進めていきたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） スケジュール等まだ

具体的ではないということではありましたけれど

も、進めていくという、その部分については重く

受けとめさせていただきたいと思います。

改めてですけれども、これはジュニアアスリー

トということで、冬季スポーツにかかわらないと

いうふうに受けとめてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 名寄市につきまして

は、冬季スポーツを中心にと言っていますけれど

も、スポーツ全般ということが目標となっており
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ますので、特に冬季スポーツにこだわるというこ

とは考えてはおりませんけれども、とりあえずト

ップアスリートですとかジュニアアスリートとい

う部分はありますから、そこをどう裾野を広げて

いくかというのも含めて今後の検討課題なのだろ

うというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） １０月に会派の視察

でナショナルトレーニングセンター、それからＪ

ＩＳＳのほう、国立科学スポーツセンターの職員

の方から研修を受けさせていただく機会を得るこ

とができました。その際、やはりジュニア期から

の良好な生活習慣をつくるというところからいっ

ても、そこが母体になってのアスリート育成であ

りますので、医科学サポートについての有効なポ

イントについてたくさん情報をいただいてきたと

ころであります。その中で、特に名寄市の中での

ジュニアアスリート、トップを目指すＴＩＤの選

手たちも女子が多いと思っています。その女子に

ついては、特に女性アスリートを支える婦人科の

先生方の参入ということもお話に上っていました。

その点も含めて今後の名寄のジュニアアスリート

の医科学サポートを考えていただきたいなという

ふうに思っておりますので、少し発言させていた

だきました。

この後ちょっと市長にお伺いしたいと思うので

すが、市長はＮＴＣの誘致ということを時々言葉

にしてくださっておりますけれども、今名寄市が

ＮＴＣにかかわるところで、冬季スポーツのさま

ざまな施設についてとても有効な環境にあるとい

うふうに思っています。特に医科学サポートにつ

いて今回質問をさせていただいておりますので、

この点についてはもう国、それから世界に対して

落とすことのできないポイントであるというふう

に思っています。中央とどのようにつながって名

寄市のスポーツ環境を整えていかれるおつもりな

のか、これは市長にお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 世界的なスポーツの流れ

として、医科学サポートの重要性が高まっている

ということは承知をしておりますし、名寄市にお

いても大学と病院という、そういう地域のこのま

ちにしては特異する環境を有していると。そのこ

とを冬季スポーツの施設とあわせて有効に活用し

ていくことでソフトを積み上げていく、実績を積

み上げていくことでさらに今後の施設整備あるい

は将来的に今施設型のトレーニングセンターの指

定となっておりますけれども、総合的な冬のナシ

ョナルトレーニングセンターの構想も、一部そう

いう声も上がっているというふうに承知をしてお

りますので、我々としてはまずは今持て得る環境

をしっかりと活用し、そして実績を積み上げてい

くことで国のほうにもその成果をアピールをしつ

つ、今後のそうした構想が具現化してきた際には

我々としての名寄ならではのそうした構想を国の

ほうにもぶつけていって、そういう誘致につなげ

ていける可能性を積極的に模索していきたいと、

このように考えておりいます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄の環境の中で大

きな夢を描くということについては、名寄以外の

ところで話をしたときに名寄の環境のよさを改め

て聞かせていただける、そんな機会も持たせてい

ただいています。特に医科学サポート、名寄市の

中でやれること、ソフト面でやれること、なおか

つ名寄市で積み上げてきたものを中央とつないで

大きな成果につないでいくということについて、

大変有効なのが人材であるというふうに思ってい

ます。医科学サポートということにかかわりまし

て、本日北海道新聞の朝刊で豊田さんが退職され

るという大変ショッキングなニュースが報道され

たというふうに受けとめています。この中央とつ

ながるというところにかかわって、医科学サポー

トをどんな形でつないでいかれようとされている

のか、市長の構想について再度お聞かせいただき

たいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人事の案件なので、詳細

についての言及は避けますが、何回も申しますよ

うに我々としては大学と病院と、そして今の冬季

スポーツの環境という、そうした環境をしっかり

と整えていく、あるいはそこを活用していくその

土台というか、組織づくりは着実に積み上げてき

ているというふうに考えております。もしそうい

うことになれば大変残念なことですけれども、そ

の体制を今後もあらゆる資源を投入して今後も拠

点化を進めていく、あるいは医科学サポートもし

っかりと実績を積み上げていく。そのことによっ

て、名寄の成果を国というのですか、そういった

ところにも場合によってはアプローチしていくと、

そんなことになっていくのかなというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今後の活躍に期待し

たいと思っています。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市立大学の将来構想推進に向けて外２件を、

東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従いまして、順次質問をし

てまいります。

最初に、名寄市立大学の将来構想推進について

お伺いいたします。名寄市立大学は、平成１８年

４月栄養学科、看護学科及び社会福祉学科で構成

する保健福祉学部の４年制として開学しておりま

す。その後短期大学部児童学科を廃止して平成２

８年度には保健福祉学部の再編を行い、新たに社

会保育学科を設置して１学部４学科体制として運

営が行われております。来年４月より社会保育学

科の学生も１年生から４年生までそろい、各学科

の定員は１学年１９０名、４学年で７６０名、さ

らに編入学生が全員そろうと７９０名の人員とな

ります。

そこで、小項目の１番目、大学評価実地調査２

０１８を受審された内容についてお伺いをいたし

ます。この概要については、加藤市長の行政報告

でも述べられておりましたが、大学基準協会によ

る大学評価に基づき、１０月２１日、２２日に７

年ぶりに大学評価実地調査を受審されており、受

審に向けた準備、現地調査を受けての課題整理、

また具体的には多くの審査項目があったのではな

いかと思います。大学基準協会による審査経過及

び課題、問題点、指摘事項があればお知らせをい

ただきたいと思います。

次に、小項目の２番目、大学運営の基本となる

学生確保の現状についてお伺いをいたします。大

学を選ぶ際には、その大学の教育目標並びに学科

の選定は当然でありますが、そこに在学してから

卒業時点での国家試験合格率、就職状況も決め手

の重要な要素であると考えます。そこで、学生確

保の具体的な取り組みであるオープンキャンパス

及び各高校への入学募集並びに広報活動を含めた

対応についてお伺いをいたします。

また、大学選定の重要な要素となる直近３年間

の入試倍率、各学科ごとの国家試験合格率、就職

状況、就職状況については市内、道内、道外の比

率も含めてお伺いをいたします。

なお、大学在学の４年間は入学金に始まり授業

料、家賃など多くの負担となりますが、学生寮ア

ルカディアの利用状況もお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、名寄市立大学の将来構

想（ビジョン２０２６）との整合性についてお伺

いをいたします。将来構想ビジョン２０２６は、

昨年７月に今後の名寄市立大学の方向性を明示す

る将来構想として進められております。大学設立

当初の理念、目的にどこまで近づくことができた

のか、前期施策実施１年目の２０１７年度の評価

と今回受審された大学評価実地調査との整合性を

含めてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、健康の森施設の利活用

についてお伺いをいたします。なよろ健康の森は、
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平成８年５月２６日に開園、そして北海道トムテ

文化の森は平成１０年４月１日に開園され、森林

フィールドには多くの施設が設置をされておりま

す。

そこで、小項目の１番目、主な施設の利用実績

についてお伺いをいたします。具体的には、１区

画６４平米の市民農園、陸上競技場を起点とした

１周５キロメートルのＦＩＳ公認のクロスカント

リーコース、トムテ文化の森、キャンプ場、ＢＭ

Ｘコース、パークゴルフ場などの直近３年間の利

用実績をお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、施設利用上の課題につ

いてお伺いをいたします。道立サンピラー交流館

カーリング場は、２００６年１１月にオープンし

て以降、カーリング協会皆様の地道な努力と最近

のカーリングにおける日本選手の大活躍もあり、

１３シーズン目を迎えた先月２５日には利用者が

１０万人を達成しております。健康の森は、開園

後２２年、トムテ文化の森は開園２０年を経過し

ております。使用頻度が少ない施設、またキャン

プ場は水はけもよく、立地条件は恵まれておりま

すが、最近のキャンプテントはドーム型、タープ

つきなど大きくなっており、他の施設を含めた使

用上の課題と設備の維持管理についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の３番目、利用促進に向けた対応

についてお伺いをいたします。健康の森の施設は、

一部を除き無料で利用することができます。設置

以降の経過年数を踏まえ、交流人口拡大を含めた

利用拡大に向けてニーズに対応した施策が必要と

考えますが、今後の利用促進に向けた具体的な施

策についてお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、閉校学校施設の対応に

ついてお伺いをいたします。先ほどの山崎議員の

質問と重複しますが、今後のあり方について一部

御提案も含めてお伺いをさせていただきます。

小項目の１番目、現状の維持管理体制ですが、

学校施設は、地域住民にとって身近で生涯にわた

る学習、文化、スポーツなどの活動の場として活

用される地域コミュニティーの拠点であると同時

に、災害時には指定緊急避難場所として利用され

る重要な役割を担っております。しかし、人口減

少並びに旧耐震基準による建築により平成２５年

３月には風連日進小中学校、平成２８年には東風

連小学校、豊西小学校、そして来年３月には風連

下多寄小学校が閉校となります。旧耐震基準で閉

校となった学校と違い、人口減少により閉校とな

った学校は過疎化になっており、高齢化率も高く、

維持管理へ向けて地域への負担も大きくなってい

る現状にあります。そこで、現在閉校となってお

りますそれぞれの学校施設、体育館、グラウンド、

教員住宅などの管理体制はどのようになっている

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、閉校後の利用方法につ

いてお伺いをいたします。閉校後長期間放置され

ると、校舎の老朽化や土地の荒廃により生活安全、

防犯、周辺環境などに問題が生じてきます。学校

閉校後の利用方法について地域住民との話し合い

を行うことを前提に、施設ごとの利用に関して一

定のルール化と民間活力を含めた対応が必要と思

いますが、今後の考え方についてお伺いをいたし

ます。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 東川議員

から大項目で３点の御質問をいただきましたので、

１点目は私から、２点目は経済部長から、３点目

は総務部長からそれぞれ答弁をいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１の名寄市立大学の将来構想推

進に向けて、小項目１の大学評価実地調査を受け

てについてお答えをいたします。大学は、学校教

育法の規定により教育研究等の総合的な状況につ

いて７年に１回文部科学大臣の認証を受けた機関

から認証評価を受けることが義務づけされており

まして、本学では前回同様公益財団法人大学基準
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協会を認証評価機関に選択し、同協会が定める大

学基準等に基づき点検報告書を初めとするさまざ

まな評価資料の作成及び提出を行い、去る１０月

２１日と２２日には大学評価分科会の評価者４名

による実地調査を受けたところであります。

今回の認証評価は、前回と比較して内部質保証

が重視され、大学がみずからの責任で内部質保証

システムをどのように構築し、有効に機能させて

いるかが評価の重要なポイントとなります。この

ことも含め、本学では今年度学内に部局長、学科

長等及び事務局で構成する名寄市立大学内部質保

証推進委員会を設置し、自己点検、評価に関する

事項の審議、将来構想の検証など全学的な内部質

保証を推進する体制を構築いたしました。実地調

査は、全体面談のほか、社会連携、連携教育、少

人数教育の３つの個別面談、学生インタビューな

どが行われ、そのうち内部質保証に関する項目で

は内部質保証推進委員会と既存の委員会の役割の

整理と明確化、学部だけでなく、各学科、各委員

会単位でのＰＤＣＡの実施、それらを踏まえた全

学的な内部質保証の確立などが課題として指摘さ

れました。今後当該評価機関から本学が提出した

評価資料と実地調査の結果を踏まえて、１２月下

旬に大学評価結果の案が送付されますので、ここ

で示される課題等を全学的に共有し、改善を含め

て今後の大学運営に活用してまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目２の大学運営の基本となる学生確

保の現状についてお答えをいたします。学生確保

に向けた受験生に対する具体的な取り組みの一つ

として、毎年教員が分担して道内全域の高校を訪

問し、本学の情報提供とあわせて７月、８月、１

０月に実施するオープンキャンパスへの参加など

を促しております。また、多くの志願実績がある

青森、秋田、岩手県全域の高校も訪問し、オープ

ンキャンパスへの参加とあわせて青森、秋田、岩

手の３県で行う出前進学相談会への参加を促して

おります。高校訪問は進路指導教員と、オープン

キャンパスと進学相談会は受験生と直接コミュニ

ケーションをとることができる機会であることか

ら、今後も積極的に取り組んでまいります。

次に、直近３年間の一般入試の前期の倍率につ

いては、栄養学科では平成２８年度は ４倍、２

９年度は ４倍、３０年度は ２倍となっており

ます。次に、看護学科では平成２８年度は ４倍、

２９年度は ８倍、３０年度は １倍となってお

ります。次に、社会保育学科では平成２８年度は

４倍、２９年度は ４倍、３０年度は ７倍と

なっております。次に、社会保育学科では平成２

８年度は ０倍、２９年度は ３倍、３０年度は

６倍となっております。

次に、国家試験の合格率についてでありますが、

管理栄養士は平成２７年度の卒業生は７ ３％、

２８年度は８ １％、２９年度は１００％となり

ました。また、看護師は平成２７年度卒業生は９

８％、２８年度も９８％、２９年度は１００％、

次に保健師は直近４年間全て１００％、社会福祉

士は平成２７年度は６ ２％、２８年度は５ ９

％、２９年度が６ １％となっております。次に、

平成２９年度の卒業生が１期目となる精神保健福

祉士については１００％になっております。なお、

これらは全て新卒の状況であります。

次に、就職状況については、保健福祉学部全体

で平成２７年度卒業生は９ ２％、２８年度卒業

生は９ ２％、２９年度卒業生は９ ３％といず

れも高い就職率となっております。就職地域は、

平成２７年度卒業生は市内１１人のほか市内を除

く道内８１人、道外３７人、２８年度卒業生は市

内２０人のほか市内を除く道内８１人、道外が３

９人、２９年度の卒業生は市内７人のほか市内を

除く道内７９人、道外５０人となっております。

なお、これらは保健福祉学部の卒業でございます。

また、学生寮の状況については、定員が３９名

で、今年度の卒業見込みの者７名が退寮し、新た

に７名の新入生を迎える予定となっております。

次に、小項目の３、将来構想ビジョン２０２６
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との整合性に向けてについてお答えをいたします。

初めに、前期の実施計画における２０１７年度の

実施項目の評価についてでありますが、御案内の

とおり本学は今後１０年間における大学運営の指

針として将来構想を策定し、同時に２０１７年度

から３年間の実施項目を示した前期実施計画を定

めました。お尋ねの前期実施計画における２０１

７年度実施項目の評価については、第１の教育か

ら第８の質保証と本構想の検証までの８分野にお

いて６８事業の実施項目を定めておりまして、こ

の６８事業を今年度学内に設置した内部質保証推

進委員会においてそれぞれ点検評価を行いました。

評価結果は、一部未実施の事業や次年度への継続

課題はありましたが、ほとんどの項目で取り組み

が進められたものと思われ、その内容を教授会に

報告をし、全学的に共有しているところでありま

す。

２０１７年度に実施した主な事業として、教育

の分野では学科独自の取り組みを積極的に進めま

して、国家試験合格率の向上に努めました。また、

教育研究環境の整備の分野では３号館の南玄関の

バリアフリー化などを行いました。学生支援の分

野では、実験室等へのエアコンの設置、トイレの

洋式化など快適な学習環境の整備に努めました。

社会連携、貢献の分野では、幼稚園教諭免許状更

新講習の開催などリカレント教育の機会創出に努

めました。国際、国内交流の分野では、韓国の東

義大学と交流協定を締結し、短期留学生の受け入

れや本学学生の派遣事業などを実施をいたしまし

た。管理運営と情報公開の分野では、大学予算の

特別会計を進め、わかりやすい財務情報の開示に

努めました。今後も将来構想の実施計画で定めて

いる各実施項目の着実な推進と進捗状況の検証を

全学的に行い、大学運営全般において改善、向上

に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、健康の森施設の利活用について申し上げま

す。

初めに、小項目の１、各施設の利用実績につい

てでありますが、なよろ健康の森の各施設の利用

実績につきましては、市民農園は８０区画あり、

平成２８年度５６区画、２９年度５７区画、３０

年度５６区画の利用となってございます。クロス

カントリーコースにつきましては平成２７年度１

万１６４人、２８年度 ８７１人、２９年度１万

３２６人、平成２６年度に北海道から移管をされ

ましたトムテ文化の森につきましては平成２８年

度 ８５０人、２９年度 ６７８人、３０年度

８９８人、キャンプ場では平成２８年度 ２９９

人、２９年度 １４２人、３０年度 ３１０人、

バーベキューハウスでは平成２８年度 ３９０人、

２９年度 １９５人、３０年度 １７７人の利用

となってございます。ＢＭＸコースにつきまして

は、平成２３年度から２９年度まで利用はゼロと

なっておりましたけれども、平成３０年度に２７

人の御利用がございました。また、パークゴルフ

場ではあかげら、えんれいコース合わせまして平

成２８年度２万 ８９６人、２９年度２万 ５９

６人、３０年度２万２９２人の御利用となってご

ざいます。このように各施設年度ごとの利用の増

減、現状維持の施設もございますが、総体的には

減少傾向となってございます。

次に、小項目の２、施設利用上での課題につい

て申し上げます。施設利用上での課題についてで

ありますが、施設の多くは木を使った施設であり、

経年により劣化が進み、特に遊歩道の木製橋や階

段、施設の案内看板に腐食が多く見られます。こ

のことから、平成２８年度から木橋などのかけか

え、修繕に取り組み、これまでに木橋３橋、階段

１２段、案内看板１基の修繕を終えておりますが、

施設数が多いため今後も安全性など緊急性の高い

ものから計画的に修繕を進めてまいります。

また、使用頻度の少ない施設につきましては今

後の検討が必要と考えておりますが、ＢＭＸコー
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スでは今年度指定管理者が主催者となり、ペダル

がなく足で地面を蹴って進むバイクレース、キッ

ズバイクカップを７月に予定し、練習などで訪れ

る方がおられました。あいにく降雨によりまして

大会は中止となりましたが、次年度以降も開催の

予定であり、当面はこのような現施設の利用策を

探ってまいりたいと考えてございます。今後とも

その他の施設を含め、指定管理者とともに利用拡

大に向けて取り組んでまいりますが、施設の見直

しなどにつきましては日進地区再整備基本構想を

もとに順次検討を深める必要があると考えている

ところでございます。

次に、小項目の３、利用促進に向けた対応につ

いて申し上げます。利用促進に向けた対応につき

ましては、これまでも産業まつりやひまわりリレ

ーラン、クロスカントリーなど大会やイベントの

開催に加えまして天文台や森の休暇村など他施設

との連携や相乗効果、ひまわり観光や観光にあわ

せての施設ＰＲを通じまして利用促進に努めてき

たところでございます。また、これに加えまして

近年はジュニアオリンピックやサッカーなどの各

種スポーツ大会や合宿の誘致に取り組み、さらな

る利用拡大に努めているところでございます。ま

た、指定管理者であります振興公社におきまして

も利用者の安全、安心、快適を基本とした施設運

営に加えまして温泉宿泊や日帰り入浴とパークゴ

ルフ場利用券をセットにしたプランや独自のイベ

ント、大会を企画するほか、合宿の送迎や利用い

ただいた学校、団体にダイレクトメールを送付し

て次年度の利用を呼びかけるなど利用拡大に取り

組んでいるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

閉校学校施設の対応について、小項目１、現状の

維持管理体制についてお答えいたします。

初めに、閉校した旧学校施設についてですが、

旧風連日進小中学校、旧東風連小学校の校舎や体

育館においては、各町内会や地域団体からの要請

を受け、地域の記念館としての使用や地域のイベ

ント、レクリエーションなどに使用していただい

ているほか、一部の旧教員住宅は地域の就農者や

地域おこし協力隊の方に御利用いただいていると

ころです。

お尋ねの維持管理体制についてですが、旧風連

日進小中学校は風連日進町内会や地域団体がパー

クゴルフコースで使用している遊具周辺の草刈り

等の維持管理、グラウンドの草刈りを行っていた

だいております。また、旧東風連小学校について

は、東風連町内会においてグラウンドや校舎周辺

の草刈りなどを実施いただいております。なお、

これら維持管理に係る燃料や除草剤については市

から現物を支給させていただいているところです。

さらには、町内会で維持管理いただいている箇所

以外や旧職員住宅周辺の草刈り、施設の雪おろし

などについても本市において直営で対応してござ

います。旧豊西小学校周辺の草刈りや雪おろしな

どについては、本市において対応しているところ

であります。

次に、小項目２、閉校後の利用方法についてで

すが、旧風連日進小中学校、旧東風連小学校にお

きましては、現在も校舎の一部を活用されており

ますことから、今後の各施設のあり方については

町内会ともしっかり意見交換をしなければいけな

いものと考えております。旧豊西小学校につきま

しては、売却や貸し付け、さらには新たな利活用

については現段階においては見込めていないもの

と考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大変申し

わけございません。１回目、先ほど一般入試の前

期倍率のところで、社会福祉学科というところを

社会保育学科と申しまして、倍率が平成２８年度

は ４倍、２９年度は ４倍、３０年度は ７倍
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というのは社会福祉学科でございますので、おわ

びして訂正を申し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御説明、答弁

をいただきました。改めて何点か質問をさせてい

ただきたいというふうに思います。

まず、項目の１番目、名寄市立大学の将来構想

推進ということで、今回受審されました大学評価

実地調査、２日間にわたって、内部質保証、これ

が今回の評価のポイントだというふうなことで今

御説明を受けました。その中で詳細、個々の中身

に入っていると非常に時間がかかると思うので、

その中で大学を選ぶ選定基準の中で国家試験の合

格率、管理栄養士、看護師、保健師、これは全国

ベースも含めて、あるいは今の名寄市立大学の学

科の中で非常に高い水準にはあるのですけれども、

一方社会福祉士、ここは確かに全国平均のベース

も低いという位置にはあるのですけれども、ほか

の学科からすると６０％、５０％、昨年は６ １

というふうなことで、もう少しこの辺の引き上げ

に関して具体的に検討されている内容がありまし

たら、お聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 東川議員

から御指摘ありましたように、社会福祉士につき

ましては他の専門職に比べて少し低いのかなと学

内でも今取り組んでいるところでございます。昨

年度、平成２９年度は先ほど申し上げましたよう

に６ １％新卒ということで、全国平均は５ ６

ということでございました。これは、本学、その

前年度から比較すると６ １というのは１ ２％

もアップしていまして、全国平均が ３％のアッ

プですので、少しは伸び率があったのかなと考え

ております。

社会福祉学科の状況としまして、１つは社会福

祉学科の就職先というのは教員ですとか公務員、

それから病院、福祉関係の施設、それから社会福

祉協議会、民間企業などと他学科と比べましてか

なり幅広くなっておりまして、それがいわゆる資

格取得に対する意識の差といいますか、温度差と

いいますか、そういう部分になっているのが少し

あるのかなと思っております。そこで、資格取得

に対して、いわゆる意識づけというのが大変重要

になってくるものですから、学科の教員それぞれ

がしっかりとした考えを持つように説明、指導し

ているとともに、学科内に対策委員会のようなも

のを設置をしまして、国家試験対策に取り組んで

いるところでございます。内容として、１つは模

擬試験というのを年に何回かやっておりまして、

それの分析結果を伝えまして、特に不得意分野の

個別指導なんかに取り組んでいるところでござい

ます。また、社会福祉士を有して就職した先輩の

学生を学内に呼んで、そういうような体験談です

とか、講演なんかでの意識向上に努めているとこ

ろでありまして、これらを取り組んではおります

ので、さらに内容を充実させるなどして学科全体、

あるいは大学全体として取得の向上率のアップに

今後も努めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 先ほど壇上でもお話を

させていただいたように、やはり国家試験の合格

率というのも入学、学校を選ぶ選定の大きな基準

の一つになるのかなというふうに思いますので、

確かに就職が幅広いというふうなことで意識とい

うふうなこともありましたけれども、今対策委員

会で進められていることをさらに継続されて、少

しでもこの合格率がアップをするような取り組み

を進めていただきたいというふうに思います。

次に、アルカディアの利用状況というふうなこ

とで、３９名で、ことし７名退寮されて７名今度

受け入れるというふうなことで、実は１１月６日、

大学生の一部なのですけれども、意見交換をする

機会がございまして、その中でやはりいろんな支

出の中でアパートの家賃だとかというのも結構厳

しいという形になっているというふうなお話を聞

きました。その中で将来構想ビジョン２０２６の
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計画の中で、民間活力による学生寮等の整備とい

うふうな項目があって、２０１９年度、これから

民間活力による学生寮などの整備、これが計画を

されておりますけれども、これについて今の進め

方の現状についてお伺いをさせていただきたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員御

指摘のように、将来構想の中では来年度、平成３

１年度に民間活力による学生寮の整備ということ

で検討項目に挙げております。現状の学生寮アル

カディアは３９名の定員ということで、４学年お

りますので、あくのは毎年１０名前後で、ことし

は７名ということで、先般推薦入試を行って３名

募集したのですけれども、やはりそれを相当数上

回る応募があって、なかなか皆さんが入っていけ

ないというような状況になっております。

そこで、今後の日程についてなのでありますが、

まず今年度内に学内の関係職員と市のほうの担当

部局、例えば建設水道部ですとか、市の管財担当

ですとか、どの辺に市有地があるのかだとか、適

正なところはどこだろうかだとか、あと民間活力

といっても幾つかの方法があるので、それらを含

めた、まずは庁内に対策の検討チームを今年度に

立ち上げて、来年度にはそれに基づいて一定程度

の方針を出して取り組んでまいりたいということ

で、今年度はその準備作業をしっかり進めてまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 決して名寄のほかの民

間でやっているところを壊すわけでも何でもない

のですけれども、少しでも大学生が安い形の中で

利用できるというのもここの大学に来ていただけ

る魅力の一つなのかなというふうなことで、今年

度来年に向けて準備作業を行われるということな

ので、積極的に進めていっていただきたいという

ふうに思います。

次に、冒頭にもお話、１学部４学科全部そろう

と来年４月から学生全体で７６０名というふうな

人員になるということで、大学の規模という、人

数の規模からすると決して大きくはないというふ

うに、あるいは逆に小規模としての大学としての

利点なりメリットもあるのかなというふうに考え

ます。その現状の中で教員の体制の維持向上であ

るとか、あるいはことしから大学も特別会計とい

うふうな形になりましたけれども、今後の財政確

保も含めて実際に今後どういうふうに進めていこ

うとされているのか、考え方をお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、今

議員から御指摘がありましたように、小規模大学

としての利点といいますか、特徴といいますか、

本学は平成１８年に開学をしたときに開学の理念

といたしまして保健、医療、福祉の連携と協働と

いうことと少人数教育の実践、それから地域社会

の教育的活用と地域貢献というのを３つ掲げてお

りまして、それらを今日に至るまで大学として取

り組んできているところでございます。この教育

の充実というのは、いわゆる出口の部分でしっか

りとして、専門職として国家試験合格率ですとか、

就職ですとかをサポートすることによって、安心

して学生が本学で学び続けるということができる

ので、大変重要だと思っておりまして、この本学

ゆえの教育の特色を今後も学内でしっかりと共有

して学生に伝えていきたいなと思っております。

次に、収支の面といいますか、財務面なのです

けれども、平成２９年度大学の学生１人当たり単

価、地方交付税、本学保健福祉学部ということで、

トップランナー方式を導入するということがもう

既になされておりまして、今後５年間でちょっと

ずつ減るということで、財務面におきましては入

りの部分が少し減ってきますので、それに見合う

ようにといいますか、まずは大学内の経常経費な

どが膨らまないように努力するとともに、先生方

の科研費も含めまして外部資金、これらを導入す
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るように本学としても研究部会なんかでお話をし

ておりまして、それらをあわせて財務面でも対応

できるように取り組んでまいりたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今後の取り組みの考え

方については、トップランナー方式の中で出口の

面だとかというようなことで理解をさせていただ

きます。いずれにしても、少人数とはいえ全体の

学生数が減ってきている傾向にありますので、こ

の辺は少しでも魅力ある大学の形の中で、さらに

推し進めていただきたいなというふうに思います。

そういう中で先ほどお話をさせていただいた将

来構想、特に今お話をさせていただいた人口減少

と、さらに今後魅力ある大学運営というふうなこ

とでハードの部分、平成２９年４月に図書館がオ

ープンと。それから、この図書館には図書室では

なくてラーニングコモンズだとか、３００名規模

の講堂、これらも配置もされて、ことしの４月に

は５号館がオープンと。ハード面での一定の整備

はできたのかなというふうに考えております。さ

らに競争力をつけていくためには、やっぱり今後

ソフト面、こちらの充実というのも非常にあるの

かなというふうに思いますので、今入り口、出口

の部分も若干お話もいただきましたけれども、さ

らにこれにつけ加えての考え方についてお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今御指摘

ありましたように、ハード面につきましては議会

や市民の皆様の御理解によりまして一定程度整備

をできたものと思いまして、今後は適切な維持管

理に努める必要があるのかなと。

まず、一番大事なソフト面につきましては、先

ほどの１回目の答弁と重複する部分があるのです

けれども、いわゆる入り口の学生確保の部分、そ

れと出口の部分が大変重要になってくるのかなと。

学生確保につきましては、今やっています年３回

のオープンキャンパスの充実ですとか、さらには

道内の高校はほぼ全域を回っておりまして、あと

特に道外の北東北の３県を重点的に回っておりま

す。それらを引き続き充実強化をするということ

と、学生の情報はホームページを見る場合が結構

高校生とか多いので、そこの部分の充実など広報

活動の強化充実をさらに努めてまいりたいと思っ

ております。

また、出口の教育の充実につきましては、先ほ

ども申し上げました開学の理念をしっかりと全学

教職員で取り組んでまいるとともに、専門職とし

てふさわしい人材を送り出せるように地域とも連

動しながら、しっかりと学内、学外と連携しなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 入り口の部分では、冒

頭の中でもお話が道内全域の高校を訪問されてい

るというようなことと、それからオープンキャン

パスは７月、８月、１０月、年３回。東北の北東

北、青森、秋田、岩手、ここのところも随分それ

ぞれの対応をされているということで、今実際在

学している方の中で非常に東北方面多いという話

を聞いて、全体の中で道内と東北を含めて割合と

いうのはどれくらいになっているかわかれば教え

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） ２０１８

年度、今年度の在学生で数字をちょっと見ていき

ますと７３６名今在学しておりまして、北海道出

身が５０５名、道外出身が２３１名ですので、道

内が６ ６％、道外が３ ４％、大体３分の２か

ら７割弱が道内となっております。

なお、東北につきましては、特にそのうち岩手

が８２名と断然多くなっておりまして、その次が

秋田が３０名、青森が２６名ということで、道外

においての北東北３県の割合というのは大変高く

なっている状況にあります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。
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〇９番（東川孝義議員） 全体の中で道内が６８

％、道外が３１％というふうなことで、道外につ

いては岩手が非常に、全体のその中の８２％を占

めているというふうな御答弁をいただきました。

それで、これだけ地方のほうから名寄市立大学で

学んでおられるということですから、その学生が

名寄に来るに、ここで学生生活を送られていると

いうことは当然名寄市に対する経済効果、これは

非常にまた一方では大きなものがあるのではない

かなというふうに思います。当然学生がこれだけ

いらっしゃるのですけれども、それを教えていら

れる教職員の方、ちょっと人数わからないですけ

れども、それらを含めた名寄市内への経済効果と

いうのをもし今の段階でわかれば教えていただき

たいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、経

済効果ということで、学生が７３６名のほかに教

員、事務職員、それから臨時職員など合わせます

と全部で１２４名今おりまして、合わせて８６０

名大学と教職員がおります。地方交付税で人口ベ

ースになります消防費ですとか社会福祉費、地域

振興費、包括算定経費など１人当たり１２万円近

く積算になりまして、８６０名を掛けますと１億

円ちょっとということで、まず人口ベースでそこ

の部分で入ってきているということになります。

またあと、消費の面では８６０名の方がこれは例

えば家賃も含めて１０万円ぐらい消費すると仮定

しますと、年間で１０億 ０００万円ぐらいの効

果がありますし、低く見積もって７万円というこ

とであっても７億 ０００万円ぐらいの効果はあ

るのかなと思いまして、本学では通学の学生、市

内の通学は約１割ですので、９割近くが下宿です

とか、アパートという状況になっております。ま

た、当然民間のアパートの収入などそれぞれの不

動産の部分もありますでしょうし、大学があるこ

とによって例えば燃料代ですとか、宿日直委託で

すとか、そのようなものも大学の運営経費といい

ますか、物件費とか、それらもろもろ合わすと数

億円近くがある。あるいは、多くの学生がアルバ

イトをして地域に貢献、それプラス町内会ですと

か、ボランティア等にも行っておりますので、い

わゆる数字であらわせる部分と数字であらわせな

いさまざまなまちづくりなどに貢献している部分

もあろうかなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） なかなか聞けない数字

でちょっとびっくりしているのですけれども、人

口別で約１億円、消費の効果で１０万円だとする

と約１０億 ０００万円、７万円だとすると７億

円、８億円から１１億円ぐらいというふうな地域

経済への波及効果があるというふうなことで今お

聞きをしました。そのほかにもお話をいただいた

ように、学生が生活をすることによって、変な意

味、学生の年齢というのは年をとっていかないと

いうのは言い方がちょっと適正ではないのですけ

れども、毎年１８歳から２２歳という方なので、

当然若年層の方が、ずっと若い方がいられるとい

うようなことでまちの活性化にもつながるだろう

し、今お話あったように学生のアルバイトによる

地元企業への貢献、地域への貢献も含めて非常に

大きいのかなというふうに改めて認識をさせてい

ただきました。地域とのかかわりという面では、

昨年度からコミュニティケア教育研究センター、

この辺の関係、非常に地域住民とのかかわりを持

って今進めていただいているのですけれども、ち

ょっとこれをまた話をしているとほかのほうの質

問に移れなくなりますので、次回改めてまたお聞

きをしたいというふうに思います。

今やりとりをちょっとさせていただいた中で、

名寄市立大学の将来構想、当然大学基準協会、７

年置きに受審をしなければならないというような

ことの今回のその内容についてもお聞きをしまし

たし、また将来構想ビジョン２０２６についても

一部ではありますけれども、お聞きをさせていた

だきました。名寄市立大学、短期大学から含める
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と非常に歴史があって、先人の方が築き上げられ

た大学、その後しっかりと受け継がれて名寄市に

大きく貢献をしているのかなと。非常に大きな財

産にもなっておりますし、存在価値も大きいのか

なというふうに思います。そこで、設置者である

加藤市長に改めてお伺いをしたいというふうに思

います。ハード面の設備、先ほどもお話をさせて

いただいたように、図書館だとか、５号館だとか

できたのですけれども、これは一定程度整備がで

きたのかなというふうに思います。総合計画第２

次で掲げております基本構想でのソフト面である

人づくり、この視点から現状を踏まえて、大学の

今後の果たす役割、あるいは魅力ある進化に向け

てどのようにお考えなのか、改めてお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総合的な大学振興につい

ての御質問がありました。大学生がいるというだ

けで、今経済効果だけでなくて大変な地域に元気

を与えていただいていると。地域に定着しない方

も全道、全国で活躍をしていまして、これが間違

いなく名寄市の関係人口という言い方がいいのか

わからないですけれども、につながっていると。

この方たちがまた活躍をすることで、直接、間接

にまた地域の効果も出てきているのかなと。そう

いう意味では、非常に価値のある貴重な存在であ

ると思います。

将来構想の話が出ておりまして、今いろんな議

論をさせていただいたことが全てかなというふう

に思いますが、この将来構想を着実に推進をして

いくということが何よりも重要なのかなというふ

うに思っています。その中で具体的な話出ており

ましたけれども、名寄市立大学は保健、医療、福

祉の専門的なこと、人材を育成する機関でありま

して、この中で大事な国家資格合格率、これをや

っぱりさらに高めていくということは大変大学の

価値を高めていく意味では重要になってくるだろ

うと。そういう意味では、そこに資するやはり教

育、教員全体の質も上げていかなければならない。

不断の努力もしていくということに、ここにもう

たっておりますし、さらには専門的な教育をし、

深化をしていくために大学院等の設置についても

検討ということで書いてありますので、そうした

ことも今後課題なのかなというふうに思っていま

す。加えて名寄市、こうした少ない人口の中にあ

る大学ということに対する価値というのですか、

地域課題を、あるいはこうしたなかなか人口が少

ない中で頑張っている自治体の保健、医療、福祉

をどうしていくのかという、そうした地域課題に

しっかりと寄り添った研究というのは今後も深め

ていく、このことが小さくてもきらりと光る大学

の価値を高めていくことになるのかなと。加えて

先ほどから出ておりますけれども、名寄市におい

ては今スポーツを通じたまちづくりを進めており

まして、こうした地域課題と保健、医療、福祉と

スポーツというのは親和性もあるというふうに思

いますので、そうした課題に一緒になって地域と

取り組んでいける、こうしたことも重要なことに

なっていくのでないかなというふうに思っていま

す。

もう一つ、この中でうたっている中で運営形態

の見直しという話があります。教育の理念をしっ

かりと担保しつつ、どうしてもやっぱりこれから

少子高齢化になっていきます。そうした中で大学

の運営もしっかりその時代に即した対応というの

も求められていくことになるのかなというふうに

も思います。この１２月に消費増税にかかわって

幼児教育の無償化の話と高等教育の一部無償化の

話が出ておりまして、地方自治体にとってはかな

り厳しい内容になっているのかなというふうに思

っています。特に大学の一部無償化に関しては、

公立大学に対してはかなり財源的にも厳しい中身

になっているなというふうに認識をしておりまし

て、加えてその支援対象の要件には組織の外部人

材の経営者の導入、あるいはそれに準じたものが

求められているということもございます。これに



－158－

平成３０年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

ついては、今のうちの大学では要件はちょっと満

たせていないところもあるのかなというふうにも

思っていまして、こうしたことも含めてしっかり

とこれからの大学を魅力あるものにしていく、生

き残っていく、そういう不断の経営、運営体制の

見直しというのも今後重要になってくるのかなと

いうふうに思います。大学がしっかりとこれから

も維持発展、そして人気のある大学としてさらに

全国に飛躍をしていくために名寄市としてもしっ

かりとバックアップをしていくという心構えでお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございまし

た。少ない人数の中でもその地域に合った実情、

保健、医療、福祉、地域課題を含めて将来構想を

着実に進めていかれるというふうなことで、力強

いお言葉をいただきました。今後の推進、さらに

期待をさせていただきたいというふうに思います。

続いて、健康の森の利活用について何点かお聞

きをしたいというふうに思います。先ほど各施設

の利用状況について御説明をいただきました。そ

れで、市民農園について改めてお聞きをしたいと

いうふうに思います。たしか８０区画ということ

で、今利用しているのが５６、５７、５６という

ふうなことで、７０％前後の利用かなというふう

に思います。たしかこの市民農園というのは、春

先にはお聞きをしたところによると全部一斉にと

いうか、部分的ではなくて全体を肥料を施してト

ラクターで全部起こすということで、ここ３年ぐ

らいを見てもやっぱり７０％ということであれば、

使っていないところはちょっと無駄にもなってい

るのかなというふうな思いがするのですけれども、

改めて利用促進に向けてどのようなＰＲだとか、

具体的な施策がとられているのかお聞きをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 市民農園のところに

ついて再質問いただきました。議員が言われます

ように、利用いただいていないところも含めて、

これ管理上雑草や何かが繁茂していると市民農園

というのは使えなくなりますので、一括してそう

いう管理をさせていただいているところでありま

す。３割ほどが使われていないということであり

ますので、ここについてはぜひ市の皆さんに有効

に活用いただきたいと、そんな思いをしていると

ころであります。

現状のところでいきますと、耕起についても今

農家さんのほうに委託をさせていただいています。

それによって農家さんのもつ機械で堆肥なんか入

れさせていただいて、そういう意味では使いやす

い農園となっているのではないかなと思っていま

すし、長年御利用いただいている方には場所を移

すのではなくてやっぱり固定したところで、自分

なりの圃場の土づくりではないですけれども、や

ってきたように感じますので、継続して使えるよ

うな配慮もさせていただきながら利便性上げさせ

ていただいているということであります。また、

募集についても新聞掲載のほかに御利用をいただ

いている方についてはダイレクトメールでぜひこ

としも御利用くださいということの投げかけなん

かもさせていただいております。今後ともそうい

った利用実態ですとか、あるいは利用者の声をし

っかりと把握しながら利用促進に努めたいと思い

ますが、指定管理者のほうでも生涯アドバイザー

を設けておりますので、そういった方たちに例え

ば体験農園をやっていただくだとかという方法も

あると思いますので、そういった部分も含めて利

用促進に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 私もたまたま収穫時期

にここの農園に立ち寄ったときに、昨年札幌から

こちらに来られてというようなことで、実際に家

族と収穫に、非常に値段的にも安いというふうな

ことで利用された方とお話をする機会があったの

ですけれども、せっかくの施設なので、少しでも
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多くの方に利用していただけるような施策を今後

も展開をお願いをしたいというふうに思います。

あと、ＢＭＸコース、先ほどことしが２７名、

実際大会を予定したのですけれども、何か雨でと

いうふうなことで、ほとんど今までは草を刈った

状態だけというふうな利用になっていると思いま

す。先ほど今後の利用についても若干お話があり

ましたけれども、余り時間がないので、あれなの

ですけれども、各施設含めてやっぱりそれぞれの

施設、健康の森は２２年、それからトムテ文化が

２０年、先ほどもお話をさせていただきました。

先ほど臼田部長のほうから日進地区再整備基本構

想を含めた形でというふうな御答弁もいただきま

したけれども、これだけ年数がたっているので、

やっぱりその当時から進めてきたいろんな施設の

あり方と今のニーズが本当にそこにマッチをして

いるのかというふうなことも含めて、今後の検討

の中に加えていただきたいなというふうに思いま

すので、その辺の考え方についてお聞きをしたい

のと、あと健康の森の駐車場の北側に全体を表示

する看板があるのですけれども、かなり老朽化は

しているのですけれども、その整備とあわせて、

恐らく設置のときには来ていただいた方に見やす

い環境、いい環境というようなことで花か何か、

木か植えられたと思うのですけれども、ちょっと

背が大きくなって看板のところまで寄っていけな

い、見れないような状況にもなっているので、そ

の辺の整理はちょっとお願いをしたいというふう

なことで、前段申し上げたことについてのお考え

があればお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の考え方という

ことでありました。先ほども述べた部分と重複す

るかもしれませんけれども、議員が言われるよう

に施設設置後年数がたてばそれに対するニーズな

んかも変わってくると思いますし、同じ使用方法

でも例えばテントでいくと小さいのから大きいの

になるとか、そういった対応が必要なのだろうな

というふうに思っていますので、ここは利用者の

声あるいは指定管理者が現場管理していますので、

指定管理者とも連携しながら、どういう形がいい

のかについて今後も検討していかなければいけな

いというふうに思っておりますが、ただ大がかり

な整備等については、これは日進地区の再整備基

本構想の中でも言っていますが、優先すべきは今

スキー場エリアということで、所管の委員会の中

でも研修施設についてこの間も、先日も貴重な御

意見いただいたところであります。まずは、そこ

を優先させて進めさせていただきながら、そこが

一段落したときに改めて健康の森のあり方につい

て必要な対応については検討させていただきたい

と思っておりますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひよろしくお願いを

したいというふうに思います。

最後、もう時間がないので、要望にさせていた

だきます。閉校学校施設というふうなことで先ほ

ど答弁をいただきました。現状の利用状況だとか

という、基本的には地域の方との話し合いを前提

にというふうなこともあるとは思うのですけれど

も、やはり一定のルール化というのが非常に今後

重要なのかなと。何年も放置をしておくと当然い

ろんな弊害も出てくると思うので、学校閉校した

場合に先ほどちょっとお話をさせていただいたよ

うに、民間活力を含めて一定期間は例えば公募を

かけるなりして民間も含めた利用方法、稼働も含

めた利用方法というようなことも含めて、やはり

今後恐らく学校だけではなくて公共施設というの

は統廃合というふうなものも出てくると思います

ので、使える設備だとかというふうなものについ

てはそういう考え方も含めて推進をお願いを申し

上げて、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。
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休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新年度予算編成から外３件を、大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、通告に従

い４件について質問を行います。

最初に、新年度予算編成から、平成３１年度予

算についてお聞きをいたします。国の予算編成が

行われている中で、市は平成３１年度予算編成の

基本的な考え方として、１つ、総合計画や総合戦

略の具現化、２つ、一般財源収入の減少を認識し、

事業の選択と集中の徹底、３つ目、持続可能で健

全な財政運営の維持に努めるの３項目を掲げてい

ます。とりわけ３１年度は、１０月から消費税率

１０％への引き上げも予定されており、今後国の

施策や地方財政対策など国の動向には十分注視し

ていく必要がありますが、市の平成３１年度予算

の概要、主要施策、懸念される課題等について御

答弁をお願いいたします。

次に、新型出生前診断についてお聞きをいたし

ます。日本産科婦人科学会、日産婦は本年３月３

日、新型出生前診断を臨床研究から一般診療化に

することを発表いたしました。新型出生前診断の

正式名称は、無侵襲的出生前遺伝学的診断、ＮＩ

ＰＴで、検査は母体中血液中に含まれている胎児

のＤＮＡを検出して染色体異常について調べるも

のです。この診断は、２０１３年４月にスタート

し、本年で５年目を迎えました。本年３月以降一

般診療化に向けた日産婦からの続報がございませ

ん。現在道内では、北大、札医大の２カ所でこの

診断が行われておりますが、市立総合病院はこの

認定医療機関ではなく、新型出生前診断を実施し

ておりません。この新型出生前診断に対する市立

総合病院の考え方、捉え方、また医療機関として

の認定を受ける考えがあるか否かについてお聞き

をいたします。

また、期待と不安に向き合う妊産婦に寄り添い、

出生前診断への疑問や悩みに対する妊産婦の心の

ケアについてどのように対応されているのか御答

弁をお願いいたします。

次に、風疹とインフルエンザの感染症対策から、

まず風疹についてお聞きをいたします。風疹は、

ウイルスが原因で起こる感染症です。この風疹ウ

イルスが妊婦に感染すると、赤ちゃんに先天性風

疹症候群、重篤な合併症を生じることで知られて

います。先天性風疹症候群予防のため、妊娠可能

年齢の女性だけではなく、成人男性の風疹ワクチ

ン接種の促進を目指し、公的機関による啓発活動

が行われてはおります。感染対策としてこの風疹

ウイルスのほか、今冬にかけて猛威を振るうと喧

伝されているインフルエンザウイルスの侵入を抑

える水際作戦も必要です。日常的な保健医療体制

の強化など、総合的な対策を図ることが重要と考

えますが、風疹ウイルスとインフルエンザウイル

ス、それぞれの発症状況と感染対策について御答

弁をお願いいたします。

最後に、全市停電における影響とその総括から

お聞きをいたします。本年９月６日午前３時６分

に発災した震度７の胆振東部地震は、震源地の厚

真町を初め道内全域が一時停電となる大規模停電

が発生いたしました。名寄市においても震度３を

観測して市内全戸が停電となり、市民生活に多大

な影響と被害を与えました。日本で初めてのブラ

ックアウトがもたらした名寄市における影響及び

被害状況について、またあわせてこれまでに集約

された総括から、現状の課題と今後の対応策につ

いて御答弁をお願いいたします。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま大石議員か

ら大項目で４点にわたって御質問いただきました。

大項目１及び大項目４は私から、大項目２につい

ては市立総合病院事務部長から、大項目３につい

ては健康福祉部長からの答弁となりますので、よ
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ろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、新年度予算編成から、小項

目１、３１年度予算歳入歳出の規模、概要等につ

いて申し上げます。まず、３１年度予算の現在の

進捗状況と概算要求の規模についてでありますが、

各部からの要求につきましては平成３０年１１月

２１日を締め切りとし、その後第１次の整理、財

源調整などを経て１１月２６日から財政課長査定

を実施しているところであります。第１次の計数

整理後の一般会計では、歳入約１９４億円、歳出

約２１６億 ０００万円となっております。お尋

ねの想定される予算規模につきましては、今後予

算査定の中で精査をし、総額を固める作業となる

ほか、国の地方財政計画または今後の国の補正予

算の状況を考慮する必要があり、現状では申し上

げる段階ではございませんので、御理解をお願い

いたします。

次に、小項目２、３１年度予算の主要施策等に

ついて申し上げます。予算要求の段階では、継続

中の普通建設事業として風連中央小学校校舎・屋

内運動場等改築事業や北斗・新北斗公営住宅建設

事業のほか、西１条通道路改良舗装事業などが要

求されており、またソフト事業では福祉や教育、

防災など多岐にわたる各分野から予算要求が上げ

られてきているほか、総合計画中期基本計画に掲

げます重点プロジェクトに対する事業についても

予算要求がされており、今後これら施策や事業を

精査をし、主要な施策について決定していく運び

となります。

最後に、小項目３、３１年度予算編成で懸念さ

れる課題等について申し上げます。まず、何より

も本市歳入の約４０％を占める地方交付税の動向

であります。現時点では、平成３１年度地方財政

対策は明らかになっていないものの、骨太の方針

２０１８や８月の総務省の平成３１年度地方交付

税の概算要求などから、現状地方交付税の総額確

保は非常に厳しい状況にあること、加えて本市に

おいては合併算定がえのさらなる縮減などから普

通交付税の総額が減少するものと想定しておりま

す。また、歳出においては扶助費や公債費といっ

た義務的経費のほか、物件費などの増加も見込ま

れることから、当初予算編成においては財政調整

基金のほか、各基金に依存しなければならないも

のと考えております。基金への依存度の高まりや

地方交付税などの一般財源収入の減少など、本市

の財政運営には多くの財政的課題があることから、

予算編成においては真に必要な事業についてしっ

かりと厳選し、限られた財源を重要的かつ効果的

に活用するよう努めてまいります。

次に、大項目４、全市停電における影響とその

総括から、小項目１、胆振東部地震発災による市

における影響及び被害状況についてお答えいたし

ます。本年９月６日に発生した胆振東部地震に伴

う停電についての名寄市の被害状況について、概

算での数値となりますが、現在把握している状況

についてお知らせいたします。農業関係の被害に

ついてでございますが、酪農家において生乳の廃

棄処分が発生し、２６戸で約７１４万円の被害が

報告されております。次に、観光、商工関係に係

る被害状況でございますが、総額で約 ２００万

円の被害額となっております。内訳としましては、

宿泊施設などを含むサービス業ではキャンセルや

食材の廃棄などの被害が約 ２５０万円となって

おります。観光施設につきましては、スポーツ競

技施設のキャンセルにより約３０万円、交通機関

については貸し切り運行のキャンセルで約５０万

円、路線バスの収入減少などで約１００万円とな

っております。製造業では、食材廃棄などにより

約２７０万円、物流障害による納品のキャンセル

などで約４０万円、卸、小売業では食材廃棄など

で約２４０万円、入荷おくれなどで約１２０万円

の被害となっております。そのほかの業種としま

して小売業の営業停止などにより、チラシなどの

印刷中止で約４０万円、信号機の停止による集荷、

配送のキャンセルなど運輸業による被害が約６０

万円となっております。農業、観光、商工関連を
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合わせまして ９１４万円の被害額となっており

ます。この額につきましては、大型店舗が含まれ

ておりませんし、ほとんどがアンケートによる集

約となっており、回答をいただいていない事業所

もありますので、実際の被害額はさらに大きいも

のと考えております。

次に、小項目２、総括から得られた現状の課題

と今後の対応についてでございますが、胆振東部

地震における名寄市の震度につきましては皆さん

御承知のとおり震度３を観測いたしました。幸い

地震による被害の報告は受けておりませんが、長

時間の停電に伴って多くの市民の皆さんの生活に

影響が出た結果となりました。一番長く停電とな

っていた地域につきましては、４１時間弱の間電

力が復旧せずに苦労されたことと思います。この

停電により市民への情報伝達の重要性を改めて認

識したところです。市から情報伝達するに当たり

テレビなどが使用できない状況の中で、非常に限

られた手段の中での対応となりましたが、主に広

報車での周知が有効な手段として活用してまいり

ました。早朝から小中学校の休校や交通安全の呼

びかけなど広報車を活用して情報発信してきたと

ころですが、この広報車につきましてはスピード

が速過ぎる、何を言っているのか聞こえないなど

の声が寄せられたところです。広報車での周知に

つきましては、今後も停電時には有効な手段とな

りますので、運転のスピードを落とすだけではな

く、ところどころで停車して広報するなど改善す

べき点が明らかとなりましたし、広報車の出動台

数をふやすことなども行っていく必要があると考

えております。このほか市民への情報発信につき

ましては、市のフェイスブックやエフエムなよろ

様への情報提供などにより連絡をとりながら周知

に努めてきたところです。市民の皆様につきまし

ても携帯電話、スマートフォン、電池式のラジオ

などをお持ちでない方も多くいたものと思います。

市の情報伝達だけではなく、あわせて市民の皆さ

んの情報収集の多様化について促していくことが

必要と感じたところです。今後につきましては、

市の情報伝達手段について新たな手法があるのか、

または現状の手法を改善できるのか、どのような

対応ができるのか研究を進めてまいりたいと考え

ておりますし、市民の皆さんの情報収集について

も多様化いただけるよう各御家庭での非常用備蓄

品の備えなどの必要性などを含め、継続して周知

してまいりたいと考えておりますので、御理解い

ただきますようお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目２、新型出生前検査等からについて一

括して申し上げます。

新型出生前診断、ＮＩＰＴの概要につきまして

は、御質問にありましたとおりで、現在道内で対

応しているのは北海道大学病院と札幌医科大学病

院であります。この検査につきましては、日本産

科婦人科学会から実施に当たっての指針が示され

ており、十分な知識と豊富な診療経験を有する常

勤の産婦人科専門医と小児科専門医の在籍が求め

られており、少なくとも一方は臨床遺伝専門医の

資格を有することとされております。また、医師

以外にも認定遺伝カウンセラーや遺伝看護専門職

が在籍していることが望ましいとされているとこ

ろであります。出生前に遺伝子の異常について検

査をすることは、生命倫理にかかわる重要な事項

ですから、このように厳しい要件が課せられてい

るものです。当院におきましては、検査の御要望

があれば必要事項を説明し、紹介状により認定施

設に御紹介を行いますが、求められる資格や検査

機器、相談体制などいずれも要件に該当しないこ

とから、施設認定を受ける考えはございませんの

で、御理解をお願いいたします。

出生前診断受診に対する妊産婦の心のケアにつ

きましては、御相談があった場合に産婦人科医師

や助産師が適宜対応しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目３、風疹ウイルス等の感染症対策からについて

お答えいたします。

初めに、小項目１、風疹の発症と予防対策につ

いてですが、現在例年と比較し、関東地方を中心

に風疹患者が大幅に増加しており、本年の状況は

１２月９日までの第４９週分で全国では ５８６

人、北海道では１９人が報告されておりますが、

本市における風疹患者の報告はありません。特に

妊娠２０週ころまでの妊婦の方が風疹ウイルスに

感染すると、赤ちゃんが難聴、心疾患、白内障な

どの先天性風疹症候群にかかる可能性があります

が、幸い先天性風疹症候群の報告は平成２７年以

降全国においてはありません。近年では、平成２

４年から平成２５年にかけて風疹が全国的に流行

し、上川管内においても患者が発生したことを受

け、感染予防には風疹の予防接種が最も有効的と

されていることから、本市においては妊婦と赤ち

ゃんの健康を守るための緊急対策として成人の風

疹予防接種費用の一部助成を平成２５年７月から

開始しております。

これまでの実績といたしましては、平成３０年

１１月末までに妊娠を希望する女性２３１人、妊

婦の夫１０５人、延べ３３６人が市の助成を受け

接種を終えております。また、婚姻時や母子健康

手帳交付時、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健

診においてリーフレットの配布等を行い、さらに

広報、ホームページ等で先天性風疹症候群につい

ての正しい知識の普及啓発を図り、風疹の定期予

防接種を２回接種されることや成人の風疹予防接

種費用助成事業についての周知啓発に努めてまい

りました。風疹は、ワクチンで予防可能な感染症

ですが、先ほど報告しました風疹患者は子供のこ

ろに予防接種を受ける機会がなかった３０歳から

５０歳代の接種率が低い男性が大半を占めている

状況となっております。そのため、風疹の感染状

況や抗体検査の実施状況、ワクチンの需給状況等

を踏まえながら感染拡大防止のための追加的対策

として昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１

日までの間に生まれた現在満３９歳から満５６歳

の男性を対象に風疹の抗体検査や定期予防接種を

原則無料で平成３１年から約３年間かけて集中的

に取り組む案が１２月１１日付で厚生労働省から

発表がありました。今後追加対策の円滑な実施に

向けた具体策について検討が進められ、ガイドラ

インが作成される予定との情報があります。感染

症対策は、一自治体だけで実施することには限界

があることから、今後の風疹患者の発症や国の対

策の動向を注視しながら、効果的な対策の推進に

努めてまいります。

次に、小項目２、インフルエンザの発症と予防

対策についてですが、例年初冬から春先にかけて

インフルエンザが流行しますが、全道のインフル

エンザ定点医療機関を受診したインフルエンザ患

者数を１週間ごとに把握、集計した感染症発生動

向調査の結果が市町村へ報告されており、厚生労

働省の基準では１定点医療機関当たりの受診患者

数が１週間で１０人を超えた場合は注意報が、３

０人を超えた場合に警報が発令されます。今期は、

１０月２９日から１１月１４日までの第４４週分

に名寄保健所管内で初めて定点当たり ２人の報

告があり、その後１１月１２日から１１月１８日

までの第４６週分まで報告はありませんでしたが、

１２月３日から１２月９日までの第４９週分に定

点当たり１ ４人の報告があり、１２月１２日付

で今期初のインフルエンザ注意報が発令となりま

した。

インフルエンザについては、予防接種によりイ

ンフルエンザの発症を少なくし、重症化予防が期

待できることから、国は６５歳以上の方や６０歳

から６５歳未満で一定の障がいがある方を対象に

平成１３年度からインフルエンザ予防接種を定期

予防接種化しております。本市においては、１人

１回 ２００円の助成を実施、平成２９年度は

７７４人が接種され、接種率は４ ７％となって



－164－

平成３０年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

おります。また、インフルエンザの予防には、流

行前の予防接種が有効ですが、うがい、手洗いの

励行、マスクの着用や十分な栄養と休養をとり、

体の抵抗力をつけることなども重要となることか

ら、広報やホームページ、地区で開催する健康相

談などの機会を通じて感染予防に関する情報提供

を図ってきております。また、インフルエンザの

警報や注意報が発令された場合や市内の小中学校

が学級閉鎖等となった場合は速やかにホームペー

ジに掲載するなど注意喚起に努めてきております。

今後も道、国などと連携を図り、インフルエンザ

などの感染症に関する情報を収集し、迅速な周知

や対応に努め、市民の健康を感染症から守る対策

を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは

最初に、平成３１年度予算編成に関して再質問を

行いたいと思います。

先ほど予算規模について数字でお知らせをいた

だきました。さきにいただいた中期財政指標から

比較すると、多少数字に入り繰りがありそうです

けれども、本格的な議論というのは年が明けた３

月の第１回定例会のほうで、予算委員会の中で集

中的な議論を行わせていただきたいと思います。

それでは、質問に入ってまいります。１１月１

日付でそれぞれ加藤市長あるいは中村総務部長の

ほうから訓令あるいは事務連絡というのが幹部職

員宛てに発令されています。とりわけ事務連絡で

は、基本的項目が１２項目ぐらい列挙されていま

した。その（１）に、ちょっと気になって過去の

事務連絡も見てみたのですが、初めての言葉が出

ておりました。なお、新たな財務会計システムで

の予算編成となるというふうに記載されているの

ですけれども、この新たな財務会計システム、新

たな、新しい新公会計企業とか、新自治体公会計

という言葉で以前からは聞いてはいたのですが、

今回初めてですね、中村総務部長の事務連絡の中

に新たな財務会計システムというのが出ていまし

たので、この新たな財務会計システムについて御

答弁いただければありがたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 特に会計のやり方に

ついて変わったということでなくて、従前から職

員のほうが予算編成に当たってパソコン上で扱う

予算編成のシステムについて新しくなりましたと

いうことなのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。これ

は、そうすると総務省のほうで出している固定資

産を整備して、新たに財務諸表４表を整備してい

くという、そういう新自治体公会計制度の移行で

はないということですね。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） さきに御答弁したとお

り、今回の新しい財務会計システム、パソコン上

のシステムのことであります。公会計につきまし

ては既に着手しておりまして、固定資産税の台帳

等の整備も順次しておりますが、これについてほ

かの自治体というのはパソコン上のシステムの中

でやれるようなものも入れているのですが、名寄

市においてはそれはまだ導入していなくて、別の

形でやっているということで、公会計については

既にしているというところで御理解いただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） よくわかりました。

それでは、さらに続けてお聞きをしてまいりた

いのですが、事務連絡の中で財源確保という言葉

が執拗なまでに出てくるのですけれども、それも

実に形を変えて出てきます。自主財源という４文

字から、あるいは特定財源、一般財源といずれも

４文字熟語なのですけれども、それぞれ一、二回

ずつ念を押すぐらい記されているのです。新たな

財源確保ということで、国からの財源施策につい
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ても真剣に耳をダンボのように膨らませて情報収

集をしなければいけないだろうと私は思うのです

けれども、そういう情報収集や提供、あるいはそ

の有効活用の利用について、どのように職員の皆

さん、幹部職員の皆さんに周知を図っておられる

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） これまでもそうでご

ざいますけれども、予算編成に当たっては当然事

業を推進するということですので、一定の財源が

伴うということであります。ある意味では、今お

話しの自主財源、つまり市税を中心とする財源も

ございますし、国あるいは道からの特定財源、い

わゆる特定財源と言われる財源等について、こう

いった歳入を受けまして一定の事業を推進をする

という形になるかと思っています。このことにつ

きましては、予算編成時に十分歳入について担当

のほうで事業を推進する上においてはしっかりと

裏づけとなる財源について、担当課のほうでは今

議員がお話しのとおり国なりの情報をしっかりと

捉まえた中で歳入の確保についてそれぞれ努力す

るようにということのお話をさせていただいてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ２００８年にスター

トしたふるさと納税寄附金というのがありました。

これは、いち早くアンテナを張りめぐらせた自治

体とちょっと遅きに失した自治体という、こうご

ざいまして、なかなか取り組みのスピード感の違

いもあって、随分と寄附金にも格差が生じている

なという考えを新たにしているところなのですけ

れども、ただこのふるさと納税も後年いろんな制

約がかかってまいりました。物の本によると今や

レームダックという、死に体になってきていると

いうような表現をされている評論家の方もいらっ

しゃると。こうした国の財源提供に対する敏感な

アンテナを張りめぐらせていないと、スタート時

点から大きく出おくれてしまうというようなこと

が今回私もふるさと納税寄附金制度を見ていても

他山の石としない、対岸の火事としないというこ

とで、みずからの問題として捉えて情報収集、こ

れまで名寄市に財務省から派遣されていた職員の

方もいることですし、ぜひともそういう情報収集

に太いパイプを築いていきたいと念押しの意味で

もう一度お伺いをしたいのですが、どのように、

具体的に財源確保の道筋についてお聞きをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 財源確保につきまし

ては、先ほど言いましたように自主財源なり特定

財源、改めてお話ということになるかもしれませ

んけれども、しっかりとそれぞれの担当で情報収

集をお願いをしたいということで通知あるいは説

明会を係長クラスということでもやっているとこ

ろであります。ただ、いずれにしても自主財源に

つきましては主に市税を中心とする。これは、当

然名寄市に住む市民の皆さんの所得から判断をさ

れるという状況でございますから、その意味では

なかなか住民税なりの自主財源は厳しい状況には

なってくるのかなというふうに思っています。そ

の意味で、先ほど言われたようにふるさと納税な

り新しい制度についてしっかりと情報収集をしな

がら、どう自治体の中で財源確保をしていくのか

ということについてはまさに議員がお話しのとお

り今まで名寄市のほうに地方創生として派遣をい

ただいた財務省からの参事監とかいらっしゃいま

すから、そういったいろいろな情報ツールを改め

て使いながら、収集についてはやっていきたいと

いうふうに考えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、同じく事務連絡でお聞きをしてまい

りたいのですが、事務連絡の中に末尾にありまし

たが、歳出予算積算にかかわる注意点ということ

で別表が添付されていました。その別表には、報
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酬からその他まで１０項目が記載されていたので

すけれども、このうち負担金、補助金、交付金と

いう、負担という項目がございまして、その負担

金についてちょっとお聞きをしてまいりたいなと

思います。その注意点には、新規の負担金につい

てはその必要性及び効果に加え、既存制度の見直

しや統合など、さらには後年度への財政負担につ

いて十分検証し、要求することとありましたけれ

ども、この負担金の支出が効果的で経済的及び効

率的な執行となっているか否か、どのように検証

されているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それぞれ負担金につ

きましては、予算編成をするときには負担金にか

かわる内訳ですとか、そういうものをもらいまし

て、担当のほうで負担金の効果等については検証

しながら、また新年度予算に反映をするという内

容になってございますので、従来の部分につきま

しては担当のほうでしっかりと検証しながらやっ

ていますし、新規の部分については財政課長査定

なり、あるいは市長査定なりの中で改めてその内

容につきまして検討しながら、新たな支出の部分

については確認をさせていただく中で効果的なも

のとなるような内容なのかも判断をしながらやっ

ているという状況になっています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 検証しながら予算編

成に臨んでいるのだということでございましたけ

れども、ただ検証するにはやっぱり検証するなり

の項目があってもいいのかなと思うのですけれど

も、そういう検証項目を設けて負担金の中身につ

いて精査行っているということの理解でいいので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御質問の負担金を新

規あるいは従前のものについて一定の基準に基づ

いて検証されているのかという御質問かというふ

うに思いますけれども、先ほど言いましたように

それぞれ担当課の中で従前の負担金については一

定の検証、効果がある負担金の内容なのかという

ところの検証をさせていただいているところです。

負担金の関係につきましては、いろいろとそれぞ

れ各団体なり支出をしながらやらさせていただい

ているということで、全体的な市の支出の関係に

なるということもありますので、５年に１回なり、

これは行財政改革の中で一応検証項目というよう

なことにはなっているということで、そのときに

は全体的な基準として、大変申しわけないのです

けれども、基準の中でそれぞれ負担金が支出され

ているのかということでの検証はさせていただい

ているところでございます。先ほど言いましたよ

うに、基本的にはそれぞれの担当の中でというと

ころになるかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。ちょ

っと気になったものですから、平成２９年度の決

算で各款の１９節にある負担金、補助金、交付金

という金額を出してみました。そうすると、２９

年度の決算で、私のカウントミスがあるかもしれ

ませんし、足し算の間違いがあるかもしれません

けれども、総額で９億８９３万 ４２６円、件数

で１９４件、金額で最も多かったのが民生費で７

億１０７万円、次に教育費で１億 ９８２万円と

いうような形になっておりました。こうして見て

いくと、なかなか部門で突出しているところがあ

るのだなと。それぞれ負担金には法令で支出が決

まっているものもありますし、一概にどうのこう

のは言えないのですけれども、５年に１遍という

お話もありましたが、総量的に検証しているみた

いなお話もありましたが、毎年行財政改革の集約

したものが私の記憶では１１月ぐらいに発表され
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ていたなという記憶もあったものですから、今回

ちょっと負担金にスポットを当ててお話を聞いて

みたところでございます。

あと最後に、予算のところで聞いてみたいなと

思うのですが、加藤市長はこれまでの財政改革、

あるいはそういったところで取り組みを行われて

いるなというふうに考えています。１つは、どん

なものがあるのだというと職員給与のわたりを是

正しただとか、これまで余り予算、決算書には出

てこない備荒資金組合の残高が決算書なり予算書

に掲載されるようになったと。こうして少しずつ

なのですけれども、加藤市長の行財政に対する取

り組みという姿勢はうかがえるのですが、以前か

ら私予算の市民への公開、予算経過、予算の編成

過程を市民の皆さんに公開してくださいというこ

とでお願いをしてまいりましたけれども、これが

形を変えて加藤市長の予算査定を終えてというこ

とで予算要求から査定の過程、そういったものが

一覧表でまとめられて発表時に一緒に添付されて

配付されるようになりました。これもある程度予

算の概算要求から査定を経て予算化される、そう

いう一連の流れを見ることができるようにはなっ

たのですけれども、この予算査定を終えてさらに

一歩踏み込んで事業予算の概算要求あるいは査定

の経過、財政課長あるいは総務部長査定、副市長

査定、市長査定といろいろあるのだろうと思いま

すけれども、その査定の折々にさらに予算審査の

過程を市民の皆さんに公開することで市民と協働

のまちづくりを一層促進させることにもつながる

だろうと思いますが、あえてもう一度お聞きした

いと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時４４分

再開 午後 １時４４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民と協働のまちづくり

においてできるだけ市民の皆さんに情報を公開し

ていくということは、大変重要なことだというこ

とは承知をしています。その中で予算の審査過程

というのも、我々今のところできる限りのことは

やっているつもりでありますけれども、さらなる

ということでありますので、しかしここというの

はなかなか本当に難しいところもありまして、よ

り市民の皆さんにできるだけわかりやすくその議

論過程を公開していく、その手法についても検討

はしてまいりたいというふうに思いますけれども、

基本的には議員がおっしゃるようにできるだけ市

民の皆さんにわかりやすい、あらゆる場面におい

て情報の公開をしていくということは大事なこと

だというふうに思っております。よろしくどうぞ

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、新型出生

前診断についてお聞きをしてまいりたいと思いま

す。

ＮＩＰＴについては、私壇上のほうで簡単に御

説明を申し上げました。今市立総合病院のほうで

やっている出生前診断というのはどういうものが

あるのかお知らせいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） これは、

当院のほうでやっておりますのは定期の妊娠週数

に応じて、２週間ごとにメニューが変わりますけ

れども、大きく分けまして身体、それから尿化学、

それから血液の３分野での検査を実施しておりま

すが、それぞれの週数に応じて十数種類から二、

三種類というのが組み合わさっている状況にあり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それを侵襲あるいは

無侵襲的に分けるとどのようになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 侵襲、

どこまでを言うかということでございますが、血
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液検査等につきましては当然採血をいたしますの

で、それ以外のものにつきましては大きく侵襲す

るような検査はないかというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 侵襲性の出生前診断

はやっていないという理解でいいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 規定さ

れておりますもの以外につきましては、うちのほ

うではやっていないということになろうかという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 規定されていないも

の以外というのは、どういうことなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） やって

おりますのは、妊婦一般健康診査と言われるもの

でございますので、それが生まれる前に行う検査

でございます。それが先ほど申し上げたとおり２

週間程度ごとに、最終のほうになりますと１週ず

つということになりますけれども、それについて

当院では出生前の検査として行っているものとい

うことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） もっとわかりやすく、

例えば超音波検査だとか、羊水だとか、絨毛検査

だとか、そういった言葉では出てこないのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） では、

細かく申し上げていきますと、問診の診察、それ

から血圧、それのほかは尿化学の部分でいけば尿

中の一般物質定量検査、それから血液の部分でい

けば血糖値ですとか、肝炎の抗原ですとか、抗体

ですとか、それとかＨＩＶの抗体だとか、そうい

ったものの検診も入ってきます。そのほかでいけ

ば、あとＢ群の溶血性の連鎖球菌の検査ですとか、

そういったものが組み合わさっているということ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） どうもちょっと議論

がかみ合っていないようなのですけれども、私は

そちらのほうで新型の出生前診断についてこうい

うものだよというふうに申し上げたのですが、簡

単に御説明いただく出生前診断というのは岡村部

長の考えるところはどのようなものになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 議員の

御質問にございますのは、新型ということでござ

いまして、これは遺伝子検査と言われる部分でご

ざいます。ですから、これにつきましては先ほど

御答弁したとおりでございますが、病院のほうで

一般的に行っている出生前の検査というものにつ

きましてはこういう妊婦一般健康診査ということ

になっておりますということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） もっといろんな市民

の方が聞いているのだろうと思うのですけれども、

出生前診断というのは妊婦の、お母さんのおなか

にいる赤ちゃんの体型や、あるいは状態を把握す

るために行う検査で、簡単に言っていただいてい

いのですけれども、そんなに難しくお答えになる

必要はないだろうと思うのですけれども、ただ単

純に胎児のおなかにいるときの状態を把握するた

め、検査するための検査だということで結構なの

ですけれども、なかなかうまく難しく言われると

私たちのような門外漢の中では理解が困難になっ

てしまいますけれども、先ほど新型の出生前診断

については行う考えはないと。行えないというの

が実態なのかもしれませんけれども、旭川の医大

もまだやっていませんし、これから一般診療化さ

れるとそういう医大の関係の病院のほうで間口が

広がってくるのかもしれませんけれども、まだま

だ地方の病院ではなかなか議論が習熟していない

と。煮詰まっていないところでやるというのは難

しいのかもしれませんが、ただ名寄市立総合病院

はことしの４月に地方公営企業の全適を受けて事
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業化という側面も持っているものですから、ある

程度そういった院という兼ね合いと経営という観

点からも少し御検討していただいているのか、院

内の中で検討もしているのかなと思ったものです

から、ちょっと聞いているだけなのですけれども。

あと、名寄の産婦人科には６名の医師がいらっ

しゃるかなと思うのですけれども、それぞれ日本

産科婦人科学会の専門医であったり、指導医であ

ったりされておられる。６人のうち４人までが日

本産科婦人科学会のほうに加盟をされていて、情

報について新型出生前診断について一般診療化す

るという情報が新聞紙上でも流れていますけれど

も、それ以降は流れていないということで、さっ

き壇上で御質問させていただいたのですが、その

後の情報というのは漏れ伝わってきているのです

か。どのように一般診療化していくという。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 学会の

ほうで一般診療化するという発表については、当

然当院の先生方についてはそのような発表という

ことであればそれは伝わっていることというふう

に思います。ただ、当院で行うかどうかというこ

とにつきましては、先ほども申し上げましたとお

りこれは相当なハードルを掲げて学会が指定をし

ているということでございまして、当院の先生方

のほうにも確認をさせていただきましたけれども、

現時点で当院が行うという体制にはないというこ

とでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

出生前診断の情報については、どのように妊婦

の方に伝えているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 御質問

の件についてのことですか。

（「そうです」と呼ぶ者あり）

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） このこ

とにつきましては、相談がございましたら、その

検査の進め方とか概要ですとか、そういったもの

を御説明をして、紹介状を添えて北海道の場合で

したら札医大になるか、北大になるかというとこ

ろで御紹介をさせていただくということでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ちょっと質問が散逸

しないように絞っていきたいのですが、ＮＩＰＴ

に対する相談件数というのはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 全国的

には４万件以上という資料があるようでございま

すが、当院のほうにつきましては、これはあくま

でも医師と希望される方の御相談ということでご

ざいますので、正確な数値の統計はとってござい

ません。ただ、件数はごく少ないものというふう

に見ております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 悩めるのは、名寄市

立総合病院で案内をいただいて、札幌へ行って新

型出生前診断を受けて帰ってこられて、陽性、陰

性いろいろあるのでしょうけれども、いざ陽性と

いう判断を受けたときに今度は確定診断というの

を行わなければいけないというのがあるのですけ

れども、こういった陽性の診断を受けた際の妊婦

さんに対する相談窓口というのはあるのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） そうし

たケースにつきましては、認定施設のほうで行う

ということになりますので、こちらのほうでは先

ほども申し上げましたとおり認定されるカウンセ

ラーであったり、そういった学会の専門医を取得

しているドクターもいませんことから、対応して

おりませんということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

先々日、おとといになりますか、総合計画の重
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点プロジェクトの中で安心して産めるという言葉

がやりとりありました。その中で執行者側のほう

からは、多様化する医療のニーズに応えるという

ようなお答えもあったなと思うのですけれども、

今後こうした晩婚化という言葉がありますけれど

も、新型診断というのは３５歳以上とかという年

齢の制限もあるのですけれども、こういった新型

出生前診断に対する需要というのは地域の医療の

ニーズの中にも入ってくるだろうと私は思うので

すけれども、今後ますます多様化する地域医療の

ニーズの中で、ぜひとも地域の中で新型医療に対

する認識を深める意味でも多くの市民の皆さんを

巻き込んだ講演会、講習会、研修会なりを開いて

いただいて、新型出生前診断に対する認知度を高

めていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 北大な

り札医大さんのほうからそうした勉強会というよ

うな、これは専門の先生からの申し出がなければ

なかなかそうしたものが実現できないというふう

に思います。講習会というようなことでの御案内

があれば対応してまいりたいというふうには考え

ております。

また、先ほどございました安心して産めるとい

う体制のためにこの検査があるべきではないのか

ということとはこの検査はちょっと違うというふ

うに私どもは捉えておりますし、このことについ

てすぐさま全国的にどこの産婦人科領域を持って

いる病院でも実施するという環境にはまずないと

いうふうに見ておりますので、御理解いただけれ

ばというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 前段で岡村事務部長

のほうで、確かにこの新型出生前診断をテーマに

議論をするときには必ず胎児の命の選別というか

なり深遠なテーマにぶつかっていくのです、どう

しても。ただ、そういう深遠で困難な命題にやっ

てしまうと１時間足らずの中ではとても議論を尽

くすことができないものですから、ステージを今

度は置きかえて、そういうふうに万機公論に決す

べしという言葉もございますし、ぜひともふたを

するのではなくて、地域の周産期医療も含めて充

実強化を図っていただきたいというふうに考える

のですが、ちょっと時間がなくなってまいりまし

たが、風疹についてお伺いをします。

ちょっとデータに食い違いが出てきているので

すが、私が押さえているのはこの５年間で名寄市

が平成２５年から、７月からの予防接種の一部助

成を行ったということを聞いていたものですから、

調べていただきましたら男性が９５人だったと。

女性が２３０人の計３２５人で、その後訂正が入

って男性が１０５人、女性が２３１人で３３６人

という訂正になったみたいですけれども……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１２番（大石健二議員） わかりました。わか

ったのですが、今回厚労省のほうで新聞で発表さ

れています３９歳から５６歳までの男性成人抗体

検査と風疹の接種については無料化するという、

来年、３１年からですね。出ていましたけれども、

名寄市における３９歳から５６歳までの男性の対

象となるべき市民の人数というのはわかるのでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、３９歳か

ら５６歳の対象の人数というのは住民基本台帳の

ほうでわかるのですけれども、今ちょっと手持ち

に資料がないので、何人とは言えませんけれども、

ただその中で抗体検査をして、抗体を持っていな

い人がどれだけいるかというのはちょっと実際の

ところは把握できていない状況がありますので、

国の状況ではたしか……

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時０１分
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〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 申しわけありま

せん。今数字が ００１人という報告が来ました。

国のほうでは、先ほど言いました対象年齢でいき

ますと抗体を持っている方が……接種を受けてい

ない方は８５％ほどいるということなので、これ

を９０％以上に引き上げるということで３年間の

中で接種率の低い年代を対象に接種率を上げてい

きたいということであります。一定の抗体を持つ

人たちがいれば流行をしないという状況がありま

すので、そういった状況をつくりたいということ

で国のほうで３年間にわたって集中的に行いたい

という旨の報告が来ております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

人口減少下における地方自治のあり方について

外２件を、佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長より御指名いた

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

させていただきます。

大項目１、人口減少下における地方自治のあり

方について。本市の人口統計では、１０年前と比

較して ６００人余りが減少しております。人口

減少は国内全般の問題ですから、なるべく減るス

ピードを抑える努力を重ねつつ、その間に諸課題

を解決していく。たとえ人口が減っても豊かで活

力があると言われるまちづくりが今地方自治の一

つのあり方ではないかと考えております。

そこで、小項目１、公共施設の維持管理と立地

適正化計画についてであります。１３％の施設の

縮減目標が掲げられている一方で、主な公共施設

の老朽化も進んでおります。公共施設は、この縮

減目標に沿って除却、転用、代替など考えていか

なければなりませんが、一方必要な施設は複合化、

多機能化により機能統合を進め、地域の中で公共

施設が担ってきた固有の役割はできる限り維持し、

質を高めていく。そうした方向性であるとか、改

修、建てかえ計画も漸次市民の前に明らかにして

いく必要があると思うのですが、いかがでしょう

か。

さらに、立地適正化計画では中心的拠点だけで

なく旧町村の役場周辺など生活拠点も含めた多極

ネットワーク型のコンパクト化を目指すとなって

おります。多極ネットワーク型とは、利便性の高

い公共交通網で市民の居住地近郊と主要な公共施

設、病院や中心市街地などを結ぶことと理解して

おりますが、交通網再編、快適で安全な公共交通

の構築について中期計画や各種事業の議論と並行

して公共交通網の策定についてどの程度まで明ら

かにできるのか、これまでの地域公共交通活性化

協議会などでの議論状況、検討状況についてお尋

ねいたします。

（２）、本市の産業構成と持続可能なまちづく

りについて。担い手、後継者不足や人手不足によ

る産業構成上などの課題にどう対応していくか、

例えば本市でも農業分野では人手不足対策として

アスパラ、スイートコーン収穫に大学生のアルバ

イトが取り込まれ、農家の皆さんに喜ばれており

ますが、こうした事例に見られるような各産業で

抱える課題に対し、ソフト面からの対策が必要で

はないかと感じます。講じるべき対応策について

検討されていることがあればお聞かせください。

次に、大項目２、安心子育て支援の環境整備に

ついて、小項目１、学童保育の現状と使用料の平

準化についてであります。現在本市の学童保育所

は、公設が３カ所、民間２カ所と５つの学童保育

所が運営されておりますが、公設学童保育使用料

と民間運営の学童保育使用料について３倍近くの

格差になっております。学童保育の現状と公設と

民間の学童保育料金の格差解消、使用料金の平準

化の手だてについてお伺いいたします。

小項目２、病児、病後児保育の状況と有資格化

及び市のサポート体制の考え方について。子育て

をしながら働く上で勤め先の子育てに対する理解

とともに、子供が病気になったときや病後も安心

して預けられる環境の充実が不可欠になっていま



－172－

平成３０年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

す。現状本市では、病児保育はやられておりませ

んが、病後児保育の状況と有資格化の考え、市の

サポート体制の考え方についてお知らせください。

小項目３、生徒の休日における運動環境の充実

について。生徒、中高生の休日における運動環境

の整備について、屋外の遊び場、運動の場として

大きな公園を中心に市民が要望する遊具等の整備

について考えられないかお尋ねいたします。

大項目３、ＪＲ宗谷本線維持、存続について、

小項目１、ＪＲ宗谷本線の利用促進策などの議論

経過について。宗谷本線活性化推進協議会でＪＲ

北海道は今年度策定する線区別事業計画、アクシ

ョンプランへの協力を要請されたとの報道があり

ましたが、議論経過や現状の考え方などについて

お知らせいただきたいと思います。

小項目２、国からの財政支援と自治体における

かかわりについて。ＪＲ日高線が高波被害、台風

被害の復旧をされることなく約３年間にわたり運

休とされた末、日高門別―様似間９ ２キロの鉄

路復旧を断念させられ、廃止を受け入れる方針で

合意したことが報道されております。自然災害に

よって路線廃止を余儀なくされた事例は全国にも

少なくありません。名寄以北天塩川の川沿いを走

る宗谷線においても、過去にたびたび川の増水に

よる路盤流出被害も起きており、人ごとではない

と思っております。鉄道事業は、道路、航空、港

湾と同じく社会資本としての位置づけが必要であ

り、自然災害の復旧費用は国土保全の観点から鉄

道事業者に負わせるのではなく、国が負担すべき

と考えますが、いかがでしょうか。

また、トータルとして将来の国や北海道として

の財政負担策が示されていない中で、自治体とし

てどのようにかかわっていくか、方向性は描きづ

らいところではありますが、宗谷本線活性化推進

協議会としては国、道への働きかけとともに利用

促進に限定した努力、取り組みなどは始めていか

なければならないのではないかと思いますが、お

考えをお聞かせいただきたいと思います。

さらに、ＪＲ名寄駅を活用した取り組みについ

て現在考えられていることがありましたら、お伺

いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐久間議員

から大項目で３点にわたって御質問いただきまし

た。大項目１の小項目１及び大項目３については

私から、大項目１の小項目２については経済部長

から、大項目２の小項目１及び３については教育

部長から、大項目２の小項目２についてはこども

・高齢者支援室長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、人口減少下における地方自

治体のあり方について、小項目１、公共施設の維

持管理と立地適正化計画についてお答えいたしま

す。人口減少や高齢化が進展する中で、持続的な

まちづくりを考察すると公共施設のあり方は非常

に重要な事項であると捉えています。本市におい

ては、老朽化が進む公共施設の全てを今後も維持、

更新することは困難であることから、平成２８年

３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施

設の総延べ床面積１３％縮減を目標値として設定

しました。この計画では、公共施設の適正配置、

集約化、複合化により施設総量の縮減や計画的な

維持補修による長寿命化を推進することとしてお

ります。これらの課題や国からの要請等に対応す

るために、平成３２年度までに総合管理計画に登

載の施設について今後の改修や建てかえ等具体的

に今後の方針、方向を定める計画を策定すること

としております。現在この計画策定に重要な要素

となる名寄市のまちづくりにおけるグランドデザ

インを立地適正化計画の中で描こうとしていると

ころです。個別計画策定に向けては、立地適正化

計画の策定の中で検討される都市機能や居住誘導

区域の設定等の議論を踏まえ、市民の皆さんや議

会に対する情報提供を図りながら進めてまいりた

いと考えております。
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次に、立地適正化計画の議論、検討状況につい

てでございます。本市では、人口減少や少子高齢

化、老朽化した公共施設の再編などの課題に対し

て持続的な都市経営を維持していくために、都市

機能や居住機能の誘導を図る名寄市立地適正化計

画を２カ年かけて策定中です。本年５月には名寄

市都市計画審議会を、６月には市民や学識経験者

などから成る名寄市都市計画マスタープラン見直

し及び名寄市立地適正化計画策定委員会を、７月

には行政職員による庁内検討委員会を設置及び開

催をして制度概要や意義、意見交換などを行って

まいりました。同時に本計画策定に当たります委

託業者により本市の現状や都市構造、将来にわた

る高齢化分布を含める動向などの分析を行い、庁

内においては老朽化対策が急がれる公共施設につ

いて各担当部署への調査と公共施設の機能連携に

よる効果や立地条件について考察をしております。

また、１１月には公共施設と民間との複合化によ

るにぎわいの創出や公共施設マネジメントにおけ

る総合的な企画管理及び利活用方法について学ぶ

ため先進地視察を行い、あわせて第２回の庁外策

定委員会と庁内検討委員会を開催してまいりまし

た。その中で都市構造パターンの検討や公共施設

再編のあり方、拠点地区の整備方針などについて

の報告や意見交換を行い、議論を進めているとこ

ろです。今月の１２日には、他の地域から名寄市

へ転入された方からまちづくりへの考えを聞く機

会として市民シンポジウムを開催し、多くの市民

の参加をいただきました。今後におきましては、

市民アンケートを実施するなど市民意見をより反

映しやすい計画となるよう引き続き策定作業を進

めてまいります。

次に、地域公共交通網形成計画の議論、検討状

況についてでございます。公共交通網を考えるに

当たりましては、立地適正化計画との連携を図り、

将来の都市像との整合性に留意する必要がありま

す。現在のＪＲや路線バスなどの公共交通網は、

市町村合併前の旧名寄地区、旧風連地区の地域間

や医療、商業、教育などの生活拠点に配慮された

ものであります。人口減少など社会構造が変化し

ていく中で、名寄市地域公共交通活性化協議会に

おいて地域にとって望ましい公共交通網の姿を明

らかにするマスタープランとして地域公共交通網

形成計画の策定作業を本年度着手しております。

進捗状況といたしましては、本協議会内に具体的

な検討を行う専門部会を設置し、本年５月から２

回会議を開催しています。計画の内容等を確認す

るほか、人口等の統計情報やバス路線等の現状を

整理し、利用者ニーズの把握のためのアンケート

調査を現在実施をしている最中であります。今後

においては、交通サービスの改善が必要な区域の

把握など問題点や課題を整理し、それらを解消し

ていくための基本方針や施策などを盛り込んだ計

画を今年度策定に向けて取り組みを進めてまいり

ます。

次に、大項目３、ＪＲ宗谷本線の維持、存続に

ついて、小項目１、ＪＲ宗谷本線の利用促進策な

どの議論経過についてお答えいたします。ＪＲ宗

谷本線に関するこの間の議論の経過につきまして

は、平成２８年１１月にＪＲ北海道が単独では維

持困難な線区として１０路線１３線区を発表し、

宗谷本線では名寄―稚内間が該当し、宗谷本線活

性化推進協議会では宗谷本線の維持、存続に向け

たさまざまな取り組みを行っております。平成３

０年度の主な議論経過としては、６月に国土交通

省、北海道、市長会、町村会、ＪＲ貨物による６

者会議が開催され、ＪＲ北海道グループの経営再

生の見通しやＪＲ北海道の経営自立、維持困難路

線の扱い、国のＪＲ北海道に対する指導監督や支

援について協議されています。７月には、国土交

通省がＪＲ北海道に事業適切かつ健全な運営に関

する監督命令を発出し、経営改善に向けた取り組

みや２年間で４００億円台の支援について示され

ました。９月には、宗谷線のほか石北線、富良野

線、根室線の４つの協議会が合同で４路線合同説

明会を開催をし、国が示した４００億円台の支援
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の概要や同水準の自治体負担、ＪＲ北海道の今後

の取り組みについて国や道、ＪＲ北海道から報告

を受け、意見交換を行いました。１１月には、再

度４路線合同の説明会を北海道主催で開催し、意

見交換を行ったほか、ＪＲ北海道から５年間の収

支見通し及び線区別事業計画、いわゆるアクショ

ンプランの策定について説明を受けています。１

１月２５日に宗谷本線活性化推進協議会を開催し、

ＪＲ北海道からアクションプラン策定に係る説明

を受け、協議会としてアクションプラン策定に参

画するとともに、策定作業については幹事会がＪ

Ｒ北海道の示した素案をもとに具体的な作業を進

めていくことを確認しました。現在は、ＪＲ北海

道が中心となり、アクションプラン策定に向けた

作業を進めているところであり、策定予定として

は２月中旬までに素案を作成、２月末には報告が

できるよう進めております。

次に、小項目２、国からの財政支援と自治体に

おけるかかわりについてお答えいたします。国か

らの財政支援と自治体におけるかかわりについて

は、現状として自然災害の復旧は全国的には沿線

自治体も一定の負担をしながら行われております

が、持続可能な線路を確立するため、国土保全の

観点から国の責任において維持されるべきものと

考えております。

また、利用促進の観点では、北海道は１２月１

日に市長会、町村会を初め経済団体や観光関係者

などさまざまな分野の団体が集まり、北海道鉄道

活性化協議会を設立しました。オール北海道で全

国的なプロモーション活動や情報発信などにより

国内外の多くの来道者に鉄道を利用していただく

取り組みを戦略的に展開されるところであり、本

市としても近日中に実施される観光列車、クリス

マストレインに協力するなど積極的にかかわって

いるところです。

駅の活用につきましては、この間売店や旅行セ

ンターの撤退など利便性の低下がありましたが、

本市からＪＲへの申し入れによりお菓子の自動販

売機の設置や撤去された待合室のテレビの再設置

など若干ではありますが、利便性の向上が図られ

ております。また、駅舎では本年構造補強工事が

施され、外観は初代の色合いが復元されました。

現在宗谷線フォトコンテストの受賞作品を名寄駅

多目的ホールで展示をさせていただいております。

宗谷本線活性化推進協議会としましては、引き続

き宗谷本線の維持、存続を前提として取り組みを

進めるとともに、国や北海道に対して働きかけを

行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

１のうち小項目の２、本市の産業構成と持続可能

なまちづくりについて申し上げます。

初めに、商工業関係についてでありますが、本

市における事業所数につきましては人口減少など

と相まって年々減少傾向にあり、経営者の高齢化

及び後継者不足などによりまして今後さらなる減

少が懸念をされているところでございます。また、

全国的に課題となっています人手不足につきまし

ては、本年１０月末現在のハローワークなよろ管

内の有効求人倍率は ４５倍と３３カ月連続で前

年同月を上回り、特に建設、土木、測量技術者が

３３倍、また医療分野の各業種におきましても

２倍を超えるなど、依然として人手不足が続いて

おります。このため市といたしましては、平成２

８年には中小企業振興条例を一部改正をし、支援

メニューに新たに創業支援を加え、新規開業事業

に対して資金的な後押しを行うほか、人材育成の

ための支援を手厚くしたところであり、市、金融

機関、商工団体などの関係機関が連携をし、相談

体制を強化する中で第２創業や事業承継など後継

者の課題解決を図ってまいります。さらに、名寄

商工会議所及び風連商工会におきましても人手不

足解消に向けた対策について検討を進めており、

市が今年度実施をしている労働状況実態調査の結

果も踏まえて連携して取り組んでいるところでご
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ざいます。

次に、農業についてでございますが、農家戸数

は年々減少を続け、また高齢化も進行しておりま

すが、一方で新規就農者数は直近３カ年平均で年

間約１０名と一定の確保がなされており、そのう

ち平成２８年は１件、２９年には２件が新規参入

によるものでございます。この農家戸数の減少に

伴い、近年はアスパラガスなど収穫までに多くの

人手を必要とする作物から機械作業で完結できる

作物へと作付体系が変化しており、当市の特色の

一つであります多様な農作物の生産を維持するた

めには労働力確保が喫緊の課題となっております。

このため本年度不足する労働力を補うため、アス

パラガスの収穫時期に合わせて市立大学生の農作

業アルバイトをＪＡや生産組合と連携して取り組

んだところ、農業者、学生ともおおむね好評をい

ただいたことから、スイートコーンの収穫に拡大

して取り組むことができましたので、今年度、次

年度に向けて課題を整理し、定着に向けて進めて

まいりたいと考えております。また、農福連携に

よる障がい者雇用につきましては、既に市内にお

いても取り組まれているところでございますが、

さらなる取り組みの推進に向けて双方の理解を深

められるよう取り組んでまいります。

担い手の育成、確保については、後継者の育成

を目的に規模拡大や栽培技術の向上などの取り組

みに対し引き続きＪＡと協調して支援に取り組む

とともに、新規参入者の確保については市外にお

いて開催される募集フェアなどへの参加を初めと

いたしまして、名寄の農業の魅力を発信し、ＰＲ

に取り組んでまいります。今後ともＪＡ、農業改

良普及センターなど関係機関、団体と連携し、地

域の協力を得ながら担い手の育成、確保に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

安心子育て支援の環境整備についての小項目１及

び３についてお答えします。

まず、学童保育の現状と使用料の平準化につい

てですが、放課後児童クラブは就労などにより放

課後の時間帯に保護者が不在となる家庭を対象に

遊びや生活の場として児童の安全な居場所を提供

し、その健全な育成を図るとともに、保護者の仕

事と子育ての支援を目的に運営をしております。

また、少子化や核家族化、保護者の就労形態の多

様化などを背景に、学童保育の役割は大きくなっ

てきており、市では小規模校を除く全ての小学校

区に公設児童クラブ３カ所と民間学童保育所２カ

所を配置し、児童の健全育成を図っております。

民間学童保育所については、名寄小学校区に学童

保育所コロポックル、西小学校区に一般社団法人

どろんこはうす学童すまいるがあり、公設では実

施し切れていない早朝保育や延長保育、宿泊を伴

った受け入れなど多様なニーズに対応した保育運

営を実施し、名寄市の放課後児童健全育成事業の

推進に尽力をされているところでございます。

平成２５年度から使用料格差是正対策として名

寄市民間学童保育所利用支援補助金を創設し、民

間学童保育所に所属し、就学援助を受けている要

保護、準要保護世帯及び同一世帯で２人目以降の

利用児童世帯に対し補助金を交付し、保護者の負

担軽減を図っております。しかしながら、現状の

補助制度は公設の補助制度を準用しているため、

使用料の格差を解消し得る制度とはなっていない

のも現状でございます。市としては、公設児童ク

ラブと民間学童保育所では保育時間や活動内容な

ど提供できるサービス内容に違いがあることから、

使用料に格差が生じることはある程度やむを得な

いこととは考えていますが、利用者間の均衡を欠

いていることも認識していることから、今後も名

寄市学童保育のあり方を踏まえ、民間学童保育所

独自の活力を生かしつつも、使用料、利用料格差

の緩和方策を引き続き検討していきたいと考えて

おります。

次に、小項目３、生徒の休日における運動環境
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の充実についてですが、中学、高校生の運動環境

を整えるための公園整備について、現在浅江島公

園や名寄公園、また町内会に設置している街区公

園を含めた都市公園の整備については、平成２２

年度に公園利用者の安全、安心を図るため、都市

公園３０カ所を対象とした公園施設長寿命化計画

を策定し、公園施設の診断に基づき必要性や危険

性を認識して平成２３年度から１０カ年計画をも

って公園の供用開始が古く、緊急性の高い遊具等

の公園施設から修繕や更新を図っているところで

ございます。現在２１公園の整備を完了しており

ますが、社会資本整備交付金を活用し、整備を行

っていることから、既存施設の更新が採択基準と

なっているため、新たな公園施設の整備について

は交付金対象となっていないこともあり、公園の

整備につきましてはまずは老朽化した遊具等の更

新を図ってまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いします。

都市計画公園の整備においては、小学生以下の

子供たちの利用が見込まれる遊具が多いため、中

高学生の利用に特化した整備とはなりませんが、

休日における運動環境の整備については学校での

部活動などスポーツ活動を行うことも有効な手だ

てと思いますので、積極的に参加していただき、

健康で活力ある学生生活を送っていただきたいと

考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目２、安心子育て支援の環境整備につ

いて、小項目２、病児、病後児保育の状況と有資

格化及び市のサポート体制の考え方についてお答

えいたします。

名寄市における病児、病後児保育の状況としま

しては、病気の回復期にあり、医療機関による入

院治療の必要はないが、安静にすることなどの配

慮が必要な児童を対象に病後児対応型として名寄

大谷認定こども園に委託をして事業を実施してご

ざいます。本事業を実施するに当たり、国の職員

配置基準としましては、看護を担当する看護師等

を利用児童おおむね１０人につき１名以上配置す

るとともに、保育士を利用児童３人につき１名以

上配置することとなっております。名寄市におい

ては、回復期にある病後児の保育であり、利用定

員を１日２人までとし、利用者がいる場合は看護

師１名と保育士１名の体制で実施することにより、

国の基準よりさらに手厚い体制を整えているとこ

ろでございます。また、看護師を配置しているこ

とや症状が変化した場合は利用を中止し、医師の

診断、指示を受けるなど子供の症状に応じた対応

を行っていることから、安全にも十分な体制が整

っていると判断しているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたから、順を追って再質問をさせていた

だきたいと思います。

まず、公共施設の維持管理と立地適正化計画に

ついては、それぞれお答えいただきまして、立地

適正化計画は２カ年計画で策定中だということ、

あるいは地域の公共交通の活性化協議会で現在交

通の関係はマスタープランを本年度策定に向けて

取り組みを進めるという御答弁だったというふう

に思っています。そこで、改めてお伺いしたいの

ですが、名寄市の公共施設等の総合管理計画、こ

れ平成２８年から４７年までに向けての計画です

が、原則新規の施設整備は行わないというふうに

されておりますが、これまで議会で御答弁されて

おります平成３２年までに策定するというふうに

されております個別計画では、これは老朽化の進

む施設についてどのように策定をするか、この検

討がなされるというふうに思っていますし、優先

順位や法令により残すべき施設、さまざまな観点

があろうかと思います。また、複合化ということ

でも、これは単に２つ複合化して一緒にするとい
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うことだけでなく、例えば３つだとかもあり得る

と思うのです。そして、施設の組み合わせ方の課

題も出るというふうに思いますし、広域化、定住

自立圏の視点から検討もしていかなければならな

いというふうに思います。それで、例えば主要な

公共施設で見ますと、児童センターが築５１年、

これは昭和４２年建設ですが、それから名寄庁舎

昭和４３年、市立図書館昭和４５年、スポーツセ

ンター昭和４９年というふうに続いておりまして、

５０年を超えたもの、それから４０年代というこ

とで結構老朽化が激しくなっております。それで、

平成３２年までにどのあたりまで策定する考えか

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今公共施設の総合管

理計画にかかわって３２年に一定程度個別計画を

つくるということになっているので、その計画に

どの程度の内容をのせるのだという御質問かと思

います。議員今前段お話がありましたとおり、こ

れは立地適正化計画なり、あるいは地域公共交通

網の計画の関係ですとか含めましてトータルとし

てやはり公共施設の関係も出てくるのかなという

ふうに思っているところであります。３２年まで

には、基本的には個別、それぞれの施設において

市としての考え方を出さなければならないという

ことで国からの指示が来ているところであります。

具体的な個別の一つ一つの施設について、現在庁

内でも施設のあり方について検討させていただい

ていますし、あわせて先ほど議員が言われたよう

に一定程度それぞれの担当のほうの考え方も含め

まして、もう少ししっかりとすり合わせをする中

で計画をつくらなければならないのかなと思って

いるところです。単純に老朽化、いわゆる経年劣

化によって古いから建て直しをするとかというこ

とではなくて、まずは必要な施設なのかどうなの

かというところも含めて、あるいは現状多少古く

ても改修なりをして長寿命化で今後何年か使って

いくのか、当然必要な施設は残さなければなりま

せんし、そういった観点しっかりと庁内あるいは

立地適正化の委員の皆さんにも御審議をいただく

中で方向を出していきたいというふうに考えてい

るところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまの説明で平

成３２年まで、つまり実効性のある計画、これを

立てて策定していくのだということだというふう

に思います。きのうまでの中期基本計画におきま

してもやはりまちの将来像を明らかにする、そし

て市民周知により努めるという附帯決議なども出

されております。ぜひまずは将来に向かって青写

真を示すこと、これが大切ではないかと。それが

個別施設計画なのだというふうに思いますけれど

も、ぜひ議論を進めていただきまして、真に必要

か、あるいは用途がえなどで対応できないのかな

ど市民議論にもつながっていくのではないかとい

うふうに思いますから、ぜひその意味でわかりや

すいものを示していただければいいのではないか

と。全て立てるということでなくて、これは我慢

するのだとか、そういうことも含めた長寿命化計

画もされているというふうに思いますから、よろ

しくお願いしたいと思います。

それで、地域公共交通活性化協議会のマスター

プランの関係であります。先ほどの御答弁で策定

に着手しながら議論していると。そして、本年度

策定に向けて取り組みを進めるということだった

というふうに思います。そうすると、今年度策定

に向け取り組みを進めるというこのマスタープラ

ンが策定された以降の進行について、ここが一番

早くなると思うのですが、どの程度の時期に新た

な地域交通の運行がスタートするのかなと。そう

いう見通しなどについても策定を明らかにされる

というふうに思うのですが、ここら辺の特に学童、

生徒、学生、障がい者、本市の交通弱者が待ち望

む利便性の高い交通網の形成について、いち早い

実行を希望するものですから、その見通しについ
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てお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地域公共交通網の計

画の関係については、先ほど言いましたように現

在アンケート等をとりながら、利用されている皆

さんの利便度等を集約をして今年度中に計画をつ

くるということになっています。ただ、今言われ

たように具体的にどの時点からということについ

ては、これ立地適正化計画によって一定程度居住

地域なり、あるいは公共施設がどの位置に配置を

されるのかによっても実は全体の公共交通につい

ても逐次見直しをしていくというようなことにな

りますので、大変申しわけないのですけれども、

今の時点でどの時期から新しい計画、地域公共交

通網の計画に沿って運行するのかということにつ

いてはちょっとお答えできないかなと思っていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 公共施設もどの場所

に建てるかわからないしということだと思うので

すが、なかなか難しいと思うのです。しかし、地

域の交通網、現行の地域交通網は交通弱者の方た

ちからの御指摘から、やっぱり現在車を利用して

いる者の目線で組み立てられているのではないか

というふうに気づかされております。それで、日

ごろ徒歩移動されている方だとか、あるいは市内

循環バスを使われている方たちの声を十分酌み取

って新たな地域交通の運行に生かしていただきた

いなというふうに思っています。

それで、公共施設の改修、再配置というのは個

別計画ができたとしても、財政面から考えてもこ

れは一気に進まないわけでありまして、市民合意

を得て形にするまで相当な時間を要すると思いま

すから、ぜひ手を加えられるものから先に交通網

の関係も形をつくっていく。そして、新たに施設

ができるのに何年先かわからぬですけれども、や

っぱりそれは新たな交通網でそれにプラスアルフ

ァしていくということが必要ではないかと。この

辺についてもう一度お答えいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今議員御指摘のとおり、

この３つの計画はタイムラグといいますか、時間

差というのはこれ事実でありまして、公共交通網

計画については今年度、立地適正化計画につきま

しては３１年度、そして公共施設等総合管理計画、

個別のものにつきましては３２年度ということで

あります。立地適正化計画の中で今一番大事なの

は、やはり市民の皆さんと議論をする場をいかに

設けていって、将来のまちづくり、どういうふう

にするかというのが大事だと思っています。この

作業を通じて、ある程度公共施設の配置のエリア

の考え方は出てくると思いますので、３１年度、

３０年度で公共交通網の大枠の計画はできる、基

本的なマスタープランはできるのですが、それ以

降の見直しあるいはメンテナンスといいますか、

それにつきましても適宜やっていかないとどうし

ようもありませんので、これは引き続き部会の皆

さん、また市民の皆さんと議論しながら進めるこ

とになると思います。

公共施設等総合管理計画、個別計画につきまし

ては、今この議論の中では施設ということでクロ

ーズアップされておりますけれども、これはイン

フラも実は入っております。水道、下水道といっ

た、そういうものも入っております。国のほうか

らこういう形がいいのではないのみたいな、示さ

れるということも情報としては得ているのですけ

れども、まだ具体的なものはそのあたり出てきて

いませんが、いずれにしろ、これは時間が余りな

いということも認識しております。この３つの計

画それぞれ足並みそろえてやっていくことが非常

に大事なことでありますし、時間差の部分につき

まして適宜見直しながらということも当然視野に

入れて進まなければならないと思っておりますの

で、改めていろんな機会をつかまえて情報の共有、

そして議論のほうに進んでいきたいと思います。
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よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。ぜひ

市民理解を得られるようなまちづくりに今後も私

も議論をしていきたいというふうに思いますし、

これからのさまざまな形での進め方に１つずつス

ピード感持ちながら、やっぱりはっきりしたもの

ははっきりさせるということでお願いしたいと思

います。

それで、産業構成の関係、それと持続可能なま

ちづくりについてお答えいただきました。いろい

ろ課題があるわけなのですが、特に私は名寄の小

売業、商店にしてもかなりの数がこれ減ってきて

いるのではないかというふうに思っているのです

が、ここ１０年ほどどの程度減少しているのか、

データあったら数値的なところと、それから傾向

について、先ほど後継者がいなくて店をやめてい

く人がいるとか、そんなこともあったのですが、

あるいは売り上げの低迷なのか、分析されている

ところがあれば１点お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この間の事業所数あ

るいは売り上げ等のデータ的な把握ということで

御質問いただきました。ちょっと１０年間という

ことで、平成１９年と２８年度の比較ということ

で申し上げたいというふうに思います。経済セン

サス等のデータということで御確認いただきたい

と思いますが、小売業につきましては平成１９年

の事業所数が３２４で、その従業員数が １１１

人、２８年には事業所数で２６１、従業員等につ

いては ９５５人ということで減少はしていると

いうことであります。ただ、年間の商品の販売額

については１９年度が４００億円ぐらいです。２

８年度については４２０億円ということで、額に

ついては上がっているということです。これは、

物価の上昇等もあるのかなと思いますけれども、

そんな状況です。

現状については、先ほども申し上げましたよう

にやはり経営者の皆さんもかなり高齢化になって

きている。さらには、そこを後を継ぐ後継者の方

もおられないということで、今後については第２

創業あるいは事業承継等含めて進まなければ事業

所数についてはやはり減っていくのだろうと。そ

んなような認識でいるということで御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま御報告いた

だいたのですが、やっぱり商店もざっと今御報告

あった中で６０件ぐらいこれ減っているというこ

とで、しかし一方で飲食店などは起業されている

ところもふえているというふうに思いますから、

ぜひ引き続いてさまざまな有効な施策を打ってい

ただいて、知恵を尽くして活性化に向けていただ

きたいというふうに思います。

それで、次、項目の中で病後児保育の関係につ

いて、病児、病後児の回復期については報告でわ

かりました。看護師さん配置されて２人まで預か

っているのだということや、それから国の基準よ

り安全策をとっているということで、もうちょっ

と深めたかったのですが、時間押しているので、

学童保育の関係に移らせていただきたいと思いま

すが、先ほどのお答え、部長のお答えのほうで民

間と公設の学童保育料の格差について今までも少

しは手だてしてきたけれども、今後さらに緩和す

るように検討されるということでありますから、

サービスの内容も違いますので、全部一緒という

ことにはならぬと思うのです。しかし、やっぱり

３倍の格差というのはちょっと大きいと思うので、

そこら辺ぜひ改善されるというふうに前向きに捉

えまして、これは理解したいというふうに思いま

す。

それとあと、公園の使い方、運動環境の充実に

ついて、先ほどちょっとあったのですけれども、

北海道の公園見てみましたら、例えば簡易なバス

ケットゴールだとか、これも市民要望なんかも名

寄の中では出ているのですけれども、これが設置
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されている箇所数ざっと計算してみても５０カ所

ぐらいあるのです。だから、結構全道的に、これ

は全道です。全道でもっとあると思うのですけれ

ども、私遊具更新時にも例えば子供の成長年代に

応じた保育所、幼稚園、小学校、中学校あるいは

青少年という形で、やっぱり年代別にバランスの

とれた配置も一方で必要ではないかというふうに

考えておりますから、ぜひ念頭に入れておいてい

ただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

それで、ＪＲ宗谷線の存続の関係に行きます。

それで、先ほど御回答いただきました会議の進行

状態だとかわかりました。それで、先ほどお答え

にありましたように、旅行センターの窓口廃止と

いうことも名寄はありまして、それで今ＪＲは営

業担当を置かないで売り上げ上げろと、こういう

ふうに言っているような状態なのです。これは、

ちょっと本当いかがなものかと思うのですけれど

も、それであと利用促進策について考えるとなっ

たら、沿線自治体、観光協会、ＪＲ、それから旅

行会社などをつなぐいわゆるプランナー、企画を

立てる方、そういう人の配置もやっぱり必要にな

ってくるのではないかというふうに思うのです。

これは、市が単独というよりはやっぱり活性化協

議会の中でちょっと今後検討されてみてはいかが

かというふうに思っています。

それから、全道的に取り組みが進んでいるのだ

と、始まっているということのお答えでしたから、

それとあわせて線区ごとに取り組むもの、これも

やっぱり行く行く考えていかなければならぬので

はないかというふうに思うのです。だから、この

間責任主体としての会議の中でＪＲ北海道にそれ

では危機意識がどの程度見られるのかということ

にもなりますけれども、人の配置などについての

それらに踏み込んだ提案はこの間されているかど

うか、この辺ちょっとお答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） それでは、私の

ほうからＪＲ北海道に関してお答えをさせていた

だきたいと思います。

まず、人に関してということで絞っての御質問

いただきましたけれども、人の部分について踏み

込んでの議論というのはこの間されてはきており

ません。ただ、議員御指摘いただきましたとおり、

我々協議会という立場ではこの間利便性が低下し

て、特急列車も乗りかえになってと。使いづらい

環境になって、それで利用者数が減ったという状

況はいかがなものかということは同じ気持ちでこ

の間ずっと訴え続けておりまして、これから策定

されるアクションプランの中にも利便性向上、利

用促進策の中にそういった部分は織り込んでいき

たいというふうには考えているところでございま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それで、ことし１０月に経済建設常任委員会で

増毛町に行ってまいりました。あそこの駅を視察

してきたのですけれども、御承知のようにＪＲ留

萌―増毛間、これが２０１６年１２月４日に廃線

になったわけなのですが、増毛町の取り組みとし

て鉄道廃線の増毛駅舎を活用した地域ブランド形

成プロジェクトが採択され、これ２０１７年２月

なのですが、鉄道廃止後に駅舎を増築、再整備し

て拠点化することで中心市街地を活性化させ、こ

れまで以上のにぎわいをつくろうというさまざま

な取り組みがされておりました。特に駅周辺や商

店街を使った各種のイベント、春の味まつりだと

か秋の味まつり、これは大型バスでかなりの台数

増毛に入ってくるということで、それとあと私注

目したのは、実は先ほどもちょっとありましたけ

れども、ふるさと納税の関係です。ふるさと納税

の関係で、あそこは頑張れ増毛応援寄附というこ

とでやっておりまして、それでたまたま留萌本線

の留萌―増毛間の廃止に伴ってそういう報道がテ
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レビも含めてあって、ふるさと納税額聞いて驚い

たのですが、平成２６年度は１億 ０００万円、

２７年度４億 ０００万円、２８年度５億円、２

９年度５億 ０００万円と町外の方に応援いただ

いていると。ことしは、総務省の返礼品に対する

指導なんかもあって納税額を上げたということで、

ことし３億円台になっているみたいなのですが、

やっぱり宗谷本線もこれは全国的に有名な線区で

ありますから、ぜひ存続運動に活用するというこ

とで、使用目的別のふるさと納税の取り組みを本

市も始めてみたらいかがかというふうに思ってい

ます。今現状名寄市のものをのぞいてみますと、

大学あるいは天文台、冬季スポーツ、農業、子育

て、医療、その他まちづくりということで７項目

でくくっているわけですが、そこに宗谷本線の維

持、存続ということで、これは少し返礼品も独創

的なものをいわゆる考えてやってみてはどうかと。

全国的にも、これは兵庫県加西市だとか、それか

ら茨城県ひたちなか市だとか、鉄道に特化したそ

ういうふるさと納税のものも取り組みがされてお

りますから、ぜひその辺の考え方についてちょっ

とお答えいただければお願いしたいです。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） アイデア等もい

ただきながらということで、私のほうからお答え

させていただきますけれども、冒頭ありました増

毛町のにぎわいづくりの部分ですけれども、確か

にしっかりと投資をしながらにぎわいをつくって

いるということで、ただなかなか廃線された後の

駅と現状今走っている駅とのそこのアドバンテー

ジも若干あるのかなというふうには個人的には考

えておりまして、それからふるさと納税の活用と

いうことで御提言いただきました。その部分につ

きましては、今ここは宗谷本線ということで活動

としては旭川から稚内までの自治体プラス周辺の

２６自治体という多くの自治体が参加した中で協

議会で活動させていただいております。ふるさと

納税というのは名寄市に対して納付していただく

税金になりますので、そういった部分を名寄市の

ためだけに使ってどう広い沿線の存続のために連

携をとりながらいけるスキームがあるのかという

のも、そこも含めて研究をさせていただきながら

考えていかなければならないのかなというふうに

思っておりますので、御提言をいただいたという

ことでぜひとも今後とも協議会の中でも研究をさ

せていただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 最後になりますけれ

ども、駅舎の活用です。今新しくリニューアルさ

れて、中のほうも少し写真を飾ったり、いろいろ

使っておりますけれども、ぜひＪＲのほうに活用

策について検討されるならばやっぱりあのスペー

スを黙って売店なくした後そのままにしておくと

いうことよりは、何か活用されてはと思っていま

す。特に私は、名寄の駅前通を通して使っている、

最近のいわゆる夏祭りのあのイメージというのは

すごく大胆な形での展開をされているなと。やっ

ぱり道路も考えてスペースを考えればかなり広く

なりますから、その意味でぜひ今後の活用方、検

討方について私のほうから皆さんのほうにお願い

しまして、以上で私の質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市における行財政改革の取り組みについて

外２件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問をして

まいります。

大項目の１、名寄市における行財政改革の取り
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組みについてお伺いをいたします。小項目の１、

適正な定員管理と人材確保について。新聞報道や

ＮＨＫ「Ｎｅｗｓ Ｕｐ」で北海道職員の大学生

採用において内定辞退が６割を超えているとの報

道がありました。公務員志向は、生活の安定や地

域貢献など比較的人気の高いイメージでしたが、

近年は民間志向が強い状況になっていることに加

え、人材の奪い合いなど人材確保の観点から、自

治体間で試験日をずらし、併願が可能になったこ

とも内定辞退を加速化させている要因になってい

るとの報道があります。

そこで、名寄市の適正な定員管理にかかわる人

材確保に向けた職員採用試験の取り組みや他の自

治体と同様に内定辞退の実態があるのか、あると

すればその影響も含め状況をお知らせください。

また、名寄商工会議所青年部が名寄高校と名寄

産業高校の生徒６００人を対象に実施したアンケ

ート調査では、名寄での就職をぜひしたい、求め

られればと回答した生徒が５割を超えたとの報道

がされました。このことを踏まえ、市職員の高校

生の採用状況についてもお知らせください。

小項目の２、行財政改革実施計画の進捗状況に

ついて。行財政改革基本方針の１つ、効率的で質

の高い行政運営の推進についてお聞きをします。

人材育成の充実では人事評価制度の活用について、

行政組織と職員制度の見直しでは組織機構の見直

しや適正な定員管理と人材確保、業務の外部委託、

ＰＦＩ制度による民間活力の検討について、事務

事業及び事務改善では事務事業の見直し及び統廃

合など改革がどのように進められているのかお知

らせください。

次に、大項目の２、幼児教育、保育無償化対策

の制度概要についてお聞きをいたします。国は、

閣議決定し、２０１９年１０月１日から制度開始

となります。小項目の１、名寄市における保育所、

幼稚園、認定こども園、認可外保育施設の現状と

制度概要、また名寄市にある全ての施設が無償化

対象施設になるか否かについてお知らせください。

小項目の２、制度運用に伴う子育て世代への説

明の方法について。周知の時期及び方法について

お知らせください。

小項目の３、待機児童及び潜在待機児童への制

度対応について。現在公立保育所への待機状況に

ついては、待機の状況があればその現状と今後の

対応についてお知らせください。

次に、大項目の３、地元中小企業の振興をより

進めるための対策について、小項目の１、中小企

業振興基本条例について。国立社会保障・人口問

題研究所が公表した日本の地域別将来推計人口で

は、名寄市の２０４０年人口が２万人を切るとい

う推定結果が示されました。地方における人口減

少傾向が一層顕著となり、中小、小規模企業の抱

える人手不足や後継者問題など、企業活動におけ

る活力の低下や廃業、休止と地域雇用を支えてき

た経済基盤が崩れており、国や北海道では小規模

企業の振興を最重要課題と位置づけ、平成２６年

６月に施行された小規模企業振興基本法に続き、

小規模企業振興基本計画が策定されており、北海

道においても平成２８年４月、北海道小規模企業

振興条例の施行に続き振興方策が示されています。

名寄地域の経済や雇用は、企業のみで守り抜くこ

とは極めて困難な社会背景になっており、今後に

おける地域社会の持続性の実現に向けた理念を示

し、施策の方向性を示していくことが求められて

いると思いますが、平成３１年度からスタートす

る名寄市総合計画第２次中期基本計画にどのよう

な議論のもと計画に反映されているのかお知らせ

ください。

小項目の２、官公需受注機会の確保と地元業者

の育成にかかわる地元業者への優先発注について。

名寄市の経済の基盤となる企業は、５年前と比較

して１割以上の減少となっており、今後において

も人口減少、少子高齢化、人手不足、後継者問題

など減少傾向が続くことが予想され、地域経済の

基盤が崩れ、地域経済の疲弊を招くことを危惧す

るものであります。中小企業が果たしてきた役割
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は、地域経済の活性化はもとより就業、雇用の機

会の提供、消費生活の向上など単に経済分野にと

どまることなく、地域の健全な発展に資する重要

な社会的役割を担っています。したがって、官公

需受注の確保と地元業者の育成の観点から、予算

確保と適正な範囲における地元業者への優先発注

に対する考えをお聞かせください。

小項目の３、公共事業の発注と冬期除雪業務に

ついて。企業にとって公共事業の減少は企業の維

持、継続が困難となり、新規雇用や技術者の養成、

育成、確保ができなくなり、ひいては廃業に追い

込まれるなど行政が担うインフラの整備や冬期に

おける道路の除排雪業務の履行が困難になること

が予想されます。地元建設業者が担ってきた役割

を考えるとき、市民生活に及ぼす影響は大であり、

危惧するものであります。公共事業と除排雪事業

は相関関係にあります。行政として安定した公共

事業予算の確保など、企業が抱える課題の解決に

向けた施策の展開が望まれるところであり、お考

えをお聞きをして、この場からの質問とさせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま塩田議員か

ら大項目で３点にわたって御質問いただきました。

大項目１については私から、大項目２については

健康福祉部長から、大項目３については経済部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、名寄市における行財政改革

の取り組みについてお答えいたします。小項目１、

適正な定員管理と人材確保についてでございます

が、議員御指摘のとおり、公務員の内定辞退がマ

スコミなどで取り上げられておりますが、本市に

おきましても採用予定者の辞退に苦慮していると

ころでございます。

一般事務職の大学卒業区分の採用状況でござい

ますが、平成２７年度以降の職員採用において採

用内容の通知を行った後、採用辞退の意思を示し

た受験者は毎年生じているところでございます。

採用予定者の辞退による影響でございますが、毎

年定年退職者が生じる中で人材確保が必要である

ことから、採用試験を追加で実施するなどにより

対応を行っているところでございますが、辞退の

申し出が年度末に近い時期の場合など追加での試

験の実施が困難な場合には、新年度予定しており

ました人員配置に欠員が生じるなどの影響が発生

しております。

次に、高校生の採用状況でございますが、本市

では就職協定の関係上、毎年９月に高校生向けの

職員採用試験を実施しており、平成２８年度実施

の試験では３名、平成２９年度実施の試験では４

名の高校生を採用しております。本年度も高校生

対象の試験を実施しているところでございます。

高校生につきましては、応募者の大部分が地元高

校の出身学生であることから、採用予定者の大部

分が地元の高校の出身者となっているところでご

ざいます。

人材確保に向けた職員採用試験の取り組みでご

ざいますが、多くの市で大卒向けの試験実施時期

を早めており、本市でも大卒のみ７月に１回目の

試験を実施するとともに、地元高校生向けの進路

説明会に参加させていただくなどの取り組みを行

っております。また、採用の困難な専門職の確保

については、各大学の養成施設に担当者が訪問し、

直接進路担当者に当市の状況を説明するなど人材

確保に向けた取り組みを行っておりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、小項目２、行財政改革実施計画の進捗状

況についてお答えいたします。本市では、平成２

９年度に第２次名寄市行財政改革推進計画を策定

し、これに基づき財政改革に取り組むこととして

おります。議員からの御質問がありました項目に

関する取り組みも個別には多岐にわたることから、

平成２９年度に実施しました主な実施項目につい

てお答えさせていただきます。まず、人材育成に

関する項目でございますが、人事評価制度につき
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ましては人材育成とモチベーションの向上を目的

として、前年に引き続き実施したところでありま

す。

行政組織と職員制度の見直しにおいては、民間

活力の活用としまして前年までに引き続き公の施

設について指定管理制度による運営の維持を継続

しておりますが、ＰＦＩ等の手法の導入は地方に

おいて安定的な運営を行うために受け皿となる事

業者の安定性と信頼性が不可欠であり、受け皿の

育成や法的な制約なども含めて今後研究が必要と

考えております。また、風連地区集会施設の管理

運営の検討の項目で、市民と協働の観点から各町

内会と協議の上、基本的な運営管理を市で行いつ

つ、施設内の消耗品の補充や除雪作業、利用時の

施設の開閉や清掃の実施などの施設の運用に関す

る業務は町内会みずからが実施する旨合意を得ら

れたことから、６施設、５町内会について平成３

０年度から協定を締結し、新たな体制での管理運

営を開始したところであります。あわせて組織機

構に関する検討を庁内で実施し、国、道からの権

限移譲や新たな法令に基づく事務の強化などを反

映し、適正な人員の配置を行っております。

事務事業及び業務改善については、例年総合計

画のローリング作業及び予算査定時にゼロベース

の見直しを指示するとともに、各種協議会への参

画及び負担金の見直しについて予算査定時に調書

を作成し、内容の検討を毎年行っているところで

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、幼児教育、保育無償化対策の制度概要につ

いてお答えいたします。

初めに、小項目１、名寄市の保育所、幼稚園、

認定こども園、認可外保育施設の現状についてで

すが、幼児教育の無償化は生涯にわたる人格形成

の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担

軽減を図る少子化対策の観点などから、国の新し

い経済政策パッケージ、経済財政運営と改革の基

本方針２０１８において消費税引き上げ時の２０

１９年１０月１日からの実施を目指すとされてお

ります。本制度については、まだ制度が確定して

いないため、予定での説明となりますので、御承

知願います。

現在名寄市内において幼児教育または保育を実

施している施設は、認定こども園２園、幼稚園３

園、保育所４所、へき地保育所２所、事業所内保

育所３所、認可外保育所１所の計１５カ所でござ

います。平成３１年４月に事業変更される事業所

もございますが、今回実施される幼児教育の無償

化については現在市内に設置されている全てが対

象施設となっているところであります。また、対

象については３歳から５歳の全ての子供たちの利

用料を無償化することとしておりますが、実費と

して徴収する費用であります通園送迎費、給食費、

行事費などは無償化の対象外となります。特に保

育所における給食費については、これまでは保育

料に含まれていましたが、給食費分を除く保育料

のみが無償化の対象となるため、給食費は別途徴

収することとなります。さらに、ゼロ歳から２歳

児においても住民税非課税世帯の子供たちを対象

として利用料が無償化となりますが、この場合に

おいては給食費も含め無償化がされます。ただ、

名寄市の認可施設においては既に独自に無償化拡

大を実施しており、認可外の事業所内保育所にお

いては拡大されることとなります。通常の保育時

間を超えた延長保育並びに幼稚園などの一時預か

りは無償化の対象外とされているところですが、

保護者の就労などにより保育所利用要件を満たし

ている利用者が幼稚園を利用しつつ、一時預かり

を利用している場合は利用料の上限設定はありま

すが、一時預かり利用料についても無償化の対象

となっております。

なお、今月１８日の新聞報道では、３歳から５

歳児の給食費について年収３６０万円未満の世帯

についても給食費が免除されるとの報道がありま
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した。今後正式な通知が来るものと思われますが、

引き続き幼児教育、保育の無償化に係る制度改正

に注視しながら対応してまいります。

次に、小項目２、制度運用に伴う子育て世代へ

の説明方法についてですが、これまでも国の制度

改正に伴う保育料の変更などがあった場合は広報

等により周知に努めてまいりましたが、今回の幼

児教育の無償化は大きな制度改正でありますので、

制度が確定した段階において各園ごとの説明会を

開催するなど周知方法について検討してまいりま

す。また、子育てコンシェルジュなどの支援員も

おりますので、市役所窓口や子育て支援センター

においても個別の相談ができる体制を整えてまい

ります。

次に、小項目３、待機児童及び潜在待機児童へ

の制度対応についてですが、待機児童及び潜在待

機児童については今年度４月１日時点におきまし

てはいませんでしたが、１０月１日現在において

は７名が待機しており、その内訳としては潜在待

機児童が２名、待機児童が５名となっております。

待機児童については、ゼロ歳児の待機が多く、保

育士の人材不足並びに施設の面積基準等から入所

できない状況となっております。無償化が実施さ

れる場合は、保育所への入所希望者がふえること

が想定され、希望する保育所に入れない待機児童

がふえる可能性もございます。しかし、新年度の

３歳児から５歳児の合計人数と市内の幼児教育、

保育施設の３歳児以上の定員を比較したところ、

定員内におさまる状況にあります。保育所に入れ

ない場合においても、幼稚園や認定こども園の幼

児教育を受け、かつ一時預かり事業を併用するこ

とにより全ての３歳以上児の受け入れは可能と考

えております。そのためにも人材が必要でありま

すので、今後も人材確保のための事業を継続して

実施してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、地元中小企業の振興をより進めるための対

策について申し上げます。

初めに、小項目の１、中小企業振興基本条例に

ついてでございますが、市内企業数の大半を占め

る中小企業の役割は、地域経済の活性化はもとよ

り就業、雇用機会の提供、消費生活の向上、地域

資源の活用と価値の付加、さらには市街地などに

おけるコミュニティー形成など単に経済分野にと

どまることなく、地域の健全な発展に資する重要

な社会的役割を担ってございます。これまで国は、

中小企業及び小規模企業に関して昭和３８年に制

定した中小企業基本法から半世紀ぶりとなる平成

２６年に全国の中小企業の９割を占める小規模企

業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するため、小規模企業振興基本法を制定し、これ

を受け北海道におきましては平成２８年に北海道

小規模企業振興条例及び振興方策を策定いたしま

した。また、本市におきましては、名寄市中小企

業振興条例に基づきまして、地域経済の活性化を

図るためのさまざまな支援を行っており、平成２

８年度には中小企業振興審議会における議論など

による市の総意として本条例を一部改正し、支援

メニューに新たに人づくりや創業支援を加え、中

小企業、小規模企業への支援を手厚くしたところ

でございます。しかし、事業所の減少などの課題

が多く、本市の地域経済を維持、継続していくた

めには新たに事業を起こす者、事業を引き継ぐ者、

そして事業を継承していく者としての事業主、さ

らには各事業所で働く者としての労働力など、人

材の育成、確保に加え、地域の経済活動や雇用を

支えている中小企業、小規模企業を持続させるた

め、第２創業や事業承継などが喫緊の課題である

と認識をしており、こうした課題解決に向けて取

り組むべき施策を構築するためにも本市としての

中長期的な方向性を定めていく必要があるものと

考えているところでございます。

このことから、昨日議決をいただきました総合

計画中期基本計画におきましては、基本目標の一
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つであります地域の特性を活かしたにぎわいと活

力のあるまちづくりの商業の振興、工業の振興に

係る実施計画事業の中に本市における商工業振興

に係る基本的な理念や役割などを定める基本計画

の検討を位置づけておりまして、今後関係機関、

団体及び事業者などと連携、協議をしながら検討

を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、小項目の２、官公需受注機会の確保と地

元業者の育成にかかわる地元業者への優先発注に

ついて申し上げます。官公需についての中小企業

者の受注の確保に関する法律は、国などが物件の

買い入れ等の契約を締結する場合、中小企業者の

受注機会を確保するための措置を講ずることによ

り、中小企業者が供給する物件などに対する需要

の増進を図り、中小企業の発展に資することを目

的として制定されたものでございます。この法律

に基づき、国は毎年度新規中小企業者を含めた中

小企業、小規模事業者向けの契約目標や受注機会

の拡大のための措置等が規定された中小企業者に

関する国等の契約の基本方針を定めてございます。

また、法律第８条におきましては、地方公共団

体は国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確

保に必要な施策を講じるよう努めなければならな

いと規定されてございます。本市におきましても

法律や国の官公需施策に基づき、名寄市指名競争

入札参加者指名基準や名寄市公契約指針を定め、

契約の適正な確保ができる範囲内において市内業

者を優先的に指名すること、また地域経済の活性

化に資する発注の推進のため、地元企業の受注機

会の拡大を定めており、職員に対してもこれらに

ついてしっかりと留意するよう周知を図ってきて

いるところでございます。今後におきましても官

公需における発注や納入時期の平準化、適正な工

期の確保などに配慮し、発注方法の工夫をするな

ど引き続き地元業者への優先発注に取り組んでま

いります。

次に、小項目の３、公共事業の発注と冬期除排

雪業務について申し上げます。議員御指摘の企業

における新規雇用や技術者の養成、確保が難しく

なることについては、本市のインフラ整備や冬期

間の除排雪だけではなく、住民サービスの低下を

招き、市民の生活に大きく影響するものと考えて

ございます。インフラの整備につきましては、市

民の生活水準を向上させるとともに、計画的に整

備することはもちろん、企業にとっては雇用確保

につながり、継続することで通年雇用及び技術力

継承へ発展するものと考えておりますし、その一

環として今後の担い手の確保といった課題解決に

つながるものと考えてございます。しかしながら、

国の交付金事業を活用し、有利に事業を進められ

るよう要望してはおりますが、要望どおりの配当

とはなっておらず、安定した水準での事業量確保

が難しい現状となってございます。本市といたし

ましては、これまで社会資本整備総合交付金を初

めとする国や北海道の補助を活用し、事業を推進

してまいりましたが、今後も安定、継続した事業

の確保に努めてまいりますので、御理解をお願い

したいというふうに思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。時間の許す限り再質問をさせてい

ただきたいと思います。

順不同になりますけれども、中小企業の振興基

本条例について、私も昨年この関係について質問

をさせていただいておりまして、ちょっとこだわ

りがあるので、その辺についてお聞きをしたいな

というふうに思っています。今るる御答弁をいた

だきました。その中で今中小企業、小規模企業の

置かれた状況なりなんなりというのはしっかり把

握をして押さえてくださっているなという感じは

します。そんなことではありますけれども、なぜ、

中小企業の今の現状を見ると、果たしてきた役割

というのは大きいのかなと。これが継続して続け

ていくことができなければ、やはり中小企業も先

ほどからもちょっとお話をさせていただいていま
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すけれども、廃業なり休業なりというふうなこと

が仮に続くというふうなことになると、いろんな

面で住民生活の中に大きな影響が出てくるのでは

ないかなというふうなことを危惧することで今回

の質問に至っているというふうなことであります。

実際に御答弁いただいて、最後のほうに基本条

例ではなくて基本計画というふうなことに触れら

れたかなというふうに思います。総計２次の中期

基本計画の中にもそれもうたっていながら進めて

いくのだと。この基本計画を検討するというふう

な御答弁でありましたけれども、検討ということ

よりは、いずれにしても早い時期の、私が条例に

こだわっていたという部分からすれば、精神条例

的なものでしっかり名寄、要するに企業ばかりで

はなくて行政、市民、そしていろんな関係団体が

役割を担ってまちづくりをどうするのかというふ

うなことが大事な部分なのかなというふうなこと

がありまして、理念なり施策の方向をしっかりと

やはり打ち出していくことが大事なのだというふ

うな気持ちがありまして、このお答えいただいた

内容をお聞きをすると条例なかなか厳しいなとい

う感じは実はしています。しかしながら、やはり

先ほど話しました理念等々をしっかり盛り込んだ

魂の入った計画といいましょうか、これは早急に

策定をしていくことは必要なのではないかなとい

うふうに実は思っていますので、その辺について

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほどもこの間の市

の取り組みについてはお話しさせていただきまし

た。中小企業の振興条例等に基づいて各種施策を

展開させていただいて、支援をさせていただいた

ということですが、現状の中小企業の状況を見た

り、あるいは先ほども申し上げましたけれども、

国の法改正の関係、あるいは北海道における条例、

あるいは基本方針の策定、その背景には改めて中

小企業、新たに小規模の企業の振興もできました

けれども、そこの社会的な役割にしっかりと着目

をして、そこを議論していかなければいけないの

だろうなというふうに考えているところです。

小規模企業の振興基本法の第７条に、地方公共

団体の責務というのがうたわれておりまして、第

２項のところで、ちょっと読ませていただきます

けれども、地方公共団体は、小規模企業が地域経

済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流

の促進に資する事業活動を通じ自立的で個性豊か

な地域社会の形成に貢献していることについて、

地域住民の理解を求めるよう努めなければいけな

いということで、努力規定ではありますけれども、

地方自治体がそこのことをその地域の人たちに知

っていただくというか、広めることに努力をしな

ければいけないというふうに思っていますので、

それが形として条例なのか、計画なのかについて

はちょっと別として、ここの議論の中でここの法

で言っているところの市民の皆さんにそういう中

小企業の皆さんの社会的な役割についてもぜひ議

論できる、そういう機会になれば非常にいいのか

なというふうに思っておりますので、今後の動向

についてぜひお見守りをいただければありがたい

なと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今国がそういうふう

に、条例を定めていくという背景のお話もしてい

ただきました。やはり本当に中小企業なり小規模

企業の推進をしていかなければならないというこ

と、本当の喫緊の課題だというふうに国は捉えて

いるがゆえに、法律なり計画なりをしっかり整備

をして方針を決定していくだというふうなことで

責務を課せているという。先ほど努力義務という

ふうなお話ではありましたけれども、そういう状

況だと思いますので、ただそこのところを今の名

寄市の現状と相まってどうしなければいけないか

というところをしっかりやはり押さえていただい

て、この基本計画という、たしか商工会議所のほ

うの要望にもあろうかと思いますけれども、その

辺の実現に向けて最大の努力をスピード感を持っ
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て進めていっていただきたいというふうに思うわ

けですけれども、改めてよろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この議論を進めるに

当たっては、やはり幅広い方々に参加をいただい

て、なぜ中小企業を振興していくのかについての

役割であったり、あるいはそれを進めるに当たっ

てのそれぞれの役割なんかについても議論をさせ

ていただきたいなというふうに思っておりますの

で、先ほど申し上げましたが、今後の取り組みに

ついてぜひ応援をいただければということでよろ

しくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それでは次に、官公

需の受注の機会の確保、そして優先発注というこ

とと、それから公共事業と今実際に行われている

冬期の除排雪業務、これは本当に関連のある部分

なので、離して話しする話ではないなというふう

に思っているので、これを考え方をお話をして御

答弁いただければなというふうに思います。

実際に今この官公需に関する部分で国のほうで

も法律を定めておって、そして受注の機会、適正

な範囲内でというふうな部分でありますけれども、

それを実際に進めるというふうなことで、毎年職

員宛てに業者選考及び発注に係る留意事項という

ふうな形で職員に周知がされているという部分で

ありますけれども、市内の業者優先的に発注する

と。市内業者の育成と市税等の適正な確保につな

げることを目的としているということも含めて、

市内で調達可能な物品、価格の優位性による市外

業者なりインターネットを利用した発注ではなく

て、基準の趣旨を理解している中で適正な業者選

考というふうな形でこれを発注に努めてほしいと

いう、そういう職員向けの通達といいましょうか、

事務連絡がされているというふうなことでありま

すし、今実際に行政として進められていることは、

これに沿った形の中でされていないと言っている

わけではないですけれども、現状実際地元の企業、

業者の方からすればやはりまだ地元の工事、そし

て物品等の発注等々について何とか地元に発注を

していただけないかと。この発注をしていただか

なければというのも変な話ですけれども、実際に

やはりこの需要落ち込みという、そういう状況の

中で生きていくという、そして業者の場合につい

ては従業員抱えていて、従業員の生活も守ってい

かなければならないという、そういう側面もあり

ます。こんな中進めてきて、何とか残って企業と

してしっかり名寄市のまちづくりに貢献をしてい

く、こういうふうな形でいくということが実際に

は要するに職員の雇用にもつながっていくわけで

すから、人口減少に歯どめをかける等々のことも

含めて、いろんな要するにこの循環といいましょ

うか、いい循環が地元の経済に行われる部分があ

るというふうに思います。これが欠落していくと

いうふうなことになると、どうしても何とかして

雇用を確保しようと思っても確保できなくなる。

そんな中、そういうふうなことが強いて言えば今

回建設業の関係についても除排雪業務に関しても

ちょっと関連という形で質問をさせていただいて

はおりますけれども、こういう形で実際に夏場の

仕事がなければやはりしっかり雇用の確保なりな

んなりにつなげていけない。そうしていくと、当

然冬場の部分で除雪に関する部分についてもしっ

かりとした対応ができなくなってしまうというよ

うなこともこれは起こり得る話でありますし、そ

うすれば当然地元といいましょうか、市民に多大

な影響を及ぼすというふうなことになろうかと思

います。

実際に建設水道部長、今市内の業者で間口除雪

というのですか、家の前の除雪がことしできなく

なったと、業者が。２社ほどあるのだというふう

にお聞きをしているのですけれども、それらの把

握というのはどのようにされているか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員からお話

ございました間口除雪の関係、私ども建設水道が
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直接間口除雪を発注はしておりませんが、私ども

というか、市の福祉施策の中で高齢者だとか、い

ろいろハンディキャップをお持ちの方だとかも含

めて間口除雪の助成制度というのがございまして、

当然福祉サイドでそれぞれの業者なり、そういう

橋渡しをしていただいて、それぞれのシーズンの

玄関先の対応をいただいていると。今までは、確

かに大体市の窓口で受け付けがあって、それぞれ

対応いただける形であったというふうに伺ってい

たのですが、当然１１月の受け付けの時点でのお

話だったと思うのですけれども、企業名は申し上

げられませんけれども、正直人手不足というので

しょうか、オペレーターの時間、役所の間口除雪

にはちょっとなかなか手が回らぬなといった実態

があるということで御遠慮されて、そしてそれを

ほかの業者の方がこう言いますとなんですが、カ

バーをいただいての今シーズンに入ったというふ

うにお聞きしておりますので、企業名等は伏せさ

せていただきますけれども、そういう現状で改め

て厳しいものがあるなという認識でいるのは間違

いないことでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 企業、皆さんもしっ

かりとした冬場の除雪対策、排雪対策しっかりや

っていきたい。しかしながら、要するに工事の受

注をしっかり受けて、そして雇用をしてというふ

うな形でこういう流れを持っていきたいのだけれ

ども、なかなか難しい。そういうふうなことを町

中でよく聞きます。したがって、やはりそれには

しっかりとした予算の確保をして、そして名寄の

地元の業者に何とか仕事をしてもらうのだという

流れをつくらなければならないのではないかとい

うふうに思っていますので、こういうふうな部分

でいうとそういう仕組みづくりというか、それと

いうのは難しいのかもしれませんが、これができ

なければ非常に難しいかなというふうに思うので

すけれども、副市長、どうお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 壇上での御質問の中に

もありましたけれども、官公需の受注に関する法

律ということがありまして、中小企業に対してと

いうことでありますし、このことから派生して地

方もそれに準じた形で、言いかえると市内業者へ

の発注についてはさまざまな観点から優先的にと

いうことでありますが、１回目の臼田経済部長か

らの御答弁でありましたとおり、やはりここは条

件がつくというお話があります。文言の中では、

契約の適正な確保ができる範囲内において、言い

かえるとこれは公平な競争性が保たれるというこ

とが前提条件になります。この中でいかに市内業

者をいろんな形で育成し、議員のおっしゃるよう

ないい循環をつくっていく。これは、本当に大変

な課題ではあります。１つだけ言えるのは、人手

不足も相まって市内の中小企業の皆さんが大変疲

弊し始めているという状況は、これはもう十分私

どもも認識しているところでありますし、そうい

う形で昨日以来御議論いただきました第２次の総

合計画中期の中でも一定の織り込みといいますか、

議論もしているところでありますが、私どもの努

力と、それから中小企業の皆さんの熱意もこれが

あわさって１ついい循環をつくるものと思ってお

ります。ここは、改めて人手不足、そのほかいろ

んな問題もありますので、さらにこれは議論を深

化させていかなければならない問題ということで

認識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） （１２月２１日 塩

田議員発言により削除）

次に、幼児の教育、保育の関係の無償化の関係

で、この制度概要についてお答えをいただきまし

た。市内の全ての認可外保育所も含めて該当する
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というふうなことで安心をしているわけでありま

すけれども、この中で当然延長保育ですとか預か

り保育の関係についてはやはり中身、保育と、そ

れから教育との部分のバランスのこともあったり

してなかなか一つの同じ方向が向けないのだなと

いうふうには思いますけれども、そこの中で年齢

の基準といいますか、３歳未満児と３歳以上児、

この年齢区分の部分でいうと基準日というのはい

つになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 基準日は４月１

日となっております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。転勤

をしてきたりする場合は、途中で入ってきます。

その人が入所するときに、そのときの満年齢で考

えると違うわけですから、あくまでも４月１日現

在の満年齢で措置をされるという考え方というこ

とですね。

それと、給食の関係についても昨日の新聞報道

でもあったように、所得制限はあるけれども、そ

ういうふうにして対処をするというふうな話もあ

りましたので、それもお答えをいただきました。

周知の関係についてでありますけれども、いろん

な形で幼稚園、保育所、いろんな施設に通うお子

さんの親御さんに周知をするということになると

思うのですけれども、いろんなことが考えられま

すので、例えば広報等でこの制度的なものを周知

をするというふうなことは答弁にあったかどうか

わからないですけれども……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１０番（塩田昌彦議員） していましたか。失

礼しました。

あと、そうしましたら、わかりました。待機児

童の関係については、ゼロ歳児が対象になるのか

なというふうなことで、３歳以上児については幼

稚園、保育所で満度に充足されるというふうなこ

とでお聞きをしましたが、ゼロ歳児という部分に

ついてはなかなか難しいということではあります

けれども、潜在待機児童というのはやはり実際に

はここに行きたいのだという部分でそこがあいて

いないから行けないという部分かなと思って、ち

ょっと待機児童と潜在待機児童というのは中身が

全然違うと思うのです。５名いる待機児童、この

待機児童に対する対応というのは非常に難しさは

あるかもしれないけれども、何とかしなければな

らないと思うのですけれども、この部分について

は４月以降どのように解消されていくのかお答え

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど答弁でも

申し上げましたけれども、人材の確保ができなか

った部分だったり、施設面というところがありま

す。そういった面では、今も人材確保につきまし

ては鋭意努力をしておりますし、認定こども園、

幼稚園の一時預かりも含めた、併用した利用も含

めて、保育所を希望するのであれば仕事等の関係

でやっぱり預かっていかなければ仕事が継続でき

ないという実況がありますので、何らかの対応し

ながらその方が就労なりできる環境を整えるとい

う意味では、今後随時対応しながら、民間の協力

も得ながら待機児童をなくすようなことで対応を

進めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） なかなか難しいこと

なのかもしれませんけれども、待機児童がない、

ゼロという、こういう形の中でしっかりと行政対

応をしていっていただきたいというふうに思いま

すので、要望して終わります。

（１２月２１日 塩田議員発言により削除）
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あと、行革に関してなのですけれども、今第２

次の行政改革の推進基本計画が２９年から３８年

までの１０年間ということでお示しをいただきま

した。この中で今２９年、１年経過をしてこの進

捗の状況というのを一つの方針に基づいてお答え

をいただきました。人事評価については、モチベ

ーション、士気の向上というふうなことに活用し

ていくというか、そういうふうな形になっていく

のかなというふうに思いますが、この制度をどう

するかというのはやはりこれから人事担当のほう

で考えていくことだなというふうに思いますので、

この分については質問差し控えますが、定員の管

理に関して言えば、要するに適正な定数管理とい

うふうな部分でいうと第１次といいましょうか、

新名寄市行財政改革の基本計画に伴う実施計画で

適正なスリム化というふうなこともあって、数を

たしか最終的には３１２名という、定数管理職員

数でいうと３１２という形で始まったかなという

ふうに思うのですけれども、今の現状といいまし

ょうか、実際に市民のいろんなニーズに応えてい

くために適正な職員を採用し、適正な配置をして

いくというふうなことになろうかと思うので、そ

の辺について今現在の定数管理数ですか、これが

どれぐらいになっているのかお知らせいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時１１分

再開 午後 ４時１３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。改めて
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後ほど報告させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 何度も済みません。

これを聞いたのは、やはり中期財政計画が示され

て、その中今後大変になっていくというふうなこ

ともあり、職員の要するに推進基本計画が定めら

れて、当然実施計画も定められていると思うので

すけれども、どういうふうにしていくのかという、

その目標といいましょうか、実施目標というのが

あるのかなというふうな部分があったものですか

ら、ちょっとお聞きをしました。

ということですけれども、その中でお示しをい

ただいているのは行財政改革の推進基本計画とい

う形でお示しをいただいています。その計画の中

の中身を見ると、前期６年、後期４年ということ

で実施計画というふうなことをうたわれています。

この実施計画、基本計画があって前期実施計画６

年というふうなことで示されているのですけれど

も、これまでの流れとすれば基本計画があって実

施計画があって、そして毎年毎年実施計画のもと

に実践をし、実績報告がなされるものというふう

にちょっと理解をしているのですけれども、その

部分で６年の実施計画というのが示されていない

ような気がするのですけれども、その辺について

はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） これまで基本計画に

つきましては、計画段階で実施計画について実績

が出た段階でお示しをさせていただいておりまし

て、実施計画につきましては現在取り組みの項目

等を整理をさせていただいているということで、

一定程度内容が固まりました段階でまた改めて皆

さんのほうにお示しをするという考え方でおりま

すので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私の考えと実際に部

長といいましょうか、機構側の考え方にちょっと

ずれがあるのかもわからないですけれども、基本

計画があって、当然実施計画がその後示される。

そして、それに基づいて実践があるというふうな、

そういう私の理解なものですから今そういうお話

をしましたが、それは御提示いただけるというこ

とで理解をさせていただきます。そういうふうな

形で示されていくことは、今後のやはり実績報告

を提出されたときに、何かをもとにどういうふう

な実績があるのだというふうな、当然資料になっ

ていくわけですから、その部分についてはなるべ

く早い段階で提出をいただければというふうに思

います。

以上をもちまして質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子
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署名議員 山 田 典 幸
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

平成３０年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第５号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

防災スピーカーの設置について外３件を、高橋

伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い質問してまいりたいと思います。

１番目、大きい項目、防災スピーカーの設置に

ついてお尋ねをいたします。このたびの大地震で

被災された北海道の皆様には、謹んでお見舞いを

申し上げたいと思います。その直後９月６日、日

本には例のない大停電が起こり、北海道中でブラ

ックアウトが起こりました。現在も復旧がおくれ

ております。もしこれが冬に起きたら、被災者及

び名寄市でも凍死して二次災害が起きたのではな

いかというふうに思っております。

市民の情報源は、当時テレビはつかない、ラジ

オも聞けない状況で、スマートフォンや携帯電話、

ライン、ＳＮＳ、フェイスブックで情報を収集し

たが、逆に誤った情報を入手した市民はたくさん

おられました。また、名寄市では宣伝カーで市民

に周知を行いましたが、なかなか伝達したことが

聞こえづらい、わかりづらいと言われておりまし

た。緊急時への対応と市民周知について理事者の

御見解をお尋ねをいたします。

東日本大震災や阪神・淡路大震災で災害経験の

ある市町村は、市民周知の方法として防災センタ

ーを設置し、防災無線で各自宅の要援護者や高齢

者、障がい者の自宅に通報、連絡をしたり、防災

スピーカーを設置し、災害情報、避難勧告、避難

指示、住民周知しております。北海道の市町村で

は、平成３０年９月の調査では北海道１７９市町

村中１５３市町村、８ ５％が整備されておりま

すが、屋外拡張子局、戸別受信機が一斉発送され

るのは９６市町村、車載拡張器や携帯型の通信等

を行う市町村は１３１地域になっております。本

市の防災無線、防災スピーカーの設置について理

事者の御見解をお願いをいたします。

市民が安心する除雪体制についてお尋ねをいた

します。本年降雪がおくれ、よい年を迎えられた

というふうに思いますが、必ず平年どおり雪は到

来すると思います。旭川開発建設部と上川振興局

旭川建設管理部が出動しているのに名寄はなぜ出

動しないのかという市民の声もございます。歴代

建設部長は、出動基準は業務委託が深夜１時に市

内パトロールを行い、降雪にある、積雪が１０セ

ンチ以上、またはパトロール時点での降り方や気

象状況により朝まで降雪が１０センチ以上の想定

された場合、または吹き込みや吹きだまりが多発

している場合と言われております。出動基準と名

寄市除雪体制の考え方と対応について理事者の御

見解をお願いいたします。

今全業種各団体は、雇用確保が大変な問題とな

っております。除雪作業は、きょう、今就職して

除雪作業ができる方はおらず、数年間夏、冬年間

雇用をし、冬の除雪体制を整える企業が多く見受

けられます。もし企業が除雪オペレーターがいな

いので、除雪体制をやめたいと言えば現状大変な

状況になるのは否めない状況であります。名寄市

では、介護関係では介護人材就労定着支援事業や

保育関係では名寄市待機児童解消緊急対策事業等
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がありますが、除雪オペレーターの人材確保の理

事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３点目、共同墓地の設置の考えにつ

いてお尋ねをいたします。少子高齢化で子孫への

墓の継承が難しいことを理由に先祖から受け継い

だ墓を閉め、管理不要な合同墓におさめかえたり、

親族がいない引き取り手のない遺骨をおさめ無縁

仏として利用される方や経済的理由で墓の維持管

理が不要で費用負担も低価格な合同墓に注目をさ

れております。札幌市では、昭和４１年使用開始

され、平成２０年の納骨申請数は４３６体、平成

２９年には ７４８体となり、約４倍にふえ、４

年前に拡張工事を行ったそうであります。また、

小樽市では、平成２４年から ０００体収容の合

同墓を設置されておりますが、当初は年間６０体

を見込んだが、最近は平均年３００体を超えてお

ります。北海道では３５市中２２市が合同墓を供

用開始しており、三笠市など４市も設置検討を行

っております。函館、釧路は民間が運営されてお

りますので、残り１１市となりました。本市の合

同墓の設置の考えについて、理事者の御見解をお

尋ねいたします。

地域交通の現状と今後についてお尋ねをいたし

ます。国土交通省の平成２８年度の調査では、全

国の路線バス事業者２４６社のうち赤字の事業者

は１５７社に上り、３大都市圏以外の事業者はさ

らに深刻で８割以上の１３６社が赤字で、その影

響で平成２７年までに１０年間で廃止されたバス

路線は約１万 ０００キロに上っております。減

りゆく地域の足がどう確保されていくのかが大変

重要と思われます。名寄市のデマンド交通の現状

と課題について理事者の御見解をお尋ねいたしま

す。

農村地域のデマンド交通の拡大と医療バスの活

用の考えについてをお尋ねいたします。人口減少

と高齢化の影響で、路線バスの赤字のため廃止に

なったりする中、高齢者の買い物難民や通院への

難民と思われる状況が起きております。地域の実

情に応じた輸送サービスの導入が必要と考えてお

ります。瑞穂地域では、曙地域の回りで幌加内の

往復路線バスがありますが、停留所まで５００メ

ーター、医療バスまで ２キロと病院に行きたい、

買い物に行きたくても高齢者には停留所に行くの

が苦痛の距離であります。農村地域のデマンド交

通化の拡大と医療バスの輸送の考えについて理事

者の御見解をお願い申し上げ、壇上での質問を終

わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま高橋議員から大項目で４点にわたって御

質問いただきました。大項目１及び４につきまし

ては私から、大項目２につきましては建設水道部

長から、大項目３につきましては市民部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

それでは、大項目１、防災スピーカーの設置に

ついて、小項目１、緊急時の市民周知についてお

答えいたします。緊急時の情報に係る市民周知に

つきましては、東日本大震災発生後多様な情報伝

達手段の確保に取り組むべきことが求められてい

ます。平成２７年１月には、共助としての観点か

ら緊急告知ラジオを町内会に各３台配置している

ほか、市内小中学校や警察署などの関係機関にも

配付し、情報伝達等に御使用いただいているとこ

ろです。また、平成２６年８月からはＬアラート

の運用が開始され、災害時に本市区域内にいる住

民等へ直接発信する情報伝達の仕組みが急速に進

化し、テレビや携帯電話、スマートフォン、イン

ターネットの情報機関などに緊急情報が同時配信

される仕組みが構築されています。このほかエフ

エムなよろのラジオ放送への緊急割り込み放送や

広報車などによる情報伝達により市民周知を行っ

ております。

９月の胆振東部地震に伴う停電の発生時につき

ましては、議員御指摘のとおり情報収集に有効な

手段であるテレビやラジオなどがほとんど使用で
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きない状況となっており、市からの情報伝達とし

ましては各町内会役員の皆様に状況を電話連絡し、

市民の皆様には市の広報車による情報伝達を行っ

てきたところです。このほかフェイスブックによ

る情報発信やエフエムなよろの放送において情報

を発信していただいたところです。特に広報車に

つきましては、極力ゆっくり走りながら広報して

きたところではありますが、スピードが速い、聞

き取りづらいなどのお叱りの声もいただいたとこ

ろであります。今後広報車の活用につきましては、

ところどころで停車してお知らせするなどしっか

りと災害時の特性に合わせた情報伝達ができるよ

う名寄市地域防災計画に基づいた対応をしてまい

りたいと考えておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

次に、小項目２、防災無線、防災スピーカーの

設置についてお答えいたします。御質問の防災ス

ピーカーの設置についてでございますが、防災行

政無線の同報系無線の導入ということになろうか

と思います。この同報系無線を導入することとな

れば、屋外スピーカーなどを設置することにより

一斉発信による遠隔地への広範囲にわたる情報伝

達や各家庭への戸別伝達などさまざまな情報伝達

の仕組みが構築できるものと思っております。ま

た、サイレン音などでなく、音声による情報伝達

が可能になるなど、情報伝達の手段の幅は広がる

ものと考えております。この防災行政無線の北海

道の整備状況につきましては、議員お話しのとお

り同報系と移動系のどちらかが導入されている自

治体については約８５％となっております。その

中でも同報系が導入されている自治体は９６市町

村で、約５３％の導入率となっており、道内にお

きましてもまだ半数近くは同報系の導入には至っ

ていない状況となっております。

先ほどお話しいたしましたとおり、名寄市の現

状の情報伝達手段につきましては、テレビ、携帯

電話、スマートフォン、ラジオなど家庭内におけ

る情報伝達手段は整備されておりますが、議員御

指摘のとおり各災害ごとの屋外における避難情報

等の伝達が必要な地域に対する情報伝達手段につ

きましては、その必要に応じて広報車での周知が

主軸となる状況となっているところです。今後は、

道内自治体の動向にも注視しながら、情報伝達手

段の多様化について研究してまいりたいと考えて

おりますので、御理解いただきますようお願いを

いたします。

次に、大項目４、地域公共交通のあり方につい

て、小項目１、デマンド交通の現状と課題につい

てお答えいたします。市内のバス路線の状況とい

たしましては、生活交通路線運行費の補助を行っ

ていまして、恩根内線などの８路線や業務委託し

ている下多寄線デマンドなど市内外の交通手段維

持確保に財政的な支援を行っています。デマンド

交通の現状といたしましては、郊外部において年

間利用者の減少により地域の実情に合った効率的

な低コストな交通手段の選択として風連地区の西

風連、下多寄地区などから名寄市街地までを結ぶ

下多寄線については平成２３年度から、風連地区

の日進、旭地区などから風連市街地までを結ぶ御

料線については本年度１０月から予約に応じて運

行するデマンド型交通を導入しております。

利用状況につきましては、開始も間もない御料

線につきましては次の機会に報告をさせていただ

ければと思いますが、下多寄線では平成２９年度

利用者数で延べ ４０８人、前年度と比べ６１８

人減少してございます。利用者数が年々減少して

いることも課題となっております。

また、御料線においては平成２９年１２月から

２カ月間実証運行を行った後に利用者へのアンケ

ートを実施をいたしました。アンケートでは、自

宅の前まで迎えに来てくれて利用しやすいという

意見があった反面、予約の必要がない路線バスが

利用しやすいなどの御意見もいただいております。

下多寄線含めた共通の課題と認識をしているとこ

ろです。今後とも利用者の皆さんの声を聞きなが

ら、利用しやすい交通手段となるよう努めてまい
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ります。

次に、小項目２、農村地域のデマンド交通拡大

と医療バスの利用についてお答えいたします。農

村地域など郊外の公共交通につきましては、名士

バスが運行する恩根内線、下川線、風連線のほか、

ジェイ・アール北海道バスが運行する深名線、士

別軌道が運行する中多寄線などの路線バスがあり

ます。これまでも従来の路線バスの運行が困難な

路線等につきましては、国の補助を利用して予約

に応じて運行するデマンド型交通に転換しながら

運行を行ってきております。今後につきましては、

地域の事情や公共交通の需要を把握しながら、地

域の公共交通について検討していきたいと思いま

す。

次に、医療バスにつきましては、智恵文地区の

診療所閉鎖に伴い、スクールバスを利用して市立

病院等への移動手段の確保を昭和６０年より行い、

原則的には月、水、金の週３回、智恵文地区と市

立病院等を往復しております。また、平成２６年

には瑞穂地区への路線延長を行っております。利

用状況につきましては、平成２９年度利用者数で

６８８人、前年度と比べて４１人の増となってお

ります。今後につきましては、スクールバスを利

用しての運行のため、通学や学校行事が優先され

るなど路線や運行日時に制限があることから、今

以上の活用については慎重な対応が必要となって

いるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。よ

ろしく御審議いただきますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、市民が安心できる除雪体制について答弁さ

せていただきます。

小項目１、出動基準と除雪体制についてでござ

います。今年度は、降雪時期が昨年度よりも遅く、

除雪出動回数は今現在多くありませんが、市民の

通勤や通学、通院などの時間帯に間に合うよう連

絡体制を整え、パトロールによる状況確認を行う

ことで除雪体制をしっかりと整えていこうとして

いるところでございます。市道除雪の出動基準と

して、午前零時から２時までの間に市内観測地の

降雪状況を確認し、降雪がおよそ１０センチか、

もしくは明け方までに１０センチを見込む場合、

吹き込みによる吹きだまりが確認された場合に出

動することとしてございます。国道、道道につき

ましても出動基準については１０センチの降雪と

同様でありますが、それぞれの管理している道路、

エリアでの観測ポイントや吹き込みの状況により

出動の判断をしていただいているところでござい

ます。とりわけ国道については、道路交通に支障

を来すおそれがある場合には常に出動することと

なってございます。

市道の新雪除雪については、基本的に朝までに

終了させることと除雪延長距離が大変長いことか

ら、出動判断をする時間帯が早く、国道や道道と

の出動時間にタイムラグが生じるとともに、早朝

の２時から３時以降に降雪があった場合は朝まで

には作業を終了させられないことから、出動でき

ない場合もございます。このようなことから、出

動基準は同じでも国道は新雪除雪をしているのに

市道はしていないという事象が発生することとな

ります。市道においても郊外であれば昼間の出動

という場合もございますが、市街地の場合、市民

の交通安全確保の観点から、昼間の除雪は行って

ございませんので、市民の皆様には事情を御推察

の上、御理解をいただきたいと思います。

また、冬本番を迎える前に国や北海道、警察、

消防、町内会関係者といった関係各所に御参集を

いただき、除排雪対策打ち合わせ会議を行ったと

ころでございます。会議の中では、情報共有や課

題について議論を行い、連携を図りながら効果的

で即応性のある除排雪体制をとれるよう努めるこ

とが確認されたところです。今後におきましても

しっかりと市民の期待に応えられるよう快適で安

心できる道路空間、生活空間の確保に努めてまい

ります。
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次に、小項目２、除雪オペレーターを初めとし

た人材の確保については、さきに申し上げました

除排雪対策打ち合わせ会議の中でも人材確保や育

成の観点から、喫緊の課題であることが提起をさ

れております。本市としましてもオペレーターや

技術者の確保については、高齢化や担い手不足が

叫ばれる中、人口減少社会を迎え大きな課題であ

ることを認識している一方で、育成や技術の継承

には時間を要することから、関係機関と協議をす

る中でしっかりと手法や方策について他市の状況

などを参考とし、考察していく必要があると考え

ているところです。いずれにしましても、将来的

にも除排雪事業については継続して実施し続けら

れるよう他市や国、道の事例などの情報収集に努

めてまいりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の共同墓地の設置について申し上げます。

名寄市の共同墓地につきましては、名寄市墓地

条例において主として名寄地区に１０カ所の共同

墓地が設置をされてございます。共同墓地は、霊

園とは違いまして、使用を開始をする際に敷地に

対しての使用料を納入いただければ、その後の管

理料もかからない、そうした位置づけとなってい

るものを共同墓地としてございます。議員の質問

にもありましたとおり、近年墓の継承者がいない

ために墓じまいをされるケースや放置をされる無

縁墳墓問題、孤独死や遺族の遺骨引き取り拒否に

よる無縁者の対策が全国的にも取り上げられてお

ります。道内においても同様の状況がありまして、

お墓を維持管理することが困難な方の選択肢の一

つとして、呼び方は違いますが、共同墓、合葬墓、

合同墓と呼ばれているものがありまして、そうし

たお墓を設置する自治体がふえてきている現状に

ございます。議員から質問の共同墓地につきまし

ては、これらに該当するものとしまして、ここで

は合同墓とさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

本市としましてもこの間合同墓についての調査

を行ってまいりましたが、設置をしている自治体

の取り扱いの中で他の方の焼骨との混同、そして

納骨後は引き取ることができなくなる、そのほか

にも冬期間における利用制限、宗教的な行事の制

限、また設置をした際の専任職員の配置や公費で

設置をして維持管理をすることに対する公平性や、

何より血縁者におけるコミュニティー維持の観点

などから、この間合同墓の設置に関しましては慎

重な立場にあったところでございます。しかしな

がら、少子高齢化、人口減少が急激に進んでいる

状況や先般の議会報告会の中で市民意見の中にも

共同墓地、合同墓の設置を求める声があることか

ら、安心して住み続けられるまちづくりの観点か

らも設置に向けた検討は必要な時期を迎えている

と考えてございます。今後は、市民のニーズ調査

も含め、設置の必要性や施設の規模など少し踏み

込んだ内容につきましてさまざまな皆様の御意見

をいただきながら、必要な検討をしてまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。答弁をいただきましたので、再質問をさせ

ていただきます。ちょっと順番が変わることをお

許しをいただきたいと思います。

まず、先ほど三島部長言われました合同墓につ

いてちょっと最初に進めさせていただきたいと思

います。私が見たのは、北海道新聞の面で見まし

て、ある方から言われて今回やろうということで

決めていたのですけれども、町内会でもそういう

方がおられました。この中で墓を継がせる部分と

いうのが子供たちに大きな負担をかけるというの

が一番の理由だとか、やはり新聞にも載っていま

したけれども、札幌に住んでいるのだけれども、

もう室蘭にお墓があって、誰も管理する人いない
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し、逆に経費がかかるので、それを墓じまいして

札幌の合同墓に納骨をする。逆に子供たちにやっ

ぱり負担をかけない部分、安心したというふうに

新聞に載っておりました。現状名寄の墓じまいを

される方もきっとおられると思うのです。その墓

じまいをされる方の数だとか、理由と言ったらい

いのですか、それがわかればちょっと教えていた

だきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 高橋議員からは、名

寄市におけるお墓の返還というか、墓じまいの現

状について改めて質問をいただきました。本市が

管理をしている墓地、霊園におけるお墓の返還数

につきましては、平成２７年度が１８件、２８年

度では１６件でしたが、平成２９年度に３４件と

急増しました。平成３０年度は今現在で３１件と

なってございます。

お墓を返還される主な理由でございますけれど

も、今議員からもありました市外に住んでいるこ

とで今後お墓の維持管理が難しくなる、あるいは

住所地のお寺や墓地などにお墓を移したいという

理由が実は５割近くを占めているほか、お墓の後

継者が市内にいないということで、お墓を返還を

して市内のお寺あるいは納骨堂のほうにお骨を移

したいという理由が多い状況でございます。とり

わけ昨年ぐらいから担当窓口レベルでは、主にお

盆の前後になるのですけれども、墓じまいですと

か終活、あるいはお墓の維持は経済的にも負担が

重たい、子供たちに負担をかけたくない、お墓を

守ってくれる人がいないなどの声が聞こえてまい

りました。同時に、お墓の返還届もふえてきてい

る現状にあります。

関連してなのですけれども、改めて合同墓に関

連して市議会の中で質問をいただいたのが３年前

になりまして、当時合同納骨塚ということでの質

問をいただきました。当時は、道内における設置

の状況というのは札幌を初めとして４都市にすぎ

ませんでした。しかしながら、高橋議員からも御

指摘をいただきましたけれども、合同墓を開設し

た都市というのは実は平成２７年度以降で１５都

市を数えておりまして、さらに平成３１年度で３

都市が開設をすると伺ってございます。いずれに

しましても、市民のお墓に対する考え方も多様化

をしている。繰り返しになりますけれども、市民

ニーズの把握も含めてさまざまな御意見をいただ

きながら、検討を進めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。状況

的には、お墓を地元にいないので、持っていくだ

とか、そして墓を閉めて納骨堂におさめるだとか、

また経済的理由、子供に迷惑をかける、守ってく

れる人がいないということで墓じまいをする方が

おられる。４年で約１００件に上っているという

部分ですから、やはりこの需要というのは高まり

つつあるのかなという部分は否めないというふう

に思います。今部長言ったように、前に進むとい

うことで言われますし、皆さんにアンケートを聞

いて、しっかりその状況をつくり上げていただき

たいなと。北海道でもやっぱり残り１１というこ

とで、きっとほとんどのまちはこの形に進んでい

くのかなという部分が見受けられます。やはり子

供に将来の負担を起こさせたくないという部分が

多いのかなというふうに思っております。ぜひ研

究をされて、またアンケートをとってしっかりと

前に進めていただくことをお願い申し上げます。

次に、除雪体制についてちょっとお伺いをさせ

ていただきます。部長言われたように、出動は１

０センチというふうにわかっております。市民の

方、夜寝る前に必ず玄関出るのです。うちの隣の

おばあちゃんもそうですし、必ず玄関に出てあし

たは除雪来るというのを見たら、除雪のところの

道路のところまで雪をこうやって出す方がすごく

多いのです。きっとこの状況なら出るなというふ

うに思っているのですけれども、やっぱり開発は
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出る。そして、振興局の建設部は出る。名寄は出

ていないという部分が見受けられるなというふう

にあるのです。できればやっぱり開発が出たとき、

場所の状況、見る状況にもあるのですけれども、

なかなかうちはほとんど川のそばなものですから、

風で雪がだっと飛ばされてくるのです。すぐ降雪

が１０センチぐらいになって、もう必ずあしたは

来るなと思うのですけれども、入らないときが多

々ございます。できればそういうところも確認す

るようなことというのは、町中が多いのでしょう

か、零時から１時までの見るポイント地域という

のは。それによって全然変わるとは思うのですけ

れども、状況的にはどこら辺を調査されてスター

トされるのかというのをちょっと教えていただけ

れば。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 基本的にパトロ

ール含めて委託先のほうにお願いをしまして、当

然名寄地域でありますと市街地と一部郊外地区と

いうふうにしていまして、雪の状況というのは同

じ名寄地域でも雪が多い、議員のお話によると風

が吹いて、その天候を見ながらの対応をきっとい

ただいているかというふうに思ってございます。

また、風連も同様にというような形でパトロール

等行っていただいてございまして、この場所、こ

の場所というふうにちょっと今資料は持ち合わせ

ておりませんけれども、基本的な考えとしては先

ほどの限られた時間の中での判断をしなければな

らぬ場合ということで、かなり慌ただしい中でな

らざるを得ないという状況もある面御理解いただ

ければなと思ってございますので、よろしくお願

いしたいと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

その辺は開発も出る、土現も出たら名寄も出てい

ただけるような体制をとっていただきたいなとい

うことをお願い申し上げます。

先ほど部長が除排雪対策会議の話をされました。

そして、この会議では、ことしは全然去年のよう

な、１０月２５日に雪がどっと降って、降り続い

て年前にもう３メーターぐらいになるという部分

だったのですけれども、ことしはまだ１メーター

にもなっていない状況の中で排雪作業がスタート

されました。逆に市民からなぜこんな少ないのに

始めてしまうのという意見がございます。もうち

ょっと積もってからやっていただければ、これか

らまた降ったら私たちのところ排雪だとか道路幅

が狭くなるという市民の声がきのうあったもので

すから、排雪会議のことを言われたものですから、

ちょっと御意見があればお伺いしたいなというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のお話ご

ざいましたように、今シーズンも１２月１４日、

先週の金曜日から排雪作業についてはスタートを

させていただきました。実は、昨年も大変大雪の

シーズンで、議員のお話のとおりでございます。

昨年も私の記憶では同じ時期にスタートをさせて

いただき、大変去年は大雪のシーズンでございま

した。ことしは、お話しのとおり私の記憶ですが、

平年並みのまだ８割程度だというふうに担当から

聞いてございますけれども、主要幹線、例年８号

道路から始まるわけでございますけれども、当然

年末年始までにはやはり重立ったところは一回市

道関係はしっかりと排雪をさせていただいて、全

面排雪になりますと時間も大変かかる場合もござ

いますので、部分的にはカット排雪で走らせて距

離を稼がせていただくだとか、調整をしながら年

内の作業と考えておりまして、生活道路の排雪に

つきましては例年正月明けからということで、こ

れについてもスタートは同じ時期を考えてござい

まして、スタート、今回の排雪作業が始まって後

々生活道路の予定に影響が出るということは心配

はないというふうに御理解いただければと思って

ございますので、よろしくお願い申し上げます。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。市民は、やはり排雪が入る時期が一番楽しみ

みたいなのです。逆に豊栄町内会の付近は、佐藤

副議長のところは早いのですけれども、うちのほ

うが一番遅いものですから、２月のもう中旬だと

か、そこら辺に来てもうめっこりたまった中で排

雪していただいて、なくなったなという部分は大

変うれしいのですけれども、できれば市民が本当

にもう納得するように、ちょっと場所を変えてこ

こは去年遅かったから早くやってあげるかなとい

うような形で進めていただければなというふうに

思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

では最後に、デマンド交通と防災について、も

う時間余りないので、中村部長とゆっくりとちょ

っと対応させていただきたいなというふうに思い

ます。先ほど御料線が１０月からスタートされて、

また下多寄線が平成２３年度から、２９年度には

４０８名ですけれども、前年度からすると６１

８人減で、なかなか予約の方法で苦労されている

のかなという部分をお聞きをしました。逆に予約

の方法をパソコンでやっているところもある。お

年寄りの方が持っておられるかどうかというのは

ちょっとわからないのですけれども、パソコンだ

とかスマートフォンで予約を入れる方法もあるの

です。だから、ぜひ地域の方と相談されて、ある

程度このデマンドというのはほとんど本当に大切

かなというふうに思います。今回私これを出させ

ていただいたのは、瑞穂地区の方の一番本当のも

う名母トンネルの坂の入り口の付近の８０を超え

たお年寄りの方、御夫婦の方のところに、娘さん

が買い物行くにも病院行くにもバス停が５００メ

ーターもあり、ちょっと大変なのですと。バス停

を移動、つけることはできませんかだとか、いろ

んな相談をされて、一緒に娘さんとその御夫婦の

ところに行かさせていただきました。そのときに

やはり今曙地区から回ってくるバスの停留所が１

カ所しかない。それからもう幌加内に行ってしま

うという状況ですから、なかなか停留所をずらす

部分というのは難しいというふうに、国交省や何

かに言わなければならないので、大変なのですと

いうお話をさせていただきました。そして、今回

デマンド交通だとか、そして医療バスが瑞穂地区、

もとの小学校のところまで走っているのです。そ

の活用を何とかできないかなというふうに私はち

ょっと考えさせていただいたのです。あそこの学

校からそこまでは ２キロです。停留所まで５０

０メーターぐらいなのです。だから、あの医療バ

スがみんな乗ってからそちらのほうの１カ所つく

ってそれぞれの住民を乗せて医療バスとして活用

できないのかなという、私の浅はかな考えかもし

れませんけれども、ちょっとそういう考えがよぎ

ったものですから、どのようなものでしょうか、

中村部長。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけない。

繰り返しになるかもしれないのですけれども、先

ほども少しお話ししましたけれども、医療バスと

いうことで、現状スクールバスを利用していると

いうことなものですから、やはり学校関係の通学

ですとか、当然学校行事も含めたスクールバスの

利用というのはありますので、そこが利用状況が

なかなか地域の皆さんの買い物ですとか、あるい

は病院の通院というようなことに主眼を置くとい

うことにはならないのかなというふうに思ってい

まして、地域的には少し利用もふえているという

状況についてはお話を聞いているところなのです

けれども、改めて地域の皆さんの利用状況なんか

も聞かさせていただいて、何かいろいろと地域の

皆さん御意見を持っているようでありますので、

その辺は意見聴取しながらまたやらさせていただ

きたいと思っています。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま
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す。本当に医療バスあそこにとまって、 ２キロ

ですから車で走らせれば三、四分でぱっとあそこ

まで行ってしまうかなという部分があったもので

すから、可能性はあるのかなという部分でちょっ

とお聞きをさせていただきました。

今御料線、下多寄線をデマンドでやられていま

すけれども、このデマンドをほかの地域にちょっ

と広げるという可能性はないのでしょうか。広げ

られる体制というのをもし、御料線、そして下多

寄線は残しておいて、その農村地域で困っている

地域にデマンドを別にふやせるという状況はつく

れないのか、ちょっとお聞かせをいただきたいな

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 少し先ほどもお話し

したかというふうに思いますけれども、現状デマ

ンド交通の関係につきましては国の補助等を使い

ながらということで、今国のほうからいただける

補助金の関係につきましてはデマンドバスと下多

寄でおおむね国の基準の限界まで来ているという

ことなものですから、さらに新たな路線をという

こと、デマンド交通型のということであれば、今

度は当然国の補助限界ということですので、市の

単費というようなことになろうかなというふうに

思っているところなのです。これまでも今までず

っとお話をしてきましたけれども、今公共交通の

関係で計画をつくっている最中ということで、改

めてその中でも今の現状のデマンドバスの状況も

含めて当然協議はされますし、さらに今お話しの

いろんな地域にまだ交通網が必要だという地域の

住民の皆さんの声、空白地帯といいますか、そう

いう状況も確かにあるというような状況も含めて

全体的なアンケートをとりながら計画をつくると

いうことになりますので、今議員のほうから言わ

れたことについても、デマンド型ということであ

れば先ほど言いましたように補助についてはない

状況になるということなのですが、それ以外の交

通手段についてもやはりしっかりと協議をしてい

くということになるかと思います。よろしくお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。デマ

ンドは、もう国の補助満額使っているという状況

ですので、単費でやれればいいのかなというふう

に思うのですけれども、その中でデマンドができ

ないのであれば各地域いろんな方策で高齢者の買

い物難民だとか、医療難民を守っているところが

あるのです。宮崎市の高岡町では、住民主体で協

議会つくりまして、タクシー会社と業務委託を結

んで、そして自宅から医療機関、介護機関、銀行

等々２６カ所を経由できる体制をつくりました。

利用できるのは７０歳以上で、事前に登録 ００

０円が必要なのですけれども、そして１台に３名

を乗せて、その３名乗せたときには２５０円だと

か、から６００円ぐらいで運賃は済んでいるそう

なのです。昨年も ９００人、初年度は２０倍の

方がそれを利用しているという状況。これも結局

は２６０万円市からの補助を出して、その運賃分

と合わせてちょんちょんになった、タクシー会社

は。言われている乗り合いタクシーという方策も

ありますし、秋田の横手市では路線バスが去年も

５年間で３割乗客が減る中で、バス走らせても乗

客１人のときがあったというのです。不採算性と

いうことで昨年バス会社が廃止をしたと。でも、

その地域でプロの運転手でなくても国の認定の講

習を受けた地域住民がハンドルを握る国認定の共

助運営体を市が委託して、週４回、運賃は２００

円から７００円をかけて利用者の自宅から買い物、

病院等々に移送をされているそうなのです。だか

ら、よそではいろんな方策で高齢者の買い物難民

または病院への部分等々をつくっているのです。

単費といいますけれども、やはりこの名寄に住ん

でよかったという方々を一人でも二人でもふやす

のが行政のお仕事かなというふうに私は思います

し、それが市民が納得する単費の金額であれば十

分通用するのかなというふうに思いますし、この
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名寄市内以外の農村部だとか、そういう地域とい

うのはそういう高齢者が多くおられると思うので

す。ぜひ研究をされて、公共交通のあり方の協議

会もありますけれども、やはり市民の足をつくっ

ていくのが大事かなというふうに思っております

ので、その公共交通の部分しっかりと調整してい

ただいて、農村部の方々の足をつくっていただき

たいなということをお願い申し上げます。

また、医療バスについてもぜひ研究をしていた

だきたい。１キロぐらい前だったら、３分、４分

でバスで行けます。その可能性をつくれないのか、

中村部長の腕にかかっているかなと私は思ってお

りますので、ぜひ検討していただくことをお願い

申し上げます。

最後に、防災スピーカーについてお尋ねをいた

します。平成２７年度から共助ということで各町

内会、小学校、町内会には３個、小中学校、また

警察に緊急通報ラジオを渡していますけれども、

やはり町内会３件でしたら主要な頭の方しか持た

ないのです、私も一応いただいておりますけれど

も。その中でやはり今回の停電の折に住民が一番

不安なのが情報源がなかったという。先ほど中村

部長は、これからは車を走らせないで広報車を１

カ所１カ所とめて伝達できるように努力していく

というふうに言われております。それでは、全員

に伝達するまでに半日ぐらいかかってしまうのか

なという部分が見受けられますし、私この話をす

るのは私の語る会で大和市に親戚のいる方が大和

市へ行ったときに市役所を含め、屋外スピーカー

で８９カ所、支所と消防署と屋外で８９、そして

災害情報、避難勧告だとか避難指示、市民のお知

らせで振り込め詐欺だとかスモッグ情報までスピ

ーカーで流されているというのです。名寄市も消

防署のスピーカーが２年前にデジタル化になった

はずです。そして、デジタル化であれば同報系と

して使えるのではないかなというふうに思うので

すけれども、その可能性はどうなのかなという部

分をちょっとお聞かせをいただきたいというふう

に思います。声で伝達をできないのかということ

をちょっとお聞かせをいただきたいなというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 消防署の消防の関係

のデジタル化に伴って音声も含めた利用ができな

いのかということになるかというふうに思うので

すが、現在消防署のスピーカーの配置につきまし

ては実際には音声が出るのが３カ所ほどというこ

とで、全部はやはりデジタル化ということにする

となれば少し消防のほうとも協議も必要になって

くるというふうに考えているところでありまして、

今お話しのとおり外部の備えつけをつける、屋外

につけるスピーカーにつきましてもこの間いろい

ろと御意見をいただいているところでありますけ

れども、どうも聞くところによりますとなかなか

実際に大雨のときですとか本当に有効な伝達手段

なのかというようなところも含めて十分まだ庁内

の議論も、いろいろな情報伝達手段考えましょう

というところではありますけれども、屋外のスピ

ーカーが情報伝達手段としてしっかりと有効なも

のなのかどうなのかというところでまだ迷ってい

ますし、消防のほうにつきましても現状としては

全部が利用できるようなスピーカーにはならない

ということで、当然システム改修ですとか、そう

いうことが発生するのかなというふうに思ってい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

スピーカー自体がつけられない、または広報車

でも今のスピーカーでは、やはり今家は密閉型に

なっていますので、もうあの小さいスピーカーで

はなかなか伝達できないのが現状かなというふう

に思います。泉佐野市も市役所本部として市内に

７４カ所防災スピーカー設置されているのですけ

れども、そのほかにここでは防災スピーカーで住

民が聞こえないという苦情がすごかったみたいな
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のです。その中で、私も消防団ですから、火事に

なるとメールは入ってきます。メール来るのがも

う３０分も４０分もおくれますから、火事に間に

合わないのです。でも、サイレン鳴るとここに電

話したら場所と名前と住所が、ここで火事ですと、

それが繰り返し流れているのです。そこに私は毎

回電話をするのですけれども、泉佐野市もその災

害情報を聞き取れないという住民が多かったもの

ですから、防災情報を電話をかけて聞ける状況に

させたのです。私は、これでいいのかなと。この

方法ならそんな予算もかからないですし、市民に

ある程度正確な情報が伝わるのではないかなとい

うふうに思うのですけれども、中村部長の思いと

してはどのようなものか、ちょっとお知らせいた

だきたいです。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 思いということで聞

かれましたけれども、当然市民の皆さんの安全、

安心を守るということで私ども日ごろ仕事してい

るわけですから、大雨あるいは停電も含めてしっ

かりと市民の皆さんに必要な情報については伝達

をするということは行政の責任であるというふう

に思っています。その中でどういった伝達手段が

いいのかということで、今こういった事例があり

ますと泉佐野市の事例を挙げていただきましたけ

れども、改めて私どももいろいろな情報伝達手段

について調査をするとともに、今議員のお話にあ

った市の状況なんかも改めて調査をしながら、あ

らゆる可能性について探っていきたいというふう

に考えていますので、御理解をいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に災害はいつ起こるかわからないという

のが災害です。そのためにも名寄市の市民の安全

のためにぜひ御尽力いただくことをお願い申し上

げ、質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

子供たちの未来のために外２件を、高野美枝子

議員。

〇７番（高野美枝子議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告順に従い大項目３点にわた

り質問させていただきます。

まず、大項目１、子供たちの未来のためににつ

いて質問いたします。長期休業終了後の不登校児

が多く、対応に苦慮なさっているとお聞きいたし

ました。冬休み、春休み、ゴールデンウイーク明

けなど長期休暇後の不登校になるお子様が多いと

のデータもあります。小項目１、不登校児童生徒

の傾向と対策について質問いたします。

以前にも質問させていただきましたが、小項目

２、いじめ調査と対策について質問いたします。

いじめ対策としてのいじめサミットには、私も毎

年参加させていただいています。参加した子供た

ちは、標語を作成し、活用していますし、昨年度

からは高校生も参加し、リーダーシップを発揮し

ていました。

複雑化する子供の環境と学校生活の中で、どの

子もその子供に一番適した子供一人一人の権利が

保障される、そのことが非常に大切であると考え

ます。名寄市の中心に子供たちがいて、その生き

る権利と能力を最大限生かすことができる子供た

ちの未来のために、小項目３、子育て支援事業計

画のさらなる充実に向けてについて質問いたしま

す。

近年全国的に局地的な大雨や地震などによる自

然災害が多数発生しています。私自身も昭和５３

年の宮城県沖地震の発生時仙台市に住んでおり、

言葉に尽くせない恐怖を体験いたしました。地震

がないと思われていた名寄のこの地域も震度３の

地震の可能性があるということを知りました。大

雨による災害や冬季における大規模停電、地震に

よる災害など、これまで想像したこともなかった

ことが現実に起こり、恐怖を覚えています。災害

で一人の犠牲者も出したくない、その思いから、
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大項目２、今冬の雪対策について質問いたします。

昨年１２月には、国道４０号線において暴風雪

により多重衝突事故が発生し、一時１００台を超

える車が立ち往生いたしました。これからその時

期を迎えるわけですが、昨年の経験を受け、こと

しはどのような対策を考えているのか、小項目１、

大雪への対策について質問いたします。

ことし９月に発生した北海道東部地震ではたく

さんのとうとい命が失われ、今も避難生活を余儀

なくされています。まだ夏だったからよかった、

これが冬だったら豪雪、厳寒のこの地域では死傷

者が出たかもしれないという声もあります。その

対策のためには、訓練が必要であると考えます。

小項目２、冬季の避難訓練の実施について質問い

たします。

地震時には、ブラックアウトで私は４１時間、

約２日間電気のない生活を体験いたしました。ま

さに電気がないと何もできないということを痛感

いたしました。小項目３、冬季における停電対策

については、どのような対策をしているのか質問

いたします。

近年は、考えてもいなかったような度を超した

激しい局地的な大雨や大雪がいつ起きてもおかし

くないような自然状況です。この自然現象を広く

知っていただくために防災拠点として防災センタ

ーや河川防災ステーションの建設が必要であると

考えます。また、先日小学校の児童がふるさと未

来トークで名寄市の将来に向けてさまざまなすば

らしい提言をしていました。その中に名寄市の川

の氾濫などを３Ｄで体験できるような防災センタ

ーを建てて市民の防災意識を高めるということが

ありました。新聞記事では、提案の発想がすばら

しく、レベルも高い、政策に生かしたいとのこと

でした。今まさに必要とされている小項目４、防

災センターの設置について質問いたします。

ことしも雪の季節がやってまいりました。私た

ちにとっては除雪に追われ、冬の暖房費を考える

と少し迷惑な雪ですが、観光客や雪のない地域に

住む私の友人たちはすばらしい、きれい、おとぎ

の国みたいと表現します。長いモノトーンの冬景

色を終えると、花々が一斉に咲き誇る名寄の春。

シバザクラがあぜ道を飾り、水田に美しい姿を映

します。夏にはひまわりが咲き乱れ、家々の庭に

は競うように花々が咲き乱れます。ひまわりを中

心に春のシバザクラ、秋の稲穂、冬のダイヤモン

ドダスト、サンピラー現象などすばらしい景観は、

市民はもとより市外から訪れる人々の交流拡大に

も寄与しているところです。大項目３、名寄市の

美しい景観を生かした観光とその活用について質

問します。

昨年第２回定例会でも取り上げましたが、いっ

ときのような盛り上がりに欠けているとの御指摘

のあるひまわり観光は、市民の皆様も協力してき

ましたし、さまざまな場面で名寄のアピールに大

きく貢献してきたところです。小項目１、ひまわ

り観光の現状と今後の取り組みについて質問いた

します。

また、当市には健康の森、道立サンピラーパー

ク等の自然環境を楽しめる施設が整備されており、

市内外の観光客を楽しませているところです。こ

れらの施設を有効活用することで交流人口拡大に

つながると考えます。本市では、ひまわりや星、

冬の雪質日本一、サンピラー現象など多くの地域

資源があります。市民に親しまれてきた美しい景

観や施設については、市民の皆様の宝であるとと

もに、季節ごとの楽しみでもあります。思い出も

そこで生まれ、育てられています。そのような意

味で関係する皆様には、非常に関心の深いものが

あります。このような自然現象を生かした交流人

口の拡大策として、小項目２、地域資源を生かし

た観光推進について質問いたします。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 高野議員からは、大

項目３点にわたって御質問をいただきました。大

項目１の（１）と（２）については私から、大項
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目１の（３）についてはこども・高齢者支援室長

から、大項目２については総務部長から、大項目

３については経済部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いします。

初めに、大項目１、子供たちの未来のために、

小項目１、不登校児童生徒の傾向とその対策につ

いてですが、不登校児童生徒とは病気や経済的な

理由を除く何らかの心理的、情緒的、身体的ある

いは社会的要因、背景により登校しない、あるい

は登校したくともできない状況にあるため、年間

３０日以上欠席した児童生徒のことであります。

文部科学省の平成２９年度児童生徒の問題行動等

生徒指導上の諸問題に関する調査の結果では、北

海道の公立小中学校における不登校児童生徒数は

平成２８年度と比べ小学校では １９６人で１６

５人の増加、中学校では ３７０人で４０６人の

増加となっております。本市におきましては、平

成２９年度に不登校の状況にあった児童生徒は２

０名であり、平成２８年度と比べ３名減少してお

りますが、少ないとは言えない状況であり、不登

校に対する取り組みの改善、充実を図ることが課

題となっております。

また、長期休暇明けに不登校が増加するとの御

指摘につきましては、文部科学省の不登校に関す

る実態調査、平成１８年度不登校生徒に関する追

跡調査報告書において休み始めた時期として７月

から９月の割合が２ ４％と最も多くなっており、

本市におきましても同様の傾向は見られていると

ころです。さらに、不登校の傾向としましては、

不安や無気力がそれぞれ４分の１以上を占め、学

業の不振や進路に係る不安、友人関係をめぐる問

題、家庭に係る問題などさまざまな要因が挙げら

れます。しかしながら、さまざまな要因が複雑に

絡み合っていることから、明確に把握することが

難しく、不登校状況が改善されるまでには至って

いない事案があることも課題となっております。

このため、各学校においては情報の共有を図り、

組織的に対応方針などを決定し、担任や学年主任、

生徒指導部が中心となった家庭訪問等を通して当

該児童生徒や保護者の個々の状況に応じた働きか

けを行っております。具体的には、必要な支援の

あり方等を組織が一体となって検討、改善したり、

状況に応じて教育相談センターや健康福祉部によ

る相談支援、医療機関等との連携を図ったりする

など、不登校状況が改善するための取り組みを推

進しております。今後とも教育委員会といたしま

しては、学校に対し不登校の予兆への対応を含め

た組織的な取り組みと児童生徒が将来に対する夢

や目的を抱き、学ぶ意欲を持って学校に通うこと

ができるような授業改善による未然防止の取り組

みを一層強力に推進するようお願いしてまいりま

す。

次に、本市におけるいじめ調査と対策について

お答えします。いじめは、いじめを受けた児童生

徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身

の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、命または身体に重大な危険を生じ

させるおそれがあるものです。そのためいじめの

未然防止と早期発見、早期解消が重要であり、道

教委のいじめの問題の実態把握及びその対応状況

等調査におけるいじめの把握のためのアンケート

調査では平成２９年１１月より児童生徒に対する

設問においていじめられたことがあるの表記を嫌

な思いをしたことがあるに変更し、より積極的な

いじめの認知が進められております。その結果、

北海道の小中学校では平成３０年６月末段階で

９０９件の認知があり、前年度比 ８倍となって

おります。本市におきましても平成２９年度は市

内小中学校で３件の認知の報告がありました。ま

た、３０年６月調査では４月から６月までで嫌な

思いをしたことがあるとの回答が１８９件ありま

した。この１８９件について当該学校が聞き取り

等を行い、１３件についていじめと認知しました。

教育委員会としては、各学校と連携し、情報の共

有と今後の再発防止に向けての取り組みをお願い

し、この１３件については現在は解消状況になっ
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ております。このような調査を適切に実施するこ

とや学校教育に携わる全ての関係者がいじめはい

つでもどこでも誰にでも起こり得るという危機意

識を持って児童生徒のわずかな変化やサインを見

逃さないように努め、情報共有を図ることにより

早期発見、早期解消につなげているところであり

ます。また、市内中学校の３校には心の教室相談

員を配置したり、教育相談センターではハートダ

イヤルを設置したりするなど、個人情報の管理に

十分配慮しながら、児童生徒や保護者が悩みなど

を気軽に話したり、相談をすることができる心の

ケアを図っております。

しかしながら、何よりもいじめの発生を未然に

防ぐことが重要であり、いじめはどんな理由があ

っても許されないとの意識を高めるため、児童生

徒による自主的ないじめ防止の取り組みが必要と

なっております。本市におきましては、教育委員

会と各学校の連携のもと、保護者や地域の方々に

声をかけながら、市内全小中学校及び高校の児童

会、生徒会の代表者が一堂に会する名寄市小中高

いじめ防止サミットを毎年開催しております。こ

のサミットにおいては、各学校が行っているいじ

め防止の取り組みを交流したり、名寄市小中高い

じめ防止宣言やいじめ防止標語を採択したりする

ことで、各学校における児童生徒による自主的な

いじめ防止の取り組みの一層の充実を図っている

ところであります。教育委員会といたしましては、

今後も本年４月に改定した名寄市いじめ防止基本

方針に基づくさまざまな取り組みを確実に実行す

るとともに、ふだんの点検、評価により改善を加

えながら、いじめの未然防止や早期発見、早期解

消によるいじめの根絶を学校や関係機関と連携を

図りながら進めていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目１、子供たちの未来のために、小項

目３、子育て支援事業計画のさらなる充実に向け

てをお答えいたします。

名寄市子ども・子育て支援事業計画の基本的な

考え方は、児童の権利に関する条約の基本原則で

ある子供の最善の利益が実現される地域社会を目

指し、子供の視点に立ち、子供の生存と発達が保

障され、上質かつ適切な内容及び水準のものとす

るため、平成２７年度から平成３１年度の５カ年

の計画で実施しており、その計画に基づき各種事

業や施設整備などを推進しているところでござい

ます。

本計画の基本目標の一つであります子供の権利

が尊重される名寄では、児童の権利に関する条約

における４つの権利に基づき、子供たちが安心し

て生きるための支援、虐待や犯罪から守られる支

援、平等で自分らしく育つ支援、意見発表や参加

するための支援の４つの支援を柱とし、子供たち

の権利を尊重し、地域活動や学校、幼児教育、保

育施設などを通じて子供たちを見守りながら実施

してきているところでございます。来年度は、本

計画の見直しの時期であり、一人一人がかけがえ

のない存在であり、次代を担う子供たちが豊かな

気持ちで伸び伸びと育まれるよう引き続き児童の

権利に関する条約の理念に基づき、名寄市の現状

や利用者のニーズ把握などを行いながらさらなる

充実に向け計画の策定をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

今冬の災害対策についてお答えいたします。

初めに、小項目１、大雪への対策についてでご

ざいます。昨年１２月の猛吹雪により市内の国道

４０号線において複数の車両の事故と１００台を

超える車両の立ち往生という事案が発生しました。

事故当日は、名寄警察署からの要請により市道を

国道の迂回路として確保するなどの対応をしてき

たところです。これらの事象を受け、１１月に国

道を管轄する国土交通省と北海道警察、国道の除
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雪事業者の３者により和寒町から美深町までの国

道の道路診断を行い、防雪柵の夜光反射板の増設

や防雪柵を機能的に使うために除排雪回数をふや

すなどの対応を行うこととなったと伺っておりま

す。また、冬期間だけではなく、通年の上川地方

道路防災連絡協議会を国が中心となり道、市町村

のそれぞれの道路管理者、各消防本部や北海道警

察など関係機関と広域的な連絡体制も構築されて

おります。本市におきましても同様に除排雪対策

会議として国、道、市のそれぞれの道路管理者、

名寄警察署、消防、町内会連合会、除雪事業者、

市役所内の関係各部が一堂に会し、今シーズンの

除雪体制の確認や意見交換を行ってきたところで

す。この会議において名寄警察署からは、昨年の

ような猛吹雪の際の対応についての問い合わせが

あり、関係する各機関の連絡調整の確認を行って

きたところでございます。

次に、小項目２、冬季避難訓練の実施について

お答えいたします。名寄市の避難訓練につきまし

ては、名寄市の地域防災計画に基づき毎年内容に

ついて検討しながら実施してきているところです。

特に昨年からは、平成２８年に想定最大規模の降

雨による浸水想定が公表されたことや全国各地で

発生している大雨などによる被害を想定し、洪水

に関しての防災訓練を実施してきているところで

す。この訓練につきましては、以前にもお話しし

た経緯があるかと思いますが、数年継続して実施

していくこととして計画してきたものでありまし

て、内容に若干の変更はありますが、来年度も水

害に関する訓練を継続することで検討していたと

ころです。

御質問の冬季の訓練につきましては、平成２６

年度に暴風雪などによる遭難者の救助訓練や停電

を想定した訓練を実施して以来行っていない状況

となっております。冬季の防災訓練の実施につき

ましては、おおむね五、六年に１度実施するよう

な考えで進めていたところですが、今回の停電な

どの事例もありますので、その時々の情勢によっ

てどのような訓練が必要なのかしっかり検討しな

がら実施していきたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

次に、小項目３、冬季における停電対策につい

てお答えいたします。冬季の停電対策についてで

ございますが、広報なども掲載させていただいて

おりますが、今回の停電を踏まえて電源の要らな

いストーブやオール電化の家庭においてはカセッ

トこんろ、おおむね３日分の食料品など各家庭で

必要となる備蓄品それぞれ備えていただくことが

重要となると考えております。市の対応といたし

ましては、冬季に復旧のめどがつかないような停

電があった場合には避難所を開設し、避難を呼び

かけることになるかと考えております。また、情

報の伝達につきましては、広報車などが主軸とな

ると思いますので、しっかり周知できるような対

応に努めてまいりたいと思っております。避難所

の開設場所の設定につきましては、停電の地域や

飲料水の確保や電力が確保されている場所などさ

まざまな要件などを踏まえて検討されることとな

ります。また、町内会においては自主防災組織が

設立され、各町内会館を開放し、対応される町内

会もあるかと思いますので、連携できるところは

連携して対応していきたいと考えております。

次に、小項目４、防災センターの設置について

申し上げます。名寄市に防災センターを設置する

考えということでございますが、防災センター、

河川防災ステーションなどがありまして、それぞ

れ機能が異なるものとなっております。防災セン

ターは、定義的には防災設備の管理や災害時の消

防活動、避難誘導を集中的に行うための管理室と

いうような施設となります。河川防災ステーショ

ンは、水防活動を行う上で緊急用資材の備蓄など

を行う施設となります。現在天塩川の流域では、

北海道開発局において士別市に河川防災ステーシ

ョン、中川町、音威子府村に水防拠点が既に設置

されているところです。消防署等併設するような

防災センターや体験型のみの施設整備をすること
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となれば名寄市単独での事業となり、財政負担も

非常に大きくなります。士別市の河川防災ステー

ションのように国の事業において施設整備されれ

ば水防活動に非常に有効となると考えますが、北

海道開発局との協議が必要であり、名寄市だけで

判断することはできない状況となっております。

お話にあったように、体験型での学習設備など

につきましては、こういった施設に併設すること

も可能と考えております。いずれにしても、設置

者との協議とはなりますが、防災の拠点となるよ

うな施設でございますので、今後も研究させてい

ただきたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、名寄市の美しい景観を生かした観光とその

活用について、初めに小項目の１、ひまわり観光

の現状と今後の取り組みについて申し上げます。

名寄市におきますひまわり観光につきましては、

昭和６３年の民間団体の試験栽培から始まり、平

成５年からは智恵文地区の生産者により約１０ヘ

クタールの大規模ひまわり畑が取り組まれ、本市

の夏を代表するメーン観光となっておりました。

しかし、観光客の出入りによるジャガイモ畑への

害虫持ち込みなどが懸念されたことから、平成１

８年度に智恵文地区の大規模ひまわり畑を中止す

ることとなりました。その後道立サンピラーパー

クがオープンをし、市街地からの立地、景観など

適地と判断をしまして、智恵文地区のＭＯＡ農場

と同様にひまわり観光のメーンスポットとして観

光客の受け入れ態勢を整えてきたところでござい

ます。その後本市のひまわり畑を全国的に大きく

ＰＲするきっかけとなった映画「星守る犬」は、

多くの市民の方々にもかかわっていただき、観光

によるまちづくりの機運醸成とともに、交流人口

拡大に寄与してきたところでございます。

本年度のひまわり観光の取り組み状況につきま

しては、ひまわりの見ごろとなった８月１０日以

降の天候不良によりまして入り込み人数は ５９

９人と昨年より６０７名の減少となりましたが、

昨年同様市民参加型の取り組みとして実施をして

おりますひまわりの種配布は ５３２袋と昨年を

上回る実績となっており、ひまわりボランティア

事業につきましてはサンピラーパークのひまわり

畑における遊歩道の整備や除草作業などに７３名

の方に御参加をいただいたところでございます。

このほかにもひまわり畑と市内飲食店、宿泊施設

をめぐるスタンプラリーの開催やＳＮＳによる情

報発信、フォトコンテストなどを実施してきてお

ります。また、名寄産業高校酪農科学科の生徒に

よるひまわりパウダーを使用したスイーツなどの

販売も行い、ひまわり畑を訪れる方々へのＰＲに

御協力をいただいたところでございます。ひまわ

りにつきましては、本市における貴重な観光資源

と認識しておりまして、今後とも夏のメーン観光

としてイベント内容の見直しなどを検討しながら、

交流人口拡大へ向けて取り組んでまいります。

次に、小項目の２、地域資源を生かした観光推

進について申し上げます。本市におきましては、

名寄市総合計画の観光分野における具体的なアク

ションプランといたしまして、平成２３年度に名

寄市観光振興計画を策定しております。その目的

といたしまして、魅力ある地域資源を活用し、地

域と住民が主体となり交流人口の拡大の視点に立

ったまちづくりを行うとしておりまして、施設、

景観、味覚、催し物などの既存資源を四季に分け

て整理をし、その価値を磨き上げ、交流人口の拡

大につなげることとしてございます。

この地域資源を生かした観光の新たな取り組み

といたしましては、平成２８年に観光庁から認定

をされました広域観光周遊ルート、日本のてっぺ

ん。きた北海道ルート。で実施されていますイン

バウンドを対象としたモニターツアーなどにおき

ましても主要な地域資源であります夏のひまわり、

カヌー、サイクリング、冬のカーリング、スキー、

雪遊び、天体観測などを体験いただいているとこ
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ろでございます。また、景観、観光地域づくりを

目的としましたシーニックバイウェイの取り組み

といたしましては、本市を含む９市町村による天

塩川シーニックバイウェイが昨年度ルート認定を

受けたところでございます。この組織が中心とな

り、現在自転車、カヌー、フットパスやＪＲ、バ

スなどを移動手段としながら、地域資源でありま

す自然風景や歴史、文化に触れ、御当地の味を味

わい、アクティビティーを楽しむ旅としてきた北

海道エコ・モビリティ事業を進めているところで

ございます。また、農業分野におきましても収穫

体験などの旅行商品化へ向けた取り組みも進めら

れており、本市のよさを知る体験メニューの一つ

として検討しているところでございます。今後と

も本市の地域資源を磨き上げ、ストーリーづくり

を通じて本市を訪れる動機づけとなるよう進めて

まいりたいと考えております。

また、近隣市町村との連携により各地域の資源

を結びつけ、魅力を高め合うことにより訪れる方

々の満足度向上につながることから、道北地域に

おける観光の中心としての役割を担いながら、住

んでよし、訪れてよしの観光づくりを地域住民の

皆様とともにつくり上げていきたいと考えてござ

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、再質問をさせていただきます。

まず最初に、不登校とかいじめの状況について

は現在ないということで答弁をいただいたという

ふうに思うのですけれども、それでよろしいでし

ょうか。非常に今いじめだとか不登校だとか、児

童相談所が本当に足りなくて、人員増強をすると

いうことで、今回の重点の第２次の中期基本計画

の中でも新しい事業で子供家庭相談視点拠点事業

ということが行われているわけですけれども、今

までの児童……これは事業が統合されてこれから

スタートするということですよね。この目的につ

いて教えていただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇７番（高野美枝子議員） 今年度から、中期計

画の中で子ども家庭総合支援拠点事業というのが

始まっておりまして、これというのは不登校児で

児童相談所、非常に大変な対応をしているという

ことで、今市町村にもということで事業が移って

きているというふうに思うのですけれども、この

ことについて名寄市の状況についてお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 子ど

も家庭総合支援拠点事業ということで、今回中期

計画のほうにも統合という形でさせていただいて

おります。従来からの事業の統合ということで、

児童相談、それから要保護児童対策協議会の強化

ということで、その事業の統合でございます。今

議員からもありましたとおり、今回国のほうから

児童相談所職員ということで ８９０人ふやすこ

とによりまして虐待防止、それから全市町村に支

援拠点を整備するということでプランが概要が発

表されたところでございます。名寄市におきまし

ても従来から相談員の配置については行っており

ますけれども、中期計画の中で来年からその拠点

化ということで設置をしていくということで考え

ておりまして、特に子育てだとか、それから虐待

の部分についてはそういった相談に今後対応する

ために拠点化によって強化をしていくということ

で事業のほうには掲載させていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄は児童相談所が

ないので、遠くて相談するにもなかなかというこ

ともお聞きするところでありますし、また最近虐

待だとか、いろいろなことが起きている状況の中

で、いじめも複雑化してきておりまして、解決に

難しいという声をお聞きしているところでござい
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ますが、その辺の考え方について教育現場ではど

のように捉えているのか、再度お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 確かにいじめの関係

につきましては、近年いろんな状況というのが絡

み合って起こっているということもありまして、

ただ昨年から調査の方法が変わったということで

件数がふえているということですけれども、その

一つ一つの件数は聞き取りをしながら丁寧に洗い

直していくと、最終的にはいじめではなかったと

いうようなこともありますので、今後も学校の中

できちっと子供たちを見るというか、見守ってい

くという、やはり何らかのシグナルといいましょ

うか、が出てくるということだと思うのです。そ

の辺は、やはり担任を含めて先生方ネットワーク

の中でいろいろな角度から見ながら子供たちとつ

き合っていくということが大事なのではないかな

というふうには思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 非常に複雑化して件

数も多いということで、現場での御苦労というの

も大変お聞きしているところでございます。本当

に今児相も、児童相談所でございます、もう非常

に件数が多くて対応に苦慮しているというのが今

の社会現象だというふうに考えております。そこ

で、当市では名寄市子ども・子育て支援事業計画

においてしっかりと取り組んでいるということで

ございます。また、今見直しの時期に入っており

まして、そのことについて今後これを受けて計画

を立てられるのだというふうに考えますけれども、

その辺どのようにお考えなのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ど答弁しましたとおり、支援拠点の整備というこ

とで体制も強化するということで、年々虐待に絡

む件数については名寄市だけではなくて全国的に

増加しているという中では、この事業によりまし

てさらに児相の職員の増加も含めてそれぞれ関係

機関と連携しながら支援に当たるということで、

計画にもそのような内容で反映していきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 職員に当たっては、

専門家を入れるということでいいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 一応

有資格者ということで、専門職の配置が定められ

ておりますので、そういう形で専門職を配置して

いくという予定でおります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄市も一生懸命対

応に取り組んでいるということでは私も本当にあ

りがたいなというふうに思っていますけれども、

なかなか解決されない。また、深刻化する子供、

子育てに関する事案がふえているということで、

先輩議員がこの間ずっと子供の権利条例について

質問してきたところでございます。私も質問させ

ていただきまして、２６年の第２定例会で質問さ

せていただいたところです。その折には、内部で

研究を重ねながら検討してまいりたいと考えてお

りますという答弁をいただいたところでございま

すけれども、その後内部で研究を重ねられたとい

うふうに考えますけれども、その結果についてお

知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 子供の権利条例

の関係の質問でございます。先ほどありました名

寄市の子ども・子育て支援事業計画、２７年度か

ら実施をしているところでありますけれども、先

ほど答弁でも申し上げましたけれども、児童の権

利に関する条約、これをいかにしっかりその精神
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を取り入れながら子供のために市としてどういっ

た政策に取り組むかということでは、先ほどの計

画の中に盛り込んでいるところであります。先ほ

ども報告していますとおり、児童の権利に関する

条約におきましては４つの柱で成り立っていると

いうことで、生きる権利、育つ権利、守られる権

利、参加する権利、この４つについては先ほど申

し上げました計画の中の子供の権利が尊重される

名寄ということで取り組んでいるということで、

本市におきましては条例を制定はしませんけれど

も、しっかりした条約に基づいた対応を進めてい

るということで、そういうことで取り組みを進め

ているということでこの間研究して対応している

ということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に内部で検討と

いうことですけれども、私も何年間か見させてい

ただいたのですけれども、全然国の条例があるか

ら名寄市の条例は要らないと、計画でいいのだと

いう考え方でいいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 基本的には、全

国の子供たちが基本的な守られるという部分でし

っかり対応していくという部分では、国のそうい

った定められたものに応じて全国の自治体が投じ

た対応するということが１つあるかというふうに

思っています。本市におきましても先ほど申し上

げましたけれども、そういった精神をしっかり取

り入れながら対応しているということで、条例を

制定してはおりませんけれども、十分な配慮をし

ながら子供の権利を守る、そういった取り組みを

進めているということで対応しているということ

で御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 上位に国の条例があ

るから名寄市の条例が要らないということではな

くて……

（何事か呼ぶ者あり）

〇７番（高野美枝子議員） 国の法律。あと、国

連とか、条約批准しなさいということで来ている

と思うのです。なぜ名寄市の条例ができないのか

ということは非常に不思議で、２６年の第２定例

会のときに私ちょうど男女共同参画が計画から、

計画を踏まえて今条例をつくるというような答弁

もいただいておりまして、計画をつくって、次に

条例が来るのではないかというふうに私は思って

いるのですけれども、そこら辺はどのようにお考

えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 国の法律なり、

そういったものが施策が全てが自治体で制定をさ

れているのではないというふうに考えております。

自治体独自のものを取り入れたり、そういったも

のにすれば当然国のそういった法律等を参酌しな

がら自治体で条例を制定して、独自のものを組み

入れながら対応するというふうになるかというふ

うに思います。この件におきましては、先ほどか

ら申し上げますとおり国のそういった条約に基づ

いてしっかり対応していける。それに基づいてや

ることで対応とれているというふうに考えており

ますので、改めて市のほうで条例を制定しなくて

もしっかりとしたその精神も含めて計画等に掲載

しながら対応してきていますので、今後とも本市

としてもそういった対応でいきたいというふうに

今のところは考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 計画と条例とどのよ

うに違うか、捉えているのかお知らせいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 条例言えば名寄

市の独自の部分で、何かやる部分につきましては

条例を制定して取り組むというものがあると思い

ます。ただ、上位法によって取り組む法律等があ

ればそれに基づいてやるというのもこれは自治体

として取り組みできるものでありますので、基本
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的にこの件につきましては国のそういった条約と

か法律、そういったものに基づいて計画をつくっ

ているということでありますので、御理解をお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはりこれだけいじ

め、不登校、ネグレクトだ、虐待、いろんな問題

が子供の上に起きてきていると。そこを捉えて、

やはり全市的に全ての市民が子供のために条例を

つくって認識を新たに将来を担う地域の子供たち

をしっかり育てていかないといけないということ

で、私は条例をつくるべきであると思うのです。

そして、男女共同参画のときもそうでしたけれど

も、やっぱり市民がそのことについて議論をする。

こうだよね、ああだよね、男女共同できたら女の

人だけよくなるの、そうではない、みんながよく

なる、男性もよくなる、みんなが改めて人権のこ

とを考えるきっかけになるので、条例というのは

そういうもので、市民を巻き込んで今のこの状況

をどうしていくかということで、やはり条例をつ

くったほうがいいというふうに考えますが、いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私は、法的な詳しいこ

とはよく承知しておりませんけれども、以前奥村

議員のほうから子供の権利条例の制定について教

育長の考え方、どういう考え方かということでお

聞きされたときにも答弁申し上げたのですが、児

童の権利に関する条約の効力が発揮しようとして

いる、ちょうどその当時でございますが、文部省

の文部事務次官通知というのが出されております。

そのときにもお話ししたのですが、その中でこん

なことが言われております。本条約は、基本的人

権の尊重を基本理念とする日本国憲法、教育基本

法等と軌を一にするものである。したがって、本

条約の発効により教育関係について特に法令等の

改正の必要のないところであるという指摘がされ

ております。さらに、この通知の中で学校におい

ては本条約の趣旨を踏まえて、日本国憲法及び教

育基本法の精神にのっとりまして教育活動全体を

通じて基本的人権尊重の精神の統一の徹底を図っ

ていくことなど、何点かの留意点はここで示され

たところでございます。したがって、例えば学校

におけるいじめだとか不登校とかいろいろありま

すけれども、これについては学習指導要領に基づ

いて行われている我が国の教育というのは、子ど

もの権利条約の精神とか理念が全てそこの中で保

障されているという受けとめを私はしているとこ

ろでございます。したがいまして、教育委員会と

しては子供の貧困ですとか虐待ですとか差別など

への対応については子どもの権利条約の有無にか

かわらずやっていかなければならないことでござ

いますので、子供の権利条例を制定するかどうか

というのはあくまでも市町村のそれぞれの考え方

の判断によるものだという認識をしているところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 教育長の立場で教育

委員会としてはそうだというふうに十分理解しま

すし、計画に沿って一生懸命進んでおりますし、

名寄はほかの市町村に比べて本当に子供たちが恵

まれているなというふうにも考えるところであり

ますけれども、やはりこれは全市的な問題で、教

育委員会のみならず、全ての市民が子供の将来に

向けて、今本当に大事なときにあると思うのです。

子供のときに学校に行けない、休む、それが一生

その子の将来にかかわるとしたら、やはりそこで

何とかしなくてはいけないというふうに思うので

す。だから、教育長として、教育委員会として本

当に一生懸命やっていただいている、そのことは

私わかります。でも、全市的にどうのかというこ

とをお尋ねしているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど教育長お話しした

という解釈を私も同じような解釈を持っていまし

て、当然教育基本法だとか、そうした憲法だとか
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に子どもの権利条約というその精神がしっかりと

入り込んで子供たちの教育がなされるべきだとい

うことで、そのたてつけの中で今名寄市も市全体

としてそういう教育にも当然かかわりながら子供

をいかに健全に育んでいくかということは我々の、

市民の、あるいは大人たちの使命であるというふ

うに思っています。これは、条例をつくったから

さらによくなるのだとかというような議論がある

のかもしれませんけれども、今のところは我々と

してはそういった形で、国の姿勢にのっとって子

ども・子育て支援事業計画を着実に進めていって

いるということで、この計画をブラッシュアップ

していくことに尽きるのだというふうに思います。

市民の皆さんのそうした機運が高まっていないと

いうことであれば、それは子供たちがこういった

今非常に危惧される状況があって、それの市民の

皆さんの声が高まっていない。だから、条例を制

定すべきだというお話だったと思うのですけれど

も、その前にそういう受けとめでないということ

であればさらに子供たちが今どういう状況にあっ

て、我々としてはさらにすべきことはあるのかと

いうことを市民の皆さんにもこれから開示をし、

議論をしていくということが肝要ではないかとい

うふうに思っています。計画の着実な推進が大事

だというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に機運が高まっ

ていないのではなく、やはりそういう声が、条例

をつくって子供を中心に、子供を一人の人間とし

て扱っていく、一人の人間として尊重していく、

尊厳を持って接する、そういうことが教育委員会

でも十分言われていることですけれども、それを

全市民的に市民が一つになってこの地域の子供た

ちを、またほかの北海道中の子供たちを大切に育

てていこうという、そういう思いから発言をいた

しました。なかなか一致するところにはいかない

というふうに思いますので、また次回議論したい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

今冬の災害対策についてですけれども、大雪で

去年１００台ぐらい車がとまりまして立ち往生し

て、本当に命にかかわる事件になるかなというふ

うに思いました。対策についても十分に対応して

いただけるのかというふうにも思うのですけれど

も、協議会だとかさまざま細やかな対応していた

だけるということで、ことしは用事のないときと

いうか、なるべく外に出なければいいというふう

に思うのですけれども、そこら辺の警報というの

ですか、そのことについてはどのようにお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

らは、昨年１２月２６日の名寄から風連に向かう

国道４０号線での午前７時、８時ぐらいから地吹

雪で、重複した車両の事故で１００台ほどがとま

るということで、大変強風で大雪でということで、

ホワイトアウト状態になった中での事故だという

ふうに承知をしております。約１００台の車が立

ち往生しまして、その中の一台が出勤する私の一

台でございまして、その場におりましたので、大

変強く印象に、記憶に残っているところでござい

ます。こういった事態の場合の予防法というか、

事前の自治体としての警報というのはちょっと正

直難しいものがあるのだろうという。今国道であ

れば開発、そこを中心にさまざまなメディアとい

いますか、もちろんテレビにおける道路情報、天

気予報だとか、さまざまな事態が予想される、そ

の情報が数多く提供されております。ぜひこうい

った悪天候の場合は、まずみずからの身を守ると

いいますか、交通や移動に十分みずからまず配慮

をしていただいて、そういったものでしっかり確

認をいただいて、やはりどうしても出なければな

らぬという場合は十分気をつけていこうというふ

うにお考えいただけるのがよろしいのではないか

なというふうに思っております。決して自治体や

行政が何もしないということではなくて、まずは

こういった事態をそれを回避するということで認
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識をいただきたいと思いますし、先ほど総務部長

が申し上げていましたように、万が一の事態が発

生した場合には警察、消防、そして我々行政、除

雪業者も含めてしっかり対応していきたいという

ふうには考えていますので、そのように御理解い

ただければなと思ってございますので、お願いい

たします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 外に出なければ一番

いいのですけれども、やはり仕事があり、出なけ

ればならないという状況も考えられますので、対

策についてはいろいろと講じていただいています

ので、ことしの冬が安全であることをお互いに努

力したいと。努力してもどうしようもないのです

けれども、外に行かない、災害に遭わない、そう

いうことを考えながら毎日生活していければとい

うふうに思います。

自主防災組織の冬季における停電対策というこ

とで、今回町内会館に集まって本当に困ったとき

は町内会館に行けばいいというふうな、そういう

地域もあったというふうに伺っております。今ま

での防災の組織、町内会の啓発、そういうことが

実になってきてよかったなというふうに思います。

今後冬にまたそういうことが起きる場合、自主的

に町内会とかに集まる地域も出てくるように思い

ますけれども、そのことについてどのように考え

ているかお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今回９月の停電の際

に名寄、風連、２つの町内会のほうで自主的に地

域の皆さんに集まっていただいて、携帯の充電な

り、あるいは地域の中で地域の皆さんの、高齢者

の皆さんの見回りなどを行っていただくですとか、

防災の自主的な防災組織ということで現在約２０

ほどの組織はありますけれども、そういった組織

の立ち上げなどが少しずつ防災だけではなくて今

回の停電の際にも生かされたというふうに考えて

いるところでありまして、今回４１時間余りにわ

たるということで、今までにない停電だったもの

ですから、皆さん非常に不安になったかというふ

うに思いますけれども、それぞれの地域の町内会

が力強い私どもに対する支援も含めましていただ

いたことについて、大変感謝を申し上げたいと思

っています。今後も自主防災組織の立ち上げにつ

いて連携をとりながらやってまいりたいというふ

うに考えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加入者に重い負担を強いている国民健康保険制

度のあり方について外２件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１点目、加入者に重い負担を強いている国民健

康保険制度のあり方について伺います。全国知事

会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、

加入者の所得が低い国保が他の医療保険より保険

料が高く、負担が限界になっていることを国保の

構造問題だとして、国保を持続可能とするために

は被用者保険との格差を縮小するような抜本的な

財政基盤の強化が必要と主張しています。そして、

協会けんぽの保険料並みに引き下げるために１兆

円の公費負担増を２０１４年政府に求めました。

かねてより国保税の負担軽減を求めてきた日本共

産党は、先月国保政策を発表したところでありま

す。

そこで、次の３点について名寄市のお考えをお

聞きいたします。１つ、国庫負担の増額を求める

ことについて伺います。１９８４年の法改定で国
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保への定率国庫負担を削減し、その後国庫負担を

抑制し続けてきました。国保加入者の構成もかつ

ては７割が農林水産業と自営業でしたが、今では

４３％が無職、３４％が非正規雇用などの被用者

で、合わせて８割近くなっています。これでは、

国保の構造的な危機を打開するためには国庫負担

をふやす以外に道はありません。お考えをお聞か

せください。

小項目２つ目、均等割、平等割を廃止すること

について。子供の多い世帯への負担は非常に大き

いものがあります。均等割、平等割を廃止するこ

とについてのお考えをお聞かせください。

小項目３つ目、保険証の取り上げをなくすこと

について伺います。名寄市は、資格証明書の発行

はしていませんが、他市では保険証がなく病院に

かかることができなく、手おくれになった事例が

報告されているところであります。名寄市の考え

を改めてお聞かせをいただきたいと思います。

大項目２点目、公営住宅の入居にかかわって伺

います。入居を希望しても何度も抽せんに外れて

しまうなど、希望者が集中する住宅とそうでない

住宅の差がありますが、高齢者や若い世代の入居

希望の声が寄せられています。

そこで、伺います。小項目１、大学生の入居に

ついて伺います。給付型の奨学金制度で支援が行

われることが今提案されているところですけれど

も、多くの学生からは家賃の負担が大きいとの声

が上がっています。学生寮の希望もあります。民

間活力による学生寮等の整備が進められるようで

すが、空き室が多い公営住宅への入居を可能とす

る目的外使用の検討も必要ではないでしょうか。

お考えをお聞かせください。

小項目２つ目、入居者資格、条件について伺い

ます。２０１８年３月３０日付国交省住宅局長よ

り公営住宅管理標準条例案についての改定につい

て、各都道府県知事や政令指定都市の長に送付さ

れている管理条例の改定を行うことになっている

ようですが、保証人の規定の削除や緊急連絡先の

提出、さらに所得制限など入居資格、条件につい

てお知らせをいただきたいと思います。

小項目３つ目、福祉との連携について伺います。

滞納者へは家賃の減免と民生部局との十分な連携

が必要と考えます。群馬県では、独自に県の住宅

課が社会福祉士を雇用して家賃滞納者への福祉的

な相談に乗っているという事例もあります。名寄

市のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

大項目３点目、男女共同参画推進にかかわって

伺います。先日２０１８年のノーベル平和賞の授

賞式が行われました。紛争下の性暴力撲滅に向け

て献身的な努力を続けてきた功績が評価されての

受賞です。このことが性暴力の根絶に向けて前進

することを強く願うものです。

そこで、小項目１つ目、セクシュアルハラスメ

ントのない環境づくりについて伺います。セクハ

ラなど言葉は広まったけれども、その意味は明瞭

にならないままだ、理解されないまま使用されて

きた、政治、経済、教育と各分野で意思決定権者

に女性が少ない中では支配、被支配の関係が男女

の関係として常態化しています。これは、ことし

明らかになった医学部の入試における女性差別対

策弁護団の共同代表として名を連ねている角田由

紀子弁護士の言です。２０１７年版ジェンダーギ

ャップ指数では、日本は調査対象１４４カ国のう

ち１１４位と前年より順位を落とし、過去最低と

なっています。直近の情報では、１１０位になっ

たという情報もあるようです。セクハラを生む土

壌としての社会を変える必要があります。私たち

自身が日々見えない家父長制度、見えない性差別

の中で生きてきているのではないでしょうか。余

りに強固な性差別社会の中にあって、残念なこと

に女性の中にもそれを受け入れる、やむを得ない

と考える人たちがおります。不当だと声を上げれ

ばバッシングされる日本社会では、そのような女

性の存在を一概に批判することはできません。男

性も含めた人間の尊厳がより大切にされる環境づ

くりが求められます。市のお考えをお聞かせくだ
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さい。

小項目２つ目に、女性に対する暴力をなくす環

境づくりについて伺います。女性に対する暴力撤

廃国際デー、これは２０１２年１１月２５日から

国連が定めました。日本では、ことし１１月１２

日から２５日の間内閣府男女共同参画局が女性に

対する暴力をなくす運動を実施しました。名寄警

察署管内でＤＶ被害、認知件数で年に十数件ある

と地元紙が紹介していました。こうしたことに対

する暴力をなくす環境づくりについて、当市の取

り組みについてお知らせをいただきたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問といたします。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ただいま川村議員か

ら大項目で３点にわたりまして質問をいただきま

した。大項目１につきましては私から、大項目２

は建設水道部長から、大項目３につきましては総

務部長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願いします。

大項目１の国民健康保険制度のあり方につきま

して、小項目１から３まで関連がありますので、

一括して申し上げます。国保の都道府県単位化に

つきましては、毎年度国から約 ４００億円の財

政支援が確約をされております。平成２７年度か

らは消費税を財源とする約 ７００億円の低所得

者対策、また今年度からはさらに約 ７００億円

が導入をされ、財政調整機能の強化や保険者努力

支援制度に充てられることになります。しかしな

がら、今後も加入者の高齢化や医療の高度化によ

りまして１人当たりの医療費はさらに増加をする

ことが予想されております。国保財政基盤の拡充、

強化を図るためには、将来的には現状 ４００億

円にとどまることなく、さらなる財政支援の拡充

や国庫負担割合の引き上げなどの財政措置を講じ

るよう市長会などとあわせて要望してまいりたい

と考えております。

次に、国民健康保険税につきましては、地方税

法の規定によりまして応能割と応益割で構成をさ

れておりまして、４方式から２方式までの３つの

方式の中から市町村の実情に応じていずれか１つ

の方式を選択をして課税総額を算定をしておりま

すけれども、所得割と均等割については項目とし

て必ず算定をすることとされてございます。名寄

市は、均等割、平等割ともに道内都市部では低い

水準となっておりますけれども、平等割を廃止し

た場合でも必要とする保険税の総額は変わらない

ことから、その分を均等割や、あるいは所得割な

どに求めていくことになりますので、加入者の負

担に十分配慮をしながら対応していく必要がある

と考えております。

こうした中、全国知事会などでは子育て世帯の

軽減を図るために子供に係る均等割額の軽減措置

の導入や定率国庫負担の引き上げを国の財政負担

で創設することを求め要望を行っております。当

市におきましても引き続き市長会等とあわせて要

望を続けてまいります。

最後、国保保険証の件になりますけれども、名

寄市におきましては資格証明書が医療を受ける機

会を狭めるおそれや、また緊急の治療が必要とな

った場合を考え合わせて資格証明書ではなくて短

期被保険者証を交付してございます。短期被保険

者証の交付は、あくまでも未納者との納税協議の

機会をつくるための方法と捉えておりますし、生

活実態に十分配慮をした対応を続けていることか

ら、交付の件数は減少傾向にございます。都道府

県単位化後は、北海道が連携会議やワーキンググ

ループなどを通じて市町村の意見を聞きながら事

務処理の標準化を進めることになります。したが

いまして、関係法令や国の基準をもとに北海道が

対象となる方の抽出条件などを明確にすることに

なることから、北海道の動向を注視をしてまいり

たいと考えておりますが、資格証明書や短期被保

険者証の取り扱いにつきましては従前どおり市民

の方に寄り添った運用を行ってまいりたいと考え
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ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

ら大項目の２、公営住宅の入居にかかわって、小

項目の１、大学生の入居について答弁させていた

だきます。

名寄市内には、公営住宅法に基づく団地が１８

団地設置され、うち名寄市で設置されている団地

が１５団地、残りの３団地は北海道の設置の団地

であります。公営住宅は、住宅に困窮する低額所

得者に低廉な家賃で住宅を供給することを第一の

目的としております。名寄市の定期募集倍率は、

平成２９年度で平均 ５倍であり、今年、平成３

０年度６月と９月との２回の募集倍率は約１倍で

ございますが、応募のなかった住宅に対しては随

時募集を行い、希望入居が成立をしてございます。

入居に際しての問い合わせ自体は現在も変わらぬ

状況でございますので、いまだ希望者の潜在がさ

れていることと思われ、これまでの高い倍率から

は若干落ちついてきましたが、応募団地に偏りが

あることは否めません。入居希望の方が団地の抽

せんに外れた場合には、要件の合う住宅への促し

や道営住宅の募集時の情報提供をしてございます。

このように本来の公営住宅としての目的を基本に、

住宅に困窮されている低額所得者への提供を図り

たいと考えてございます。

道内での目的外使用において大学生の公営住宅

入居の例は、札幌市と北星学園大学での協定によ

り平成３０年度から市営もみじ台団地４戸で学生

入居となりました。従前から大学生の地域福祉の

研究として団地関係者とのかかわりがございまし

て、このたびの入居については今年度開始された

事業でございますし、札幌市からの情報提供とし

てもあくまでも学生の入居の目的外の利用として

いるというふうに私ども承知をしてございます。

名寄市営住宅の目的外使用につきましては、応募

や問い合わせや求められる理由などがあるかない

かをしっかり見きわめる必要があり、大学生の入

居だけに限らず、長寿命化計画を実践しつつ公営

住宅活用の可能性を情報収集しながら研究したい

と思っているところでございます。

次に、小項目２、入居者資格条件についてでご

ざいます。公営住宅は、公営住宅法に基づき入居

者資格となる条件が定められ、政令にて収入の上

限が定められています。上位法に基づき、名寄市

営住宅管理条例でも入居者の資格を定め、入居者

の選考を行っております。平成２９年法律第４４

号の民法の一部を改正する法律により、平成３２

年４月施行から債務関係の規定が見直しがされま

す。このことから、平成３０年３月３０日付国住

備第５０３号で公営住宅への入居に際しての取り

扱いについての通知がされました。その中で入居

保証の取り扱いについては、身寄りのない単身高

齢者等が増加している現状を踏まえ、公営住宅へ

の入居に際し保証人の確保がますます困難と懸念

されることについて、既に改正されております平

成８年１０月１４日付建設省住宅局長通知、公営

住宅管理標準条例案で保証人に関する規定が削除

されていることとあわせて、今後の入居に際し困

窮する低額所得者に的確に供給されるよう技術的

な助言として通知をされております。現在でも保

証人の取り扱いについては、事業主体の判断に委

ねられていますが、名寄市では平成１８年の合併

時に制定した名寄市営住宅管理条例において既に

改正された標準条例案に基づき、入居のときに関

しては特別な事情が認められる者に対して連帯保

証人の連署を必要としないとすることができると

定めております。実際に名寄市では、入居の相談

時に連帯保証人の有無は確認させていただきます

が、入居決定後連帯保証人を確保できないことに

よっての入居の取りやめとなった事例はございま

せん。

次に、小項目３、福祉との連携についてでござ

います。小項目２と同じく公営住宅への入居に際

しての取り扱いにて通知された中には、家賃の滞
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納があった場合の助言があり、当市での平成３０

年度市営住宅使用料の４月分から１０月分までの

収納率は平均９ ５％です。若干の事情がある納

付おくれはございますが、入居者と面談し、状況

を確認した上で分割納付を指導をさせていただい

ております。また、年金のみで生活されている方

や一時的に無職となった方などには家賃減免制度

が適用可能な場合は申請を促しているところでご

ざいます。家賃滞納の対応だけではなく、通常の

業務の中で窓口にお越しになった際や電話口での

会話の状況などから、福祉部局の地域包括支援セ

ンター、障がい相談支援係、保護係や社会福祉協

議会の生活相談支援センターへ連絡し、介護認定

やサービスの提供、生活保護受給につながったケ

ースもございます。また、逆に福祉部局からの連

携で入居に至る場合などもあります。日ごろから

市役所内部での部門を区別することなく、かかわ

りを持った職員間で必然な対応であると認識をし

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

男女共同参画推進にかかわって、小項目１、セク

シュアルハラスメントのない環境づくりについて

申し上げます。

セクシュアルハラスメントは、相手の意に反す

る性的な言動を指し、職場等において立場や権限

を利用して相手の意思に反して不快や不安な状態

に追い込んで性的な言葉をかけたり、行為を強要

するものであり、セクハラの防止にはこの問題に

対する日ごろからの一人一人の意識が重要です。

北海道労働局によると、平成２９年度のセクハラ

による相談件数は全道において１１８件、過去５

年間の数字を見ても決して減少傾向とは言えず、

今後においてもセクハラは犯罪であることを市民

へ周知する必要があります。本市においては、第

２次名寄市男女共同参画推進計画の基本目標の一

つに安全で安心して暮らせる環境づくりを掲げて

おり、セクハラは犯罪であることの啓発を個別事

業としております。

本市としての取り組みは、まずホームページに

おいて各事例を紹介し、セクハラで悩んでいる、

もしくは職場の人の性的な言動に対して不快を感

じているが、それがセクハラに当たるのかわから

ないという方に向けて北海道労働局が相談先であ

ることを周知しております。市広報においても来

月１月号の男女共同参画担当ページにおいて「Ｓ

ＴＯＰ！セクハラ！」と題し、事例や相談先など

について紹介する予定となっております。また、

職場のセクハラは当事者だけの問題ではなく事業

主の責任であることについても周知しております。

今後においても引き続き男女共同参画推進計画に

基づき、国や道、庁内関係部局及び関係団体との

連携を図り、セクハラは犯罪であるという認識を

広め、普及啓発活動に取り組んでまいります。

次に、小項目２、女性に対する暴力をなくす環

境づくりについてお答えいたします。暴力は、被

害者に体の傷だけではなく、心にも大きな傷とし

て残り、特に心の傷は長く残ると言われておりま

す。また、親の暴力を目撃して育った子供たちへ

の影響も大きく、落ちつきがなくなったり、暴力

的になったりする傾向があるとも言われておりま

す。平成３０年１０月１日に北海道が公表した道

内における配偶者からの暴力に関する状況による

と、配偶者暴力相談支援センター及び警察等道内

関係機関に寄せられた相談件数は過去５年間減少

傾向にはない状況です。また、名寄警察署管内に

おいても平成２９年度のＤＶ被害の認知件数は十

数件という現状であり、今後においても撲滅に向

けての取り組みが必要です。本市においては、第

２次名寄市男女共同参画推進計画基本目標、安全

で安心して暮らせる環境づくりを主要施策として、

女性に対するあらゆる暴力の根絶を掲げ、企画課

などが庁内横断的に携わり、被害を未然に防ぐよ

う市広報やホームページで市民へ周知するなど、

被害者の早期発見ができるよう関係機関と連携を
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図っております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず、加入者に重い負担を強いている国民健康

保険制度であります。もうタイトルどおり重い負

担を強いられているというこの制度に対して、全

国知事会、市長会、そして町村会などの地方団体、

こういった方々が国の国庫負担の増額を求めてい

るというところであります。確かに今都道府県化

の中での支援等の御答弁いただきましたけれども、

これではとてもとても賄い切れないというところ

にあるのかなというふうに思っています。この流

れでいいますと、非常にこの間地方団体２０１２

年、２０１３年、１４年、１７年ということで、

ことしも６月６日に全国市長会が国民健康保険制

度に関する重点提言ということで、国保の安定的

かつ持続的運営ができるよう国庫負担割合の引き

上げなど国保財政基盤の拡充強化を図り、国の責

任と負担において実効ある措置を講じることと、

こんなふうにして決議等々出しているところであ

ります。これは、もう全国が一致した認識である

というふうに私は受けとめているところでありま

す。さらには、これ直近なのですけれども、先月

１１月１６日にも全国の国民健康保険関係者が一

堂に会して行う国保制度改善強化全国大会、これ

が開催されて、満場一致で次のような決議を採択

しています。９本の採択しているのですけれども、

その中でも財政支援の拡充、財政基盤の強化、さ

らには子供に係る均等割保険料、税を軽減する支

援制度を創設すること、これも今回の中には含ま

れているということであります。ですから、やは

り私たちが求めてきた国庫負担の増額、さらには

均等割、平等割、これを廃止していく、これがこ

ういった国保にかかわる皆さん方の同じ思いであ

るというふうに思います。

先ほどの御答弁の中では、税法の中で所得割と

均等割は抜かされないのだというような御答弁が

ありました。実は、隣の旭川市は１８歳未満の子

供の均等割を３割減額することにしています。こ

れがどうしてそういうふうにするかと。どういう

根拠でというところなのですけれども、国保法７

７条の中にある特別な世帯の事情により首長が判

断して独自軽減することが可能にできるのだとい

うふうなことで、この特別な理由があるというと

ころが子供たちをたくさん育てているといったと

ころの理由を使って特別な理由として、国保法第

７７条を使って均等割の３割減額を進めていこう

としているのです。その辺についてお考えをお聞

かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今川村議員からは、

旭川市の均等割の減免の状況について、制度に対

する考え方ということで質問をいただきました。

旭川の現状につきましては、一定程度情報は伺っ

ておりました。ただ、今先ほど壇上で申し上げた

とおりでございまして、基本的には法改正が必要

なのかなという部分が１つハードルとしてござい

ます。それと、もう一点、旭川が料という部分が

あって、我々税という形になっておりますので、

その辺の取り扱いもかなり違う部分が出てくるの

かなというふうには考えておりますので、改めて

制度の内容につきまして研究をさせていただきた

いなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今お話があったように、

私たちは国保税と言っているのと国保料と言って

いる。それで、国保法の第７７条、地方税法の７

１７条も使っているところがあるということで、

全国的には７都市で子供たちに、第３子目以降の

均等割を無料化にしたりというところもあるので

すが、旭川の場合は全ての子供たちの均等割を３

割減額にするというふうになっているというとこ

ろです。これは、旭川市、この間国保料もずっと
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下げてきているという経緯もありますから、そう

いったところも含まれるのかなというふうには思

うのですが、決してこれができないということで

はないということを申し上げたいというふうに思

います。

さらに、均等割、これは国保にしかない、ほか

の健康保険制度の中にはない均等割、これが家族

の人数による。昔風でいうと人間の頭の数によっ

て応じる人頭税というのでしょうか、そういった

ことが課せられている。また、平等割は家族に、

１世帯に課せられる。こういった算定法なのです

けれども、これは本当に古くから使われてきた人

頭税ということで、国保を研究されている方の中

では人類史上で最も原始的で苛酷な税とされてい

るというふうに示されています。それが現代、２

１世紀のこの世で公的医療制度に残っているとい

う、これをやはりなくしていくことが必要ではな

いかというふう思っています。国保税を低所得者

や家族が多い世帯、子供が多い世帯に重い負担を

強いている最大の要因がこの均等割、平等割だと

いうふうに考えているのですが、先ほど平等割を

なくしてもそんなに変わらないという御答弁だっ

たかなというふうに思うのですが、実はちょっと

計算をしてみたのがあるのです。例えば給与、年

収４００万円で３０歳代の夫婦に子供２人、４人

家族で、名寄市の場合、国民健康保険税でいうと

間違っていなければ３９万 ３２０円になるので

すが、協会けんぽだと２０万 ０００円になりま

す。それで、この均等割、平等割をなくすと２４

万 ３２０円になるのです。協会けんぽに近づく

ということです。先ほど全国の知事会も含めて要

望を出された中にも協会けんぽ並みの保険税にす

るようにというふうな要望があった。これに近づ

けていくのが均等割と平等割をなくしていくこと

で、まずは近づけることができるというふうに思

うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほどの答弁若干説

明が不十分だったのかなという部分ございますけ

れども、基本的に国保税の算定につきましてはか

かった医療費、これをもとにして、例えば国の負

担金ですとか、補助金です。そのあたりの財源を

引いて残ったものを加入者の方に負担をしていた

だくということになってございますので、先ほど

申し上げた答弁の中では仮に均等割あるいは平等

割をなくしたとしても、それは現行でいえば例え

ば所得割ですとか、資産割ですとか、そちらのほ

うに転嫁をしなければならないということなので

す。要するに税として加入者の皆さんにいただく

総額というのは、計算上出てくるものですから、

均等割、平等割、ちょっと不合理だからというこ

とでなくしたとしても、それは別なところに持っ

ていかないとならないという意味では、トータル

としては税額そのものは変わらないという、そう

いう説明をさっき申し上げたのですけれども、い

ずれにしましても先ほども申し上げたのですけれ

ども、均等割の関係、そのあたりこれから旭川の

事例も含めて研究していきたいなと思っています

ので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国からの国庫負担をふ

やしてもらわないと、今おっしゃったような状況

になるということだというふうにお聞きしました。

そこで、全国知事会も含めて要望しているのが１

兆円を公費投入してほしいということだというふ

うに思うのです。それがどうして１兆円になるか

というと、試算細かくするとちょっとややこしく

なるのですが、均等割、平等割、徴収されている

保険料額がおおよそ１兆円なのだということです

ので、公費１兆円を投入してほしいということで、

均等割、平等割をなくすことが可能になるという

ふうに私たちも、また全国知事会も国保制度改善

強化全国大会の皆さん方もそういうふうにして要

望をしているのだということだと私は思っている

ところであります。もうここのところが本当に今

せっぱ詰まって求められているというふうに思い
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ます。例えば均等割ですけれども、子供が新たに

誕生してうれしいですけれども、そうしたら同じ

ように働く大人と同じだけの均等割で保険税額が

上乗せになってくるというのはちょっと腑に落ち

ないということであります。ですから、これを強

く求めたいというふうに思いますし、先ほどから

言っているようにあらゆる地方団体が一斉に声を

上げているといったところら辺で名寄市も一緒に

声を上げていただきたいというふうに思うわけで

す。

もう一つ、３番目の保険証の取り上げをなくす

と。取り上げという言葉がちょっときついと言わ

れればそうなのですが、しかしこれ以上言いあら

わすことができないので、このように述べている

のですけれども、先ほども言ったように資格証の

発行、名寄市はずっと私が議員にさせていただい

てから、その前から資格証を発行しないというふ

うに進めてきていただいています。全国的には、

保険証がなくて、それで病院にかかれないで手お

くれになったという事例が毎年のように複数件あ

るというふうに民医連というところの調査の中で

明らかになっています。こうしたことをやはり発

生させてはならないというふうに思っているので

す。ですから、今回納付回数が６回から８回にな

ったというのは私はやはり歓迎したいというふう

に思っていますし、しかしその時点で私も事情が

あって８回で払い切れないときには親切な相談対

応をお願いしたいのだというふうに求めたところ

であります。

しかし、実はその後だったのですけれども、季

節的な仕事の関係で国保に加入したと。１回に払

う分が２万円を超える納付額となっているという

ことで、指定されている３月までの年度内に払う

ことが難しいので、御相談したいと思った。分納

の回数をふやしてほしいと相談しようとしたけれ

ども、年度内に支払い切れなければ差し押さえに

なると言われて、相談ができる状況ではなかった

というふうなことで私のところに電話が来たとこ

ろであります。今全国的に差し押さえの件数やら

額も非常にふえております。名寄市も収納率を上

げるということでそういう対応をされているのか

どうかわからないのですけれども、高過ぎる国保

税を払うのに加入者の負担が大きくなって、やは

り相談をさせてもらう、分納の回数をふやしても

らうという、こういう相談の機会をもややもする

とその窓口のところで奪われかねない状況がある

というふうに私は感じているのですが、その点に

ついてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 何回かその関連、滞

納、差し押さえの関係の質問をいただいておりま

すけれども、持てる範囲の中でしっかりと寄り添

った納税相談というか、対応をしていかなければ

ならないと思っておりますので、個別のケースで

何かあればちょっと相談していただければと思い

ますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどの御答弁の中で

も生活実態に沿って、短期証の発行も減っている

というふうな御報告がありましたけれども、やは

り生活実態に沿った相談が非常に求められるかな

というふうに思いますので、引き続きよろしくお

願いしたいと思います。

あと、ことし４月から都道府県単位化に移行さ

れましたけれども、今後の私たちの名寄市の保険

税額はどうなっていくのかさっぱり見えてきませ

んが、どうなっているのでしょうか、お知らせく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） これから２年目を迎

える国保の都道府県単位化ということでございま

すが、財政運営の主体ということで北海道がござ

いまして、そちらのほうに納付金を納める、その

ことで保険給付費などが道のほうから交付をされ

るという仕組みになりました。この納付金の支払

いのためには、国保税が主要な財源となりますけ
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れども、足りない場合には基金の活用を行うなど

それぞれの市町村で財源を確保しなければならな

いという状況でございます。

今お尋ねの来年度の国保税をどうするかという

ことでいただきましたけれども、ここはちょっと

若干申しわけありませんけれども、１つには北海

道への納付金の額が当然大きな要素になるのです

けれども、現状では昨年同様来年度の納付金につ

いて仮算定の段階でございまして、試算を行って

いる状況でございます。現段階では、名寄市の納

付金が昨年に比べて大きくふえることはないので

はないかという見込みをいただいている状況です。

一方では、来年度の国保税収入の関係なのですけ

れども、実は農業所得の落ち込みなどが懸念をさ

れる状況でございまして、今年度の収入から減額

となることが一定程度想定をされる状況となって

ございます。この国保税、税収の不足を補うため

には基金でということになりますけれども、平成

２９年度末現在約 ２００万円の残額となってご

ざいます。平成３０年度は、何とか基金を活用し

ながら税率を据え置いたという状況でございます。

納付金の額が確定しない中では明確なことは申し

上げることはできないのですけれども、今後この

納付金のほかに保健事業などの経費についても賄

えるのかという部分の検討をしながら、この結果

を運営協議会などとも協議をさせていただきなが

ら、来年度における税率設定を考えてまいりたい

と思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 都道府県に移行してい

ますので、道の動きが非常に気になるところであ

りますけれども、極力上がることのないように御

検討していただけるようにお願いをしたいと思い

ます。

それで最後に、市長にも国保に対するお考えを

お聞きしたいと思っているのですが、この間市長

からも全国市長会などでいろいろ要望してもらい

たいということで何度も求めてまいりましたけれ

ども、国保制度の現状に対する考え、また先ほど

御紹介した地方団体や国保制度改善強化全国大会

で示している協会けんぽ並みの保険料、保険税に

対する考えをお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員からさまざまな事例

を用いて現在の国保の構造的な問題だとか、それ

に対する対策等の御提言もいただいたところでご

ざいます。広域化になりましたけれども、しかし

ながら今後も高齢化あるいは医療の高度化などに

よって国保の財政はさらに厳しい状況が続くであ

ろうと。ということは、国保財政の安定化のため

にはやはりさらなる国の財政支援の拡充、あるい

は国庫負担割合の引き上げが必要だというふうに

私どもも考えております。あわせまして、均等割

だとか、あと国保税のあり方そのものについても

引き続き市長会などとも連携をして、あらゆる地

方団体と一緒に国に要請をしていくことと、加え

て名寄市の取り組みとしては医療費の適正化など

加入者の負担軽減につながる取り組みを進めつつ、

国保財政の安定化に努めてまいる考えであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、大項目２点

目の公営住宅の入居にかかわって再度お尋ねをし

たいと思います。

大学生の入居、前回も取り上げさせていただき

ました。目的外使用が今部長の御答弁で大学生の

みにではなくて、いろんな方面でというような御

答弁があったかなというふうに思うのですが、そ

うであればやはり札幌が行っている北星大学との

福祉の関係での連携ですよね。そういった部分で

いうと、私たちの大学もケアの未来を開く、小さ

くてもきらっと輝く、この理念に沿って地域に立

脚する大学として社会連携、社会貢献、またそう

いったところに地域の住民の皆さんのところに本

当により身近に近づいてきていただいている大学

生に入居していただくということは大きなメリッ
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トになるのではないかというふうに私は考えてい

るのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員お話しのと

おり、札幌市である面先進的といいますか、こう

いった事例がございまして、私どもも札幌市のほ

うには機会あるたびに現状どのようなことかとい

うような照会もしながら、状況を把握しながらと

いうことでいるところでございます。先ほどの答

弁をさせていただきました。基本的に学生、札幌

の場合、地域福祉の関係で地域との結びつきが大

変強く、それを実践するために公営住宅へという

ケースでございまして、それは私どものケースに

置きかえるといたしますと、公営住宅を管理する

側からが学生に発信するものなのか、逆に学生の

目的として議員のお話のとおり地域の福祉だとか、

コミュニティーだとか、そういった研究にとかと

いうことでその地域に入ってということで、それ

を受け入れる地域とのお話などがしっかりできて

から公営住宅への議論へというふうになっていく

のではないかなというふうに思っていまして、私

が一番懸念するのと言ったら大変語弊があるかも

しれませんが、市営住宅側の立場で学生の皆さん

いらっしゃいというのはなかなか、例えばきのう

の議論もございましたとおり多くの下宿業、アパ

ート業、さまざまな方にちょっと誤解を生むよう

な形になるかもしれませんですし、昨日の大学生

寮の議論も何かこれから始まるというようなお話

もございましたし、さまざまなそういった影響も

考え、言い回しとしては大変慎重な言い回しをさ

せていただいてございますけれども、学生の今後

のあり方の中でもし御相談に投げかけるものがあ

ればそこは真摯に対応すべきものだというふうに

考えているところでございますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 慎重な言い回しはもう

よく理解をさせていただきながら質問させていた

だいているのですが、長寿命化計画の中でアンケ

ート、住まわれている方々の声なんかも載ってい

る中でいいますと、高齢などによる生活の不安や

生活の利便性、それから住まいの老朽化などで今

後１０年間住み続けたいと思う方がすごく少なか

ったということがありましたけれども、やっぱり

住みなれたところから移りたくないという、そう

いった声も非常に多かったということであります

から、高齢になっても何とか自分で自立できれば、

自活できればそこに住み続けたいというふうな思

いの中でいえば、大学生も一緒に住んでいただい

て、３番目に福祉との連携ということで滞納者等

々に対する対応のことも伺いましたけれども、こ

こは十分にしていただいているというふうに理解

をさせていただきましたが、今後入居希望者と、

また入居されている方々への福祉的な対応といい

ますか、相談対応もさらに深められたらもっと住

環境としてはよくなるのではないか、そういう部

分では名寄大学の学生さんとの連携、非常に待た

れるのではないかというふうに思うのですが、一

言御答弁いただければ。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員のお気持ち

は重々痛いほどといいますか、当然市営住宅さま

ざまな年代の方もいらっしゃいますし、特に名寄

大学生に対する期待感というのは多いと思います。

ただ、もちろんそれは受けていただく学生の思い

というか、考え、行動というのもございまして、

まずはそこを大事に考えながら、お互い協力し合

えるものを見出していくべきだというふうに思っ

てございまして、なかなか逆に言うと市営住宅に

強引にということには当然なるわけでないわけで

ございまして、そういった学生の今の大学生活や

学業の中、福祉の中でぜひそういった観点を持っ

ていただいて、実践される場合に十分私どもも相

談には乗りたいなというふうに考えているところ

でございますので、その旨で御理解いただければ

と思います。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほども紹介したよう

に、学生の皆さん方、家賃の負担が大きい。親に

負担をかけないようにしてアルバイトで賄ってい

る、そういった学生が多い中で、こういった公営

住宅の利用もできるというようなことであれば、

先ほど福祉との連携ということもお話ししました

けれども、学生支援にもつながるのではないかな

というふうに考えていますので、その辺もぜひ考

慮していただきながら、前向きに検討していただ

くことを切に要望したいと思います。

あと、もう一つ、公営住宅にかかわってお聞き

をしておきたいのですが、東日本大震災のときに

緊急避難者への皆さん方への対応ということで、

被災者支援ということであったかと思うのですけ

れども、本当に最近、きょうも随分災害への質問

が多かったのですが、多発する最近の中で、被災

者に対し公営住宅の提供の支援、ここのところが

どのようになっているのか、東日本大震災行って

いて、今しないということではないというふうに

は思うのですけれども、そのことがなかなか周知

されていないのではないかなというふうに思いま

すので、その部分もあわせてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から今災害

時における受け入れについてということで御質問

いただきまして、お話ございました東日本の地震

のときには１世帯の方を受け入れをさせていただ

きまして、一定の期間名寄でお住まいをいただい

たということになってございます。公営住宅基本

といたしまして、国の激甚災害、そういったもの

の受け入れについては緊急避難的なものになりま

すけれども、当然受け入れる。また、市内におけ

る火災だとか、台風で例えば家が倒壊するだとか

といった事態についても同様に仮入居という形で

ございますけれども、受け入れをさせていただい

てございます。その後のお住まいの御都合で引き

続き継続の場合は、当然審査をさせていただいて

いるということになるわけでございます。

件数的に申し上げますと、先ほどの旧風連、旧

名寄の合併以降で申し上げますけれども、東日本

大震災のときには１世帯、熊本地震では１世帯で

現在も入居いただいてございます。市内の火災に

ついてですが、平成２５年から２９年度までで５

世帯を受け入れをさせていただいて、うち３件が

現在も継続をさせていただいているところでござ

います。また、先週でしたか、名寄地域の中心部

でアパート火災がございまして、その日のうちに

御相談等々、火元の被災された方、また同じアパ

ート入居されている方々の御相談も頂戴をしまし

て、結果、火元となった方の被災された方につい

ても既に市営住宅の中で落ちつかれたというふう

に思ってございまして、今後のお住まいについて

は御家族と相談をしながらというふうにお聞きを

しているところでございます。また、それ以外に

９月の胆振での地震だとか、全国各地でのそうい

った災害があった場合は北海道を通しましてすぐ

受け入れ可能かどうかということでの問い合わせ

が入りますので、こういったケースについては即

受け入れ可能という形での発信をさせていただい

てございまして、胆振の場合は名寄で受け入れる

までの必要はなかったということですが、そうい

った際についてはできるだけの対応をさせていた

だきたいというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、時間がなく

なりました。男女共同参画にかかわってでありま

す。女性に対する暴力をなくす運動、これが内閣

府でことし１１月１２日から２５日の間行われた

わけですけれども、なかなか市民の中には浸透し

ていなかったかなというふうに私は思っていると

ころであります。先ほど部長の御答弁にもありま

したように、暴力、世代間の連鎖が本当に著しい
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というふうに言われています。それが子供につな

がる。それで、ＤＶ、虐待、先ほどもありました

けれども、それぞれの人権をしっかりと守ってい

くこと、非常に強く求められるところであります。

女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視

があることから、女性の人権の尊重のための意識

啓発や教育の充実を図ることとする、これは内閣

府男女共同参画推進本部で出されている言葉です

ので、意識の啓発や教育の充実を図ることを強め

ていただくことを強く求めたいと思います。

また、前回の一般質問の中で性暴力被害者ワン

ストップ支援センター、県単位で設置されていま

す。札幌にありますけれども、ここの案内も中学

校、高校と大学生ももちろんですけれども、そう

いった生徒にも含めて案内をして周知をしていた

だくことが必要だというふうに思っていますが、

改めてお考えをお聞かせいただいて、終わりたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今お問い合わせ

いただいた部分ですけれども、万が一ＤＶ被害に

遭ってしまった際には相談できる窓口がどこなの

か知っておくことが一番重要なことであると私ど

もも認識してございます。本年は、１１月１日に

市内商業施設におきまして女性に対する暴力をな

くす運動と同時期にありました児童虐待防止推進

月間、こちらの取り組みと合同で、市長にも街頭

啓発に参加していただきまして、相談先を記載し

たポケットティッシュを配布をしてきております。

また、内閣府の各地方公共団体のキャラクターに

よるパープルリボン運動へも賛同させていただい

て、なよろうにパープルリボンをつけた写真を内

閣府のホームページと市のフェイスブックへ公開

をさせていただいてございます。また、今年度は

若年層へのデートＤＶ、こちらの事案を周知する

ために成人式において啓発チラシを配布をさせて

いただこうということを考えているところでござ

います。今後においても引き続き庁内関係部署及

び関係機関と連携を図らせていただきまして、女

性に対する暴力撲滅を目指して啓発活動に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。

また、男女共同参画推進に関しまして本年１０

月２５日に全国青年市長会北海道、東北ブロック

の市長の皆様方とともに内閣府が推し進めており

ます輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会、

こちらのほうへ名寄市も賛同させていただきまし

た。今後においても先駆的な取り組みを参考にし

ながら、しっかりと本市の男女共同参画の推進を

図ってまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

本年の地域農業の総括について外２件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、大項目３

点について順次質問してまいりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１点目、本年の地域農業の総括

について伺います。本年もほぼ全ての収穫作業が

終了し、１年間の営農の成果が問われる時期を迎

えました。平年並みの融雪期を迎え、順調に春作

業が開始されましたが、６月中旬から７月にかけ

ての低温多雨と日照不足、７月中旬から約１カ月

間の少雨干ばつとことしは天候の偏りが著しく、

各作物の生育に大きな影響があり、生産者にとっ

ては大変苦労が多く、努力が実らない厳しい年と

なりました。

そこで、１点目、そのような厳しい気象条件の

中での本年の主要作物の状況についてお知らせを

願います。

小項目２点目、重点施策の成果と課題について

お伺いいたします。昨年度より第２次名寄市農業

・農村振興計画がスタートし、計画に基づき農業

施策が推進されているところですが、本年の重点

農業施策の推進状況と成果、あわせて今後の課題
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についてどのように捉え、次年度以降に向けた取

り組みを進めていくのか考え方をお伺いいたしま

す。

小項目３点目、災害等への備えに対する支援に

ついて伺います。本年９月６日に発生した胆振東

部地震による大規模停電においては、当地域でも

少なからず影響があり、農業関係では特に酪農業

において非常用電源を用いても電力供給が間に合

わず、生乳を廃棄せざるを得ない状況となるなど

の被害が見られたところです。そこで、今回のよ

うな万一の状況に備えた機材等の整備に対する支

援の考え方についてお伺いいたします。

次に、大項目２点目、ピヤシリスキー場の目指

す姿についてお伺いいたします。ことしは、例年

になく雪が少ない当地域でありますが、雪質日本

一をうたうピヤシリスキー場も先日１５日にオー

プンし、多くのスキーヤー、スノーボーダーなど

でにぎわいを見せ、いよいよ本格的な冬のスポー

ツの季節がやってまいりました。

そこで、１点目、改めて昨シーズンの検証を踏

まえた中での今シーズンの運営の基本的な考え方

や具体的な取り組みについて伺います。

２点目、利用者の拡大に向けた今後の施設整備

等の考え方について伺います。スキー人口が年々

減少する中において、道内はもとより全国のスキ

ー場では利用者の拡大に向け地域の特色やスキー

場の持つ特徴を生かしつつ、多様なニーズに対応

したさまざま取り組みがなされています。当市に

おいては、自然環境、施設環境の強みを生かした

冬季スポーツの拠点化を目指しさまざまな事業が

現在進められておりますが、ピヤシリスキー場は

その取り組みの中においても核となる重要な施設

の中の一つと言えます。そこで、ピヤシリスキー

場の利用者拡大に向けさまざまなニーズに対応し

たコースの整備などを含めた今後の施設整備につ

いての考え方をお伺いいたします。

大項目３点目、名寄市における食育の推進につ

いてお伺いいたします。今年度策定された第３次

名寄市食育推進計画に基づき、現在さまざまな形

で食育活動が行われているところですが、特に当

市の基幹産業である農業と連携した取り組みの状

況について伺います。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。項目の順に私のほうから答弁を申し上げたい

というふうに思います。どうぞよろしくお願い申

し上げます。

それでは、大項目の１、本年の地域農業の総括

について、初めに小項目の１、主要作物の状況に

ついて申し上げます。本年の農作業につきまして

は、春の融雪は平年並みで、播種、移植作業は順

調に進みましたが、作柄については６月の低温や

日照不足、大雨の影響が大きく、７月下旬は高温

となりましたが、８月には再び低温と長雨となり、

ほぼ全ての作物で収穫量や品質の低下が見られま

した。主な作物では、水稲につきましては農林水

産省の作況指数が９０の不良となり、平年を下回

る収穫量となりました。また、畑作物の収穫量も

全般的に平年を下回り、特に大豆については大き

な減収となりました。青果物につきましても同様

に全般的に収穫量が低く、特に主要なバレイショ、

カボチャ、スイートコーンにつきましては前年に

比べ収穫量が低下しましたが、カボチャにつきま

しては販売価格が高く推移したため、減収を補う

形となりました。畜産につきましては、収穫時期

の天候不順による牧草の品質低下が見られ、今後

への影響が懸念されているところでございます。

また、９月には地震による停電の影響を受け、乳

量が一時的に減少しましたが、現在はおおむね回

復しており、乳価、個体販売ともに安定してござ

います。このように生産者の皆さんにとっては、

近年にない厳しい１年であったと受けとめている

ところでございます。



－230－

平成３０年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第５号

なお、これらの状況を受けまして、さきに農業

団体からは災害資金に対する支援の要請を受けて

おり、次年度の再生産への影響などを十分勘案を

し、ＪＡと協議をしながら市の対応を検討してま

いりたいと考えてございます。

次に、小項目の２、重点施策の成果と課題につ

いてでありますが、本市の農業、農村施策につき

ましては第２次となります総合計画及び農業・農

村振興計画に基づき推進をしておりまして、本年

はその２年目に当たります。農業・農村振興計画

の柱に基づいて申し上げますと、まず収益性の高

い農業経営の確立では、生産基盤の強化に向けて

農地の基盤整備事業を計画的に進めておりますが、

本年度新たに道営事業といたしまして智恵文地区

が新規採択をされ、次年度からの工事着手に向け

て現在調査設計業務が進められているところであ

ります。畜産振興におきましては、輸入規制の緩

和による影響に対応すべく、国の畜産クラスター

事業を活用し、養豚２件、酪農１件で規模拡大に

よる収益性の拡大に向けて取り組まれております。

また、総合計画の審議の中で議論を深めていただ

きました生産者及びＪＡから支援の要請をいただ

いている哺育育成センターにつきましては、ＪＡ、

普及センターと連携をし、整備内容での検討を進

めておりまして、引き続き生産者の意向を確認し

ながら前向きに協議を進めてまいりたいと考えて

おります。

多様で持続可能な農業経営の促進では、喫緊の

課題であります労働力確保対策といたしまして市

立大学生の農作業アルバイトによるアスパラガス、

スイートコーンの収穫作業に取り組み、農業者、

学生双方からおおむね好評を得たところでありま

す。今後次年度に向けて課題を整理し、定着に向

けて進めてまいりたいと考えております。また、

ＩＣＴの活用につきましては、農業振興センター

にハウス機能統合制御装置を設置して実証を行っ

ており、ＩＣＴ研究会とも連携しながらデータの

収集と分析、そして生産者への提供につなげてま

いりたいと考えております。

農業の担い手の育成と確保に向けてでは、近年

の就農状況は年平均１０名前後で推移をしており

まして、今年度も１１名がこの春から各地域で就

農し、活躍しており、喜ばしい姿が続いておりま

す。後継者の育成につきましては、２年目を迎え

るＪＡとの協調事業が好調でありまして、引き続

き経営感覚のすぐれた農業後継者の育成に向けて

支援に取り組むとともに、新規参入者に対しまし

てはＪＡ、普及センターと連携し、支援チームに

よる巡回指導に加えまして、新たに農業と農村地

域に精通した集落支援員を配置し、相談窓口とし

ての役割を担うことで支援体制の強化を図りまし

た。また、地域おこし協力隊として新たに１名を

委嘱し、将来の就農に向けて農家での研修に励ん

でいただいております。

人と自然に優しい農業の推進では、有害鳥獣等

による農業被害の防止に向けまして関係機関、団

体、生産者及び猟友会とともに全市的な取り組み

を進めているところですが、今年度は生息数の増

加が顕著なアライグマ対策として事業者による調

査捕獲や猟友会の皆様の協力のもとにアライグマ

捕獲従事者の育成など、地域における防除体制の

強化が図られ、大幅に捕獲頭数が伸びてございま

す。今後は、繁殖期における捕獲拡大や捕獲効率

の向上に向けましてさらに取り組みを強化してま

いりたいと考えております。

豊かさと活力ある農村の構築では、今年度を初

年度とする第３次食育推進計画に基づきまして、

各関係機関、団体や市民の協働による食育の推進

と産業まつりにおきましては４０回目の記念事業

として内容を拡充して取り組み、より多くの皆様

に日本一のモチ米のまちをアピールするなど、地

産地消の拡大と市内外への情報発信に努めてまい

りました。また、農村集落におきましては中山間

地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金な

どを活用しながら、農地及び農業施設の保全はも

とより、景観や防災など多面的な機能の発揮に向
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けまして主体的な取り組みが継続されており、今

後とも国、道と協調した支援を継続してまいりた

いと考えているところであります。

以上、今年度の主な農業、農村施策について申

し上げましたが、総合計画及び農業・農村振興計

画の実現に向けまして着実に歩みを進めた１年で

あったと考えているところでございます。

次に、小項目の３、災害などへの備えに対する

支援についてでありますが、９月６日に発生をい

たしました胆振東部地震による本市農業への影響

につきましては、北海道全域が停電をしたブラッ

クアウトに伴いまして８時間から４１時間弱の間

の停電が発生をし、酪農家においては搾乳機器や

生乳の冷蔵保管施設が停止するなどの影響が生じ

まして、生乳の廃棄や搾乳作業が滞ることでのス

トレスによる乳量の減少などの被害があったとこ

ろです。近年の酪農においては、飼養規模の拡大

などに伴いまして作業効率を高めるための機械化

や大型化が進んでいます。特に牛舎内における飼

養管理や搾乳などの機械化はその動力をほぼ電力

により賄っており、改めて生乳の安定生産におけ

る電力の重要性を再認識したところでございます。

今後の対策といたしましては、既に国や道から

災害時に要した対応や今後の安定生産に必要な対

策への支援が示されておりますが、この間のＪＡ

による調査や各酪農家への聞き取りなどによりま

して当地域が対象となる事業についてはおおむね

整理されつつあります。まず、国の事業につきま

しては、生乳供給を安定化させるための緊急支援

として取り組まれます非常用電源の確保に必要な

発電機の設置や配電盤改修への支援事業及び乳房

炎対策として取り組まれる乳房炎予防管理への支

援事業のこの２つの事業の活用に加えまして、北

海道の事業として配電盤の改修に対しまして国の

事業への上乗せ支援が取り組まれますことから、

これら事業の活用を想定しているところであり、

引き続きＪＡと連携しまして情報収集に努め、酪

農家個々の形態と意向を踏まえ、支援施策を有効

に活用し、災害に備えるよう生産者への情報提供

と指導に努めてまいります。また、市といたしま

しても今回の停電を教訓に今後の災害への備えと

しまして市内の事業者における発電機の保有状況

を調査、情報収集をし、必要時には迅速に関係者

に情報提供し、借り上げなどの対応が可能となる

よう取り組みを進めているところでございます。

続きまして、大項目の２、ピヤシリスキー場の

目指す姿について、初めに小項目の１、昨シーズ

ンの検証を踏まえた今シーズンの運営について申

し上げます。名寄ピヤシリスキー場は、日本一の

雪質を生かした冬季スポーツ及びレクリエーショ

ンの主要施設として市内外から多くの方々に御利

用いただいております。昨シーズンは、第４ロマ

ンスリフトを運休することとなり、利用者の皆様

には大変御迷惑をおかけすることとなりましたが、

新たにスロープスタイルコースを整備したことに

よるスノーボード大会の開催や第２ゲレンデのナ

イター営業の延長、未圧雪コースの開放などの利

用促進とＳＮＳなどによる情報発信に努めまして、

ピヤシリスキー場の価値と魅力を広げることにつ

ながりました。今シーズンにおきましても引き続

き利用者が安全、安心に楽しめる体制づくりに努

めてまいります。

まず、リフト整備につきましては、昨シーズン

の第４ロマンスリフトの運休を教訓に夏季の機器

点検や例年より早い１０月から通電し、点検整備

を行ってまいりました。営業におきましては、引

き続き幼児リフト無料化、スキーこどもの日、市

民スキーの日を開催し、市民の皆様の満足度向上

につながる企画を実施してまいります。また、今

シーズンも昨年に引き続き全道規模のスノーボー

ド大会の開催が予定されておりまして、全道トッ

プ選手の活躍は今後のジュニア育成、スノーボー

ド人口の拡大に寄与するものと考えているところ

であります。本市の雪質を体験いただく未圧雪コ

ースにつきましては、昨年インバウンドも含め好

評いただいておりまして、引き続きコースの一部
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を未圧雪コースとして開放してまいりたいと考え

ています。スキー場エリアでは、スキー、スノー

ボードに限らず楽しんでいただく取り組みといた

しまして、早朝のスノーシューツアー、雪遊び体

験プログラムを実施し、魅力づくりに努めてまい

りたいと考えております。また、ＳＮＳなどによ

る情報発信の充実に加えまして、スキーレストラ

ンのメニューを一部変更し、子供たちにも喜ばれ

る料理などを提供してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目の２、利用者の拡大に向けた今後

の施設整備などの考え方についてでありますが、

名寄ピヤシリスキー場につきましては幅広い年齢

層のスキーヤー、スノーボーダーに御利用いただ

いており、その嗜好も多様化していますことから、

コースや施設につきましてもさまざまなニーズに

対応した整備が求められております。スキー場運

営に係るコースや設備の整備につきましては、ま

ずは利用者が安全、安心に利用できる体制づくり

に振興公社とともに努めているところでございま

す。４基あるリフトにつきましては、古くは昭和

６３年からのものでありまして、今後大型の設備

更新が予定されているため、年次的な計画を作成

し、整備を進めているところでございます。ゲレ

ンデにつきましては、シーズン前の草刈り対応や

これまで湧き水などの問題により雪がつきにくく、

オープンへの支障となっていたため、今年暗渠工

事を実施しまして早期オープンへ向けた環境整備

を進めてきたところでございます。また、コース

の圧雪方法につきましても未圧雪ゾーンの設置や

圧雪方法に変化をつけるなど、多様なニーズに対

応した整備に努めてまいります。今後も指定管理

者である名寄振興公社が中心となり、利用者や関

係団体などの意見をもとに施設整備を進め、ＳＮ

Ｓを通じた情報発信や大会、イベントなどを通じ

ましてスキー場の利用拡大へ向けて取り組んでま

いりたいと考えております。

続きまして、大項目の３、名寄市における食育

の推進について、小項目の１、基幹産業との連携

による取り組みの状況について申し上げます。名

寄市の食育推進につきましては、小中学校校長会、

ＪＡ、名寄市立大学、消費者協会、食育推進ネッ

トワーク、グリーンツーリズム推進協議会、北海

道栄養士会などの関係機関、団体に市の関連する

複数部局が加わり構成をしています名寄市食育推

進協議会におきまして食育推進計画の策定や推進

に係る協議と各機関、団体のそれぞれの活動につ

いて情報を共有したり、意見交換を行っておりま

して、食育の推進を図っているところでございま

す。

基幹産業であります農業との連携についてでご

ざいますが、食育推進ネットワークの皆さんが親

子を対象としたちびっこワンダーランド畑の学校

の開催や市内小学校などにおける農業体験、収穫

祭等のサポートをいただいているほか、市内の農

業者で組織するグリーンツーリズム推進協議会に

おいては市立大学の農業体験事業の受け入れや市

内外からの農業体験を受け入れていただいており

まして、体験者からは名寄市の農業や食への理解、

生産者への感謝の気持ちが深まったなどの感想を

いただいているところでございます。本市におき

ましては、これら民間の取り組みを支援するとと

もに、もっともち米プロジェクト事業におきまし

ては農業体験を通じたもち米サポーターの育成や

新春餅つき大会、なよろ産業まつりなどを通じて

地産地消の拡大や食育の推進を図っているほか、

昨年度から同時開催をしておりますなよろ健康ま

つり、地産地消フェアにおきましては今年度両会

場を結ぶ通路に「食育の小路」と題しまして第３

次食育推進計画のダイジェスト版や食と健康に関

する展示を行い、食と健康についての啓発を行っ

たところでございます。また、学校給食におきま

しては、生産量日本一を誇るモチ米を初め地元産

の農畜産物や加工品を積極的に使用し、なよろ給

食の日を設けるなど、安全、安心な食材の提供に

努めております。第３次食育推進計画では、目標



－233－

平成３０年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第５号

を共有し、各関係機関や団体、家庭においてそれ

ぞれが責任と役割を分担し、協働で食育の推進を

目指すこととしております。食育の定義にもござ

いますさまざまな体験や学習などから、食に関心

を持ち、食を選択する力を身につけることができ

るよう食育推進協議会を中心といたしまして、今

後も関係機関、団体などが連携し、それぞれの取

り組みを生かしながら食育を推進してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、それぞれ

お答えをいただきましたので、改めてお尋ねをし

たいというふうに思います。

まず、それでは農業の関係から再質問させてい

ただきたいと思います。本年の主要作物の状況に

ついては、お話があったとおりでありまして、本

当に天候に恵まれなかったなというのは実感して

います。特に水稲は作況指数９０ということで、

９年ぶりの不良ということで、７俵半ぐらいです

か、平均単収。しばらくそういう単収ではなかっ

たので、余計本当にことしは悪く感じるというこ

とで生産者の皆さんも言っておられました。そう

いう部分では、本当に水稲に限らず、特に特別や

っぱりいいものがなかったなというのが全般的な

作物の状況で、悪い状況の年でも必ずこの作物だ

けはよかったですとか、幾つかのある意味危険分

散も含めて作付、それぞれの特に畑作、野菜の関

係はしているのですけれども、ことしはそういう

ふうにならずにもうどの作物もやはり収量減とい

う部分がありました。お答えにもありましたけれ

ども、多少品目によっては価格で一定程度収入が

賄えたもの、農協の取り扱い高でも極端に言えば

単収は昨年の半分であったけれども、価格が倍以

上になったので、計画を達成したなんていう作物

もあったようですけれども、毎年その価格が維持

できるということではないでしょうから、そうい

う部分では次年度の再生産という部分には大きな

影響やはりあるのだというふうに思います。

お答えもありましたけれども、ＪＡのほうから

も再生産に必要な資金対策も要望があったという

ことで、答えていただきました資金に対する支援

のほう、利子助成のほう、以前も災害の対応は行

政のほうにもしていただいたという経緯もありま

すので、改めて次年度の再生産に影響がない形で

の支援、私からもお願いをしておきたいというふ

うに思います。作物の状況ばかり話していると、

ちょっとことしは余り話したくないので、そこは

次年度前向きな生産に向けてそれぞれの生産者の

方もこれから計画を立てられると思いますので、

作物の状況は今回余り振り返らないようにしたい

というふうに思います。

重点施策の関係で幾つかお答えいただきました。

それぞれ重点施策という部分で御質問申し上げま

したが、それぞれが重要な施策でありまして、こ

としの取り組み、また今後の課題ということでお

答えをいただいた中で、まずはことし取り組んで

いただいた労働力の確保の対策の関係で、大学生

の援農のアルバイトの関係で取り組みが行われた

かというふうに思います。生産者の方からも一部

お話を幾つかお聞きしている中では、非常に好評

だったという印象を私も持っております。生産者

の今回の労働力の大学生の援農の関係、アルバイ

トの関係で、原課のほうでそういった生産者の声

含めて、私そのような状況でお話聞いている部分

もありますが、そういった声も含めて改めてちょ

っと成果、今年度の成果と、また次年度以降に向

けてこの件に関して課題を整理して進めたいとい

うことでお答えをいただきましたけれども、その

あたりもう少し詳しくお答えをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ことしは、喫緊の課

題であります労働力の確保というところで、大学

生のアルバイトを農家さんのほうに振り向けられ

ないのかということで取り組みをさせていただき

ました。当初は、アスパラガスの収穫作業という
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ことで、春作業についてお願いをしたということ

です。実績でいきますと、１１戸の農家さんで受

け入れていただいたということです。学生さんに

ついては、登録制にさせていただきました。当初

希望は６４人いたのですけれども、受け入れ農家

の戸数の制限もありましたので、実際には３６名

の学生さんを１１戸の農家にそれぞれ振り分けさ

せていただきまして、固定した学生さんを指定し

た農家さんのところで作業に従事をしていただく

ということで努めさせていただきました。延べ人

数でいくと１１２人の方が作業に従事をいただい

たということであります。

山田議員も言われましたように、途中で私たち

も状況について大学、先生を通じながら学生さん

の状況について把握をさせていただいたり、農家

さんについては農協のほうを通じながら、その状

況については確認をさせてもらいながら取り組み

を進めさせていただいたというところであります。

途中では、受け入れ農家さんによって作業内容等

について少し温度差があるというか、そういうと

ころはありましたけれども、そこについては聞き

取りをした後に各農家さんにもお願いなどさせて

いただいて、受け入れた農家さん、さらには実際

に作業に向かった学生さんともに好評をいただい

たというふうに思っています。

アスパラガスのところでそういった形になった

ものですから、その後に控えていますスイートコ

ーンの収穫について、ここに拡大をしてことしは

取り組みをさせていただいたということでありま

す。受け入れ戸数については８戸の農家さんで受

け入れていただきまして、学生さんについては３

１名の方が希望されまして、３１名の方全員に作

業に従事をいただいたということであります。延

べ人数についてはまだ集計中でありますので、あ

りませんが、ここについても現在我々が受けとめ

ているところでは、お聞きしているところでいう

と両方とも非常に好評だったというふうに考えて

おりますので、引き続き来年度に向けて作業の選

定ですとか、当然学生さん本分は授業のほうです

から、学業のほうですから、そこに支障のないよ

うな形で農家さんのほうにアルバイトに行けるよ

うな形にしたいと思いますし、この機会について

学生さんのほうにもぜひ名寄の農業のよさも含め

て知っていただく機会となると非常にうれしいな

と思っています。来年に向けてまた努力をさせて

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） お答えいただいたよ

うに、農家にとっても、多分学生さんにとっても

いい取り組みだったのではないかなというふうに

思いますし、そういう意味では名寄市に名寄大学

があるという部分で、基幹産業との連携でうまく

いった、今年度単年度で見てもまずまずの成果が

出て、今後可能性がある取り組みだなというふう

に感じています。そういった受け入れが終わった

後でも生産者の方と学生さんのコミュニケーショ

ンができているという事例も聞いていますし、実

際にそういう場面を私も見ていますので、すごく

ことしはそういった部分で成果が出てよかったな

というふうに思いますし、継続して、またここら

辺は継続していくことでその学生さんの中にもそ

ういった口コミで広がるという部分は今後のいわ

ゆる労働力としての、アルバイトとしての人数、

そういった部分にもつながっていくのだと思いま

すし、またそうなれば生産者の皆さんの助けにも

なるという部分で、いい形で回っていけばいいな

というふうに思っていますので、継続してこのあ

たり、少し途中やっぱりそこら辺労使ではありま

せんけれども、使う側と使われる側のミスマッチ

って当然あるのだと思いますけれども、そういっ

た部分のケアも含めて、またそういった部分農協

とも連携していただいて、何とか長続きする事業

であってほしいなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

労働力の確保、当然こういった形で引き続き推

進していただきたいというふうに思いますけれど
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も、そういったまた短期ですとか、スポット的な

部分だけではなくて、今後中長期的に見ると私も

以前も申し上げましたけれども、法人化ですとか

作業受託、組織、これ当然検討されていくと。時

間がかかることかもしれませんけれども、検討し

ていきたいというふうに思いますけれども、もう

少し一歩手前、その中間と申し上げていいのでし

ょうか、やはり他産業との連携という部分も少し

視野に入れつつ、今後労働力どう確保できるのか

という部分もぜひ検討を始めていただきたいなと

いうふうに思います。特に農業という業種は、年

間で雇用するということが非常に難しいです、特

にこの地域ですから。そういった部分では、他産

業、商業、工業、市内には建設業者さんもたくさ

んおりますので、そのあたり夏、冬でうまく連携

できれば、それは法人化にならなくても一経営体

でも年間通した雇用が、そういった短期ではなく

て長期でというニーズもやはりある中では、そう

いった部分も少しもう一歩二歩踏み込んだ形で研

究していくべきだとは思いますが、そのあたりの

お考えについてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人手不足の関係につ

きましては、これは農業に限らずあらゆる産業で

今不足しているという状況になっています。今山

田議員から農業の視点からということで言われま

したし、違う産業ではまた違う時期に作業の密度

が薄くなるようなところもあると思いますので、

ここは全体的に少し考えてみたいなと思います。

ただ、産業の幅も広いものですから、一度になか

なか進めることは難しいのかもしれませんけれど

も、少し全体的に見渡しながら計画的に調査なり

をさせていただければと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今お答えにあったよ

うに、すぐということにはやはりならないのだと

いうふうに思います。先ほど短期的なそういった

ものと中長期的な、中間という、ぐらいという部

分で申し上げましたけれども、長い目で見ると組

織ですとか法人化見据えた中でそういった通年雇

用もどう確保していくのかという部分もやはり見

据えていかなければならないのだというふうに思

いますし、そういった部分研究をしていただきた

いというふうに思います。

法人化という話がちょっと出ましたので、ちょ

うどきょうの夜法人化の勉強会があるということ

で聞いています。これファクスが来ましたけれど

も、青年部長名でファクスが来ました。地域の組

合員さん宛てということで、ＪＡが、農協青年部

が中心になって、そういったことに関心を持って

勉強会をしようと。地域の方に、生産者の方に声

かけている。すごくいいことだなというふうに思

います。すぐにはならないけれども、少しそうい

った知識も含めて勉強していきましょうという機

運が少しずつ広がっているのだというふうに思い

ますので、そういった部分では行政のほうとして

もバックアップという部分はしっかりしてあげて

いただきたいなというふうにお願いをしておきた

いと思います。

担い手の確保という部分でお答えをいただきま

した。この地域は、幸い後継者という部分、新規

学卒、Ｕターンも含めて毎年新規就農者は他地域

に比べると非常に割合としては多いということで

認識しておりますので、すごくいいことだなとい

うふうに思いますし、まだまだこの先そういった

部分可能性があるのですけれども、これからはそ

ういった部分一定程度確保していくのは当然なが

らも、やはり新規参入という部分も数が劇的にふ

えるということにはなかなかつながらないのでし

ょうけれども、地道にでもそこら辺は進めていっ

ていただきたいというふうに思います。そのあた

りの取り組み、地域おこし協力隊の取り組みとあ

わせて、今年度の成果、また今後の取り組みの考

え方について少し詳しくお話をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 新規就農については、

先ほど申し上げたように１１名の方がことし就農

をいただいたということであります。担い手協議

会主体に秋でしたけれども、歓迎会もさせていた

だいて、そこには関係する団体の皆様、市長にも

出席いただきましたし、農協の組合長ももとより

出席いただいておりますけれども、関係する皆さ

んで本当に歓迎をさせていただいて迎えたという

ことであります。その中で一人一人発言の機会が

あって、発言してもらいましたけれども、本当に

力強く農業に対する熱意なんかも語っておられま

して、非常にたくましく私どもも受けとめたとこ

ろでありますので、こういった新規の人たちにつ

いては今農協との協調事業の中で就農の年数に応

じて２段階で支援する仕組みなんかを設けており

ますので、ぜひこういった機会を使いながら有効

に活用していただいて、さらに営農意欲を高めた

り、知識、スキルを高めていただいて、近い将来

の地域の担い手と育ってほしいなという思いでお

ります。

また、議員のほうからあった地域おこし協力隊

についてもこの間２９年度までに５人の方が地域

おこし協力隊として名寄市にお越しをいただきま

した。結果として、就農いただいた方については

２人ということではありますけれども、今年度も

また新たに１名の方が地域おこし協力隊として今

地域で就農に向けて頑張っていただいているとい

うことであります。ここについては、地域におけ

る関係機関総動員で支援チームをつくって、小ま

めに巡回をして指導させていただいております。

また、集落支援、ことし新たに予算をお認めいた

だいて配置をさせていただきました。皆さん、山

田議員よく御存じの農協のＯＢの方ですけれども、

本当に地域にも農業にも精通した方で、この方が

特に中心となり、小まめに足を運んでいただく、

そんなスタイルも体制をとりましたので、農業だ

けでなくて生活あるいは地域に対する悩みを含め

てぜひ相談いただいて、地域になじんでいただい

て、しっかりと農業で頑張っていただきたい、そ

んな思いでいます。そんなところでよろしかった

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） お願いしたいと思い

ますが、地域おこし協力隊の方も２名の方が新た

に農業という分野に新規に参入されたということ

で、効果は上がっているのかなというふうに思い

ますし、ちょっとうれしいお話をさせていただき

たいのですが、地域おこし協力隊として名寄に来

られた方が農業という分野ではありませんでした

けれども、私の住む地域に永住をしていただける

ということで、当然聞いていらっしゃるかと思い

ますけれども、釣りがきっかけということで、名

寄地域、また智恵文の新たに住まわれる地域、も

ともと目はつけておられたという部分はあるみた

いで、釣りの関係で何か宿を建てられて、私たち

の智恵文地域に新たに住んでいただけると。御夫

婦と子供１人と。すごく地域にとっても大きいこ

とだなというふうに思いますし、地域全体で歓迎

をしたいと思いますし、しております。たまたま

地域に住まわれる近くには、新規参入されたトマ

ト農家の福島さんもおりますし、若い御夫婦も多

い地域でありますので、そういった部分では私も

何度かお会いさせていただいて、お話しさせてい

ただきましたけれども、地域としてもいろんな部

分で支えていきたいというふうに思いますし、農

業という分野から少しずれてしまいましたけれど

も、小さい集落、地域ではありますけれども、新

たに３名の方の人口が今後ふえるということが確

定しましたので、すごくうれしく思っていますの

で、いろんな部分、なかなか地域だけでできない

部分も出てくるかと思いますので、経済部のほう

でも引き続きの支援等お願いしたいというふうに

思います。

時間もなくなってまいりましたので、アライグ

マの件だけちょっと確認させていただきたいと思
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います。頭数が相当とれたのだというふうに思い

ます。以前ことしに入って２５０頭ほど捕獲がさ

れているということでお伺いをしていた部分もあ

りましたけれども、最終的に今年度、ことし今の

段階で何頭ぐらいの捕獲まで至ったか、わかれば

教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） １０月末現在の数字

ということで報告をさせていただきたいと思いま

す。今年度については３３２頭の捕獲ということ

で、前年の２９年度については５０頭、その前の

２８年度については４４頭ということですので、

３００頭近くことし捕獲数がふえているというこ

とであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 前年度から比べたら

もう６倍以上ですね。いろんな効果もあってだと

いうふうに思います。防除従事者の方がふえたと

いう部分も含めてなのだと思いますが、反面たく

さんとれる、捕獲されたということは、相当この

地域個体数がどんどんふえていっているという状

況だと思います。引き続き対策等お願いをしたい

というふうに思います。私も早く防除従事者、ち

ょっと講習なかなか受けられないでいるのですけ

れども、自分でわなを仕掛けられるように早くし

たいというふうに思います。

災害の関係、昨日の山崎議員とのやりとりもあ

りましたので、割愛をさせていただきたいと思い

ますが、周知等生産者の方にしっかりと行ってい

ただいて、必要な支援十分にしていただきたいと、

情報提供も含めてお願いしたいというふうに思い

ます。

スキー場の関係に移りたいというふうに思いま

すが、昨年第４ロマンスリフトが運休したという

部分、そこはそうなってしまったこととして捉え

て、プラスになるように昨シーズンどうであって、

今シーズンどうするのかという部分でお答えをい

ただきました。さまざまな形で昨年、昨シーズン

も取り組まれていたのだというふうに思います。

特に未圧雪コース等つくって、非常に好評であっ

たということだったと思います。私もああいう形

で常に未圧雪のコースがあるという部分でよかっ

たなというふうに思いますし、たくさんのお客さ

んがそっちへ逆に流れていっていたということに

もつながっていたというふうに思っています。そ

の未圧雪コースという部分では、やっぱり今そう

いったニーズが非常に高まってきております。イ

ンバウンドの入り込みも相当数ふえているという

お答えもありましたけれども、やっぱりこのピヤ

シリの雪質、そして手つかずの雪を求めて外国人

のスキーヤーの方、スノーボーダーの方、ピヤシ

リに相当の数訪れているという部分でありますの

で、今後の考え方という部分でお伺いしたいと思

いますが、当然振興公社さんとの協議という部分

もあると思うのですが、今コース規制してそうい

うコースが数多くないので、コース外に出ていく

というケースも非常に多いように現場の方からも

お話を聞いています。ある意味少し安全面も配慮

した中で、そういった林の中まで行かなくても安

全確保したそういったコース、未圧雪のコース、

林の中を滑れるようなコースがあればそれ用にと

って、コース外規制でないところ、安全を確保し

た中でそういったコースも今後視野に入れて全体

の整備計画等をしていくことでやっぱり入り込み

数も確保できるのだというふうに思いますが、少

し考え方について部長からお答えいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 昨年は第４ロマンス

リフトの運休ということもありまして、振興公社

と協議をしながらこれまでにないような取り組み

もさせていただいたということであります。先ほ

どの中でも紹介させていただきましたけれども、

その中でやはり利用者にとって非常に好評だった

ものについてはできるだけ継続をしたいと思いま

す。ただ、他の利用者にとって制限のある場合も
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ありますので、その辺は制限の中でとなるかもし

れませんけれども、継続させていただきたいとい

うことで、その中で先ほど申し上げたように未圧

雪のコースについても全面とはなりませんけれど

も、一部コースの中ではシーズンを通してやって

いきたいと思いますし、ナイター営業についても

平日についてはなかなか難しいのかもしれません

が、週末であったり、あるいは冬休み中の期間が

ありますので、そういった期間については第２ゲ

レンデを中心にナイターの営業なんかも含めて、

より多くのニーズに応えるような形で進めていき

たいなというふうに思っています。

今山田議員のほうから提案をいただきました。

なかなか難しいところがありまして、１つはやは

り安全、安心を確保しなければいけないというこ

とでありまして、先ほど申し上げたようにピヤシ

リスキー場についてはまず安全、安心を確保して、

その上でさらに快適に御利用いただきたいという、

そんなところが基本的に押さえながらやっている

部分でありますので、今言われたところについて

も安全が確保できるのかどうかについてしっかり

と検証しながら、これはある意味では市、振興公

社ということだけではなくて、当然それにかかわ

る団体もありますので、そういった方々の御意見

なども参考とさせていただきながら、今後に向け

ての検討材料ということで御理解をいただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういったニーズも

あるという中で、少し視野に入れて協議をいただ

ければというふうに思いますし、今部長お答えい

ただきましたけれども、やはりスキー場のあり方

について振興公社さん中心に、当然名寄市もそう

ですけれども、関係する団体が協議する場という

のがもう少し必要なのかなというふうに思います。

私もそういった団体の中にいる一人でもあります

ので、もう少しそういうことが行われれば、そう

いった整備だけでなくて、どういった企画をすれ

ば利用者の方が喜ぶですとか、また入り込みがふ

えるですとか、そんな方向性にもなっていくのだ

というふうに思いますので、私も置かれた立場の

中でそういった部分していただけるように働きか

けたいと思いますけれども、また名寄市としても

振興公社さんのほうの連携でそういった取り組み

をお願いしたいと思います。

利用者拡大に向けた対策ということで御質問を

申し上げました。幾つかお答えをいただきました

けれども、ピヤシリスキー場の利用ということで、

今市のほうでは冬季スポーツの拠点化を目指して

ということで、当然ながらピヤシリスキー場もそ

の核となる施設の一つでありまして、合宿の受け

入れ、これから大会等もどのように受け入れられ

るかという部分も検討していかなければならない

のだというふうに思いますが、広い意味での利用

者拡大、そういう部分の一方、スキー人口が減っ

ている中では底辺拡大という観点からも一般のお

客様、特に名寄市民のお客様にもっと今まで以上

に使っていただくということがやはり重要だとい

うふうに思います。特に今スキーをするという子

供たちが少なくなってきている現状の中、やはり

まずは雪に親しんでもらって、まずスキー場に足

を運んでもらう。そして、雪遊びも含めて雪に親

しんでいただく。そこからやっぱりスキーだとか

スノーボードに行くのだというふうに思いますの

で、まずは足を運んでいただく。スキー場にとに

かくたくさんの方に来ていただくという部分で、

では何をしたらいいのかという部分、以前私も平

成２９年の第１回定例会、スノーエスカレーター

を設置してはどうかという部分で御提案をさせて

いだきました。そのときのお答えで、当時の営業

戦略室長ですが、設置しているスキー場などの視

察をさせていただいて、その際そういった視点を

踏まえて視察等もさせていただきたい。スキー場

の利用拡大という部分についても必要だと思うの

で、庁内議論の部分も含めて、また振興公社との

話し合いも含めて今後議題の一つとして取り上げ



－239－

平成３０年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第５号

させていただいて、検討させていただきたいとお

答えをいただいていました。中間、中間で確認も

すればよかったのでしょうけれども、その後この

件に関しての検討状況等どうなっているかお答え

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今の山田議員が言わ

れるように、スノーエスカレーターの設置につい

ては道央圏のほうで進んでいるところがあるとい

うふうに聞いています。言われたように、初心者、

インバウンド、特にアジアなんか雪がありません

ので、そういったところから来た方のスキー初心

者、あるいは市内の子供たちなんかも含めて、設

置すると効果があるのかなというふうに思ってお

りますけれども、この間の検討経過ということで

ありますけれども、定例会で御質問いただく内容

についてはその後の部次長会議の中でいただいた

質問に対して検討事項については全体で確認をし

ながら内容を検討するとなっておりますし、それ

から半年過ぎたら、さらにその先どうなっている

かについて検討させていただくというシステムに

なっていまして、その中でしっかりと議論させて

いただいたということであります。しかしながら、

なかなか設置費用もかかるという部分もあります

し、その効果あるいは利用している人たちの形態

なんかも含めてもう少し調査が必要だろうという

ふうにも考えているところもあります。

さきに総合計画の中でも資料として今後の事業

計画なんか出させていただきました。スキー場の

整備の関係については、これ定期的にメンテナン

スだとか、それに伴う設備更新のところなのです

けれども、この中でも向こう４年間の中で３億

０００万円ぐらいの予算を出させていただいてい

るということと、さらには毎年の指定管理につい

ても ０００万円、ことしの予算でいくと ８０

０万円ぐらいだったと思いますけれども、単年度

かなりの費用をかけているということでありまし

て、なかなか前向きな設備投資についてどこまで

出せるのかなという財政上の課題なんかもあるの

かなというふうに思っておりますので、ここはそ

れともう一つ、スキー場エリアについては今研修

施設の整備を進めさせていただいたところであり

まして、ここにまだ金額わかりませんけれども、

一定程度の設備投資が必要ということであります

ので、その先にスキー場のリフト等についても随

分老朽化していますので、スキー場全体の今後の

整備計画とあわせてエスカレーターについても検

討させていただければというふうに思っておりま

すので、もう少しお時間をいただければというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 前向きに検討いただ

きたいと思いますが、実は北海道のスキー場の中

でも私が調べた、全部ではないですけれども、実

際目で確認したスキー場、今シーズンより設置す

る札幌国際スキー場を入れて１０あります。私が

２９年第１回定例会で質問以降、ちょうど質問し

たときにグリーンピア大沼スキー場、道南のほう

の。ここがそのシーズンに設置したということを

受けて私も御質問申し上げましたが、次の年１基

増設しています。その後テイネオリンピアスキー

場が２０１８、昨シーズン設置したということで、

それ以降やっぱりふえているという状況が実際に

あります。全部ではありませんけれども、ちょっ

と知人のつてを頼って、細かい数値ではありませ

んけれども、設置してどういう効果があったのだ

ということだけは確認させていただきましたけれ

ども、あるスキー場ですが、親子連れがやはり増

加したと。どのぐらい増加した、全体の利用者増

で何割ぐらい増加したかまでははかれないけれど

も、単純にキッズパークに併設して設置してある

というケースが非常に、ほとんどのスキー場そう

なのですけれども、キッズパークだけで見ると私

が聞いたスキー場は倍増だそうです。やっぱり親

子の数がもう明らかにふえているという状況が見

てとれるという部分で、全体の集客効果まではち
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ょっとはかり方が難しいので、わからないけれど

も、キッズパーク単体で見た場合には倍増してい

るというようなお話も聞きましたので、利用者拡

大という部分では費用対効果も含めてぜひ研究を

いただきたいなというふうに思いますので、改め

てお願いしたいと思います。

最後、時間がなくなりましたので、食育の関係

だけお伺いしたいというふうに思います。第３次

の食育推進計画、実践から拡大ということで取り

組みがなされているところでありますけれども、

お答えにもありました名寄市食育推進協議会とい

うのがありますが、今回基幹産業、農業と連携し

た取り組みについてということでありますけれど

も、私それぞれの団体の取り組みってすばらしい

取り組みをしていると思いますし、今後もそれぞ

れが継続して食育の取り組みしていただきたいと

思いますけれども、せっかくある推進協議会、年

に数回のそういった計画を策定作業、また実践状

況についての検証だけではなくて、今後やはりそ

ういった名寄らしい食育、いわゆる農業を中心と

したというのは当然なのでしょうけれども、協議

会に加盟しているそれぞれの団体が連携すること

によってもっと農業を生かした取り組みができる

のではないかなというふうに思います。特に一例

申し上げると、可能かどうかは別としても、例え

ばグリーンツーリズム推進協議会のやっている取

り組みと農園活動、私が携わっている団体もそう

ですけれども、畑の学校も含めて、そういった部

分、私たちもなかなか人手不足という部分も含め

て取り組みは拡大できない。グリーン・ツーリズ

ムの取り組みもなかなか受け入れてくれる農家さ

ん等も含めて取り組みが拡大しない。そこら辺う

まくマッチングすればもう少し広がったものがで

きてくるのかなというふうに思いますので、せっ

かくある協議会、もう少し連携体制の中で食育の

推進取り組めないかという部分で思いますけれど

も、部長のお考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 名寄市には、食育を

進めていく上ではいい環境がそろっているのだな

と私も思っています。１つは、安全、安心な農作

物があり、食の知識を体験する場としての農業の

環境があるわけですし、山田議員が言われたよう

にそれをもとに活躍しているさまざまな団体があ

るということで、そういった意味では食育を進め

る環境は整っているのだろうなと思っていますが、

山田議員言われるようにそれぞれすばらしい取り

組みしているのですけれども、情報交換で終わっ

ている部分がもしかするとあるのかなという思い

もしているところであります。今言われた一例い

ただきましたけれども、協議会を中心に全体で集

まらないでも関係する部分で集まるという手もあ

ると思いますし、協議会内での連携ができないの

かについてはもう少し会議の開催をふやすなり、

あるいは今言ったように関係する協議会の話す場

をこちらで用意させていただくとか、少し工夫を

させていただきたいと思いますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった体制少し

ずつでもつくっていただいて、名寄らしい食育、

今あるものから本当に第３次の計画でうたってい

るように実践から本当の意味での拡大につなげて

いっていただきたいというふうに思います。

ちょうど時間が参りましたので、終わりたいと

いうふうに思います。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０２分
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上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 塩 田 昌 彦
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開議 平成３０年１２月２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について（総務文教常任委

員長報告）

日程第３ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 議案第２６号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第５ 議案第２７号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第６ 議案第２８号 名寄市議会基本条例の

制定について

議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３０号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例の一部改正につい

て

議案第３１号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第３２号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 日米物品貿易協定交

渉に関する意見書

意見書案第２号 後期高齢者の窓口負

担の見直しに当たり、現行制度の継続

を求める意見書

意見書案第３号 日米地位協定のある

べき姿への見直しを求める意見書

意見書案第４号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第５号 相次ぐ災害に対する

特別交付税の増額を求める意見書

意見書案第６号 教育の無償化・負担

軽減に関する意見書

日程第９ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第11 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について（総務文教常任委

員長報告）

日程第３ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 議案第２６号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第５ 議案第２７号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第６ 議案第２８号 名寄市議会基本条例の

制定について

議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３０号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例の一部改正につい

て

議案第３１号 名寄市議会議員の議員
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報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第３２号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 日米物品貿易協定交

渉に関する意見書

意見書案第２号 後期高齢者の窓口負

担の見直しに当たり、現行制度の継続

を求める意見書

意見書案第３号 日米地位協定のある

べき姿への見直しを求める意見書

意見書案第４号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第５号 相次ぐ災害に対する

特別交付税の増額を求める意見書

意見書案第６号 教育の無償化・負担

軽減に関する意見書

日程第９ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第11 委員の派遣報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

９番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員から発言を求

められていますが、これを許してよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありませんので、

発言を許可します。

塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私が１２月１９日に

行いました一般質問において、大項目の１、名寄

市における行財政改革の取り組みについて、小項

目の１、適正な定員管理と人材確保について及び

大項目の３、地元中小企業の振興をより進めるた

めの対策について、小項目の２、官公需受注機会

の確保と地元業者の育成にかかわる地元業者への

優先発注についての再質問の中で不適切な発言が

ありましたので、一部を取り消していただき、会

議録及び電磁的記録については議長において精査

の上、削除及び修正していただけるようよろしく

お願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの塩田議員か

らの申し出のとおり、会議規則第６５条の規定に

基づき一般質問の発言内容について議長において

精査の上、削除及び修正することといたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、会議録及び電磁的記録について削除及

び修正することにいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第１号

名寄市立大学奨学金給付条例の制定についてを

議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、東千春委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 平成３

０年第４回定例会付託議案第１号 名寄市立大学

奨学金給付条例の制定について、委員会での審査

の経過並びに結果について御報告申し上げます。

委員会は、１２月５日、１０日、１４日の３回

開催し、慎重に審査を進めました。

第１回では、説明資料として、資料１、名寄市

立大学奨学金制度の創設についてでは学生のアル

バイトの状況や奨学金制度の創設の目的、制度の

概要等について、資料２、将来構想抜粋では本条

例案は将来構想に大学独自の給付型奨学金の検討

を行うことの背景があること、資料３、日本学生

支援機構や貸与型奨学金における出身世帯の所得

制限と本学奨学金の考え方では生活貧困のライン

を第１種、無利子、第２種、有利子を併用する表

にあわせ世帯３名で給与収入６００万円未満とし

た、資料４、公立大学における奨学金の状況では

各大学での取り組み状況と北海道内では初の取り

組みとなる、資料５、国の高等教育の負担軽減の

具体的方策についてでは現段階での制度設計につ

いて、資料６、名寄市立大学生の奨学金貸与状況

についてでは貸与人数の比率として栄養５ ６％、

看護６ ０％、社会福祉５ ２％、社会保育５

７％で、合計では５ ２％、資料７、授業料の減

免の状況では平成２９年度では判定１世帯９名、

判定２世帯９名、判定３世帯５３名、合計７１名

で、減免額では授業料４８２万 ２００円、その

他の給付金６８９万 ７５０円の合計 １７１万
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９５０円、資料８では想定される今後のスケジ

ュール、その他の資料として名寄市立大学奨学金

制度の概要についてとふるさと納税、大学に関す

る事業に係る寄附額の推移では平成２８年度６９

７件、 ００１万 ０００円、平成２９年度 ６

４８件、 ６２３万 ０３４円、平成３０年度１

１月５日現在で ６９６件、 ８７８万 ０００

円で、経費を除いた約４０％を財源にしたいとの

説明を受けて質疑に入りました。

委員からの２年次からの給付にした理由につい

ての質問には、入試には推薦と一般があり、入試

の成績で判断することは難しく、入学してからの

頑張りを評価したい。成績が最も優秀な人よりも

２番目の人が困窮度合いが高い場合の判断はとの

質問には、独自に設けている成績評価値の規定が

あり、秀が４点、優が３点、良が２点、可が１点、

不可が零点というポイントがあり、これに当該授

業科目の単位数を乗じて得た数値をグレートポイ

ントでＧＰといい、これを合計したものがグレー

トポイントアベレージでＧＰＡと呼び、各学科各

学年１名のＧＰＡの一番よい学生に支給したい。

第１条の目的に経済的理由のため修学困難と認め

られる者に支給とうたわれており、生活困窮と成

績優秀のバランスをどのように判断するのかと質

問には、条例の目的には給付型奨学金と災害一時

給付奨学金を定義しており、２つあわせた目的と

理解していただきたい。ＧＰＡが同じ場合は所得

で判断したい。入学１年次からの支給は大学を選

ぶときの選択理由につながるのではないかとの質

問には、学内での議論の際にも１年生の支給につ

いての意見もあり、初めから除外をした議論では

なかったが、趣旨として入学してからの頑張りを

評価したい。第２条の世帯と家族の違いはとの質

問には、世帯は住民票上の世帯と考える。世帯の

収入を支給の判断材料として重点を置いてはとの

質問には、世帯の人数が多くなると給与の判断額

も上昇する。学内でも議論になったＧＰＡにさま

ざまな要素を加えると判断が難しく、説明責任に

耐え得るルール化が必要。資料１の給付型奨学金

の判断のＧＰＡ等の等とはどのようなことかとの

質問には、等は同点だった場合を想定した。ボラ

ンティアなどの加点も考えられるが、制度の判断

を明確にしたい。この形でスタートさせていただ

き、課題等については審査委員会で検討したい。

給付を受ける学生が中途退学等で資格を失った場

合は次席の学生が繰り上がるのかとの質問には、

法制担当と協議し、次回回答とするなどの答弁が

ありました。

次回の追加資料として、名寄市立大学奨学金給

付条例施行規則の構成案、国の高等教育無償化対

策における影響額、平成３０年度在学生の日本学

生支援機構利用状況及び仕送り、アルバイトに関

する資料を求め、委員会を終了いたしました。

第２回委員会では、基金の財源等について説明

を受け、奨学金受給者が取り消しになった場合、

第６条で各学科各学年１名と規定しているので、

次席の方が対象となると説明を受けました。

追加資料１の名寄市立大学奨学金給付条例施行

規則の構成案では、１章から５章までで構成され、

給付金の給付日では所得金額の確定後から１回目

は７月１５日に６カ月、１０月１５日に３カ月、

１月１５日に３カ月分を支給する。追加資料２の

国の高等教育無償化対策における影響額では、平

成２９年度の試算で授業料で ５３６万 ２００

円、入学料２６９万 ０００円で合計 ８０５万

２００円と見込む。追加資料３の平成３０年度

在学生日本学生支援機構利用状況、７月末現在で

は平成２７年入学で５ ９％、平成２８年度入学

者で５ ４％、平成２９年度入学生で５ ７％、

平成３０年度入学者で４ ７％で、貸与月額３万

円から５万 ０００円までが５ ９％となってい

る。追加資料４では、仕送りの状況で仕送りなし

が３ ３％、２万 ０００円から５万円未満が２

２％、５万円から７万 ０００円が２ ７％、

アルバイト収入では２万 ０００円から５万円未

満が３ ４％、５万円から７万 ０００円未満が
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３ ８％、アルバイトの状況では長期休業、授業

期間ともに行うが６ １％を占めているなどの説

明を受けました。

委員からの寄附を募る際の周知方法等について

の質問では、既に市内事業者からいただいている

活用目的を指定した寄附については奨学金基金設

置後に積み立て直すこととし、周知では金融機関

や団体等に説明をしており、今後もお願いや説明

に努めたい。説明資料にある国際交流奨学金と地

元就業奨学金と基金の関係についての質問には、

寄附者の意向が指定されている寄附については利

用目的に沿って使わせていただきたい。受給者の

欠員が出た際の対応を明確にすべきではないかと

の質問には、規則で明記したい。給付の取り消し

や返還の場合の対応についての質問には、それら

の手続を規則に明記したい。国の制度とあわせて

今後の考えをとの質問には、制度設計では本来金

額も人数も広げたいというのが学内の一致した考

えだが、財源との調整もある。本制度をスタート

させ、今後も検証を重ねたい。国の無償化の今後

の見通しについての質問には、一部の全国紙の記

事情報では公立大学では授業料等の減額分の交付

税措置を別枠で行うのではなく、授業料の減免や

未納分を見込んだ１１％程度が既に交付税に含ま

れており、影響額が直接影響することが考えられ

る。１年生への給付に対する今後の考えはとの質

問には、入試の種類が３つあることと財源を検証

しながら検討したい。家屋災害の際の一時金１０

万円で十分かとの質問には、１０万円で救われる

かはわからないが、支援が学習の一助という趣旨

を含んでいるとの答弁がありました。

第３回委員会では、松島事務局長から冒頭に発

言があり、２回の審査の状況を踏まえて、１年生

への給付型奨学金の給付について入試区分が推薦

と一般入試の前期、後期があり、その中から１名

を選ぶことが困難。学内議論で入学時の成績より

も入学後に頑張った学生に支給したいとの考えや

財源の課題から、１年生には支給をしないことと

していたが、委員会の質疑の中から学生確保の観

点も含めて新１年生から該当させるべきではない

かとの意見が多く、学内及び設置者との協議を行

い、選考方法や財源の問題はあるものの、学生確

保の観点から必要性を認識した。本制度を平成３

１年度からスタートさせた後に１年生を対象にす

る場合の選考要件や寄附金の状況も含めた財源な

どの課題について、平成３２年度の募集に間に合

うように検討、協議を進めたい。また、特に解釈

がわかりにくい表現等については規則に規定でき

る部分は織り込み、わかりやすい資料の作成など

に努めたい旨の発言がありました。

その後委員間の議論を行い、委員からは本制度

をスタートさせる中で平成３２年度までに１年生

への対応を評価する意見が述べられ、異議がない

ことから討議、討論を省略し、採決を行い、平成

３０年第４回定例会付託議案第１号 名寄市立大

学奨学金給付条例の制定については、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、当委員会に付託されました議案第１号の

審査の経過並びに結果についての御報告といたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決

されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第３号

名寄市営牧野条例の一部改正についてを議題と

いたします。
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付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名がありましたので、平成３０年第４回定

例会付託議案第３号 名寄市営牧野条例の一部改

正についての委員会における審査経過並びに結果

について御報告申し上げます。

委員会は、平成３０年１２月１２日、担当職員

の出席を求め、本条例の内容について慎重に審査

を行いました。

委員会では、最初に事前の送付資料について審

査資料とすることを確認し、改正の目的、主な改

正点、利用料金の算定及び施行期日について、今

回の提案は合併以降の課題であった２つの公共牧

場の今後のあるべき姿について検討し、関係者の

この間の努力によって構築された体制を踏まえ、

生産者の方の理解等もいただいた上での提案であ

り、改正の目的については名寄市営牧野と名寄市

母子里地区共同牧場は現在役割を分担しながら一

体的な運営が図られている現状を踏まえ、合併後

から両牧場で異なっていた預託家畜の種別や利用

区分を実情に合わせる。指定管理者の雇用の安定

や専門的な人材を育成し、利用向上を図るために

指定管理期間の延長をする。主な改正点について

は、名寄市営牧野条例と名寄市母子里地区共同牧

場条例の２つの条例を名寄市牧場条例に統一し、

名寄市母子里地区共同牧場条例については廃止す

る。牧場の名称を名寄牧場、母子里牧場に変更す

る。指定管理期間について名寄３年、母子里２年

であったものを５年に延長する。利用料金は、家

畜の種類を統一し、月齢区分を廃止して料金の統

一を図る。利用料金の算定については、利用牧場

に係る運営コストの５割負担を原則として、市内

の利用者については激変緩和措置を適用して２３

０円、市外利用者については２４０円とする。採

草地の利用については、現行の単価が妥当と判断

して ５４０円とする。施行期日については、平

成３１年４月１日とし、指定管理の期間に関する

分については平成３２年４月１日からとするとの

説明を受けました。

委員からは、市外の利用もできるとの説明だっ

たが、利用の優先についての考えはに対し、条例

の条文は市外の方が利用できるようにしているが、

現状では市外からの受け入れはありませんし、今

後の頭数の予測からも市外からの受け入れは想定

していない。牧場に余力が出たときには市外の方

の受け入れもあり得るが、草地、放牧面積が現状

でも少し足りない状況であり、市内の方が優先し

て利用する。放牧地や草地の利用がふえた場合に

は、母子里などの現在利用していない草地の拡張

を図る考えなのかに対し、利用拡大で拡張が必要

となったときには母子里地区の未利用になってい

る草地を整備し利用する。近隣の牧場の面積と比

較して名寄は草地としては非常に小さいため、過

密状態の緩和や草地の更新等により草地の生産力

と利用頭数のバランスを図り、内容を充実してい

くことが必要と考えるが、考えはに対し、施設内

容の充実については老朽化している施設、牧柵、

パドックなどは年次的、計画的に改修、更新を図

り、草地更新は通常の入牧に影響がないような形

の中で草地の更新、改善を図っていきたい。今後

の課題で育成牛の哺育育成の施設が名寄にはない

が、今後の展開はに対し、哺育育成センターにつ

いてはＪＡ、名寄市、普及センターの３者の関係

機関と生産者の方も交えて哺育育成センターの設

置に向けて検討が進められている状況です。第３

条の家畜とは牛と馬の限定か、羊や豚なども入っ

ているのか、また指定管理業務の報告義務はいつ

の時点でどういう形で報告されるのかに対し、家

畜についてはこれまで牛としていたが、今後は牛

と馬の受け入れができるものとした。指定管理に

ついては議会の同意をいただき、その後の牧場の

運営状況については決算、予算の追加資料の中で

報告させていただいており、必要に応じて委員会

の中でも報告させていただく。条例あるいは協定
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に基づく報告は年度が終わった段階での報告とな

っている。全戸への説明とは１７戸全戸に対して

同意を得たということか、捕獲料と採草地の利用

料は市内、市外と変わらない理由をに対し、こと

しの入牧の制限については酪農家の皆さんに説明

し、御理解をいただいている。捕獲料は授精対象

牛を捕獲する際に係る対応する人と付随作業の費

用なので、特に市内、市外問わず設定している。

採草地の利用は、市内についても余りないと想定

しているが、仮に草地利用となれば未利用地を使

うこととなり、利用することでの草地管理をやっ

ていただけるということにつながるので、料金的

には市内、市外差をつけない形で設定した。放牧

の期間と想定される馬の利用、牛と馬が競合する

場合の対応はに対し、現状の放牧期間はおおむね

５月中旬ごろから１０月上旬まで、馬の放牧は過

去に母子里牧場で受け入れた経過はあるが、当面

馬の放牧については見込めないと思っている。実

際に預かる場合は、牛と一緒にはできないので、

母子里地区の未利用地を使うなど牧区を分けて対

応することを考えているとの答弁を受け、質疑を

終了し、採決を行った結果、異議はなく、平成３

０年第４回定例会付託議案第３号 名寄市営牧野

条例の一部改正については、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上、委員会における審査経過並びに結果報告

とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時２８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ 議案第２６号 平成３０年度名寄市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに １２９万

円を追加をし、予算総額を２２１億 ３２１万

０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。４款衛生

費では、食肉センター施設の改修に伴い食肉セン

ター事業特別会計繰出金 １２９万円を追加しよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加に伴い、２０款繰越金で １２９万円を追加し、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２７

号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 平成３０

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター施設の改修に要す

る経費を補正しようとするもので、歳入歳出それ

ぞれ １２９万円を追加し、予算総額を１億１３

５万 ０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費では、さきの調査に基づきと畜場施設内の衛生

面作業安全の改善に必要な施設改修に伴い １２

９万円を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

におきまして １２９万円を追加し、収支の調整

を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２８

号 名寄市議会基本条例の制定について、議案第

２９号 名寄市議会委員会条例の一部改正につい

て、議案第３０号 名寄市議会政務活動費の交付

に関する条例の一部改正について、議案第３１号

名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する条

例の一部改正について、議案第３２号 名寄市議

会会議規則の一部改正について、以上５件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第２８号 名寄

市議会基本条例の制定について、議案第２９号

名寄市議会委員会条例の一部改正について、議案

第３０号 名寄市議会政務活動費の交付に関する

条例の一部改正について、議案第３１号 名寄市

議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部

改正について、議案第３２号 名寄市議会会議規

則の一部改正について、一括して提案の理由を申

し上げます。

これまで名寄市議会では、平成２７年第３回定

例会において市民の負託に応え、市民の目線を基

本にスピード感を持って議会改革を進めることを

目的に議会改革調査特別委員会を設置して議論を

進め、平成３０年第１回定例会において委員長報

告を行い、協議結果に基づく条例改正等について

は議会運営委員会に引き継いで議論をすることに

しておりましたが、一定の協議が終了したことに

伴い関係条例等の一部改正を行うものであります。

改正の主な点を御説明いたします。議案第２８

号 名寄市議会基本条例の制定につきましては、

名寄市議会基本条例を平成２１年４月に施行し、

約１０年が経過いたします。本条例の第２２条に

おきましても市民の意識や社会情勢の変化などを

考慮して検討、見直しを行うことを規定しており、

先進都市の事例やこれまでの議会基本条例に基づ
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く議会運営の検証、市民アンケート調査結果にお

いて反映すべき内容等について整備を行いました。

具体的な改正内容といたしましては、基本理念、

基本方針、災害時の議会対応を条項に追加し、議

決事項の定めと政務活動費の執行及び公開等につ

いて一部改正を行っております。

議案第２９号 名寄市議会委員会条例の一部改

正につきましては、これまで議長は議会の同意を

得て常任委員会の委員を辞退することにしており

ましたが、次期改選期から議長は常任委員会の委

員を辞退しないことにしたため、一部改正を行う

ものです。

議案第３０号 名寄市議会政務活動費の交付に

関する条例の一部改正につきましては、これまで

政務活動費の交付対象を会派（所属議員が１人の

場合も含む）としていましたが、一人会派の議会

運営上での取り扱いについて見直しを行い、会派

または議員（会派に属さない者に限る）に改める

ことに伴い、あわせて所要の改正を行うものであ

ります。

議案第３１号 名寄市議会議員の議員報酬等の

特例に関する条例の一部改正につきましては、適

用除外として新たに女性議員の妊娠を追加するも

のであります。

議案第３２号 名寄市議会会議規則の一部改正

につきましては、会議規則第１６１条において協

議または調整を行うための場については別表で定

めておりますが、意見書案等の協議のための意見

書等調整会議と災害時における情報収集や避難支

援などについて協議または調整を行うための議会

災害連絡会議を追加するものであります。

以上、５件について提案理由の説明とさせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２８

号外４件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号外４件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号外４件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 委員会所管

事務調査報告を行います。

総務文教常任委員会の調査研究項目である図書

館に関する調査について委員会の報告を求めます。

総務文教常任委員会、東千春委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、総務文教常任委

員会における所管事項調査の報告を申し上げます。

当委員会では、老朽化した市立名寄図書館の将

来像を研究することを目的に、平成２８年から本

年度まで８カ所の図書館等を視察し、調査を進め

てまいりました。また、視察終了後の本年７月１

２日から１１月３０日まで１０回委員会を開催し、

市立名寄図書館、名寄市立大学図書館等の調査も

含め委員会内でそれぞれの評価、検証作業を進め、

そのまとめとしてタイトル「未来を拓く「知」の

館」、サブタイトルとして「市立名寄図書館の将

来像について」をまとめましたので、その内容の

概要を申し上げます。

構成は、初めに、調査研究の経過、視察先の概

要、市立名寄図書館の現状について、まとめでは

建設に至る経過、人材、建設位置、複合施設、大

学図書館との関係性、歴史と図書館で構成してお

り、最後に結びにで締めくくっております。

まず、初めにでは、図書館は建物の老朽化のみ

ならず、近年の図書館が市民に果たす役割に適応
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していないことを含めて老朽化と位置づけ、市民

に望まれる図書館像について多くの市民議論を進

めてほしい、またこの報告は図書館建設について

結論づけたものではなく、今後の議論の参考とな

ることを願うものといたしました。

調査研究の経過及び視察先の概要については、

既に視察報告を申し上げておりますので、省略さ

せていただきます。

市立名寄図書館の現況についてでは、市立名寄

図書館は昭和４５年建設から築４８年が経過し、

これまでに年次的に修繕を行ってきましたが、耐

震化テストは未実施、外壁の崩落や内部階段踊り

場のひび割れ、雨漏りなどが発生しています。ま

た、車椅子で来館された場合、エレベーターがな

いことに加え、移動空間が確保されているとは言

えない状況であり、バリアフリーに対応できてお

りません。蔵書数の増加に伴うスペース不足から、

児童書の一部や絵本が別スペースに配置されてい

るほか、絵本の部屋は職員の目の届かない場所に

あり、不審者対策上適さない配置となっておりま

す。

まとめとしての建設に至る経過では、これまで

視察した図書館はほとんどが老朽化により建てか

えているものでしたが、建設に至るまでの間に大

変多くの市民議論を行い、その積み重ねから市民

理解が得られるものとなっておりました。これら

の議論経過については、コンセプトや基本理念を

しっかりと据えてその方向に進む議論がなされた

ものと思います。

委員からの意見として、コンセプト形成を図る

ための議論経過を大切にしたい、図書館を核とし

たまちづくりも視野に入れたい、専門家の意見を

聞く機会を設け市民議論を展開してほしいなどの

意見が出され、幹となる考え方をしっかり据えた

議論展開が望ましいのではないかと考えておりま

す。

人材では、それぞれ訪問した施設では核となる

人材がいる図書館では活動が活発でした。また、

建設計画の市民議論の段階からノウハウのある経

験者を登用して、市民ニーズやコンセプト形成ま

で時間をかけて多くの市民議論を経て建設に至っ

た図書館が印象的でした。一方、指定管理では受

ける事業者が有効にノウハウを生かし、地域に入

って自主的に調査研究を行い、市民に還元する例

もありました。

委員からの共通の意見として、志ある人材が不

可欠で、ノウハウを持った人材の職員としての登

用、指定管理も有用な人材の配置があれば有効、

また職員を育成するために先進的な図書館に事前

に派遣して計画の進め方を含めて学ぶことがあっ

てもよいのではないかとの意見も出されました。

建設位置では、建設位置の条件は考え方がさま

ざまで、利便性や自然環境豊かな立地などへの考

慮が感じられました。

委員から出された意見としては、公共交通機関

が整えば中心市街地から離れていてもよいのでは

ないか、子供が一人で行くことができる環境が望

ましい、市民、特に高齢者が余暇を過ごす憩える

場所、子供連れで買い物とあわせて行ける位置、

名寄市立総合病院の待ち時間を利用できる位置の

可能性はなどの意見が出されました。建設位置は

大きな課題です。多くの市民議論から何を目指す

ことが重要なのかのコンセプトを明確化する中で、

建設位置を決定することが望ましいと思います。

複合施設では、近年は図書館と別の機能の公共

施設や商業施設との組み合わせによる複合施設が

見受けられますが、相互の往来や一部連携もあり

ますが、密接なかかわり合いはありませんでした。

会派からの報告で紫波町の事例報告は参考となり

ました。

委員からの意見として、教育委員会に関連する

老朽化した児童クラブ、ほっと２１等の施設との

複合、保育所や子育て、中高生の学生支援など、

子供の健全育成に関連する複合、高齢者が憩うこ

とができ、健康に関する複合、農業、家庭菜園と

の連携できる複合などの意見が出されました。ど
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の分野においても学びながら物事を進めるために、

図書館機能はあらゆる可能性を包含できるのでは

ないかと考えます。また、立地適正化計画の推進

や複合化による財源の捻出にも配慮し、身の丈を

考慮した計画が必要ではないかと考えます。

名寄市立大学図書館との関係性では、大学図書

館は学生や教員の研究や学生に必要不可欠な施設

で、蔵書目的は学科関連のものとする一方で、市

民にも開かれた大学図書館として運営されており

ます。

委員からは、役割分担の明確化や大学の試験期

間の市民利用について、大学の夏休み期間の市民

の積極利用について、新たな図書館では大学生の

活動フィールドとして活用できないか、市立図書

館と大学図書館が連携し、地域貢献を考えたいな

どの意見が出されました。新たな図書館の検討が

進められる中で、大学図書館及び大学との関係性

も含めて議論していただきたいと思います。

歴史と図書館では、図書館の機能としてまちの

歴史を研究して残し、市民に伝える取り組みが見

受けられました。幸いに名寄市では、北国博物館

が歴史的資料を保管、展示し、市民に伝える機能

を担っております。このような活動は、将来とも

に維持することが必要だと思いますが、互いに連

携した地域の歴史、伝統、文化の伝承が望まれる

のではないかと思います。

結びにでは、先進地での視察等を通し、改めて

確認できたことは、図書館に対する基本的な考え

方の変化でありました。とかく図書館は、実績評

価として貸し出し冊数や利用人数を数字でのみ捉

えがちですが、図書館は無料貸し本屋ではない、

貸し出し冊数を競うのではなく、市民に何が提供

できたのか、それこそが重要ですの言葉に象徴さ

れるように、知的探究心の開放、困り事の解決、

居場所の提供、コミュニティーの場など市民の満

足度を高めた結果としての数字でなければ意味を

なさないことを再確認いたしました。教育都市宣

言を掲げる名寄市にとってふさわしい図書館像を

描くとき、既存の図書館機能に加え、中高生の学

習支援の提供や高齢者への憩いの場所ともなり得

る生涯学習環境の提供は重要であると考えます。

さらに、独自の役割を分担しつつも、情報を扱う

図書館、物を扱う北国博物館が郷土、地域、地元

に着目し、情報と物を生かす交流の場として連携

することができれば、地域をプラス思考で展開す

る郷土学への次なるステップともなり得るでしょ

う。すなわち、今求められている図書館は、市民

に愛され、親しまれる図書館であります。図書館

を核とした新たなコミュニティーが生まれ、やが

ては図書館が人づくり、まちづくりの核として市

民の希望となることを切に願いつつ結びとし、総

務文教常任委員会の調査報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 意見書案第

１号 日米物品貿易協定交渉に関する意見書、意

見書案第２号 後期高齢者の窓口負担の見直しに

当たり、現行制度の継続を求める意見書、意見書

案第３号 日米地位協定のあるべき姿への見直し

を求める意見書、意見書案第４号 被災者生活再

建支援法の改正を求める意見書、意見書案第５号

相次ぐ災害に対する特別交付税の増額を求める

意見書、意見書案第６号 教育の無償化・負担軽

減に関する意見書、以上６件を一括議題といたし

ます。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外５件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 報告第２号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件につきましては、報告書がお手元に配付さ

れておりますので、これをもって御了承をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 委員の派

遣報告を行います。

派遣された委員の報告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名がありましたので、平成３０年度の経済

建設常任委員会の行政視察について報告いたしま

す。

当委員会では、今年度は名寄市日進地区再整備

基本構想の今後のあり方と市内経済の活性化を調

査研究のテーマとし、とりわけ温浴施設のあり方

と市街地活性化の調査をするために１０月２日か

ら１０月３日の２日間で、羽幌町と増毛町におい

て視察研修を行いました。

羽幌町では、はぼろ温泉の取り組みについて、

羽幌町商工観光課の方の説明を受け、施設の利用

状況及び経営状況については平成６年１２月の開

業後約１２年間、第三セクターへの管理委託によ

る運営を行ってきたものの、団体利用からビジネ

ス利用への利用形態の変化や近隣へ同様の温泉宿

泊施設が開業したこと等により利用客が減少。そ

の結果、売上高が減少し、数年後の経営状況の悪

化が見込まれるため、民間のノウハウや発想を生

かした効率的な施設運営が必要と判断し、平成１

８年４月より指定管理者による管理運営に移行す

ることとし、１期目１０年は指定管理料がない中、

約８万人前後の利用客で推移してきたが、サービ

ス、料理への満足度の低下や施設の老朽化が要因

となって、主に日帰り利用客が減少している状況

になり、平成２８年４月の第２期からは集客の柱

となる料理の改善を主な目的として ４００万円

の指定管理料を拠出した結果、レストランメニュ

ーや宴会プラン、宿泊夕食プランの改善が図られ、

従業員教育もアンビックスグループでの研修に積

極的に取り組むなどした結果、着実にサービスの

向上が図られたことにより前年比９１０万円増の

３億 １００万円の収入となり、６５０万円の内

部留保増となったとのことでした。

今後の課題としては、施設運営に必要となる人

材の確保、特に調理員の確保やサービス向上のた

めに必要となるそれらの人材の確保、育成と温泉

施設を初めとした老朽化した施設の改修に係る多

額の財源確保が大きな課題とのことでした。

委員間の意見交換では、羽幌町は人口 ０００

人余りでありながら、はぼろ温泉サンセットプラ

ザは温泉地に適した環境に恵まれ、年間８万人前

後の集客をもって運営を行い、町を挙げて取り組

んでいることがうかがわれました。開業２５周年

を経過した現在でも館内はとてもきれいで、施設

や機材等の老朽化が進む中、将来に向けた施設改

修計画と施設運営の目標を定めている点や、さら

には顧客満足度へ向けての食事の質の向上や従業

員のサービス提供向上などについて取り組んでい

るといった点について学ぶことができました。

指定管理者である民間の株式会社アンビックス

は、町の担当者と定期的な意見交換により課題を
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共有しながら、多くのホテル事業を行っているこ

ともあり、そのノウハウを生かし観光客をメーン

に考えながら施設改修や設備更新を計画的に図り、

従業員教育などもグループ内での研修体制をとる

など、指定管理者のメリットを生かした経営と平

成２８年からの指定管理料がサービスの改善と向

上に確実に生かされていることがうかがえました。

当市においてもなよろ温泉サンピラーの整備に向

けて本年度は基本設計が進められており、ホテル

が進むべき目標に加えて設備、営業、調理、接遇、

清掃などに向けての対応など参考にできる内容が

多く、現場へも伝えていきたいと思います。

次に、増毛町では、平成２７年のＪＲ留萌本線

の留萌―増毛間の廃線を乗り越え、鉄道遺産を活

用した鉄道廃線の増毛駅舎を活用した地域ブラン

ド形成プロジェクトについて、町長、議会議長、

企画財政課の皆さんからお話を聞き、意見交換さ

せていただきました。

事業の開始に当たっては、地方創生拠点整備交

付金の採択を受け、交付金 ５９９万円を含む

１９８万円の事業費で、この間合理化で減築され

ていた増毛駅舎の復元と増築、広場の整備を交付

金３２５万円を含む６５０万円の事業費で終着駅

であった増毛駅の歴史とにぎわいの歴史のシンボ

ル塔、テルミヌスへの願いの制作、交付金１４４

万円を含む２８８万円の事業費で地域ブランド創

生に向けた資源の発掘、観光ガイド養成、歴史文

化遺産の再発見を狙いとした歴史文化資産を生か

したまちづくりを考えるセミナーの開催をしてい

ます。また、駅舎完成後のことしの４月に完成記

念の倍賞千恵子講演会、オープニングセレモニー

の開催、５月に廃線路を歩く健康ウオーキング、

増毛春の味まつりなどの開催により多くの来場者

を得てにぎわいを見せているとのことでした。

にぎわい創出の具体策として、若い人たちへの

アプローチとしての婚活の実施、国稀酒造の協力

により新しい蔵をつくり、試飲ができるようにす

る。冬にどのようにお客さんに来てもらうか、冬

の食についての研究課題はあるが、人気すし店は

地元の人は混んでいて食べられなかったり、秋の

味まつりや春の味まつりなどには大型バスが列を

つくる状況もあり、年間の入り込み客数の目標を

３０万人としています。ＪＲ留萌本線の留萌―増

毛間の廃止に伴う報道などもあり、ふるさと納税

でも２９年度５億 ０００万円の町外の方からの

応援をいただいていること、札幌や東京の百貨店

で増毛産の果物のＰＲ、セイコーマートとの連携

による増毛産ヨウナシを使った製品の検討と町内

の青年たちが企画したオープニングセレモニーで

は町民ら１００人によるロングテープカットを実

施したり、町民有志の青年部協働体がトロッコ試

乗会を行うなどの協力体制もできています。また、

クラウドファンディングによって旧増毛小学校の

屋根のふきかえや旧富田屋旅館の修繕を行ってお

り、町民みずからも景観保持に協力してくれてい

るというお話を伺うことができました。

委員間の意見交換でも増毛町が築いてきたこれ

までの歴史や自然、育んできた文化、人間関係な

ど増毛町の持つ多くの財産を生かし、ＪＲ留萌本

線留萌―増毛間の廃止という町にとって大きな痛

手から逆転の発想で中心市街地を活性化させ、こ

れまで以上のにぎわいをつくり出そうという意気

込みと増毛町全体の魅力向上に努めたいという気

持ちが町長の発言や果樹農家である議長がここ増

毛へ来てこだわってつくり続けている果物を食べ

てもらうことが重要という発言からもはっきりと

伝わってきたことと、当市においてもこれまでの

歴史や自然、育んできた文化、人間関係などの多

くの財産のポテンシャルをいかに高め、生かすか

が求められていると話し合ったところです。

以上、経済建設常任委員会の行政視察報告とい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、市長より発言



－256－

平成３０年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第６号

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成３０年第４回定例会

議案第４号の名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画を定めることについて、１７、１８の２日間

にわたり慎重審議をいただき、議決をいただきま

した。まことにありがとうございます。

また、議決に当たりましては、名寄市自治基本

条例第１９条に則して中期基本計画の市民周知に

より一層努めることなど６項目にわたる附帯決議

をいただきました。今後この内容を重く受けとめ、

行政運営に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成３０年第４回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午前１１時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 東 川 孝 義
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質 問 通 告 表 （一般質問）

平成３０年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 安定と可能性を引き出す農業施策について

（Ｐ１３６） (1) 災害に対する取り組みについて

(2) ＩＣＴに対応できる人材育成について

(3) 名寄産農産物の付加価値を高める取り組みについて

(4) 女性農業者の活躍を支える取り組みについて

２ 公共施設の活用に対する考え方について

(1) 閉校後の下多寄小学校校舎及び体育館の活用について

(2) 旧日進小中学校、旧東風連小学校、旧豊西小学校の校舎及び関連

施設の活用について

３ スポーツ施策に関する市立総合病院及び市立大学との連携について

(1) 医科学サポートについて

(2) 連携チームの具現化について

２ 東 川 孝 義 １ 名寄市立大学の将来構想推進に向けて

（Ｐ１４８） (1) 大学評価実地調査を受けて

(2) 大学運営の基本となる学生確保の現状について

(3) 将来構想（ビジョン２０２６）との整合性に向けて

２ 健康の森施設の利活用について

(1) 各施設の利用実績について

(2) 施設利用上での課題について

(3) 利用促進に向けた対応について

３ 閉校学校施設の対応について

(1) 現状の維持・管理体制について

(2) 閉校後の利用方法について

３ 大 石 健 二 １ 新年度予算編成から

（Ｐ１６０） (1) ３１年度予算歳入歳出の規模概要等について

(2) ３１年度予算の主要施策等は

(3) ３１年度予算編成で懸念される課題等は

平 成 ３ ０ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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２ 新型出生前検査等から

(1) 新型出生前診断について

(2) 新型出生前診断を行う認定医療機関について

(3) 出生前診断受診に対する妊産婦の心のケアについて

３ 風しんウィルス等の感染症対策から

(1) 風しんの発症と予防対策について

(2) インフルエンザの発症と予防対策について

４ 全市停電における影響とその総括から

(1) 胆振東部地震発災による市における影響及び被害状況等について

(2) 総括から得られた現状の課題と今後の対応について

４ 佐久間 誠 １ 人口減少下における地方自治のあり方について

（Ｐ１７１） (1) 公共施設の維持管理と立地適正化計画について

(2) 本市の産業構成と持続可能なまちづくりについて

２ 安心・子育て支援の環境整備について

(1) 学童保育の現状と使用料の平準化について

(2) 病児・病後児保育の状況と有資格化及び市のサポート体制の考え

方について

(3) 生徒の休日における運動環境の充実について

３ ＪＲ宗谷本線の維持・存続について

(1) ＪＲ宗谷本線の利用促進策などの議論経過について

(2) 国からの財政支援と自治体における関わりについて

５ 塩 田 昌 彦 １ 名寄市における行財政改革の取り組みについて

（Ｐ１８１） (1) 適正な定員管理と人材確保について

① 名寄市の人材確保に関わる職員採用試験の取り組みと課題につ

いて

② 公務員の採用辞退が急増する中、名寄市の現状と対策について

③ 高校、大学生の地元採用について

(2) 行財政改革実施計画の進捗状況について

２ 幼児教育・保育無償化対策の制度概要について

(1) 名寄市の保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設の現状

について

(2) 制度運用に伴う、子育て世代への説明方法について

(3) 待機児童及び潜在待機児童への制度対応について

３ 地元中小企業の振興をより進めるための対策について

平 成 ３ ０ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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(1) 中小企業振興基本条例について

(2) 官公需受注機会の確保と地元業者の育成に関わる地元業者への優

先発注について

(3) 公共事業の発注と冬期除排雪業務について

６ 高 橋 伸 典 １ 防災スピーカーの設置について

（Ｐ１９６） (1) 緊急時の市民周知について

(2) 防災無線・防災スピーカーの設置について

２ 市民が安心できる除雪体制について

(1) 出動基準と除雪体制について

(2) 除雪オペレーターの人材確保について

３ 共同墓地の設置について

(1) 共同墓地の設置について

４ 地域公共交通のあり方について

(1) デマンド交通の現状と課題について

(2) 農村地域のデマンド交通拡大と医療バスの活用について

７ 高 野 美枝子 １ 子どもたちの未来のために

（Ｐ２０６） (1) 不登校児童生徒の傾向と対策について

(2) いじめ調査と対策について

(3) 子育て支援事業計画のさらなる充実に向けて

２ 今冬の災害対策について

(1) 大雪への対策について

(2) 冬季避難訓練の実施について

(3) 冬季における停電対策について

(4) 防災センターの設置について

３ 名寄市の美しい景観を活かした観光とその活用について

(1) ひまわり観光の現状と今後の取り組みについて

(2) 地域資源を活かした観光推進について

８ 川 村 幸 栄 １ 加入者に重い負担を強いている国民健康保険制度のあり方について

（Ｐ２１７） (1) 国庫負担の増額を求めることについて

(2) 「均等割」「平等割」を廃止することについて

(3) 保険証の取りあげをなくすことについて

２ 公営住宅の入居に関わって

(1) 大学生の入居について
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(2) 入居者資格・条件について

(3) 福祉との連携について

３ 男女共同参画推進に関わって

(1) セクシャルハラスメントのない環境づくりについて

(2) 女性に対する暴力をなくす環境づくりについて

９ 山 田 典 幸 １ 本年の地域農業の総括について

（Ｐ２２８） (1) 主要作物の状況について

(2) 重点施策の成果と課題について

(3) 災害等への備えに対する支援について

２ ピヤシリスキー場の目指す姿について

(1) 昨シーズンの検証を踏まえた今シーズンの運営について

(2) 利用者の拡大に向けた今後の施設整備等の考え方について

３ 名寄市における食育の推進について

(1) 基幹産業との連携による取り組みの状況について



－261－

平 成 ３ ０ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会

平成３０年第４回名寄市議会定例会議決結果表

平成３０年１２月３日～平成３０年１２月２１日 １９日間

本会議時間数 ２０時間０３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 3 0 年 第 3 回 30. 9.28 30.11. 7 30.12. 3

定例会 名寄市水道事業給水条例の一部改正について 経 済 建 設 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 2 1 号

30.12. 3 30.12.14 30.12.21
第 １ 号 名寄市立大学奨学金給付条例の制定について

総 務 文 教 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

国民健康保険税等の納期の見直しに伴う関係 ― ― 30.12. 3
第 ２ 号

条例の整備に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

30.12. 3 30.12.12 30.12.21
第 ３ 号 名寄市営牧野条例の一部改正について

経 済 建 設 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定 ― ― 30.12.18
第 ４ 号

めることについて ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 ５ 号

締結について（和寒町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 ６ 号

締結について（剣淵町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 ７ 号

締結について（下川町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 ８ 号

締結について（美深町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 ９ 号

締結について（音威子府村） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ ０ 号

締結について（中川町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ １ 号

締結について（幌加内町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ ２ 号

締結について（西興部村） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ ３ 号

締結について（枝幸町） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ ４ 号

締結について（浜頓別町） ― ― 原 案 可 決

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の ― ― 30.12. 3
第 １ ５ 号

締結について（中頓別町） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（サンピラーパー ― ― 30.12. 3
第 １ ６ 号

ク森の休暇村） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 30.12. 3
第 １ ７ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 30.12. 3
第 １ ８ 号

算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 30.12. 3
第 １ ９ 号

予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 30.12. 3
第 ２ ０ 号

業特別会計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 30.12. 3
第 ２ １ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に ― ― 30.12. 3
第 ２ ２ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 ― ― 30.12. 3
第 ２ ３ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ ― ― 30.12. 3

第 ２ ４ 号 の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に ― ― 30.12. 3
第 ２ ５ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 30.12.21
第 ２ ６ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 30.12.21
第 ２ ７ 号

計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

― ― 30.12.21
第 ２ ８ 号 名寄市議会基本条例の制定について

― ― 原 案 可 決

― ― 30.12.21
第 ２ ９ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市議会政務活動費の交付に関する条例の ― ― 30.12.21
第 ３ ０ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する ― ― 30.12.21
第 ３ １ 号

条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 30.12.21
第 ３ ２ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 30.12. 3
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30.12.21
例月現金出納検査報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 ― ― 30.12.21
日米物品貿易協定交渉に関する意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 後期高齢者の窓口負担の見直しに当たり、現 ― ― 30.12.21

第 ２ 号 行制度の継続を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 日米地位協定のあるべき姿への見直しを求め ― ― 30.12.21

第 ３ 号 る意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 30.12.21
被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

第 ４ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 相次ぐ災害に対する特別交付税の増額を求め ― ― 30.12.21

第 ５ 号 る意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 30.12.21
教育の無償化・負担軽減に関する意見書

第 ６ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 30.12.21
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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